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A欧 米 にk・け る コ ン ビ=・一 タ と法律 制 度

調 査 団 々長 矢 沢 惇

Bア メ リカにお け るEDP会 計

調 査 団副 団長 大 山 政 雄
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A欧 米 に お け る コ ン ピュ ー タ と法 律 制度

調 査 団 々長 矢 沢

1・ ア メ リカ にお け るEDP会 計 と法 制

ω 証 拠 能 力

惇

日本 の商 法 に当 る ものは ア メ リカで は 州法 だ る会 社法 で あ るが
,

まず そ の 前提 問題 と して,訴 訟法 上 法 律 的 に一 番重 要 なの は ,証 拠

能 力 の問題 で あ る。 日本 で は陪 審 制 が ない ので,証 拠 能 力 はそ れ ほ

ど問題.に は な らない が,ア メ リカで は,非 常 に重 要 な問題 に な って

い る。 しか し,日 本 で も刑 事事 件 で は問 題 に な ってい る。更 に実 質

的 に は,証 明 力 す な わ ち証 拠 価 値 も重 要 な問 題 で あ って,コ ン ピュ

ー タの場 合
・ ど うい う形 で 証拠 に な るか とい うこ とは,実 は,記 録

を ゴン ピュ 一 夕で と る とい うこ と と裏 腹 の関 係 に ある。 簡単 にい え

ば・ この基本思想は 一 日本 においては刑 事訴訟法 に同趣 旨の規定

ムが あ る
一 業 務 の通 常 の過 程 に おい て つ く られ た ものは証 拠能 力 が

あ 飢 同 時 に 高 い 証 明 力 を も つ とい う こ と で あ る。 つ ま り
,作 成 の

経 緯 そ の 他 を 証 明 す る こ と な し に 相 当 強 い 証 拠 力 を も つ と い う こ と

が 言 わ れ て い る 。 そ し て,こ れ を 成 文 化 し だ の が ,い わ ゆ る

BusinessRecordRule,あ る い は,BusinessRecord

Statuteと い い,日 本 的 に い え ぱ,業 務 の 通 常 の 過 程 で 作 ら れ だ

商 業 帳 簿,そ の 他 の 書 類 は 証 拠 能 力 が あ り,か っ証 明 力 が あ る とい

う こ と で あ る 。 こ う い う制 定 法 の も と に お い て,コ ン ピ ュ ー タ に よ

る ア ウ ト ・プ ッ トはFreed氏 の 述 べ て い る よ う に,丁 度 外 国 語 で 書

一1一



か れ た 記 録,あ る い は,暗 号 で 書 か れ た 記 ぱ が 通 訳 を 通 して 裁 判 所 の 証 拠

と な る と同 じ よ う に,い わ ば 機 械 化 さ れ た 通 訳 と い う 形 で 記 録 は 証

拠 と な る わ け で あ る 。 こ う い う論 理 か ら い え ば,彼 は こ の よ う な 明

文 の 規 定 が な く て も 同 じ 解 釈 が で き る と い う 議 論 を 展 開 し て い る 。

特 にBigelow氏 お よ びFreed氏 か ら強 調 さ れftこ と は,こ の よ う

な 正 式 のBusinessRecordasEvidenceActが な く て も,同

じ 原 則 が 当 て は ま る と 云 う ミ シ シ ッ ピ ー 州 の 最 高 裁 判 所 の1969

年 の4月21日 の 判 決 が あ り,こ れ に よ っ て,証 拠 の 問 題 に 関 す る

限 り は,法 律 的 に は 制 定 法 が な く て も 解 釈 即 ち 判 例 法 で す む と い う

事 で あ る 。

② 会 社 法 に お け る 記 録 の 保 存

次 の 問 題 は 記 録 の 保 存 の 問 題 で あ る 。 こ の 問 題 に つ い て も,

Freed氏 が 書 い だ デ ラ ウ エ ア ー 州 の 会 社 法 の 規 定 に つ い て の 相 当 詳

細 な コ メ ン ト(Freed,ProvidingbyStatuteforlnspec-

tionofCorporateComputerandOtherRecordsnotlegible

・i・u・11y.A.ca・eStady・nLegislatingf・ ・C・mp・te・

Technology,Dus.,LaugerJan.,1968,pp.457etSeg.)

に よ る と,同 法224条 の 規 定 は な く て も 同 じ 結 果 が 解 釈 上 得 ら れ

る の で あ り,同 規 程 は 注 意 規 定 に す ぎ な い と し て い る 。

一 般 に は ア メ リ カ 会 社 法 上 会 計 帳 簿
,記 録 の 保 存 に つ い て は あ ま

り 詳 細 な 規 定 は な い 。 記 録 を 保 存 す る と い う こ と と証 拠 を 保 存 す る

と い う こ と とは 裏 腹 の 関 係 が あ る わ け で あ る か ら,要 す る に,必 要

な 時 に ア ウ ト プ ッ ト さ れ る と い う保 証 さ え あ れ ば,こ れ ら の 記 録 を

コ ン ピ ュ ー タ で 保 存 す る こ と は 当 然 の こ と で あ っ て,注 意 規 定 で あ
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るDelaware州 の法 律 の よ うに具 体 的 に規 定 して制限 す る と
,か え っ

って反 対解 釈 され る こ とが あ るの で問 題 で あ る。そ の意 味 で は 制 定

法 に まず い 規 定 を お く よりは,解 釈 で い った方 が い い とい う見 解 を

Freed氏 は 表 明 していftの で あ る。

{3)会 社 法 ・証 券 取 引法 にお け る記 録 の閲覧 ・調 査

ω,② の問題 を前 提 に して,商 法 上 最 も重要 な問題 ね ,閲 覧 ・調

査 の問題 で あ る。そ して この調 査 は 商法 上 は株主 に よる調 査
,債 権

者 に よ る調 査 で あ り,そ して制度 上 ,最 も重要 性 を もつ の は監 査 役

ない し公 認 会 計 士(会 計 監査 入)に よる会 計監 査 の問題 で あ る
。

特 別 の法 律 ・た とえ ば証 券 取 引法 とカ㍉ 税 法 とか の関 係 で も,記

録 の保 存 が 特 別 に具 体 的 に要 求 され て い る。 こ の場 合 に も記 録保存

の要 件 とそ の解 釈 が問 題 とな る。 この点 につ い て は
,SEC(証 券

お よび 取 引所 委 員 会,わ が大 蔵省 証券 局 に当 る)でChief
-A.ccoun-

tant(会 計 部長)のBarr .氏及 びHarvardLawSchoo1のLouis

Loss教 授 か ら聞 い た ところ で は,SECと して は,証 券 法 ・証券

取 引所 法(わ が証 券 取 引法 に 当 る)上 の 一般 企業 の開示(di、cl。 、u,e)

要 件 と して は,特 別 に会 計記 録 の保 存 や 閲覧 そ れ 自体 を規制 す る こ

と を しない の が原 則 で あ るが,だ だSECの 直接 の管 轄 下 に ある証

券業 者 の 記 録 の保 存 につ い て は,1970年4月30日 に規 制17a

-4(F)が 制 定 さ れ
・そ れvaよ ・て マ イ ク ・ つ ・ル ムで証 券業

者 の商業 帳 簿 を作成 保 存 す る こ とがで き る とい うこ とにな っだ 。 す

なわ ち,一 般 の公 開 会社 の記 録 につ い て は 規制 しない が ,証 券 会 社

につい て は;こ うい う特 別 規 則 が あ って,マ イ ク ロ フ ィル ム に よる

記 録 の作成,保 存 を認 め る とい うこ とで あ る。改 正 前 の規 則 に よ る

一3一



と2年 間,原 記 録 を とって お け ば,そ の あ とは マ イ ク ロ フィル ム に

して よい とい うこ とに な って い たが,こ の改 正 で 始 め か らマ イ ク ロ

フ ィル ムで 作成 ・保 存 して よい とい うこ とに改 めだ の で あ る。 この

規 則 と関連 して,わ れ わ れ の問題 と関 係 のあ る こ と と して,'磁 気 テ

ー プか らマ イク ロ ・フ ィル ム に翻 訳 す る とい う形 で 事務 を処 理す る

こ とが で き,そ れ も この規 則 の前提 にな って い る こ とに 注意 すべ き

で あ る。 この規 則 改正 の 目的 はLoss教 授,Barr氏 が い わ れ た し,

SEOの 年 次 報 告 に もでて い るが,非 常 に多量 の証 券 の売 買 が行 な

わ れ る よ うに な る と,証 券 の 受 け 渡 しが お くれ る よ うに な る。 そ の

重 大 な原 因 は 記 録 の作 成 ・保存 が必要 なだ めで,顧 客 へ の受 け渡 しが

非 常 に お くれ る と投 資 者 を害 す る こ とに なる の で,そ れ を 防止 す る

kめ にEDP化 す る との こ とで あ る。 そ れ に 関連 して株 券 の処理 に

電算機 を用い る問 題 で あ るが,記 録 自体 の 問題 に つい て も投 資 者保

護 の 目的 か らこの機 械 化 を促進する とい う一 勿 論,こ れ は 強制 で な

く選択 的 方法 で あ る一 必要 が生 じた わ けで 函 る。

そ して,こ うい う形 で,丁 度Delaware州 法 の規 定 と同 じ よ うに,

調 査 で きる こ と,あ るい はい つ で も プ リン ト ・ア ウ トで きる こ とさ

え保 証 す れ ば,原 記 録 は始 め か ら全 然 い らない とい うこ とを考 えて

い る ので あ る。 つ ま り磁 気 テ ー プで とって お い て マ イク ロ ・フィル

ムに直 し(COM),あ るいは 原 記録 に 直す の だが,前 の方法 を と

れ ば,原 記 録 は ハ ー ド・コ ピー そ の ものは な くて もい い とい うと

ころ まで進 ん でい た の で あ る。Barr氏 に,そ れ で は,も う一 歩 進

ん で マ イク ロ ・フ ィル ム化 しな いで 磁 気 テ ー プ そ の も の だけ の作成

・保 存 は ど うか とい う質 問 を した ところ,同 氏 は わ れ わ れ と して は

一4一
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技 術 の進 歩 に つい て 自信 が もて ない か ら,'ま ず第 一 歩 と して マ イク .

ロ・フィルム まで 認 めた ので あ る とい う答 で あったが ,こ の マ イク ロ

・フ ィル ムは 前述 のCOMつ ま リコ ン ピ
ュ一 夕 と結 び つ い て い る マ

イク ・ ・フ ィル ムで あ る か ら ,相 当進 ん だ もので あ る。 証 券 会 社 以

外 の一般 のSEC関 係 法 の適 用 を受 け る会 社 はDelaware州 法 と監

査 の問題 に委 ね て お り,SECと して は,直 接 なん ら干 渉 しない で ,

た だ公 認 会計 が監 査 で きさ え すれ ば,つ ま り ,そ の監 査 が一 般 に認

め られ た 公正 妥 当 な監 査 基 準 に よって で き るな らば ,こ れ は認 め る

とい うこ とで あ った 。 勿 論,こ れ は 制定 法 ない しそ の解 釈 が 前 提 で

ある。 そ して そ の解 釈 の も とで,あ とはCPA協 会 の監 査 基 準 に 委

ね る とい うこ とに な る。

も う一 つ の問題 は,具 体 的 に は,商 法 と税 法 の2つ が 関連 して き

て,結 局,税 務 調査 が,公 認会 計 士監 査 より も実 際上 は よ り大 きな

問題 で ・特 に記 録 の保 存 ・閲覧 については,IRSが ガ イ ドラ イ ン を

出 してい るかけ で あ る。 そ の点 が最 後 に問題 と して残 る ところ で あ

る と思 わ れ る。 しか し,こ と商法,あ るい は 証券 取 引法 に 関す る限

りは以 上 の よ うな情 勢 で あ る。

ω 制 定法 に 対す る ア メ リカ の考 え 方 の特 色

以 上 を通 じて い え る こ とは,ア メ リカで は制 定 法 もあ る が,必 ず

し も制 定法 の あ る州 だけ がEDP化 で き る とい うこ とではkく て,

そ の よ うな規 定 は い わ ば 注意 規 定 で あ る とい うこ とで あ る。 ア メ リ

カでは別 に 日本 の法 務 省 の よ うな もの が ない の で,記 録 を ど うす る

か とい うこ とに直接 干 渉 す る ところ もない ので あ り,す べ て 判 別 法

で 決 定 され る。
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そ れ か ら も う一 つは,法 制上 の違 い で あるが,ア メ リカで は,そ

もそ も商業 帳 簿 につ い て 日本 ほ ど詳 細 な規 定が な い の で あ る。 日本

で は 法 律 上 も重 視 され て い る会 計 帳 簿 の"整 然 明瞭 の原 則"と い う

も の が あ っ て,こ れ を ア メ リカ流 の論 理 を もって す れ ば,整 然 明瞭

に成 し得 る こ とが 常 に保 証 さ れ てい れ ば 良い とい うこ とに な る。 し

か し,日 本 の 法 律家,特 に法 務 省 当 局 は,割 合 厳 格 に解 釈 して い る

よ うで あ るか ら,問 題 が あ り,実 務 家 には,そ の行 政 解 釈 が 必要 だ

か ら,通 達 や立 法 を しな くて も よい ともい え るか も しれ ない が,目

下 の ところそ れ も期 待 で きず,税 法 も商法 で 明 定 してほ しい とい っ

て い るの で,そ うい う 日本 の現状 か らいえ ば,ア メ リカ よ り一 層 合

理 的 な立 法 をす る必 要 が 大 きい。 そ の意 味 で は,Freed,Bigelow

両氏 の 「 コ ン ピュ ー タ と法律 」中 の論 文 で出 して い る考 え方 や 直接

現地 で それ に つ いて 補 足的 に きい た考 え 方,あ るい は,ア メ リカの

最 近 の判 例 の考 え方 が 参 考 にな る と思 う。 直接Bigelow氏 か らき

いftと ころ に よれ ば,だ とえ ばMassachusetts州 で は先 年会 社法

を改 正 し,今 ま で の規 定 で は帳 簿 は"books"と い う表 現 に な って い

kが,こ れ は コ ン ピュ ー タ に対 して は表 現 が わ るい の で 《trecords"

と改 め た とい うこ とで あ る。 日本 の改 正 案 で い え ば 「会 計 帳 簿 」を

「会 計 記 録 」 と直 した わ け で あるgま さ に我 々が 前 か ら言 って い る
.

こ と をMassachusetts州 で は実 施 しftわ け で あ る。そ して都 合 の

悪 い条 文 は 直 ちに時 代 に合 う よ うに直 して い るの で あ って,日 本 で

も このや り方 を 考 え る価 値 があ る と思 う。

Freed氏 の意見 で は条 文 は 余 り細 か く書 くな,書 くな らで きるだ

け 弾 力 的 に書 け とい うこ とで あ る。そ して 都 合 の悪 い こ とが 出て く
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れ ば判 例 に よる解 釈 で 押 え て行 け ば よい とい うこ とで ある が ,こ う

い う.思想 で,立 法 を考 え るべ きでは な い か と思 う。

2.欧 州 に お け るEDP会 計 と法 制

ヨー ロ ッパ の4か 国 につ い てEDP会 計 と法 制 とを 視察Lた が ,ア

メ リカに比 して一 見,法 制 整 備 が遅 れ て い るか の如 き印 象 を 受 け た。

イギ リス の如 くCo㎜OnLawに よる国1㈱ い て は,制 定法 上 で,コ

ン ピュ ー タ を採 り入 れ る必 要 性 が 少 ない が,ド イ ツ,フ ランス の如 く

制 定法 を重 視 してい る国 にお い ては,条 文 の整 備 が重 要 に な る。 しか

し.ド イ ツ,フ ラ ンス で は商 法,税 法 の改 正 に慎重 な 態度 を採 ってい

る ので ・未 だ コ ン ピュー タに 関す る明文 の 規 定 は な い。 オ ラ ンダ にお

い ては,法 制 よ りも コ ン ピュ ー タの 利用 が先 行 して お り,と くに法 令

上 でEDP会 計 を問 題 祝 して い る様 子 は なか った。

か よ うな状 況 で は あ る が,こ れ ら4か 国 に お い てEDP会 計 は 次第

に普及 して お り,と くに イ ギ リス,オ ラン ダ に おい ては コ ン ピュー タ

は 企業 会 計 に も よ く利 用 され てい る。 と くに 銀 行 に おけ る コ ン ピュ ー

タ の利 用状 況 は ア メ リカの銀行 より も進 ん で い る面 が あ り ,イ ギ リス,

フ ラ ンス の 銀行 では オ ン ライ ン化 が 進 み,手 形,小 切手 の交 換 に コ ン

ピュ ー タ を用い てい る と ころ もあ った。

〔1}イ ギ リス

イ ギ リスで は 会 社法 に会 計 帳 簿 の規 定 が あ るが,と くに コ ン ピュ

ー タ を違 法 祝 して は い な い
。 一 方CivilEvidenceActを 立 法 し

て コ ン ピュ ー タ の記 録 を裁 判上 の証 拠 能 力 が あ る 旨認 め てい る。 こ

れ につ きICLで は,条 文 は ど うあろ う と,判 例 の方 で コ ン ビュ 一

-7一



タ は容 認 され てい る と言 って い る。

一 方
,勅 許 会 計 士 の社 会 的 地位 も高 く信 用 も篤 い ので,勅 許 会 計

士 の監査 した も のに つ い て は,税 務 署 が全 面的 に これ を信 用 し,特

に税 務 の実 地調査 は しな い 。 そ こでEDP会 計 につ い て も勅許 会 計

士 に全 面 的 に 委ね て お り,勅 許 会 計 士 協会 がEDP会 計 に お け る 内

部統 制 質問 書 を定 め るな ど,イ ギ リス の 企業 のEDP会 計 に つい て

強 い 影 響力 を有 して い る。要 す る に イギ リス にお い て は,マ イ ク ・

・フ ィル ム あ るい は磁 気 テ ー プで会 計記 録 類 を保 存 して お き
,監 査

な どに必 要 な もの は プ リン ト ・ア ウ トす る とい う恰 好 で あ り,極 め

て米 国 と似 て い る と考 え られ る。

② フ ランス

フ ランス の場 合,企 業 に導 入 され て い る コ ン ピュ ー タ の数 は 日本

と く らべ る とか な り少 な く,し た が って,会 計 処理 に つい て も,日

本 ほ ど進 ん でい ない 。そ こでEDP会 計 と法 制 につい て と くに問題

にな ってい ない 。

税 務 調 査 は会計 士 が 監 査 した か否 か に関係 な く,直 接,検 査 官が

行 って調査 す る とい う方 法 を と 〔て い る。 この調 査 の サ イク ル は平

均 して4年 に1回 ぐらい で,調 査 そ の もの は普 通 の方法 とかわ りな

い。 しか し大 蔵 省 は 今 後 の 問題 につ い て は,我 々 と全 く同 じ様 な問

題 意 識 を も って いて,何 か の形 で 将来 は磁 気 フ ァ イル保 存 を 認 め ざ

る を得 ない だ ろ う と言 っ てい る。 そ の場 合 に セ ー フ ・ガー ドを ど う

す るか とい うこ とが問題 で あ り,フ ラ ンスの 大 蔵 省 の考 え て い る こ

とは,大 きな会 社 の場 合 には個 別 にhomologuerを 与 え,中 小 企

業 の 場 合 一一一 例 え ばC.C.M.C.

一8一

に は コ ン ピ ュ ー タ ・サ ー ビ ス 機

Φ



●

」

や

関 にhomologuerを 与 え る。 そ のhomologuerの 中味 に お いて

い ろい ろ な要 件 を決 めて,そ れ に適 格 で あ る と認 め だ場 合 には コ ン

ピュ ー タ部 門 につ い ては,税 務 調 査 を免 除 す る とい うこ とを実 施 し

て は ど うか と考 えて い る。 い ずれ に して も成 案 がで て くる のは来 年

の よ うで あ る。 しか し,そ れ が成 文 に な る と意 外 には や く磁 気 フ ァ

イル に よる保 存 の方 向 に 行 く の で は な い か と思 わ れ る 。 な む,

マ イク ロ ・フィ ル ム につ い ては 税 法 上 認 め てい るが,こ れ は法 典 で

は な く,租 税 法 に関 す る行 政 判 例 に よ って 認 め られ て い る もので あ

る。 商 法 上 もマ イク ロ ・フ ィル ム を認 め る方 向 で規 則 案 が検 討 され

てい る。

③ 西 ドイ ツ

西 ドイ ツは 商 法 上,商 業 帳簿 類10年,商 業 信 書7年 とい う保 存 ・

規定 が あ る が,コ ン ピュ ー タに関 す る規 定 は ない。 しか し法 務省 で

は,現 行法 上 で も最 高 裁 判所 が コ ン ピュー タ を違 法 とす る判決 は 下

さ ない 筈 だ と考 えて い る。 した が って法 務 省 で は 商業 帳 簿 の規 定 を

早 急 に 直す つ も りは ない よ うで あ る。 これ は法 務省 が 保 守的 だか ら

とい う訳 で は な ぐて,コ ン ピュ ー タが時 代 と と もに進 歩 し,変 って

い くので,拙 速 な規 定 を 設 け る と後 日に至 って実 際 に合 わ な くな る

故 に,条 文 は 慎重 に考 え て い る のだ とい う説 明 で あ った。 また ドイ

ツの 商法 で は マ イク ロ ・フ ィル ムは認 め られ てい る が,な ぜ マ イク

ロが認 め られ て 磁 気 テ ー プは認 め られ て い ない の か を質問 した と こ

ろ,マ イク ロ ・フィル ムは経 済 界 の要 望 が 非 常 に強 か った ので取 り

入 れ た が,磁 気 テ ー プに つ いて はそ れ 程 の要 望 が なか っだか ら とい

うこ とで あ っ た。 か よ うな わけ で,西 ドイ ツで は で き るだけ現 在 の
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法 を拡大解 釈 して,コ ン ピュ ータ の進 歩 に即 応 して,取 扱 い を で き

るだけ 解 釈 で カバ ー してい こ うとい う態 度 が強 い 。現 実 に は マ イグ

ロ ・フィル ムや磁 気 テ ー プで 記 録 を保 存 して おい て,税 務 の要 求 の

あ る時 には プ リン ト ・ア ウ ト して い く とい う態度 で あ り.そ うい う

意 味 で極 めて弾 力的 な もの を感 じた。

現 在,ド イ ツの経 済 行 政 委 員 会(AWV)で は,1974年 度 国

家 財政 法 の改 正法 案 を検 討 して い るが,そ の第二 次 案(非 公 式)で

は,磁 気 テ ー プ保 存 を認 め る とい う内容 も含 まれ て い る。

(4}オ ラ ンダ

オ ラン ダで は フ ィ リ,ッブス社 の み を視 察 しだ が,EDP会 計 は我

我 の 視察 しだ諸 会 社 の うちで は最 も進 ん で い る よ うで あ った 。 とく

に得 意 先 か らの注文 に つ い て は,オ ン ライ ンに よ って,在 庫 を調 べ.

直 ち に注文 に応 ぜ られ る か否 か をオンラインで回 答す る方 式 を採 用 し

て お り,コ ン ピュ ー タ の効 率 的利 用 が み られ だ 。,

EDP会 計 が進 ん で い る関係 上,会 社 の 内部 統 制 も充分 に行 なわ

れ て お り,プ ログ ラ ムの変 更 に当 って は,必 ず 内部 監査 部 門 の承 認

を要 す る とす る な ど細 か い 配慮 が為 され てい る。 ・・

一 方 ,法 令上 は コ ン ピュ ータ会 計 に関す る特 別 な制 約 も な く,ま

だ税 務 調 査 も殆ん ど行 なわ れず,公 認 会計 士 に委 ね る とい ラ態勢 を

採 ってい る ため,企 業 として も充 分 に公認 会計 士 に説 明 で き る よ う

対処 してい る点 にオ ランダ の特 色 が み られ た 。

5.む す び 、

以 上 欧 米 各 国 に お け る 商 法,税 沫 等 と コ ン ピ ュ ー タ と の 関 係 に つ い

:t -.:.・ 「1年
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ては 概 ね 以上 の よ うな状 況 で あ るが,わ れ われ が 日本 に おい て 議 論 し

てい る と,条 文 が先 に きて これ に合 わ なけれ ば コ ン ピュ ー タは駄 目 だ

とい う発 想 を して い るが,欧 米各 国で は まず コン ピュ ー タが あ って皆

が使 って い て合 理 的 な もの で あ る となれ ば,何 とか それ に合 わ す よ う

に法 律 の解 釈 をす る とい う態度 で あ り,は じめ か ら発 想法 が 違 う。 こ

れ は ア メ リカのIRSも 同様 で コ ンピュ ー タ を前 提 に い ろい ろ な制度

を考 え て い る。 この 点 わ れ わ れ も概念 法 学 に捉 われ る こ とな く,欧 米

各 国 の柔 軟 な考 え方 を,大 い に 参考 すべ きで あ る と思 わ れ る 。

(注)ア メ リカの部 分 は 矢沢 が担 当 し,ヨ ー ロッパ の部 分 は居林 が担 当

し,矢 沢 が全 体 を調 整 した。

◎
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⑯

Bア メ リ カ に お け るEDP会 計

調 査 団 副 団 長 大 山 政 雄

1コ ンピ ュ ー タの 発達 と会 計

ア メ リカに おけ るEDP会 計 シ ステ ム は わ が国 の発 展 と比較 す る と
,

か な り旧 い歴 史 を も って い る。 そ の発 展 の過 程 を み る と 田BM

(Book-keepingMachine)時 代(2)PCS(punchedCard

Sy…m)時 代(3}EDP(Elec…ni・D・ ・aP,。cessi。9

System)時 代へ と発 達 し今 日に 至 って い る もの で あ る。 コ ン ピュー

タ(C・mp・t・ ・)の 保 有台 数 も約60 .000台 と言われ,わ が国保有

台数 約6,000台 に比較す るとそ の普 及;ks・よび利用 に関 して極 め て関 心 の高

い もの で あ る。

アメ3」 カの コ ンピ ュ ータの発 達 は ,{1)ハ ー ド・ウ ェア(Hardware)

の 発達(2}ソ フ トウ ェア(Software)の 発達 〔3}アプ リケ_シ ョ ン

(Application)の 発 達 な ど に よ って コ ン ピュ ータの 高 度 利 用 が考

え られ て きた。

企 業 の 経営 活動 に よ って発 生 す る大 量 デ ータ の処 理 に コ ン ピ ュ ータ

が利 用 さ れた こ とは 極 め て 当然 な こ とであ る 。又 企 業 の デ ー タ処 理に

必要 な 条 件 であ る(1}迅 速 性(21正 確 性(3}適 応 性{4)経 済 性 が十 二 分

に満 され るに及 ん でそ の 普及 と高 度利 用 は 著 しく保 存 台 数 を世 界 第一

位 に 至 ら しめ た もの で あ る。

大 量 の デ ー タ処 理 と あわせ て,デ ータ伝 送 シス テ ムの発 達 も コ ン ピ

ュー タ ・システ ムの発 展 に大 きな 役 割 を演 じた もの であ る。

今 日の情 報 化社 会 の 出現 は コ ン ピ ュー タ ・シ ス テム と共 にデ ー タ伝

v
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送 シ ス テ ム の 確 立 に よ っ て そ れ が 可 能 に な っ た と 称 す る こ と が

で き る 。

一 方 に お い て 会 計 シ ス テ ム を 分 析 す る と そ の 作 業 内 容 は ,(1}記 録 作

業{2}分 類 作 業(31計 算 作 業14}製 表 作 業 な ど で あ り,こ れ ら の 各 会

計 作 業 が 前 述 の コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ム テ ム,・ デ ー タ伝 送 シ ス テ ム 及 び

企 業 の 経 営 管 理 情 報 シ ス テ ム(MIS:ManagementInformation

System)或 は 会 計 情 報 シ ス テ ム(AIS:AccountingInforma_

tionSystem)と 結 び 付 い て 今 日 の 如 き 根 強 い コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス

テ ム が 確 立 さ れ た も の で あ る 。

し た が っ て ア メ リ カ に お け る コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム はMIS或 は

AISに 広 く 高 度 に 利 用 さ れ て い る 。 そ れ はBM或 はPCS時 代 を 経

て 今 日 の 発 達 を み た も の で あ り,な お か っ こ れ ら の 機 械 化 が今 日 の コ ン

ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム の 中 に 包 含 さ れ 活 用 さ れ て い る こ と で あ る 。

◎

頃

2.EDP会 計 とそ の諸 問題

1.EDP会 計

アメ リカに お い て 企業 の 会 計 シ ステ ム は殆 ん ど コ ン ピ ュ ー タ ・シ

ス テ ムに よ る会 計処 理 とい うこ とが で きる 。

した が っ て企 業 にお け る会 計情 報 シス テ ム のEDPに よる処 理 は

EDP会 計,或 は コ ン ピュ ータに よ る会 計情 報 シス テ ム と言 うこ と

が で きる。

EDP会 計 或 は コ ン ピ ュ ータ会 計 情報 シス テ ムに つ いて 明確 な定

義 づ け は 未 だ な い よ うで あ る。 した が って企 業 の 会 計 が全 面的 に は

EDPに よ って処 理 され て い る場 合 は勿 論EDP会 計 と言 う こ と が
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で きる が,そ の 一部 をEDP処 理 して い る場 合 で も概 してEDP会

計 と称 して い る よ うで あ る。

勿 論 この場 合 高 度 なEDP会 計 シ ステム と呼 ぶ こ とが で き る と同

時 に後 者 の 一 部 分EDP処 理 の場 合 初期 のEDP会 計 と呼 ぶ こ とが

で き る。

アメ リカの 企 業 にお い て 全 面的 なEDP会 計 は少 な い よ うで ある。

その こと は今 回 の 訪 問 調 査 に よ って知 り得 た範 囲 に お い て言 うこ と

が で きる。

結 局 総 ての 会 計 デ ータのEDPへ のInputが ただ ち にB/S

(Balance-Sheet)或 はP/L(ProfitandLoss)

Statement・ をOutputす ると い う会計 シス テ ムで ない とい う意

味 で あ る。 した が って アメ リカに お い てか な りオ ン ライ ン ・リ アル

タイム ・シス テ ムが発 達 し企業 の経 営管理 情 報 シス テム と して コ

ン ピ ュ ー タが 高度 に 利用 され てい るが財務 諸 表 の作 成 に は そ れ程 活

用 され て な い。EDPに よる会 計情 報 の作 成 ・利 用 は高 度 に 実施 さ

れて い るがAISと してEDPを 考 え てい な い よ う であ る。

コ ンピ ュ ー タ ・シス テム に よ る会 計情報 の 収 集及 び そ の 利 用 は前

述 の如 くAISと 言 うこ と でな く経 営 鯉 情 報 ぽ テム(MIS)

と して思 考 して い る が,.そ の 内容 は勿論 会 計 情 報 で あ る。 したが っ

て 日本 的に 思考 す る な らばEDP会 計 と称 す べ きで 法 るが そ の よ う

に は呼 称 してい な い。

会 計 情報 の 内容 は(1}事 後 計 算情報

{2}現 在 計算 情報

t3}事 前 計 算情 報
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の三種 類 の情 報 で あ るが個 々に これ を 区別 す る こ とは な く管理 情 報

と して 利 用 して い る と言 え る もの で あ る。 した が ってEDP会 計に

関 す る定 義づ け な どが 明確 に示 され て な い。

EDP利 用 に よ る各 種 情 報 の 収集 は 会計 情 報 を中 心 に 予測 情報 か

ら計 画 に,計 画の 確 立 か ら予算 統 制 に,更 に計 画 遂 行 に 伴 う予 算

の実施,予 算 と実績 との 比 較調 整 ・評 価 な ど会 計 情 報 の 広範 囲 の 高

度 利 用 に よる経 営 管理 情 報 シス テ ム を確 立 し企 業 経 営 の合 理化 ・科

学 的 管 理技 法 の 導 入 に よ る経営 管 理 の高 度化 が実 施 され て い る。 多

くの企 業 が実施 してい る シ ステ ム をあ げ れ ぽ次 の よ うな もの で あ る。

購 買管理 シ ス テ ム

生 産 管 理 シ ス テ ム

在 庫 管理 シ ス テ ム

販 売 管 理 シ ステ ム

労 務 管 理 シ ステ ム

設備 管 理 シ ステ ム

資金 管理 シス テ ム

ーな どで あ って各 サ ブ シス テム は か な り高 度 な もの で各 部 門 或は ラ

イ ン部 門 か ら オ ンラ イ ン或は オ フ ライ ンに よ りコ ン ピ ュ ー タに 結 合

され,そ の 目的 を十 分に 遂 行 して い る。

各 部 門 或 は工 場,営 業 所 な どデ ー タの 発生 す る各 部 署 か らい つ で

も イ ンプ ッ ト出 来 る シ ス テム に な って お り,デ ー タ伝 送 シ ステ ム の

確立 は もち ろ ん の こ と子 会 社 ・系 列 会 社の各 種 情 報 も この コ ン ピ ュ

ー タ ・セ ン タ ーに送 信 され 処 理 す る仕 組 み で あ る
。

した が 〔て各 種 の 経 営管理 情報 或 は会 計情 報 も直 ち に ア ウ トプ ッ

ー16一
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ト さ れ る の で あ る が ・ 企 業 全 体 と し て の ト ー タ ル ・ イ ン フ ォメー シ ョ

ン ・シ ス テム に は な って い な い よ うで あ るが近 い将 来 に お いて 総 合

的情 報 シス テム の確 立 とい う こ とが予 想 され る 。

各 部 門 と コ ンピ ュ ータ ・セ ン タ ーとの 関 係 は中 央部 に か な り大 型

コ ン ピ ュ ータの設 置 が あ り,各 部 門 は中 型 コ ンピ ュ ー タが設 置 され,

これ を1/Oマ シ ン,及 び バ ッチ処 理 用 と して 活用 す る シス テ ムの

企 業 が多 い。 いわ ゆ る衛 星 コ ン ピュ ータと しての 利 用 と い う ことで

あ る。 した が って全 体 的 な メ リ ッ トを あげ るた め に各 コ ン ピ ュ ー タ

間 の デ ータ伝 送の ス ピ ー ド・ア ップ が 当然 必要 にな って来 る。 現 在

高 速度 な るデ ータ伝送 の方 式が採用,実 施 され て い る意 味 が十 分 理 解

で き る。

他方,'企 業の経営 活動か ら情報 処理 の要求 は コ ン ピ ュー タの大 型 化

が次 第 に 実現 して い る現 状 で あ る。

2.EDP会 計 の 実 施 に よる問 題 点

〔1}EDP会 計 に よ る記 録 の特 殊 性

EDP会 計 の実 施 は 前述 の 如 く経 済 性 が 当然 確保 され ね ば な ら ・

な い。勿 論 合 理 的か つ高 度 利 用 も 考 え られ て い る。 コ ンピ ュ ータ

・シス テ ム利 用 は 多数 の情 報 を経営 者 ,或 は管 理者 又 は 作業 者 に

各 自必 要 に応 じ て提 供 し なけ れ ば な らな い。 した が って そ の ア ウ

トプ ッ トは尾 大 な 量 に な るば か りでな く,そ の保 存 も大 きな 問題

に な って来 た 。

会 計 に必 要 な帳 簿 類 は 総 て コ ンピ ュ ータに よ って ア ウ トプ ッ ト

され るの で あ るが 彪大 な情 報 量 を いつ で も必 要 な時 点 に 提 供 で き

る 仕 組 み に す る こと が要 求 され,ハ ー ド・コ ピ ーに よる 長期 間 の
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保 存 は便 宜 性 と経 済 性 を著 し く害 す る結 果 とな った。 そ こで情報

を活 用 す る或 る一 定期 間 を ハ ー ド ・コ ピ ーで保 存 す る こ とは 意味

が あ る が,そ の 他 の長期 保 存 の場合,帳 簿 及 び そ の他 の 会 計情 報

を読込 み及び読 出 しの速 い磁気テー プ及びこれ に代 る記録 媒 介 方 式

(デ ィスク,ド ラム等)が 採 用 され,多 くの企 業 が これ を採 用 しE

DP会 計の 記録媒 介 物 と して磁気 テ ープ で保 存 して お り,商 法 も

これ を認 め てお り,多 くの 州 法は 給 料 の 源 泉 所得 税 の 申告 も磁 気

テ ープ に よ る もの を 認 め て い る。 そ の他売 上(出 荷)に 関 す る 資

料 も磁気 テ ープ に よ る申告 が 実施 され て い る。

結 局,コ ン ピュ ータ ・シス テム の 効率 と経 済 性 か らEDP会 計

にお け る 磁気 記録 が アメ リカで実 施 してい る とい う こと であ る。

こ の ことは公 認 会 計 士 の監 査に も大 きな 影 響 を もた ら した 。

(2}EDP会 計 に おけ る会 計士 監 査

EDP会 計 の仕 組 み は デ ー タの イ ンプ ッ トは コ ン ピ ュ ータの ブ

ラ ック ボ ック スに よ り処理 され 結 果 が ア ウ トプ ッ トに な るイ ンプ

ッ ト ・デ ー タに関 す る追 跡 調査が 可 能 か ど うか に か か って く る 。

した が って会 計 士 監査 は1/Oの 問題 及 び処理 シ ステ ム が ど うな

って い るか 内部 統 制 の問 題 で あ り,更 に コ ン ピュ ータ ・シ ステ ム

の 内容 の 問 題 に もな る。

EDP会 計 の会 計士 監 査 は1/Oと ,処 理 の プ ロ グラ ムの問 題

、及 ゴ ン ピ ュ ー タ ・オ ペ レ ー シ ョ ン の 問 題 及 び シ ス テ ム の 問 題 な ど

に 分 類 で き る。

した が って監査 に 関す るEDPプ ログ ラム が 実現 す る こ とに よ

って組 織 監査 と デ ー タ処理 の監 査 が実施 され る。 した が って 後 者
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の デ ー タ処 理 の監 査 は コ ン ピュ ータ を使 用 して監 査 を す る方法 が

実 施 され るよ うに な った 。

正 に 近 代 的EDP会 計に 挑 戦 す る新 しい会 計 士 監査 が拾 頭 す

る に及 んだ 現 在 で あ る。

アメ リカの 会 計士 はか な りコ ンピ ュ ー タの ハ ー ド及 び ソフ トに

強 い よ うで あ る。

(3}EDP会 計 と税 務 調 査

アメ リカに お い てはEDP会 計に よ るハ ー ド・コ ピ ーは帳 簿 に

活 用 され ・ 又経 営 管 理情 報 と して 活 用 され る が 長 期 保 存 の 建 前

は 磁気 テ ープ或 は マ イ ク ロ ・フィルムに よ る保 存 が認 め られ てい る

わ け で税 務 上 の調 査 もEDP会 計 の特 殊性 に マ ッチ した 方 法 が 採

用 され て い る 。監 査 プ ロ グ ラ ムの利 用 に よ る磁 気 テ ープ の 記録 内

容 の調 査 とい うこ とに な り・ 人 間 労 力 を排 除 す る こ と或 は長 期 間

に お け る大 量 記録 の 調 査 が短 時 間 で終 了 す る こ とが で き るの でI

RS(歳 入 国税 局)で も この方 法 が採 用 され て い る。

E"DP会 計 の 実現 は従 来 手 書 き で処 理 して いた 方 法 とはか な り

異 な`り,シ ステ ム の確 立 と同 時 に こ の方 式 に 対 応 で きる1/Oの

問 題,プ ロ グ ラム の問題,オ ペ レー シ ョンの 問 題,シ ス テ ム の 問

題 な どか な り特 殊 な 問題 が提 起 され るので あ る が,EDP会 計 に

よ って新 しいか っ 重要 な 問題 が拾 頭 して きた 。

(4}わ が 国EDP会 計 との比 較

既{二述 べ た如 く コ ンピュ ー タの保 有6万 台 を越 え る アメ リカ の

企 業 の コ ンピ ュー ダ利用 は広 く,か つ合 理 的 に又 高度 の活 用 方 法

が実 施 され てい る。 デ ータ ・バ ン クの 構 想 や コ ンピ ュ ー タ ・セ ン
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タ ーの 活 用は オ ン ラ イン,或 はオ フ ライ ンに よ って或 る時 に は タ

イ ム ・シ ェ ア リン グ,或 はマ ル チ ・プ ロ セ シ ン グな ど新 しい シ ス

テ ム開 発 に よ って利 用 方 法 が 種 々 と考 え られ て い る。 わ が 国は コ

ン ピュ ータの導 入 は科 学 技 術 計算 を主 力 と し,又 オ ー トマ チ ック

・コン トロ ール を利 用 し生 産 コ/ト ロ ール に よく活 用 され て きた 。

近 年 会計 に コ ンピ ュ ータ ・シ ステ ム を導 入 し,事 後 計 算 にか な り

大 きな ウェイ トをかけ ている よ うで あ るが,現 在 計 算 へ の システ ム

開発 も盛 ん に行 な われ,ト ータ ル ・イ ン フ ォメ ー シ ョン ・シ ステ

ム にか な り近 いところま で進 ん でい る大 企 業 も少 数 であ る が実 現 し

て来 た。

これ らの大 企 業 はEDP会 計 もか な り進 ん で アメ リカ に劣 る も

の で はな いが 全般 的 な総 体 に お いて まだ ま だの感 じで あ る。

アメ リカのEDP会 計 シ ステ ム は そ のメ リ ッ トを あ くま で考慮

し実施 し てい るもの であ る が,わ が 国 の場 合一部 の 企 業 は か な り

進 んだEDP会 計 シ ス テ ム を実 施 して い る がそ の経 済 性 に つ いて

更 に考慮 す る余 地 が あ る と思 わ れ る。

EDP会 計 に は 商法 の 帳 簿 の 問 題,公 認 会 計士 の 監 査 の 問題,

税 務 調 査 の 問題,新 しい方 式 と して企 業 会 計 の 問題 な ど が残 され

て い る。

▲
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メ モ レ ッ ク ス 社(MemorexCorP.)

`

£

(は じめ に)

わ れわれ 調査 団 の 最初 の訪 問先 と な'った メモ レックス 社 は.磁 気 テ ー プ

を は じめ と し,コ'ン ピ ュ一 夕 周辺 機 器 を製 造 して い る会 社 で あ る。6月

1日,SantaClaraに あ る同社 本社 を訪れ ,極 め て 懇 切 な応 待 を うけ

る こ とが で き た。 面接 者 はJ.J・Kramer氏(VicePresident
,

1・t・m・ti・nalGr・up);D.A.Owen氏(Manag。r
,M。dia

Marketing・InternationalGroup)
,J.deRerner氏(lnter-

nati6nalGroup)
.,J.Hal1氏(同 上),spencer竹 下 氏(品 質

管 理 部 技 師)お よ び そ の 他 の 方 々 で あ る 。 な お 通 訳 は 竹 下 技 師 が 担 当

さ れ た っ

亀

■

1.会 社 概 要

当 社 は1962年 に設 立 さ れた,磁 気 テ ー プ等 を製 造 す る会社 で あ

る。 世 界各 国 に 支 店 を も ち,日 本 には5支 店 を もっ てい るほ か,ベ ル

ギ ー には 製造工 場 を もって ヨー ロ ッパ向 け の全 製品 を生産 してい る。

主 力工 場 は サ ン タ ・ク ラ ラに2つ あ)り,従 業 員 は4000人 を算 え る。

主 要 製 品は磁 気 テ ープ のほ か,磁 気 ディ ス ク .磁 気 パ ッ ク等 の コ ン ピ

ュ ー タ周 辺 機 器 で あ るが.最 近 は その 他 に,磁 気 テ ー プを マ イ ク ロ ・

フィ ル ムに転 換 す るCOMと か,タ イ ム ・シェ ア リン グ ・シ ステ ムに

用 い る端末 プ リンター も設計 製造 して い る。 当社 の製 品 は す べて

Plugcompatibleで.IBMの コ ン ピュー タ に 接続 で き る し,ま
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た 標準 器具 と交 換 もで き る。

2.EDP会 計 シス テ ム

当社 は また広 汎 な コ ン ピ ュー タ ・ユ ー ザ ー で あ り,多 くの コ ン ピ ュ

ー タ を設 置 して
。 研 究 開発,設 計,生 産,保 守,技 術 計 算等 に 広 く活

用 してい る。 会 計 事務 に 関す る もの と しては,給 与 計 算,買 掛金,売

掛金,仕 入,予 算,在 庫 管 理,総 勘定 元 帳等 が あげ られ る。 当社 の 思

想 は大 量 の 事 務 処理 を必 要 と す る分野 に コ ン ピュー タ を適 用 す る と い

うもので あ り,従 っ て上 記 の如 き業務 が 機 械化 され て お り,財 務 諸 表

の作成 等 は手 作 業 で 行 なっ てい る。

一 例 と して 買 掛 金 勘定(accountpayable)の 処 理 手 続 を示 せ ば

第1図 の 通 りで あ り,バ ッチ処 理 シ ス テ ム と しては 極 めて オ ー ソ ドッ

クス な手 法 を とっ てい る 。

ぐ

3.ド キ ュメ ン テイ シ ョン

コン ピュー タ ・シ ステ ムの ドキ ュ メンテ イ シ ョン と しては 次 の よ う

なス テ ッ プが と られ て い る。

(1)問 題 の表 示 こ こで は当 該 プ ・ジェ ク トの始 め られ た理 由,問

題 の 背 景,す なわ ち プ ログ ラ ムに よっ て達成 され るぺ き諸 目的 の表

示 が行 な わ れ る。

② シ ス テム の 記述 プ ロ グラ ム とそ の関 係 に つい て の概要.す な

わ ち システ ム ・フ ロー チ ャー ト,記 録 の レイ ・ア ウ ト,手 順 と制 御

が不 さ れ る。

㈲ プログ ラ ム の 記述 プ ロ グラム の なす べ き仕 事(シ ステ ム 内の
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各 プ ログ ラムに 対 す る ある プロ グ ラムの 記述),プ ログラ ム ・フ ロ

ー チ ャー ト
・ コ ン ピュー タ の 使用 方 法 の 説 明,プ ロ グラ ムの 一 覧表,

サ ン プル デ ータの フ ォー マ ッ トが記 載 され る。 こ の プ ログ ラム 記述

は 監査 にお い て重 要 な資 料 とな る。

(4)操 作指 示 当該 シス テ ム の作 業 に必 要 な情 報,す な わ ち ,使 用

す べ きテ ープ,デ ィス ク ドライ ブ,特 殊 な形 式,コ ン ソー ル ・メ ッ

セ ー ジの 説明 と応 答 の仕 方 ,新 た に 作 られ た テー プの マー クの仕 方

が 指 示 され る。

(5)制 御 表 バ ッチ'・ コン トロー ル,デ ー タ のチ ェ.ック とバ ラン ス

を確 かめるべ き箇所,コ ン ピュー タ外 の 制 御箇 所 ,デ ー タ編 集 の 記 述

が.示さ れ る。

⑥ 使用 手 引 き 手 順の 説 明 と手書 きの場 合 に 使用 さ れ る フナ ー ム

の 例 示,報 告書 お よび そ の受 取 人の 記述 ,制 御 表が示 さ れ て い る。

(7}プ ログ ラム変 更 の 注釈 変 更の理 由.す な わち,請 求者 とそ の

理 由,変 更 実 施 の時 期 が明 記 さ れ る。

亀

4.会 計 記 録の 保存

会 計記 録 の保存 の期 間 お よび 方 法 は そ れぞ れ,当 社 の 必 要度 と法 的

要 求 に 基 づ いて 行 なわ れ てい る。 売 上 げ 関係 につ いてい え ば,原 始 証

愚 は永 久 保存 す る。 磁 気 テー プ化 さ れ た デー タ は テ ー プの形 で 当初 創

立 の1962年 以 来8年 間保 存 し てい る。 支 払 関係 の記 録は3年 間,

磁 気 テー プで保 存 す る。 会 計帳 簿 の保 存 期 間 は 税 法で は3～7年 を 要

求 され てい るが,当 社 は偶 々創 立 以 来8年 な ので,創 業 以来 の 帳簿 を

保 存 して い る訳 で あ る。 い
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なお,人 事 関 係 の給 与,そ の 他 の記 録 は テ ー プ に入れ て 永久 保存 と

してい る。

5.磁 気 テー プの 信頼 性

磁 気 テ ー プに磁 化 され た 記 録 は,強 力 な磁 界 に よっ て撹 乱 され な い

限 り(詳 細 は 後 述)永 久に 不 変 で あ る。 したが っ て,所 定 の保 存 条 件

を遵 守 す る こ とが 重要 とな る。 そ の条 件 とは 次 の如 き もの で,コ ン ピ

ュ ー タ 室で テー プ を 使用 す る時 の 環境 条 件 とほS'同 じで あ る。

(1)保 管 条件

a.温 度:摂 氏4.4度 か ら32.2度 の 間が 望ま しい。 この 条件 に

は かなりの許容範囲が あ り';摂長45"度 あ下 で使用 した例 もあ る

が,支 障は な かった と 言 う ごと で ある。 ま た 未 記 録 テー プな らば

摂 氏49度 まで の保 管に 耐 え られ る。

b,湿 度:20%か ら80%ま で が望 ま しく,40%前 後 が 理想

とさ れ る。 日本 の よ うな 湿度 の高 い 地 域 に 対 して は,特 に 高 湿度

に 耐 え ら れ る よ うな テー プ も製 作 され て い る。

c.磁 界:265エ ル ス テ ッ ドの磁 力 を かけ る と,磁 化 され て い

る記 録 が破 壊 され る。265エ ル ス テ ッ ドとい う磁 力が 通 常 ど こ

にで も存 在 する も のか,或 は 極 め て異 常 な もの なの かが 問題 とさ

れ るが・一 般にモー 嬬 磁 力嘩 出 し⇔ り・ 磁界 を作ってい

る。 したが っ て,そ の 出 力 と距 離 の関 係 で磁 界 の 強 さが 決定 され

る訳 で,比 較的 小 馬 力 の モ ータ の 場合 で も直接 そ の上 に磁 気テ ー

プを 置 く よ うな こ とをす れば,265エ ル ステ ッ ド以上 の磁 界 を

受 け る虞 は ある。 一 方,大 馬力 の モー タ で も距離 が は な れ て いれ
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ば影 響 を蒙ることは ない。要は磁界 を発生する ような物体 に直接

ふ れさ せ ない よ うな配 慮 をす る こ とが大 切で ,一 般 に コ ン ピュー

タ 室や テー プの 保 管 場 所 には そ の ような大 きな 磁界 を もつ もの は

ない 筈 で あ るか ら,所 定 の保 管条 件 を維 持す る限 り
,磁 力 の影 響

は 心 配 ない と い う こと であ る。 雷 雨 の中 を航 空 機 で テ ー プを輸 送

した こ と もあ る が,記 録 され た デー タ に は異 常は なか った そ うで

あ る。 また 電 気 腕 時 計(磁 力 線 を 出 して い る)を テー プの上 に 置

い た(こ の よ うな こ とは 本 来禁 じ られ て い る)が
,テ ー プの 内容

には 影 響 は な かっ た。 結 局,計 画 的に 磁 力 を近づ け な い限 り消磁

され る こ とは な い とい う。

d.汚 れ:ち り とかほ こりが 記 録 され た テー プに付 着 す る と読 取

りの際 に,読 取 りヘ ッ ドと磁 膜 面 との接 触 が悪 い ため に シ グ ナル.

ロスが生 ず る。 しか しこれ は磁 化 され た 記 録が 消滅 した 訳 で は な

い か ら.こ の よ うな ご み を除 去 す れ ば
,ロ ス はな くなる。 ごみ の

大 きさ と しては15ミ ク ロン(1ミ ク ロンは1000分 の1ミ リ

メ ー トル)以 上 だ と ロス の 原因 とな る。 したが っ て指紋 等 が つ く

とそ れが ち りやほ こ りを付 着 させ る原 因 とな るの で ,テ ー プの記

録面 はで き るだけ 手 でふ れ ない よ うな配 慮が 望 ま しい 。

e・ 巻 き戻 し(リ ワイ ン ド):正 常 に 巻 取 られ た テー プは
,何

年 間 保 存 し よ うとその 間に 巻 き戻 しの必 要 が な い。 使用 した テ ー

プを保 管 す る場合 .あ るいは 長 く保管 した テ ー プ を 使用 す る場合

コン ビ="タ 室 の 温度 にな じませ るた め に
,1日 以上,コ ン ピュ

ー タ 室 にお い て
,所 定の トル クと張 力 を もっ た巻 き戻 しをすれ ば よ

い。 頻 繁 に使用 して い るテ ー プは 巻 きが 不均 一 で ある か ら
,保 管
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の 際 に き ち んと巻 き戻 しをする必 要 が あ るが,正 常 に 巻取 られ て保

管 され て い る テー プを 毎年 巻 き戻 す必 要 は な く,10年 以 上 保 管

し,そ の 間 一度 も巻き戻 しを しなか った テ ープ も正 常 に 読 取 れ 醐

が あ る。

f・ 放 射 能:現 在 の と ころ放射 能 の影 響 は 出 てい ない。 研究 室 の

テス トの結 果 で も同 じで あ る。 理 論 的 には磁 膜 を分解 した り荒 し

た り して,磨 耗 を大 き くす ると 言 われて い るが,実 験 デー タ で は

異常 はな く,た とえ ば アポ ロが 積ん で行 っ た テ ー プ も異 常 が な か

った ので,宇 宙 の放 射 能 で も心 配 は な い。

② 災 害

a.火 災:保 管 室 等 が 火災 に なっ た場合 は,テ ー プ が駄 目 に な る。

した が っ て,防 火 設 備 を完 全 に す る こ とが 要 請 さ れ る。 コ ン ピュ

ー タ の方 が テ ー プ より も火災 に は弱 い の で
,コ ン ピュ ー タ 室程 度

の 防火 設 備 が あれ ば,一 応 テ ー プは安 全 と考 え られ る。

b.冠 水:磁 気 テ ー プ は膜 面 に磁 性 体 の 鉄 粉 が 塗布 され て い る の

で,水 を冠 る と鉄 粉 が 酸 化 し錆 を生 ず るの で 記録 は 破壊 さ れ る。

¶したが
って テー プは プラス チ ックの容 器 に 収 め,直 接 水 が か か ら

ない よ うな 配 慮が 必 要 で あ る。 火 災 の 場合 もで きる だけ水 を用 い

ない で消 火 す る ことが 望 ま しい。

以 上 の ご と く,記 録 保存 媒 体 と しての磁 気 テ ー プは従 来 の紙 製 の 帳

簿 と比 較 して特 に弱点 と言 うべ きもの は な い とい っ て差支 え な いで あ

ろ う。
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ア メ リ カ 銀 行(BankofArnerica)

●

●

(は じ め に)

ア メ リ カ 銀 行 の デ ー タ 処 理 セ ン タ ー に お い て
.同 行 の デ ー タ 処 理 シ ズ

テ ム に つ い て 説 明 を き い た 。 面 接 者 は 次 の 通 り
。

J・J・E・right氏(Assi・tantCashi・ ・) .・D.A.Wil,terman氏

(Ass・ci・t・Resea・chC…ul・an・)
.W.K.W,。 。,氏

(fe・ea・chC・ …1・ …) .B.J.C・ 。way氏(A、,i、,。 。t

Cashier).

A

4

1.EDP会 計 の概 況

アメ リカ銀 行 は ア メ リカ合衆 国 の カ リフ ォル ニ ア州内 に約1000

の支店 を持っ て い る。 こ の支 店 を南 北に 二 分 して
,北 部 は サ ン フ ラン

シ スコ に,南 部 は ロス アン ジェ ル ス にそ れぞ れ デ ー タ ・セ ンター を設

け て集 中処 理 を して い る。

これ ら の支 店 をオ ンラ イン ・シス テ ムで処 理 してい る訳 では な く
,

各 支店 の 伝票,小 切 手 類 を自動 車 とか 飛 行 機 便等 でデ ー タ.セ ン タ_

に 集 め た上 で,セ ン タ ー で電 子 計算 機 に イ ン プッ トす る。 この デ ー タ

の うち30%は 電 話線 を用 い て他 のセ ン タ ー に送 られて くる。

デ ー タは 各支 店 の 当 日分 の もの をそ の 日の夜 ま で にセ ンタ ー に集 め

られ る。 これ をセ ン ター が夜 の うち に電 子 計 算 機 で処理 して翌 朝 ま で

に必 要 な集 計 整 理,仕 訳 を して,必 要 な ものは プ リン トアウ トし
,ド

キ ュ メ ン トを各 支 店 に 送 り返 す。 この よ うに 当 日分 の会 計処理 が翌 朝
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まで に1000店 分 に つ き,完 了 して しま うと い う状 況 を み て,電 子

計 算 機 に よる迅 速 な大 量 処 理 の 典 型 で あ る と団員 一 同感 じた。 た だ し

殆ん どρ もの ほ,プ リン トアウ トして い るの で あって,磁 気 テ ー プ と

か ディ ス ク,ド ラ ム等 に 記 憶 させ るに とどめ る と い う ことで はなか っ

た。

各 支 店 で は,コ ン ピュー タ ・セ ンタ ー か ら送 っ て来 た前 日 の集 計 処

理結 果 を文書 に した もの を保 管 す る。 通 常 ドキ ュ メ ン トは各支 店 で5

年 間 保 存 す る が,な か に は10年 とか25年 保 存 す る もの も ある とい

う。 多 くの ドキ ュ メ ン トは次 のイ ン スペ ク シ ヨン(銀 行 検 査,税 務調

査 等)が 終 る と廃 棄 して い る。

デ ー タ ・セ ン ター で は,マ スター ・フ7イ ル を保 管 してい るが,こ

の マ ス タ ー ・フ ァイル は5日 間(5workingdays)だ けキ ー プ し

て お き,毎 日更 新(re.neW)し て い る。 なお デ ー タ ・セン ター では

プ リン トア ウ ト した もの を1部(oneCOpy)保 存 して い るっ

サ ン フ ラ ン シス コ と ロス ア ンジェ ル ス との デー タ ・一セ ンタ ー の間 は,

通 信 回 線 が あっ て,毎 日 スケ ジュー ル ベ ース に よ り一定 の時 間 に大 量

デー タ伝送(Massdatatransmission)に よるデ ー タ の交 換 を

行 な って い る。(こ れ は2400ボ ー で あ る)

小切 手は1日 に500万 枚 あるが,小 切 手 に は 磁 気 イ ンキ文 字読 取

装 置(MICR)が 付 さ れ てお り,こ れ に よっ て電 子 計 算機 が 処理 す

る。 各 支店 間,本 支 店 間 の小 切 手 交換 は,サ ン フ ランシ ス コ と,・ ス

ア ソ ジェ ル ス の デ ー タ ・セ ン タ ー で電 子 計 算機 に よ り行 なわ れ るが,

両 セ ンター 間で の交 換 の 必要 が あ る ものにつ き,大 量 デ ー タ伝 送 に よ

っ て交 換 が 行 なわ れ る。 な お小 切 手 を 電 子 計 算機 にイ ン プ ッ トす る段
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階 で 番 号 等 の 打 ち 間 違 い.金 額 ミ ス 等 が 起 る が,『 トラ ン ス ポ ジ シ ョン ・

チ ェ ッ ク(transpo'sitioncheck)に よ っ て 全 部 を チ ェ ッ ク し て

お リ ピ 誤 り は 是 正 で き る と の こ と で あ っ た
。

各 支 店 か ら デ ー タ ・ セ ン タ ー ま で の 間 で5段 階 の チ ェ ッ ク を 行 な っ

て い る が,デ ー タ の 数 は1日 に150万 あ り
,こ れ ら は 全 部 こ の5段

階 の チ ェ ッ ク を 経 て い る 。

2プ リン トア ウ ト帳 愚

アメ リカ 銀 行 は,マ ス タ ー ・フ ァイ ル を 毎 日更 新 して い るが ,そ の

反 面,す べ て プ リン トア ウ トしてか ら更 新 す る こと と して い る。 この

た め プ リン トア ウ ト帳 愚 は尾 大 に な って い る。 そ こ で マス タ ー ・フ ァ

イ ル を5日 後 に 消 して も問 題 が ない と考 え て い る。

A

●

3.電 子計 算装 置 の概 況

電 子計 算機 は 各 セ ンタ ー ご とに

IBM36・-65{}Sを ・台

BuroughsB-272を3台

CDCopticalseanner3100

UNIVAC1004

1台

MICR読 取 分 類 機 は30台 で あ り
,う ち8台 は オ ン ラ イ ン で あ る

が,ス イ ッ チ ン グ に よbど の コ ン ピ ュ ー タ ー に も 接 続 で き る。22台

は オ フ ラ イ ン で あ る。
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プ リ ン タ ー は17台 で あ り
,カ ー ド ・ リーn・・ダ ー は3台,マ イ ク ロ 写

真 の ユ ニ ッ ト は1ユ ニ ッ ト で あ る 。 なk・ コ ン ビ ュ ー一夕 ー の 効 率 的 な 運

用 面 で デ ィ ス プ レ イ 装 置 も有 し て お り.我 々 が 訪 問 し た 際 に も用 い て

い た 。

電 子 計 算 機 の オ ペ レ ー シ ョ ン を 視 察 し た 際 に
,入 口 が 二 重 ド ア に な

っ て お り,最 初 の ド ァ を 開 け て 入 る の は1人 に 限 られ,入 っ て か ら
,

予 め 渡 され て あっ 樋 行 証 を ガ ラ 識 しに守 衛に提 示 す る と
,守 衛 が

チェ ック し て,OKな ら ば第 二 の ドァが 開 くよ うにボ タ ン を 押す
。 勿

論第1の ドァ は 閉鎖 され た まSで .ある。 第2の ドア を入 る とオ ペ レー

シ ョン 室で あ る。 この よ うな厳 重 な入 場 チェ ッ クに よ り資 格 の な い も

の は 入室 さ せ な い とい う体 制 を とっ て い る。 出 口は一 方 通 行で
,入 口

程 で は ない が,一 応 の チェ ッ クは ある。

電 子 計 算 機 の セ ン タ ー に お け る シ ス テ ム は,サ ン フ ラ ン シ

ス コ と ロス アン ジ ェル ス では全 く同 じに な ってい る。 プ ログ ラム の主

要 左 もの は,1000本 あb,オ ペ レー シ ョンは,3交 代制 で24時

間 稼 動 で ある。(な お,ア メ リカ では 労働基 準 法 に よっ て も,女 子 の

深 夜 勤 務 を禁 止 す る規 定 は ない ので ,パ ンチ ャ ー等 の深夜 就 業 が 行 な

わ れ てい るっ ま た オ ペ レー シ ョン に つ い て ,予 め 夜 間 勤務 を条 件 と し

て 採用 し,こ れ を承 知 で 就 職 した オペ レー ター は 常 に夜 間 勤務 とな る。

成 績が 良け れば,昼 間勤 務 に 振 り 替え る こ とは あ るが 。)

原始 帳愚 か らイ ン プ ッ トす る ため の媒 体 を作成 し,イ ンプ ッ トす る

と ころま で の段 階は,10階 で 行 な い,こ れ をア ウ トプ ッ トす る段 階

は1階 下 の9階 で行 な うとい う点 が,ア メ リカ銀行 の 特徴 で あ る。 つ

ま り垂 直に 資料 が 流 れ て お り,市 街地 で 高 層 ビル の 中 を デ ータ が 上 か
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ら下 へ 垂直 に・ しか も人 手 を 使 わな い で 流れ て い る とい う特 異 なシ ス

テ ムが み られ た 。

4.そ の 他

ドキ ュ メ ン トの うち一 部 は マイ クP写 真 の形 で 保存 さ れて い る もの

もある が・ 詳 細 は 調査 で きな か った。 災 害 ,不 測 の事 態 に 備え て,バ

ック ア ッ プ ・テ ー プを デー タ ・セ ンタ ー か ら50マ イ ル離 れ た と ころ

に 保管 して い る と の ことで あっ た。

銀行預 金 に対す る預 金 者 へ の支 払 利 息 お よび ,株 主 に対す る支 払 配

当金 の それ ぞ れ の個 人 別 支 払 明 細 に つ い ては ,連 邦国 税 庁(IRS)の

定 め る ところ に より,磁 気 テ ー プに 記 録 して,磁 気 テ ー プを そ のま ＼

国税 庁 に提 出 して い る。 こ の磁 気 テ ー プに つい て,国 税 庁 か ら調査 を

受 けた り,照 会 を され た 例 は ない。

アメ リカ 銀行 自体 の 法 人税(incOmetax)は 書面 で 申告 してk'り
,

磁 気 テー プ を 使っ て 申告 して い る訳 では ない。

今 後 の問題 と しては,全 支 店に つ い てオ ンラ イ ン ・リアル タイ ム.

シ ステ ム を導入 す る こ とで ある。 しか し向 う3年 間 位は 検 討 す る必 要

が あ り,1973年 以 降 に 導入 す る こ とに な る との こ とで あっ た
。

(以 上 は・ 日程 の都 合上,僅 か1時 間 の訪 問 時 間で あっ た ので 。 詳 細

な調査 が で きず 残 念 で あっ た。)
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ヴ ィ ッ カ ー ズ 社(VickersDivision)

(は じめ に)

当社 は 米国SperryRand社 の系 列 に 属 す る世 界 最大 の 液体 動 力装 置

のメ ー カ ー で,'本 社 はDetroitの 北 方Troyに あ る。 面接者 はDirec-

torofMISのT.D.Wanamaker氏 で あり,日 本 ユ ニパ ックの 米国

駐在 員主 席,木 村 浩 三 氏 が特 に 通訳 を して下 さ っ た。

●

1.コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム

当 社 の コ ン ピ ュ ー タ 使 用 の 主 要 分 野 は,(1}利 益 管 理,② オ ー ダ ー ・

エ ン ト リー(注 文
,出 荷,在 庫 管 理),(3)メ ッ セ ー ジ ・ ス イ ッ チ ン グ

の 三 系 列 で あb,EDP会 計 の 分 野 は 現 在 の と こ ろ で は ウ エ イ トが 比

較 的 に 低 い 。

使 用 し て い る 電 算 機 の 構 成 は 本 社 に ユ ニ パ ッ ク1108を 置 き,こ

れ に 端 末 機 と し て ユ ニ パ ッ ク1004を 米 国 で3台,カ ナ ダ で1台 を

4800ボ ー の 通 信 回 線 で 結 ん で い る 。 又,メ ッ セ ー ジ ・ ス イ ッ チ ン

グ 用 端 末 機(ASR)と して 米 国,ド イ ツ,イ ギ リ ス,オ ー ス ト ラ リ

ア,日 本 等 に32台 を 置 き1108と 結 ん で い る。

2.会 計シ ステ ム

当社の 売 上 高 の60%は 米国,輸 出が40%で そ の内40%が 欧州

で あ る。 世界 中 に230の プ ロフィ ッ ト ○セ ンタ ー を もっ て い るが,

財 務 面で はONECHARTOFACCOUNTS(種 々の 資産 勘 定 や
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勘定 科 目に全 部 同 じコー ドを 使用 す る方 式)に よっ て コン トロール し

て い るo

当社 は年1回 利 益 計 画 を策 定 してい るが,先 ず 毎年12月 に 予備 的

ltも の をつ くり,そ れ を基 に5ケ 年 計 画 が っ くられ る。 こ の予 備 計 画

は各 地域 の プ ロ フィ ッ ト ・セ ン ター のマ ネー ジ ャーに 渡 され ,そ の承

認 を得 た の ち社 長 に報 告 さ れ承 認 を受 け,2月 に この予備計 画に基づい

て 実 行利 益 計画 が決 定 さ れ,マ ネー ジ ャー の責 任 で実 行 に移 され るが

計 画は4ケ 月 毎 に修 正 され る。 実 行 計 画 は12ケ 月 に つ き月 毎 に詳 細

に 決 め られ てteb,全 世 界 の プ ロフィ ッ ト ・セ ンタ ーか ら5日 毎 に実

績 が テ レ ック ス で コン ピュー タ ・セ ン タ ーに 送 られて くる。 毎 月8日

ま で に月集 計 した前 月の 報告 資 料 が 送 られ て 来 て 全体 情況 報 告 資 料が

つ く られ て い る。 ま た各 プ ロ フィ ッ ト ・セ ンター に おけ る計画 と実績

の比 較,前 年 との 比較 等 が コン ピュ ー タ を通 じて いつ で も見 られ る よ

うに なっ て お り,こ れ らの デ ータ はマ ー ケ ッ ト ・リサー チ や出 荷 の た

め の 資 料 と して も利 用 され てい る。

オ一 夕ー ●エ ン ト リー の や り方 に つ いて は,ダ イ レク ト.イ ン フ.ッ

ト方式 で,テ レタ イ プ を 使っ て電 算機 で行 な われ てい る。 注文 の処 理

は.米 国 で は テ レタイ プ を用 い.欧 州 で は,大 きな工 場 の ある と こ ろ'

で は フ レク ソ ライ ター,営 業所 だけ の と ころ ではU-9300を 使っ

て 米国 本 社 の 電 算機 に 注文書 を投 入 してい る。 コ ン ピュー タ に 注文 が

投 入 さ れ る と,コ ン ピ ュー タ に記 憶 され て い る在 庫 と照合 され,出 荷

ス ケ ジュ ール がつ くられ.出 荷数,出 荷 日,出 荷 場所等 を記 載 した 出

荷指図書が 出され る。 これ らの処理過 程はすべて電算機に よっ て 自動

的 に そ の 日の 中 に行 な われ る。 注 文処 理 は すべ て このシ ステ ムで行 な
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われ て い るが 自動 スケ ジューール の 出来 る のは 全体 の85%で あ る
。'こ

の シス テ ムに 使われ る プ ログ ラム は80個 で あ り,一 一つ の プ ログ ラム

で 大 きい もの は4万5000ワ ー ドに及 ん で お り,そ の規 模 は航 空会

社 の座 席予 約 シス テ ム と同 程度 で あ り,そ の正 確性 もそ れ に 匹 敵 す る。

出荷 オー ダー の処 理 件 数 は 月 約4万 件 で あ るが,こ れ を基 に して プ ロ

フィ ッ ト ・セ ンタ ー別 に各 ユ ニ ッ ト,各 オ ー ダー の 明細 を作 り営 業 成

績 が分 か る よ うに なっ て い る。 当社 は 標 準原価 計 算制度 を採用 して お

り.製 品 の 出 荷額 か ら粗利 益 を算 出,そ れ か ら変 動生 産費,固 定 費 ,

営 業 費,エ ン ジ ニ ア リング ・コス ト,管 理 費等 を 引い て純 利 益 を算 定

して い るが,こ の過 程 はす べ て電 算 化 さ れて い る。

●

3.デ ーター の保存 の方 法 と期間

コン ピュ ー タ ・デー タ と して は 同社 は オ ーダー ・デ ー タ ー
,シ ッ ビ

ン グ ・デ ー タ ー を もつ。 これ らにつ い て は オー グ 一 別 ,シ ッ ビ ン グ別

に相手 先,売 上 金 額,売 上 月 日等 のデ ー タ分 析 を 行 な い ,パ ンチ カ ー

ド化 した 後,磁 気 テー プに よ り保 存 する。 この オー ダー と 出荷 のデ ー

タ の 保存 期 間 は社 内規 定 で15年 と して い る。そ の他 の デ ー タ の保 存

方 法 は ケー ス ・バ イ ・ケー ス に行 なっ て い る。 ドラ ム ・テ ー プ等 に よ

って も保存 を行 なっ て い る。

テ ー プ保存 に つ いて の 考え 方 と して は,書 類 のテ ー プ化 保存 は十 分

証 拠 能 力 があ る と考 えて い る。 州 法(ミ シガ ン州)で も これ を禁 止 し

て い ない。 大 量 のハ ー ド ・コ ピー は テー プ化保存 に 適 して い ると考 え

てい る。 州 法 に対 して 適法 で あ るか ど うか(質 問 に対 して)と い う点

につ い.ては テー プ保 存 の み では州 法 は認 め な い(不 適 で ある と い う解
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答 は な い)。
ξ ・

保 存 期 間 と して 法 的 に 定 め られ て いる ものが あ る。 例 え ばIRS規

則,特 許 法 等が これ らで あ り,こ れ は従 わ ざ るを得 な い。 同社 で は会

計帳 簿 の 多 くは 手 作 業 会 計 に依 存 してい る。 す べ て ビ ジ ブル な 姿 で お

い て あb,テ ー プ保 存 の例 は な い。 株 主 名簿。IRS関 係 の書 類 は ス

ペ リラ ン ドが 持 株 会社 なの で一 括 して スペ リラン ドの本社 で統 括 して

い るo

◆

4.公 認会 計士 監 査

同社 の監 査 は ス ペ リラソ ドとの共 同 監 査 に よっ て い る。 監 査 法 人 は

ライ ブ ラン ド&モ ン ゴメ リー,ロ ス ・ブ ラザ ー ズ社 で 年1回 行 なわれ

て い る。 会 計 そ の もの は 手 作 業 の分 野が 多 い の で ,コ ン ピュ ー タ監査

に ついて は 内 部 統 制 の 監 査 デー タ を外 部 監査 の デ ータ と して も用い て

い る。 それ に加 え て コ ン ピュ ー タ ・ル ー ム に お吟て同社 が用 い てい る

ユ ニノ'ッ ク1004の シス テ ム監査 を重 点に みて い る
。 内部 監 査は も

ち ろ ん 外 部 監 査 に お い て も コ ン ソ ー ル ・シ ー ト,デ バ ッ ク ・ シ ー ト を

監査 資 料 と して 要 求さ れ た ことは な く,ま た テ ス ト ・デ ッ クの 必要 性

もい われ て い な い。(コ ンソール ・シー ト等 の 監査 を目的 と して の保

存 の必 要性 が ある か との質 問 に対 して。)'

な お内 部 監 査 の主 点 は オー ダー とシ ップ メ ン トの関 係 に お かれ て い

る。
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バ ロ ー ズ 社(Burroughsaorp .)

(は じ め に)

6月4日,パP－ ズ 社 国 際 事 業 部 本 部(BurroughsInternatio-

nalHeadquarters)を 訪 問 し た 。 調 査 の 目 的 は 当 社 の 会 計 シ ス テ ム

を 研 究 す る こ と に あ っ た が,応 接 者 が 海 外 事 業 部 関 係 の 人 々で あ っ た た

め,実 際 に は,海 外 子 会 社 の 管 理 統 制 と コ ン ピ ュ ー タ の 関 係 と い う面 に

重 点 が お・か れ た 。

応 接 者 は,次 の と お り で あ る 。

MW・T・CarryManagerofPublicRelationDepar-

tment

Mr・O・SutherlandManagerofManagementSystem

Department

Mr・M・DadyManagerofAccountingDepartment

な お,通 訳 に は 高 千 穂 交 易 ㈱ ア メ リ カ 駐 在 の 服 部 隆 翁 氏 が 担 当 し て 下

さ っ た 。

1.事 業 の概 況'

当社 は,世 界 的 な 計 算機 メー カーで あ る。(1969年 度 に お け る

連 結 の総収 入759百 万 ドル,総 資産1,156百 万 ドル で あ り,総 資

産 中海 外 子会社 分 は220百 万 ドル と約2割 を 占め て い る。)

当社 の 営 業 活動 グル ー プは,組 織 的 分類 に よれ ば,① 事 務 機 械 グル

ー プ(theBusinessMachinesGroup)
,② 国防 宇 宙 開 発 及 び 特
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殊 シ ス テ ム グ ル ー プ(theDefensqSpaceandSpecia1

,SystemsGrOllp).③ 事 務 用 品 グ ル ー プ(theBusinessR)rms

andSupPliesGτoup),④ 国 際 事 業 グ ル ー プ(theInter-

nationblGroup)の 四 つ に 分 れ て い る 。 海 外 事 業 グ ル ー プ に お け

る 管 理 部(ManagementSystemDep .)は ア メ リ カ 合 衆 国 以 外 の 国

々 に お け る,31子 会 社 を統 括 し
,120ケ 国 の デ ー一夕 ・ コ ミtiニ ケ

ー シ ヨ ン を 集 中 的 に や
っ て い る が.海 外 か ら の す べ て の デ ー タ を 集 中

整 理 し,生 産 計 画 や 各 種 予 算 を 伝 達 し,海 外 子 会 社 の 営 業 活 動 を サ ポ

ー トす る の が 主 な る 任 務 で あ る
。 そ の た め 勘 定 科 目 や 勘 定 組 織 を 統 一

調 整 す る 事 も重 要 な 任 務 と し て い る 。

また.企 業の経営活動 を機能的に分類 す ると生 産,販 売,経 理.労

務,財 産管 理に区分 され るが,そ の重要度は 以上5種 の配 列順に よる

と考え られ ている。 このよ うな観点 か ら最 も重 要 な生産 活動に関す る

会 計シ ステ ム としては.標 準原価 計算方 式 く年間 標準原価 方式)を 採

用 してい る。

ひ

2.デ ーータ 収集 方 式

デ ー ター 収 集 の方 法 として は,海 外 子会 社 か らの情報 はす べ て ,航

空 便 で と り よせ,金 額 を ドル に換 算 し,あ る い は様式 等 を統 一 して 整

理 した 後,全 社 の会 計 セ ンタ ー に報 告 して い る。 子会社 に お け るデ ー

タで,量 の少 ない もの は手 書 きで集 計 し,量 の 多 い ものは 子会 社 にお い

て コ ン ピュー タ を 使 って集 計 してい る。 そ の 集 計 結果 の 国際事 業 部 へ

の報 告 は 手 書 き を主 体 と してい るが.工 場 の生 産 関係 の デー タ ー等 は
.

磁気 テー プで送 らせ て い る。



なお,海 外 子 会社 な り,国 際 事 業部 と して は コ ン ピュ ー タ を使 っ

て 財務 諸表 を作 る こ とは して い ない。 子 会 社 財 務帳 票 を会社 的 に 直接

集 計 す る こ とは 各 国 の 法律 が そ れぞれ異な ってい るので 特 に 困難 で あ る。

3.デ ー タ ・フ ァイル の保 管

デ ー タ ・フ ァイ ルの 保管 につ いて は,重 要 な磁 気 テー プは7年,永

久 保管 の物 に つ い て もで きるだ けマ イ ク ロ写 真 や磁 気 テ ー プの形 で の

保管 を考え て い る。

⑱

◆

4.内 部牽 制 制 度 の確 立 と内外 の 監 査

(1}チ ェ ック ・シス テ ム

当社 の会 計 組織 は上 記 の と お りで あ り,バ ッチ ・コ ン ト ロー ル が

主 体 とな る段 階 な ので,内 外 監 査 に対 応 す る よ うに トー タル ・チェ

ックそ の他 色 々 の チェ ッ ク ・テク ニ ック を組 み合せ て 誤 りを防 い で

い る。 また,処 理 さ れた取 引 の一 つ一 つが 後 で 検 証 で きる よ うな 形

で,す な わ ち監 査 の必 要 に応 じて取 り出せ る形 で記 録 され て い る。

(2}監 査 と の関 係

公 認 会 計士 監査 はPriceWaterHouse会 計事 務 所 が 担 当 して

お り,国 内会 計部 門 に は,何 らか の 指示 指 導 が あっ た か も しれ ない

が,国 際 事 業 部 に つ い ては,今 ま で特 にサ ジ ェス チ ョ ンを 与 え られ

た ことは な'い。

な お,国 際 事 業 部 の会 計 に限 定 すれ ば,監 査 に必 要 な取 引 記録 は

す べ て テ ー プ ・り帳 簿 な りにイ ンプ ッ トされ,ま た は 記 入 され て い

るので,監 査 に は い つ で も対 応 で きる 態 勢が とれ てい る と考 え て い
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る模 様 で あつ た。

5.磁 気 フ ァイ ル に よ る帳 簿保 存 等

当社 は,各 種 の 保存 書類 資料 等 の うち,署 名 の必 要 な もの は書 類 又

は マイ ク ロ写 真 の形 で 保存 し,そ の必 要 のな い ものは,で き る だ け磁

気 テー プで 保存 す る 方針 を とっ てい る。

友お,ミ シ ガン州 の 法 律 には 積 極的 に磁 気 テ ー プ等 の イ ンビ ジ ブル・

フォ ー ムで の保 管 を認 め る 旨 の規 定 もない が,禁 止 す る規 定 もない。

求 め られ た時 に プ リン ト ・ア ウ トして提 出すれ ば よい ので,そ の用 意

さ え しておれ ば違法 とは考 え られ てい ない。

6.税 務 申告

個 人 所得税 関係 は磁 気 テ ー プ で 申告 してい るが,法 人税 は テ ー プで

申告 す る事 は認 め られ てい ない の で手書 きで 申告 して い る。 国際 事 業

部 では,納 税 の問 題 で 特 に問題 点 は ない と考 え てい る。

7.そ の 他

(1}行 列 簿 記に つ い て は ま だ採 用 して お らず,海 外 事 業 部 担 当者 は

採 用 す る な らばOrganizationAccount及 びTimeの 三 次元 の も

のを やれ ば 良 い と述 べ てい た。

(2)会 計 に つい ての法 律 の改 正 は特 に必 要 とは 考え てお らず,法 律 の

弾 力 的 な 解釈 と運用 とで充 分 対処 で きる もの と考え てい る様 子で あ

った。
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L・Loss教 授 一 ハ ー バ ー ド大 学

(は じ め に)

6月5日,八 一 バ ・一 ド大 学 のFacultyofficeにLouisLoss教 授

を訪 問 した 。 教 授 は 会 社 法,証 取 法 の 権 威 で あ る が,1970年4月30日

に 米 国 連 邦 証 券 取 引 委 負 会(SecuritiesandExchangeComission)

が 発 し たRule17a"4(f),R司ease8875に つ い て 説 明 を 受 け た 。 ●

1.連 続 通達8875

ReleaSe8875の 趣 旨 は,証 券 の ブ ロー カ ーや デ ィー ラー が取 引

記 録等 に つ いて,マ イ ク ロ写 真で保 持 す る の を認 め る こ と に あ る。

SECは,最 近に おけ るブ ロー カ ー,デ ィ ー ラー の証 券 取 引 に おけ

る受 渡 し事 務 が 非常 に遅 れ て い るの で,ス ム ーズ に受 渡 しが 行 なわ れ

る よ う改 善 の 必 要 を 認め た。 そ こで事 務処 理 の オ ー トメー シ ョン を進

め る必要 を感 じて,帳 簿 記録 を も含 め て,受 渡 し事 務処 理 のオ ー トメ

ー シ ョン を 奨励 する こと と し
,こ の一 環 と して,マ イ ク ロ写真 に よる

記録 の作 成 保存 に関 す る通 達 を発 した。

プP－ カー や デ ィ ー ラー は,SECが 要 求 し な い限 り,紙 面 に よる

記録(hardcopy)を 作 成 保有 す る必 要が な く,.マ イ クロ写真 に よ

る記 録 を作 成 す れ ば よい ことに なっ た。 す でにSECは,原 記録 を2

年 間保 持す れ ば そ の後 は マ イ ク ロ写 真 に よっ て 保存 で き る とい う通 達

を出 して い た が,今 回 これ を改 めて,最 初 か らマ イ クロ写 真で 良い と

す る こ と と した。
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近年,マ イ ク ロ写 真 は 長足 の進歩 を遂 げ てい るの で,SECが これ

を認め る こと と した の で あ るが,こ のマ イ ク ロ写 真に は,電 子計 算機

か・らoutputさ れ る際 に フ ィ ル ムの上 に連続 的 に焼 き付 け られ る

ComputerOutputMicrofilm(COM)を 含ん で い る。 したが

っ て,こ の 通 達で は コン ピュ ー タに よるCOMを 認 め る趣 旨 で あ る。

2.Loss教 授 の意 見

しか して,Loss教 授 は こ の通達 につい て 次 の よ うな批判 を して い

る。 す なわ ち,「マイ ク ロ写 真 を認 め るの で あれ ば,コ ン ピ ュ ータ に よ

る記 録(磁 気 テー プ等)を も同時 に認 めるぺ き で あった 。COMを 含

ん だ マ イ ク ロフィル ム を 認 め て い る とは いえ,今 回 のSEC通 達 は 狭

過 ぎる と考 え られ る。 恐 ら くSECの 法 律担 当 官 の技術 的 な訓 練 が 不

充分 なた め に.今 回の よ うな狭 い 通達 に なっ たの で あろ う。

デ ラウェ ア州会 社 法224条 で は.マ イ ク ロ写 真,パ ン チ カ ー ド,

磁 気 テ ー プ,デ ィ ス ク,ド ラム等 々 を広 く認 め て い るが,SECの 今

回 の通 達 も これ と軌 を一 にす べ きも ので あっ た と思 われ る。(な お,

証 券 業協会 発 行 の"GuidetotheRulesandRegulations

GoverningtheRetentionofRecordsu(1969)が 参 考 に

な る)

記 録 を 閲覧 す る権利 の ある者 か ら要 求 され れ ば,文 書 に して 見読 可

能 な形 で 示す とい う点 では,デ ラウ ェ ア州会 社 法 の224条 も,IRS

の ガ イ ドライ ン も,今 回 のSEC通 達 も同 じ趣 旨 で あb,こ の 点,三

者 がお 互 い に 真 似 し合 っ て い る恰 好 で あ る。

米国 内 では.デ ラ ウェ ア州 会社 法224条 の よ うな規定 は 単 な る注
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意 規 定 であ る とい う考え 方 も有 力 で あ り,か よ うな規 定 が な くて も電

子 計算 機 に よる記 録が 適 法 な もので あ る とい う考 え方 もで きる。 か え

って規 定 の な い場合 の方 が,電 子計 算 機 に よる記 録 を時 代の 変 化 に応

じて適 法 と し易 い と言 え るか も しれ ない 。 しか し何 か 問題 が起 きた と

きには,条 文上 で はっ き り しておい た方 が 良いの では ないか と思わ れ

る。」

以 上 がLOSS教 授 の考 え方 で あ った。 なお 米国 で は,各 州 の会 社 法

に よっ て一 般 の会社 につい て規 制 してt・b,SECは 証 券業 者 の 規 制

管轄 権 を有 す る に過 ぎない。 そ こで今 回 のSEC通 達 は,実 際にSEC

が 立 入 検 査 の で きる ブ ロー カー や デ ィ ー ラー に つ いて 触れ て お り,一

般 の会社 に つ い ては,所 管 外 で ある た め何 ら触れ て い ない 訳 で あ る。

したが っ て,ブ ローカ ーや ディ ー ラー に 限 っ て,マ イ クP写 真 やCOM

を認 め る とい うこ とで は な く,広 く一般 的 に会社 法 に よっ て ,マ イ ク

ロ写真 や電 子 計算 機 に よる記 録 が ,是 認 され てい る ことを注意願 い た

いo

、

デ ラ ウ ェア会 社 法(1967年,1969年 改 正)

第224条 会社 は,株 主 名 簿,会 計 帳 簿,議 事 録,そ の他 営業 の通 常

の過 程 に おい て 備 え置 く記 録 を,パ ンチ カー ド,磁 気 テ ー プ,写 真,

マ イク ロ写 真 そ の 他の 情 報保 存 袋道 に より保 存 す る こ とが で きる。 た

だ し,こ の よ うに して保 存 して ある 記録 は,相 当 の期 間 内に明 確 に か

つ容 易 に 読 む こ とが で きる形 に転 換 す る こ とがで きなけ れ ば な らない。

飾 は 調 覧権の ある轡,ら 磯 求が あ っ噛 合 には・ この ように
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して保 存 して あ る記 録 を相 当 の期 間 内 に 明確 に か つ容 易 に 読 む こと が

で きる 形 に転 換 しなけ れ ば な らない。

記 録 が この よ うな方 法 で保 存 され てい る場 合 に は,カ ー ド,テ ー プ,

写 真,マ イク ロ写真 そ の他 の 情報 保 存 装 置 は,原 記録 と同 じ限度 で証

拠 能 力 を有 し,ま た 他 の すべ て の 目的 の た め に も原 記録 と同 じもの と

して認 め られ る。

●

カ リフ ォル ニ ア法(1963年)

第3002条 会 社 は,上 記 の記録(株 式 名簿)を パ ンチカー ド,磁 気 テ

ー プその他 電 子 資 料 処 理 装 置 に 駒達 す る情 報 保 存 装置 に よ り保存 で き

る。 た だ し,こ れ らの カー ド,テ ー プ。そ の 他 の 装置 は第3003条 で

規 定 され て い る検 査 の 目的 のた め に明確 に かつ 容 易 に読 む こ とが で き

る形 に再 生 す る こ とが で きる もの でな けれ ば 左 らない。

`

ニ ュー ヨー ク事業 会 社 法(1962年)

第624条(帳 簿 お よび 記録;閲 覧 権;一 応 の 証 拠)

㈲ 各 会 社 は,会 計 の正 確 か つ 完 全 な帳 簿 お よび 記録 な らび に株主 総

会,取 締 役 会 お よび 執 行 委 員会 を 開催 した と きは そ の議 事録 を備 え

置 かな け れ ば 左 らな い。 各 会 社 は,す べ ての 株 主 の氏 名 お よび住 所,

各 株主 の保 有 す る 株式 の数 お よび種 類 な らび に,株 主 がそ れ ぞ れ 登

録 株主 とな った 日付 を含 む 記 録 を本 州 にお け る会 社 の 事務 所 ま た は

本州におけ るその名 義書換 代理人 もしくは登録機関の事務所 に,・備え置 か

なけれ ばならない。 前記の帳簿,議 事録 または記録は,書 面形式 または そ

の他相当の期 間内に書 面形式に転 換するζとので きる形式によ.ることができる。
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井尻 雄士教授 カ ー ネ ギ ・ メ ロ ン 大 学

6

(は じ め に)

調 査 団 の ピッ ツバ ー グ組は6月5日 に カー ネ ギー ・メ ロン大 学 の 井尻

教 授 を 訪 問 した。 アメ リカ の大 学 は す で に 夏休 み には いっ てお り
,大 学

には人 影 も見 えな かっ た が ,井 尻 教 授 の案 内で 構 内 を見 学 した後,教 授

宅 で奥 様 手作 りの 昼食 を ご馳 走 に な りなが ら約三時 間 に わ たっ て ア メ リ

カ にお け る会 計 学の実 状 とEDP会 計 の諸問題 に つ い て 教授 の ご意 見を

うか がっ た。 調査 団側 は 実 務 家 公 認 会 計 士k・よび 研究 者 を含む5名 で'

あ る。 以下.教 授 の ご見 解 を中心 にデ ィ スカ ッシ ョンの全 容 を再 録 す る

こ とに した い。

1.ア メ リカvak・ け る会 計理 論 の現状

A本 日は お忙 しい な かを,わ れわれ 調査 団 のた め に 貴 重 なfo時 間

をお 割 き くだ さい ま して有 難 うござ い ます。 今 日は主 と して アメ リカ

の会 計学 界 にお け る研 究 の 現状 と アメ リカの 企業 に おけ るEDP会 計

の 諸問題 につ い て ,先 生 の ご意見 を うか が わせ てい た だ きた く存 じま

すb早 速で す が,ア メ リカ会 計学 会(AmericanAccounting

Association)で は これ ま で に もず い 分斬新 な会計理 論 を発 表 して

い ま す が,こ れ らの試 論 は実 務 界 で は どの よ うに受 け入 れ られ て い ま

す か。 企業 の会 計 に影 響 が 出 は じめ て い ますか。

井 尻 卒 直 に言 っ て,ま だ理 論 の段 階 に とどま っ てお り,実 用 化 さカ

てい ま せ ん。
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B68年 に発 表 され た 数式 モ デル をつ か っ た 投資 や 減 価償 却 の理

論はそ の後 ど うなっ て い ます か。 だいぶ 開発 さ れ て い ると い う話 です

が 。

井 尻 カ レン ト ・コス ト・ア カウ ンテ ィ ング とい うの は,実 用 の段 階

に 入 る ま でに は まだ 時間 が か か る とお もいま す。 マ ネ ジメ ン ト ・アカ

ウ ンテ ィ ング の 方 で は どん どん 発 達 してい ます が ,フ ィ ナ ンシ ャル ・

ア カ ウ ン テ ィ ン グ とな る と非 常 に大 きなパ イ ァス が あ るか らです
。 実

は一週間 ほど前,カ ンサス で 資産 評 価 にかん す る シン ポ ジウ ムが あ り ま

して,ベ ル とチ ェ ソ バー ス,ス トーバ ス,そ れ に私 の四 人 が そ れ ぞ れ

違 う意見 を発 表 しま した。 私 は歴 史 的原 価 を擁護 す る立 場 を と りま し

たが,ベ ルは リプ レイ スメ ン ト ・コス ト,ス トー バ スは プ レゼ ン ト ・

ヴァ リュー,チ ェ ンバ ース は エ クジ ッ ト ・グ ァ リュ ーの 立 場 をそ れ ぞ

れ と り ま した 。 し か し結 果 的 に は 私 が 勝 っ た と お も っ て い ま す 。

(笑)と い うの は,同 じ会 社 の な か で もt:協 調 的(coopera-

tive)な 場 面 で は カ レ ン ト ・コ ス トそ の 他 の い ろ い ろ の 評 価 の

仕 方 が ス ム ー ズ に 入 って く る。 し か し,そ れ が 競 争 的(compe-

titive)な 場 面 にk・ い て も使 え る か ど う か と な る と,全 然 別 の

問 題 に な る わ け で す 。 こ ん ・どの シ ン ポ ジ ウ ム で 私 は,数 字 に は ハ

ー ド ・ナ ン バ ー と ソ フ ト ・ナ ンバ ーの二 種 類 が ある とい うこ とを強

調 しま した 。 ハ ー ド ・ナ ンバ ー は,た とえ ば政 府 の 予算 の な かに あ る

数字 の よ うな も ので,個 人が 勝手 に 決 め た もの で は な く,い ろい ろ の

過 程 で検 討 さ れ 生 き残 っ て き た数 字 で す。 こ うい う数 字が フィ ナ ンシ

ャル ・アカ ウ ン ティ ン グに は必 要 な の です。 そ こヘ ソ フ ト:ナ ンバ ー

が ち ょっか い を出 す こ とは 非 常 に 危 険 で す 。.そ れ を,い わゆ る 「固
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め る 」 手 続 が カ レン ト ・・ コ ス ト ・ ア カ ウ ン テ ィ ン グ に は ま だ ま だ 出 来

て い な い とお も うの です。 誰 だ って 建物 を 「評価 」 す る こと はで き る

けれ ど も.そ の数 字 は みん なか ら叩 かれ る ことに な る。 アメ リカで最

近,株 主 が 会 計事 務所 を 訴 え る ケース が 非常 に 多 い。 訴 え られ る方 は

一 応 保 険 が かか
っ てい るか ら,そ れ ほ ど苦 には な りま せ んが,保 険 会

社 は 訴訟 が 多 く なる と保 険料 をあげ る こ とに な り.非 常 に苦 しい 。 こ

うい うところへ,た だ 株主 に とっ て 有 用 な 情報 で ある とい うこ とだけ

で.カ レン ト ・コス トを 導 入 した りすれ ば ,必 ず そ の た め に 損 を し

た とい う者 が 出 て くる。 で す か ら,そ のへん の基 盤 を しっか り固 めて

か らで ない と,会 計実 務 の なか に カ レ ン ト ・コス トが 入っ て ゆ くの に

ま だま だ時 間 が か か る とお も うの で す。

C財 務 会 計は利 害調 整機 能 を もっ てい ま す か らね
。

井 尻 え え,そ うなん で す。 そ れ に 対 して,意 思 決定 の た め の会 計 で

は,関 係 者 が全 部.協 調 的 で あ る ことを 前提 と して い るわけ で す
。 全

員 が会 社 の ため に 向っ て 進 んで い る とい う前提 に立っ て い る。 こ うい

うと ころで 出す 情報 は非 常 に ソ フ トな ナンバ ーで あ り うる ので す が
,

反 対 に税 務 会 計 な ど には カ レン ト ・コス ト的 ア ブP－ チは 絶 対に 入 っ

て こ ない。 そん な こ とを した ら,訴 訟 ばか りが起 こる と とに な りま方

現 在 で も アメ リカで は固 定 資 産 税 を 「評価 」 で きめ てい る。 日本 で は

あ る程度,評 価基 準 に依 存 して い ます が,こ ち らでは アセ ッサ ーの 腕

次 第 で あ り,そ れ が い か に 悪 影 響 を もた ら し て い る かは
,ア セ

ッサ ー.が 一 般 に 政 治 的 キ ャ ン ペ イ ン の 資 金 を 集 め る役 割 を は た

して い る こ と が 非 常 に 多 い とい ・う事 実 を み れ ば 明 らか で す 。

「評価 を安 く して や る か ら,キ ャ ソペ イ ン に参加 しろ」 とい うわ け で
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す 。 こ うい うこ とが税 務 に入 っ て き た ら,大 へ ん な こ とに な カま す。

Aそ うだると,ア カ ウン ティ ン グ ・イ ン フ ォ メー シ ョン とい うの は ,

あ くまで 意 思決 定中 心 の問 題 で,利 害 調整 の問題 とはっ き り分 け な け

れ ば な らない とい う ことに な り ま すね。 こ の点,チ ェ ンバ ース は ど う

考 え て い るの です か。

井 尻 チ ェ ン バー ス は フィ ナ ンシ ャル ・アカ ウ ンテ ィン グの利 害 調 整

機 能 を ぜ んぜん 認 め よ うと しな い の です 。 もっぱ ら,意 思 決定 の た め,

とい う こ とに重 点 を置い て い るわ けで す。

A会 計士の間では ア カウ ンテ ィ ン グ ・イ ンフ ォメ ー シ ョン とい う

よ うな飛 躍 し た考 え方 は な くなっ てい る の です か。

井 尻 そ れが 必 ず し もそ うでは な くて,会 計士 もそ ういっ た方 面 の勉

強 を しな けれ ば な ら ない とい う こと は感 じて い る よ うで す。 しか し本

来,会 計 士 と し ては,そ の 習性 か ら,ど ち らか とい うと ハー ド ・ナ ン

バ ーが ほ しい。 企 業 内が す べ て の局 面 に おい て協 調 的 で ある とは か ぎ

らず,た とえ ば 予算 の数字 に して も放 っ てお け ばい い加 減 に な りが ち

で ある こ とは会 計 担 当者 な ら誰 で も知 っ て い る。 カ レン ト ・コス トで

会 計 を や る と,各 部 門 が 自分 に都合 の よい ように数 字 を動 か して ゆ く

可 能性 が あ る と い うこ とをは じめ か ら考 え て お か たけ れ ば な らな い。

これ に 対す る適 正 な コン トロー ル ・シス テ ム が ま ず必 要 に なるわ けで

す。 こ う叶 う点 がEDP会 計 の発展 を,い い意味 で も悪い 意 味 で も疎

外 して い る と言 え ない こ と もない わ け です。

D私 はいわゆる財務 諸 表 が 企 業 の 社会 的 信用 な ど を評価す る 場合 の

基 準に な り うる の か どうか を疑 問 に感 じて いま す。 た とえ ば,企 業 の

現 在 の業 績は,ほ とん どす べ て,3,4年 前 の意 思決 定 の成 果で あb,
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現 在 の 意 思決 定 は 財務 諸 表 に あ らわ れ てい ない。 さ ら に人 的 資源 の 価

値 も表示 さ れ な い 。 こ うい った 点 に つ いて は,企 業が 自分 で 勝手 に 評

価 した こ と を 自分 の言 葉で 補わ ざ るを え ないわ け で す。 公 認 会計 士は,

財務 諸 表 だ けで な く,こ ういっ た 側面 につ い て も適 正 妥 当で ある こ と

を証 明 し なけ れ ば な らない とい う考 え方 もあ るの では な いか。

井 尻 それ は会 計 とは ぜ んぜ ん 違 っ た タイ プ のス キ ル を必 要 と します

ね。 社会 的 評 価 とな る と,フ ィ ナ ン シ ャル ・アナ リス トの よ うな領域

で し ょ う。

Dあ る会 社 が 健 康 で あ る とい うこ とは,い ろ い ろ の方 法 で 診 断 し

な けれ ば な らない わ けで すね 。

井 尻 その とお りです。 会 計 もそ の 方 向 に向っ て 動 いて い る こ とは 事

実 です が,ひ とつ には フィ ナ ンシ ャル ・アナ リス トの領域 を犯 す こ と

に な りかね ない 。 も うひ とつ に は,会 計 は これ ま で確か な もの だ けを

取 り扱 っ て きた の で あっ て,将 来 の 予 算 の ような不 確 か な領 域に は入

り込 ま ない とい う鉄 則 が あっ た。 私 は,過 去 の ハ ー ド ・ナ ンバ ー の 公

表 とい うこ とと会社 全 体 の評価 とは まった く別 の フ ァン クシ ョン で あ

り,こ れ を 混同 す る こ とな く,全 然 違 っ た立 場 の 人がそ れぞ れ をや っ

た方 が よい とお もい ます 。

D私 もそ う考え て い ます 。伝 統 的 な会計 のkか に変 な も のが 入 っ

て くる と,全 体 が ガ タ ガタ に なっ て,い ま まで の会 計 シス テ ムに対 す

る信繰 で失 を坑 てし和 ます・

井 尻 そ の と お りで,片 足 はそ ち らへ つっ込 み.片 足 は伝 統 的な会 計

に ふ まえ て いる とい う,理 論的 に も実 務 的 に も矛盾 した 状 態 が あ らわ

れ て しま う。 私 は会 計 が その 領域 を拡 大 して ゆ く必 要 を感 じて は いま
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すが'現 在の会 計 とは別 個 に,新 し い も のを つ く り出 して ゆ くべ きだ

と お も うの です。

C先 生 は.会 計 シス テム の ア ウ トプ ッ トに対 す る さま ざtの 要 求 ・

目 的 に応 じて,複 数 の シ ス テ ムが 併 存 して よい とお考 え です か。

井尻 そ の とお りで す。 会 計 に おけ る コ ン ピュー タの 問題 は 結局,そ

れ に帰 着 す る とお もい ま す。 会 計教 育 の ひ とつの 力点 は デー タ ・ベ ー

ス の問題 です 。 つ ま り,ど の よ うに デー タ ・ベ ース を設 計 すれ ば.従

来 の会 計 の た めの情 報 も出 せ,ま た他 の 目的 に も役立 つ 情 報 を 引 き出

せ るか とい うこ とです。 ま た,会 計 の領 域 を 拡大 す る とい う点 で,い

ま わ れ われ が や か ま し く言 っ て い る ことに,契 約 の 問 題 が あ り ます。

い 書 まで の会 計 は デ リバ リー か ら記 録 がは じま る わけ です が
,わ れ わ

れ は 契 約 した 時点 で記 録 を 開始 す べ き だ と考 え てい る。 これ を記 録 に

入 れ る と会 計が 少 しは バ ジェ ッ トに近 くな るわ け です。

Aた しか に,バ ジェ ッタ リ ・アカ ウン テ ィ ング と従 来 の フ ィ ナ ン

シ ャル ・ア カ ウン テ ィン グ を 結び つ け る非常 に有 効 な パ イ プに なるで

し よ うね。 そ こで は じめ て シ ミュ レー シ ョン ・モ デル との 結合 が でき

る よ うに な るの で は な いか 。

井 尻 こ摂 で だ と契 約 は 現場 に まか せ っ き りで,デ リ・ミリー の段 階

まで 分 らない。 もち ろん,一 応は セ ー ルス ・オ ー ダー の ブ ック が あっ

て,ト レース で きる よ うには なっ て いるが,そ れ は会 計 シス テ ム の外

で やっ てい る。 会 計 が契 約 か ら記録 を は じめ る こ とに よっ て コ ン ト ロ

ー ルを 強化 で き るわけ で す
。 こ うい う方 面 が会 計 に とっ て 非 常 に大 切

な のに,現 在学 会 で は みん な 資産 評価 の 問題 ばか り考 え て い る。 しか

し評価 は歴 史的 原 価 でい い じ やないか 。(笑)評 価の問題 よ りも ,ど
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うい う情 報 を会 計 の な か へ 入れ て ゆ くかと い うことが 大 切 な の で あっ

て,こ れ ま で の資産 ・負債 だけ に こだわ らず に1た とえ ば,契 約 とい

う実際 に確 認 で き る情 報 を 取 り入 れ るべ きな の です 。現 在 価 値 と か カ

レン ト ・コス ト とか とい った 抽 象 的 な もので な く,実 際 に レポ ー トで

き る基礎 が あ るので す か ら。

Aそ れ は確 か に ひ とつ の確 定 した情 報です ね。 ゴー イ ン グ ・コ ソ

サー ン とす る と,そ れ は ひ とつ の会 計 的事実 で すか ら … … 。

井 尻 先 日 も.カ レン ト ・コス トの あ る支 持 者 に言 った の で す が,投

資家 の 立場 か らす る と,カ レ ン ト ・コス トで評 価 したU.S.ス チ ール

の 価値 が10%下 がっ た とい うこ と と,契 約 残高 が10%下 がっ た と

い うことで は ど ちらが重 要 か。 契約 の方 は現 実 の問 題 で ,実 際 に近 い

将来 の売上 にひび い て くるわけ で す。 カ レン ト ・ コス トとい うの は,

い わ ば アク セサ リー 的 情 報 に す ぎな い。'も ちろん ,そ の 情報 の 価値 は

認 め る し,実 際 に役立 つ こ と もある で しょ うが、.し か しも っ と役立 つ

情報が ほ か に もた くさ ん あ るわ け で す。 それ を従 来 の 資産 ・負 債 に 限

定 して考 え てい る とこ ろ に問題 が あ るの です。

2.複 式 簿 記 と行 列 簿 記

Cア メ リカ では,コ ン ピュ ー タ を会 計 に使 う場合,従 来 の複 式簿

記 の理 論 で は具合 が 悪 い とい う考 え方 が出 てい ます か。

井 尻 そ うです ね,複 式 簿 記 に 入 ら ない情 報 も含 めな けれ ば な らない

とい う考 え方 は 出 て い ま す。 必ず しも会 計 情報 に は か ぎりませ ん が。

Cつ ま り,測 定 尺度 をさ ま ざま に変 えた 多 次元 の情報 を一 挙 に入

れ て しま うとい うわけ で す か。

井 尻 多 次元 化 して も,複 式簿 記 と して の,イ ン プ ッ トと アウ トプ ッ
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トの 考 え 方 は ある わけ で す。 それ は カ レン ト ・コス ト ・アカ ウン テ ィ

ン グで は ない わ け で,カ レン ト ・コス トの 概 念 では,ど δ イ ンプ ッ ト

が 入っ た た め に どの アウ ト プッ トが 出て きた か と い う とどは 不安 な わ

け です 。 これ に 対 して複式 簿 記 には コン トロー ル上 の 利点 が あ る。 つ

ま り,イ ンプ ッ ト とア ウ トプッ トの 関係 を見 きわ め な くて は記 録が で

き ない か らで す。 ζ うい う意 味 での 利点 は い ぜん,複 式 簿記 に残 っ て

い る こ とに な りま す。

Aと ころ で,'1'ト リクス ・ア カ ウン テ ィ ン グは そ の後,ど う扱わ

れ てい ま す か。 理 論 の 段階 に と どま っ てい る の で し ょ うか 。

井 尻 行 列 簿記 は理 論 とい う よりは ひ とつ の見 方 ですね。 行 列 簿 記 に

は ひとつ の制 約 が あって,ひ とつ の取 引の借 方 科 目 と貸方 科 目が と も

に1個 で なけ れ ば な らない 。 そ うで ない と行 列 には ま らない。 しか し

現実 の取 引は 借 方科 目 と貸 方 科目が複 数 で あ る場合 も少 な くな い。 そ

こで 取 引の パ タ ー ン をつ かん で行 こ うとい う,ア ク テ ィ ビ ティ ・アカ

ウン トとい う考 え方 が 現 実 に お こなわ れ てい る とお'も う。 実 際 の取 引

の コ ー.ド の 仕 方 に し て も,コ ー ド ・ナ ン バ ー 何 々 は こ う い う タ イ プ の

取 引 で あ る とい うふ うに きめ て お・く。 そ こ に は三 つ も四 つ も勘 定 が あ

って よい。 要 す る に 行列 簿 記 とい う のは 単 に 記 録の仕 方 の問題 で あ っ

て,評 価 の現 実 に及 ぼ す 影響 とい うものは な い わ けで,非 常 に メカ ニ

カル な もの な の で す 。

A取 引 パ タ ーンで 分 類す る とい うこ とで す ね。

井 尻 た とえ ば あ る 取引 に は3科 目の勘 定 が あっ て,そ の う ち科 目1

と科 目2は 貸方 科 目 で,科 目3は 借 方 科 目で あ る とい うふ うに す る。

これ がい ちば ん 記 録 しや すい 方 法 なん です。 た とえ ば,借 入 れ 取 引 の
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レ ッジ ャ「 を考 え ます と,こ れは 三 ケ タ,つ ま り受 入れ 金 ,支 払利 息,

そ れ に 借 入 れ額 とい う三 つ の ケタ か ら成 る こ とにな る わ けで す。

C勘 定 の 組合 せ でパ ター ン を きめ て お くわけ で す ね。

井尻 ひ とつ の 取 引 のな か に,イ ン プ ッ トとア ウ トプ ッ トをつ かん だ

もの と して勘定 科 目が入 っ て い るわ け で す。 そ こ にい わゆ る同質 性 が

あ るわ け です 。

C日 本 で は 貸借 の 勘定科 目が 複 数 に な る取 引 を行 列簿記 で処 理 す

る ひ とつ の考 え 方 と して,い わゆ る諸 口勘 定 を 使 うや り方 が 工夫 され

て い る。 先 ほ どの借 入 れ 取 引 の場合 な ら,貸 方 の 借 入金 に対 して借 方

は 諸 口 と して しま う。 同 じよ うに借 方 の 受入金 に 対 して 貸方 を諸 口に

す る。 支払 利 息 に つ い て も同 じです 。 しか し,こ うな ると,結 果 は複

式 簿 記 とま った く変 ら な くなっ て しま う。 つ ま り,せ っ か く因 果 的 に

結び つ けた イ ン プ ッ トと アウ トプ ッ トをバ ラバ ラに して しま う。 こ れ

が 結局,行 列 簿 記 の泣 き所 なの で は ない で し ょ うか,

井 尻 全 部 の取 引が シ ン プル ・トランザ ク シ ョンで あれば い い ん で す

が ね。 リニ ア ・プ ログ ラ ミングを会 計取 引に 入 れ ると きに,こ の問題

で私 は ずい ぶ ん 苦労 した わけで す。 結局,い ろ い ろの アーテ ィフィ シ

ャ ル な エ レ メ ン トを導 入 した のです が ・… ・・。 い ず れ に して も,先 ほ

ど も申 した とお り,行 列簿 記は 単 な る記 録 の問題 で あ り,評 価 の問 題

では ない 。 マ トリクス では仕 訳 が で き ない。 ア ク ティ ビティ ・アカ ウ

ン トで単 位 ご とに ま とめ る方 が よい わけ です 。 情報 の処 理 の仕 方 か ら

み ると.複 式 簿記も行列 簿記 も似た ところが多い。行列簿記 の本質 的

特 徴 は,取 引が あ るた び に 借方 記 入 と貸 方 記入 を別 々にお こ な わず に,

そ の両 者 を 結 びつ け たま ま積 み上げ て ゆ く ととろ に あ ります。
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A最 近,ジe・ 一ナ ル とい うもの の影 が 非常 に薄 くな って き てい る

よ うに お もえ る の です が ・・… 。

井尻 た しか に メ カ ニ カル な意 味 で のジ ャー ナル は おっ し やる と お り

で し ょうが,仕 訳 記入 の考 え方 自体 は 絶 対 に変 っ てい ませ ん。 複 式 簿

記 に よる か ぎり,取 引 ご とに ピ あ るイ ン プ ッ トに対 す る アウ トプ ッ ト

は 何 か とい うことを 考 えな ければな らない。だ か ら,イ ンプットとア ウトプ

ッ トを一 緒 に して つ かま え る とい う考 え 方 は,現 実 の仕 訳 が どの よ う

に お こなわれ よ うと変 らな い わけ で す。

Cア メ リカ で も仕 訳 一一つ ま り勘 定科 目 の選 定 一 は 人間 の 判断

に た よって いる の で し よ うか。 コ ン ピュー タが 自動 的 に選 定す るとい

うこ とは ない の です か。

井 尻 そ れ は ご く一 部 で すね 。 た とえ ばペイ ロール の 場合 で,タ イ ム・

カー ドが コ ン ピュ ー タ に直 結 して いて,自 動 的 に送 られ る と きに は,

す でに パタ ー ンが きまっ て い る。 そ うで ない 場合 に は イ ン プッ トの段

階 で 人聞 が 勘定 科 目 を コー ドで指 定 しなけ れ ば な らない で し ょ う。

,

4

3.EDP会 計 の現 状

Dア メ リカ で も,い わ ゆ る管 理 会 計 的 な 面 には コン ピ ュー タが か

な り入っ て きてい る よ うです が,従 来 の伝 統 的 な会 計 の 分野 に は そ れ

ほ ど入っ て き てい ない の が実 状 で す か。

井尻 それ は 会社 に よっ て い ろいろ で すね。 急進 的 な考 え 方 をす る 会

社 も あ ります し ・… ・・。

Aこ れ まで われ われ が 回 って きた会社 は す べ て,一 般 会 計はED

P化 して い ない。 マ ニ ュ ア ル で や っ て い る とい う会 社 ば か りで した。
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井 尻 会 計 を ゴン ピュ 一 夕 化 した か ら とい っ て,会 計 の コス トが安 く

な る こ とは ない。 プPグ ラ ム が足 り ない とい う こ ともあ る し,マ ニュ

アル で や れ ば2週 間 で 計 算 で きる の に,コ ン ピュ ー タで や ろ うと して

使 う順 番 を待 つ とな る と3カ 月 もか か るとい う ことだっ て あ るで し ょ

う。

B会 計 をEDPで やっ て も効 率が 悪い
,メ リッ トが ない と言 う会

社 が多 かっ た。

井 尻 そ の上,現 場 にい る人 は 自分 の持 っ て い る情報 を他 人 に知 られ

た くない こ とが あ りま す。 そ うい うと きに は 自分 の オ フ ィス に あ る フ

ァイルが 非 常 に 大切 に な る。 こ うい う心理 的 な面 も多分 に あ るのに ,

コン ピ ュー タは情 報 を集 中 化 しない と意 味が ない わ けで す
。 行 動 科学

的 な面 も考 慮 しない と,情 報処 理 とい う工 学 的な 面 だけ では ダ メ です

ね。 それ に↓ コン ト・一ル が か な りきつ くな る ので ,人 が それ に耐 え

られ ない とい う側面 もあ る。

あ る 程度,余 裕 を設 け なが ら進 ま ない と,い ろい ろ抵 抗 が 出て くるで

し ょうね。

B情 報 の理 論 だけ に も とつい て会 計の な かに コ ン ピュ ータ.シ ス

テ ム を入 れ た りす る と,現 場 の抵 抗が 出て くるわ け で す が,こ れ は ど

う した ら よいで し ょ うか。

井 尻 最初 は,あ る程 度 費 用 は か か っ て も,従 来 の シス テム と併行 的

に,い わ ゆ る デュ アル ・シ ス テ ム を とるの が よい で し ょ うね。従 来 お・

こ な われて きた こと も暫 くの間 は ,そ のま まや らせ てお く。 そ う しな

い と,プ ログラ ム の欠 陥 な どが 必ず 出て きて ,み ん なの 信 頼 を失 な っ

て しま う。 一 度 信 頼 を失 な うとな か なか回 復 で きない。
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D日 本 で は 事 業 部 ご との損 益 計 算 も中 央 の コン ピュ ー タ ・セ ンタ

ー で処 理 して しま う こ とが 多 いが
,ア メ リカで は ど うで し ょ うか。

井 尻 そ れ は会社 に よっ て さま ざま だ とお もい ま す が,月 末 の報 告 の

みを 本社 に 送 る とい うレベ ルか ら,現 場 の個 々 の取 引 ま で 本社 に集 中

す る とい うレベル ま でい ろ い ろ あ り うる わ け で す。 しか し,一 般 に ア

メ リカ では,事 業 部 ご との 独 立 採算 制 が 非常 に強 い。大 体,こ ち らの

マ ネ ジャ ーは 従 来 の伝 統 か ら,す べて を マ ネ ジ で き る とい う考え 方 が

強 い。

Eそ の意 味 では 日本 の 方が イ ソテ グ レイ テ ド ・シス テ ム をつ くり

や すい ので は な い かっ

井 尻 ア メ リカ人 が よ く言 うことで す が,日 本 は全 体 と して ひ とつの

会社 で あ り,政 府 の命 令 一下,そ の好 きな よ うに 動 かせ る,と うらや

ん で い る。 日本 の 風土 に は セ ン トラ リゼ イ シ ョンが うま く取 り入 れ ら

れ る基 盤 が ある わけ で す。 と ころが ア メ リカは い わゆ る個 人主 義の傾

向が強 い。 こ の意 味 では,日 本 の方 が コ ン ピ ュー タ の導 入 が楽 だ と言

え るか も知 れ ない 。

Cこ の 調 査団 は これ ま でに す で に数社 を訪問 し てい ますが,ど こ

へ 行っ て もコ ン ピュ ー タに 対 して非常 な信 頼 感 を もっ てい る。 か な り

楽天 的 だ と い う印 象 を 受け ま した。

井尻 た しか に,こ れ ま で は情 報 シ ス テム が 悪用 され る とか,秘 密 保

持,あ るい は 逆に 余 分 な情 報 を入れ て 妨害 す る とい っ た こ とは ぜん ぜ

ん 念 頭 に おか な く とも よかっ た。 こ うい う意 味 か ら言 うと現在 の シス

テ ムは 情報 の コ ン トロール とい う点 で非 常に 弱 い とい うこ とに な りま

す。 発 展 の初 期 に おい て は そ うい うこ とを 考 え な かっ た け れ ど も,次
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第 に 悪 い、こ とをす る 人間 が 現 わ れ る。 そ こで プ ロテク シ ョン の問 題 を

考 え ざ るを え なく な るの で す。 現 在 の磁 気 テ ー プは 証愚 性 が 非 常 に弱

い か ら,た とえば変 造 の むつ か しい マイ ク ロ ・フィ ルム に変 え る とい

っ た よ うに。 最 近 はIBMで も,情 報 の信 頼 度 を高 め るた め,通 信線

で 情 報 を 送 る場 合,暗 号 化 して送 る と い うこ とも考 え てい る よ うで す 。

こ うい う点 に対 す る対策 が ない と,い わ ゆ る情報 恐慌 が 起 き る可 能 性

が あ るとお もい ま す。

Cア メ リカ では 税務 当 局や 公認 会 計 士 は コ ン ピュ ー タ に対 して 信

頼 感 を もっ てい るの で す か。

井 尻 現 状 は 非常 に 不 満 なが ら,い ま の ところは 仕方 が な い か ら,と

い うと ころで は ない か。 しか し,公 認会 計士 の場合,監 査 の た め の プ

ログ ラムが 非常 に 発 達 してい ます。

Dし か し,企 業 と しては まず 内部 的 に絶 対 に正確 な数 字 を集 め る

必 要が ある。会 社 の意 思 と して 数字 をデ ィ ス タ ー ブす る ことは あっ て

も,自 然発 生 的 に間 違 い が 生 ず る よ うな シ ス テ ムで あっ ては た らな い

ので は な いで し ょ うか 。

井 尻 しか しそ れ が,大 きな 企業 で は 非常 にむ つ か しい。 た とえ ば私

は ガル フ石 油 の コ ンサ ル タ ン トを やっ て い ま すが,ガ ル フの よ うに世

界 を 五 つ ぐ らい の地域 に分 けて,そ れ ぞれ が独 立 に事業 を営ん でい る

場 合 には,各 地 域 で数 字 を デ ィ ス ター ブ してい るか も知れ ない。 本社

に くる デー タ はす で にそ うい う手 続 を経 て きてい る。 ガル フの場合 には

必 ず し もそ うだ とい うわ け で は ないが,し か しそ うい うこ とに対 す る

配 慮 は充 分 に払 わ れ てい ま す。 だ か ら,イ ンタ ー ナル ・コ ン ト・一ル・

シ ス テム ー 情 報 に対 す るコ ン トロー ル ・シス テ ム な しに,こ れか ら

一一61一



の情 報 シ ス テム は成 り立た ない。

E・ それ は コン ピュ ータ の場合 に か ぎらず
,手 書 きの 場合 も同様 で

は な いか。

井 尻 た しか に そ うです。 しか し コン ピュ ー タの 場 合 は トレー ス が次

第 に む つか しくな る とい う意 味 で こ わい の で す。

4.EDP会 計 の 監査 問題

Dわ れ われ の 関心事 の ひ とつ の ポイ ン トは
,ハ ン ド ・ ワー ク に よ

る会 計 と コン ピュ ー タ ・シ ステ ム に よる それ の 場合 とでは
,公 認 会 計

士 が何 か違 っ た 問 題 意 識 を もっ て いる ので は ない か とい う点 な の です 、

が,コ ン ピュ ー タ時 代 に な る と,公 認 会計 士 の監 査 も質 的 に変 っ て く

る とお考 え で す か。

井 尻 監 査 方 法 の発 展は アメ リカで も 非常 に 遅 れて い ま して,い ま ビ

ッグ8で は いろ い ろ 努 力 してい る わけ です が,い ちばん大 きな 違い と

い うのは,従 来 の メカ ニ カル な チェ ッ クが 非 常 に楽 に なっ た ことです
,

サ ンプ リ ング だけ で しかや れ なかっ た こ とが ,全 体 を いっ ぺん に チェ

ック した方 が早 い とい う こ とに なっ た。 だ か ら,そ うい うメカ ニ カル

な チェ ッ クは コン ピュ ー タ で どし ど しやっ て も らい,公 認会 計士 の監

査 は より質 的 な面 の評 価 に重 点 を置 く よ うに な る の では な い か と考 え

られ ま す。 しか し,そ うは 言っ て も,ほ とん どの会 計士 が コ ン ピュ ー

タ を使 い こなせ る よ うに な るには実 質 的 に あ と10年 か ら15年 は か

か る で し ょ ラ。 まず学 生 の 教 育 か ら始 め なけれ ば な らない し
,そ の た

めに はカ リキ ュ ラ ム を.変え る必要 が あるが,そ の前 に教 授 の 頭 を変 え

なけれ ば な らない 。 教 授 の 頭を 切 り替 え る だけ で も2年 ぐ らい は 必 要
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で し よ う。(笑)
、

C日 本 では 公 認会 計 士 が コ ン ピュー タの こ とを知 らなす ぎ る とい

う こ とで 企 業側 は 大 分 不 満 の よ うですが,ア メ リカの現 状 は ど うで す

か。

井 尻 も う大分 変 りま した。 新 しい 人が会 計 士 に なっ て きま した し,

会 計 事 務所 で も非 常 に 努 力 してい ま す。 アメ リカ の会 計事 務 所 には監

査 部門 のほ か に.租 税 部 門 やマ ネ ジ メン ト ・サ ー ビス 部 門 が あ ります

が,こ の うちマ ネジ メ ン ト ・サ ー ビス 部門 の グ ルー プが 非 常 に伸び て

きた とい うのが,60年 代 の特徴 で し ょ う。 この 人 た ちは 非常 に有 能

で す。

D日 本 の公 認 会 計 士 は,相 談 され て も困 る と言 う。 自 分 た ちは企

業 のや る こ とを 監 査 す る ので あっ て,ど うした ら よい か とい う コンサ

ル タ ン トの 機能 は もっ て い ない し,権 限 も義 務 もな い と 言 うので す が

ζ).

井尻 ア メ リカで は会 計事 務 所 の 各 部門 と企 業 が 別 々に 契約 を結 び,

企 業 は そ れ ぞ れ の契 約上 の サ ー ビス を受 け るわ け です。

DEDP会 計 で は,処 理 の 中間 過程 にお け る情 報が 見 読 不 可能 の

形 で展 開 されて ゆ きま すが,こ れ に 関連 して監査 上 の問 題 は 出 てい ま

せ ん か。 ま た,コ ン ピュ ー タ のオ ペ レー シ ョン の過 程 で,さ ま ざ ま の

コン ソ ール ・シ ー トが 出 て き ます が ,そ れ も監査 の た めに 保存 して お

か なけれ ば な らな い,と いった 問 題 も出て きて い ま すか 。

井尻 そ れ は会 計 士 の 立 場 に よっ て も,ま た内容 に よっ て も違 うとお

もい ま すが,最 初 の うちは ハ ー ド ・コ ピーが ない と ダメだ とい う立 場

が多か ったのですが,最 近 は 会 計士 の 方 が大 分 折 れ て しま っ た よ うで す
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ね。(笑)も っとも,一 時,コ ン ピュー タ の やった こと には タ ッチ し

な くと も よい のだ とい う極 端 な時 代 もあ りま した が,そ の後,会 計士

が コン ピュー タ の知 識 を もつ よ うに なっ て,コ ン ピュ ー タ の な か まで

見 なけ れ ばい け な い とい う風 に変 っ た。 要 す る に時 代 と と もに変 る と

い うこ とで し ょ う。

D日 本 の 場合 は,企 業 が会 計のEDP化 を ど し ど し推 進 して 勝手

に既成 事実 を つ くる ので,公 認会 計士 や国税 庁 で は何 らかの統 一 的ガ

イ ドライ ン を 出 した い と考 えて い あ よ うです が,ア メ リカ で の そ うい

う動 きは ど うで しょ うか。

井尻 一 応,AICPAで も研究 して い る よ うで す ね。 しか し,こ れは

会 計 原則 み た いな も ので,一 律 に強 制 す るの は なか なか む つか しい で

し よう。

Eお うかが い したい こ とは 他に もた くさん あ りま す が,時 間 が ま

い りま した。 本 日は ど う も有 難 うご ざいま したっ

'
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Big・1・w弁'護 士tsよ びUSM*±H。,ne氏

喝

(は じ め に)'

6月6日 に"〈X】MPUTERANDTHELδW"の 編 集 者 で あ るRobert

P・Bigelow弁 護 士 お よ びUnitedShoeMachineCo
.のAssi-

stantVicePresidentのWnliamJ
.Horne氏 と 共 に ボ ス ト ン の

Bigelow氏 の 事 務 所 で 懇 談 し た
。HQrne氏 は コ ン ピ ュ_タ に よ る

TaxMode1を 作 り
,海 外 子 会 社 と 米 本 国 の 親 会 社 と の 納 税 に つ い て,

最 も 節 税 で き る 方 策 を 研 究 し て い る と の こ と で.ハ ー バ ー ド大 学 の

Surrey教 授 の 推 薦 に よb面 会 し た
。

は か ら ず もHorne .氏 は,会 計 記 録 の 保 存 は 八 一 ド コ ピ イ を 最 適 と 主

張 す る 代 表 的 な 人 で あb,Bigelow氏 は
,磁 気 テ ー プ そ の も の を 推 奨

す る 代 表 的 な 人 で あ っ た 。 こ の た め 我 々 の 面 前 で 両 者 の 見 解 の 相 違 が 屡

々 起 り:米 国 に お い て も
,こ の よ う な 論 争 か あ る こ と を 興 味 深 く 感 じた。

1.Horne氏 の 考 え 方

コ ン ピ ュー タに よ っ て合 理 的 な 会計 処 理 を す る とい って も,そ の計

算 処 理 結 果 を磁 気 テー プ とい う記録 保 存 形 式 を とる と,非 常 に高 価 に

な る。 そ こで紙 の上 に プ リン トア ウ トして保 存 してお・く方 が安 価 で あ

る とい うのがHorne氏 の第 一 の 主張 で あ る。

この 主張 に沿 ってUSM社 で は ,創 立 以 来(1892年 以 来)の

GeneralLed
,ge.rを 八一 ドコ ピ イの形 で すべ て保 存 して い る。 伝票

類 は 原 物 を20年J.カ ー ド類 も20年 保 存 しでい るム マ サ テ ユー セ 」i

ツ州 の 会社 法 で は会 計 帳 簿 の保 存 に つ ㎏ て と くに規定 は あい が
,売 掛
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金,買 掛 金 に つ い ては3年 の時 効 の 定 めが あ るの で
,こ の関係 の帳 憩

類 は3年 保 存 す る こ と と してい る。 税 務 申告 関 係 の帳 愚 も3年 保 存 し

て い る。 この よ うに 八一 ドコ ピイ を永年 保 存 す る のは
,訴 訟 関 係 で 立

証 す べ き資 料 を確 保 す る ため で ,顧 問弁 護士 の すSめ に よっ た結 果 で

あ る とい う。

Horne氏 は・磁 気 テー プの長 所 を認 め な が ら も
,テ ー プの 記録 が

決 して消 え な い とい う保障 が ない こ とを心 配 してい る。 また コ ン ピ ュ

ー タ の プ ロ グ ラムが 正 しく組 まれ て い て も
,そ の通 りにオベ レ_シ ヨ

ンが行 なわれ た か ど うか保 障 で きな いで は な いか
,と い う懸 念 を持 っ

て い る。 さ らに機 械 が変 「て しま うと,過 去 の テー プ は,新 しい機 械

で は 読 み取 れ な くな る欠点 が ある と主 張 してい る
。 過 去 に お いて3イ

ンチ 巾 の広 い形 の テー プが あ っ たが
,今 や親'鋭機 械 で,こ の巾 広 の テ

ー プ を読 み と る こ とは で きず 困 る の で は ない カ
・と主張 して い る。

■

2・Bigelow氏 の考 え方

Bigelow弁 護士 は ,コ ン ピ ュー タ の長 所 を強 調 し,磁 気 テ_プ が

技 術 的 に進 歩 して い る こ と,オ ペ レー シ ョンの良 否 は 内部 統制 に よ り

保 障 され る こ と… ン ピ=・一 夕が 変 っ て も,・ ・nversi・ 。 の機 械 が

必 ず開 発 され て,Mode1が 大 き く変 る と きは
,IBMは じめ各 メ_

カー は,conversionの 機 械 を相 伴 わせ て 発売 してい る ～二と等 々 を

主張 して,Horne氏 の考 え方 は ,現 代 に適 合 しない と反 駁 して㎞る。

Ho「ne氏 の如 く・ 原始 帳 愚 を保 存 す る方 法 で は
,書 類 の分 量 が大 部

に な り,検 索 に も大 変 で ある。 しか し磁 気 テ ー プ な どの電 磁 的 記録 で

あれ ば,こ の欠 点 が 救 われ る。
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も

か よ
、うなBig・1・w氏 の 反 論rし て,H・r・ ・ 氏 も磁 気 テ_プ 類

の醐 を否 定 して い なL・…が
,USM社 では,外 部 との取 引回 数 が 少 な

く・一 件 の 醐 で イ砺 弗(多 い の は8・ 万 弗)も の契 約 を し
てい る。

1日 に 多 くて もユ・2・ ・件 鞍 で あ るか ら
,通 常 の会 社,銀 行 の如 く

1日 に百 万 件 もの 取 引 デー ・ が発 生 し
,しo・ も ・件毎 の金 額 が 小 さ い

よ う雄 合 と・USM社 とは大 ぽ 熱 る.そ ・でUSM社 で は源

始 嚥 を縛 す る こ とが ・ それ 程,舗 で は ない とH・r・e氏 は翻

してい る。

む しろ・1件 剖 の取 引 錨 の少 ない会 社 に あ
って は,こ の原 始帳

鮭 保 存 して 駅 醐 手 数 ・ りも・ 桐 ・トラブ ・レか起
。 て,そ の分 を

賠 償 させ られ る こ とに 勧 ・支 掬 べ き額 の 方が 少 ない で あろ う.し

た が って大 量 取 引 の あ る会 社 に あ って は,重 要 で な い帳 態 ,デ ー タは

醸 して し⇔ 紡 が 帥 とい う考 筋 もで きる
.勿 論 誠 的 記 憶

に よ・ て細 か い チー タ を保 存 して ぷ こと も結 構 で あ るか
,こ の イ ン

ビ ジブ ル な記 鰍 存 方 式 は 進歩 した 未来 の方 法で は な く
,各 社 の 業 種

業 態 に よb必 要 性 ず る方 法 で あ る.取 弓1の種 類
,数 等 の条 件 に よb

ビ ジ ブル・ イ ン ビ ジブ ルの 選 択 をすべ きだ とい うの がH・rn・ 氏 の意

見 で あっ た。

▲

3.株 主 名簿

マサ チ;
.一口セ ッ ヅ会 社 法 は32条 に お いて株 主 名 簿 の作 成 を規 定 し

て い る。 この条 文 は"Books"と い う用語 を用 い てい た が
,～ これ で は

コ ン ピュー タに よる電磁 的 記憶 に適 合 しない ので
,1965年10月

5日 に 修 正 し て ・B・ ・k・ と い う用 語 をttte・ ・rd・"と 改 め た
.そ こ
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で,マ サ チ ュー セ ッツ州 に おい ては,コ ン ピ ュー タに よる記録 が 適 法

で あ る こ とが 明 らか に され た 訳 で あ る。

ところで 電 磁 的 記憶 は,そ の まNで は 見読 不 可能 で あるか ら,株 主

か ら株 主 名簿 の 閲覧 謄 写 を求 め られ た場 合 に,ど うす るか とい う問題

が ある。

何 となれ ばUSM社 の例 で 言 え ば28,000人 の株 主 の 記録 を,毎

日毎 日 プ リン トア ウ トす る こ とは 不 経 済 で あ り,四 半 期毎 に 配 当 をす

る際 に,プ リン トア ウ トして い るに過 ぎない か らで あ る。

そ こで期 中の 株 主 名簿 の閲 覧 謄 写 請求 が あ っ た場 合 には,一 工夫 し

な けれ ば な ら ない が,一 つ の方 法 は,ブ ラ ウ ン管 に投 影 で き る よ うな

シス テ ム を考 え る こ とで あ る。 この 方法 で は,あ る株 主 が 自己 の 記録 を

知 りた い とい うと きに は,割 合 手 っ取 り早 く処 理 で きるが,数 多 くの

株 主 すべ ての 閲覧 には 不 向 きで あ る。USM社 で は,も う一 つ の方 法 を

考案 してい るが,即 ち,株 主 名簿 の閲 覧,謄 写 の 目的 は多 くの場 合,

委 任 状勧 誘 の た め で あるか ら,閲 覧 謄写 を求 めた株 主 に対 して,封 筒

一 枚 一 枚 に株 主 の住 所氏 名 を一 々 コ ン ピ ュー タで プ リン トア ウ トして

や る こ と と して い る。28,00〈}人 の株 主 に つ い て ,こ の プ リン トア.

ウ トの費 用 は 約60弗 で済 む とい うこ とで あ る。 この60弗 は ,名 簿

の閲 覧 ・謄 写 を 請 求 して来 た株 主 か ら徴 収 す る こ とと してい る。

株 主 名簿 の閲 覧謄 写 の費 用 は 誰 が負 担 す るか とい う問題 が ある が,

一 般 的 に は閲 覧 の み で あれ ば 会 社 の負担 と し
,謄 写 ま で求 め て来 た と

きは,請 求 した 株主 の負担 とす る と考 え られ て い る。(ニ ュー ヨー ク

のBaker&Mackenzie弁 護士 事 務 所 で は ,共 益 権 の行 使 に当 る と

きは会 社負 担 と し,自 益 権 の行 使 に当 る と きは株 主 負 担 と解 す る 旨 の
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回答 を した。 なお,プ アー ス ト ・ナ シ ョナ ル ・シテ ィ銀 行 に尋 ねた と こ

ころ,コ ン ピ ュー タに よる株 主 名 簿 の閲覧 に要 す る株 主1人 当bの コ

ス トは,30セ ン トで ある とい う回 答 が あ っ た。)

なお,USM社 では,名 義書 換 が済 ん で 廃 棄 され た 旧 い株 券 の 記録

につ い ては,コ ン ピ ュー タに依 らず マ イク ロ写真 に より保 存 す る こ と

と レ,旧 い 株券 は保 管 して い ない 。

4.TaxModel

USM社 で は,前 述 の如 くHorne氏 がTaxMode1を 使 っ て 節税

を図 って い る。USM社 は30か 国 に進 出 して お り,大 きな もの で 米

国 内 に9社,海 外 κ9社 で合 計18の 子 会社 を有 して い る。 各 国 の法

人 税 や配 当 に対 す る源泉 課 税 が異 な っ て い るの で,ど の 国 の子 会社,

孫 会社 で,ど の 程度 の収益 をあげ た場 合 に,ど の程度 の配 当 を すれ ば

親 会社 の連 結 納 税額 が 最 も少 な くて済 む か を コ ン ピ ュー タで 計 算 し,

各 子 会社 に指示 す る こ と と してい る。 この場 合,コ ン ピュー タ の こ と

を余 り知 らな い担 当者 で も容 易 に計算 で きる よ うに す るた め,Tax

Mode1を 作 り,コ ン ピュー タ の プ ログ ラ ムの 中の ブ ラ ンク に必 要 な

事 項 を記入 して,イ ン プ ッ トすれ ば,コ ン ピ ュー タが 素早 く計 算 を し

て くれ る よ うに考案 して い る。

5.判 例 の コ ン ピ ュ一一タ に 関す る態 度

米 国各 州 の会 社 法 で は,デ ラ ウ エア州 等 の若干 の 州 を除 い て,ど く

に コ ン ピ ュー タ に対 す る条 文 を設 け て い な いポ しか し近年,裁 判 所 は

コ ン ピ ュー タに よる記録 に つ い て証 拠 能 力 を認 め て お り・,そ の考 え方
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は,1966年 に統 一ー－Si典全 国 会 議 が 撤 回 した が,現 在 で もな お再 版

が 於 め られ て い る ・「証 拠 と しての営 業 記録 に 関 す る統 一 法(Unifo-

rmBusinessRecordsAsEvidenceAct)」 の精 神 に準拠 して … .

い る0

1969年4月21日 の ミシ シ ッ ピ州 最 高裁 判 所 の判例 で は ,統 一一

法 を採 用 して い ない州 で ある に も拘 らず,コ ン ピ ュー タの 記録 に証拠

能 力 あbと 判 断 す る根 拠 と して 次 の3要 件 を述 べ て い る。

(1)電 子 計 算 装 置 が標 準 的 装置 と して認 め られ て い る もので あ ること。

(2)記 録 され るべ き事 項 が 通 常 の 業 務 課 程 で 作 成 さ れ るか,ま た は そ

れ に近 い合 理的 な期 間 内 で 作 成 さ れ て い る こ と。

(3)情 報 源,作 成方 法 及 び 作 成 時期 が,信 頼 され か つ,証 拠 と して認

め る こ とを正 当化 さ れ る よ うな証 言 に よ り裁判 所 を満 足 させ る もの

で あ る こと。

以 上 の要 件 が満足 され る よ うで あれ ば,コ ン ピ ュー タ に よる記 録 は

デー タ を機 械 に イ ン プ ッ トした者 を確 認 した りす る必 要 もな く,そ の

所 在 の如 何 を問 わず 証 拠 と して 認 め られ る。(KingV.Mississi-

ppifortheUseandBenefitofMurdoekAeeeptance

Corporatio馬SupremeCourtofMissi .Apri121,1969

Gillespie,J., .222So.2d393.)

同 旨 の判例 は,統 一 法 を採 用 して い る ネ ブ ラス カ州 の最 高裁 で も下

され て い る。 一 般的 に ア メ リカで は,コ ン ピ ュー タ の 記録 が 制定 法 の

有 無 に拘 らず,裁 判 所 の判 例 に よっ て証 拠 と して認 め られ る と言える。

,勺 一'二
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Freed弁 護 士

±
寸

ヘ ロ

ギ＼

(は じめ に)

6月8日 は 日曜 日に も拘 らず ニ ュー ヨー クva$・ い て ,Freed弁 護 士

が 面 会 した い と の ことで あった の で ,コ ン ピ ュー タ と商法 問題 に つい て

懇談 した。Freed氏 はか って連 邦 独 禁 法 の 違 反 事 件 を担 当 した ことが

あb,現 在 は 実 務 の かた わ らボス トン大 学 に お い て教 授 して お り
,Ca-

sebookと して こ の分 野 で 初 め ての 田MaterialsCasesonComPu -

tersandLaw・ を出 版 して い る。Freed氏 が コン ピ ュー タ に 関心

を持 っ たの は,独 禁 法違 反事 件 でUSM社 を調 査 した際 に,老 大 な書類

の山 の 中か ら,必 要 な証 拠 書類 を見 出 すの は 至 難 の技 で あ り,こ れ らの

記録 を コ ン ピ ュー タに 記憶 させ て,検 索 を容 易 に すべ きで あ る と考 えた

た め で あ る 。

、
←

じ

1.会 社 法vak'け る コ ン ピ ュー ター の 立 法 の仕 方 に つ いて

デ ラ ウ エア州 会 社 法 で は,パ ン チ カー ド,紙 テー プ,磁 気 テ ー プ,

デ ィス ク,,ド ラム そ の他 の情 報 保 存 装 置 を 認 め る こ とと して い る 、か

よ うな規 定は 明確 で あ り,一 見進 歩 的 に み え る。 事 実 ,デ ラ ウエア 州

の 会 社 法 は ア メ リカにお い て最 も進 歩的 で あ り,ニ ュー ヨー ク証券 取

引所 の上 場 会 社 の うち75%が,デ ラ ウエ ア 州 の会 社法 を準拠 法 と し

て い る。(第2位 は ニ ュー ヨー ク 州法,第3位 は ニ ュー ジ ャー ジー州

法 を 準拠 法 と して い る会社 で 占 め られ て い る。)か よ うに進 歩 的 な州

の会 社 法 に準拠 して い る会 社 が多 い の で,デ ラ ウエ ア州 の会 社 法 が コ

ン ピュー タの 記 録 を認 め る立法 を七 てい る と ,'全 米 的 に み て も,コ ン
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ピ ュ一 夕が 是認 され て い る と解 して良 い こ とに なる。

これ に 対 してFreed氏 は,か よ うな コ ン ピ ユー一夕に 関 する デ ラ ウ

エ ア州 の会社 法 の規定 は 単 な る注 意 規 定 に過 ぎない と考 え てい る
。 か

よ うな規 定 がな くて も合 理 的 な コ ン ピ ュー タ に よる記録 は 会社 法 上 ,

証 拠 法 上 是認 され る の で あ るとす る。 か え っ てか よ うな規 定 が あ るた

め に,条 文上 固定 され て,コ ン ピ ュー タの 日進 月歩 な技術 革新 に 対 応

で きな くな るお それ が あ る。 そ こで か よ うな固 定的 な規 定 を設 け ない

方 が良 い と考 え てい る との こ とで あ った。 若 し,コ ン ピ ュー タ に関 す

る規 定 を設 け る ので あれ ば,コ ン ピ ュー タ の進 歩 に適 応 し得 る よ うな

包括 的 な規 定 を設 け るべ きで ある とFreed氏 は主張 して い る。 立 法

は 注意 深 くすべ きで ある と してい る。

ノ亭 ・

輻

ザ!『-

t'■ ・

2.証 拠法 上 の 問題

裁 判 に おい ては,物 証 を提 出 す る な ど読 め な い よ うな 記号 で も証拠

と して採 用 され てい る。 した が って 見 読可 能 な もの に限 る とい うこ と

に こだわ る こ とは 適 当 で な い。 た とえ ば外 国語 は ,そ の まSの 形 では

理 解 されず翻 訳 を して(あ る いは 通 訳 を して),初 めて正 確 に理 解 で

き る こと とな る。 この場 合,通 訳(翻 訳)が 正 確 か ど うか が問 題 とな

ろ うが,資 格 の ある専 門 家 に通 訳(翻 訳)さ せ て,証 拠 と して彩 用 す

る。 コ ン ピ ュー タ が正 確 に記録 し,ま た見 読 可 能 な形 に再 現 する こ と

は,一 般 に 認 め られ て お り,証 拠 と して採 用 で きる。 した が って見読

可 能 か ど うか に こだ わ る こ とは 証 拠 の本 筋 とは か け離 れ た 議 論 である。

読 む(read)と か書 く(write)と い うこ とは,コ ン ピ ュー タが

で きる こ とで あ り,必 ず し も人 間 が読 み書 きす る こ とに限 定 す る必 要

・-72一

・イ



、、

三≡こへ
{＼

、砂

は な い。 ま た将 来 は ビデ オ ・テ ー プ とか ,録 音 テー プに つ い て も証 拠

と して採 用 され る方 向 に あ り,署 名 に代 え て ,指 紋 とか声 紋 も証拠 と

して使 い得 る もので ある とFreed氏 は考 え てい る程 で あ る。 コ ン ピ

ュー タの 電磁 的 記憶 は ,こ の よ うな 指紋,声 紋 よ りも優 れ て い る とは

言 え,劣 る と ころ は な い。

問題 は プ リン トア ウ トを どれ だけ行 ない,コ ン ピュー タの フ ロー チ

ャー トや プ ロ グ ラム を どれ だ け備 え お くか,ま た イ ン プ ッ ト とア ウ ト

プ ッ トの問 に ど うい うもの を情 況 証拠 と して残 すか とい うこ とに帰 着

す る。 これ は ケー ス バ イケー ス で あ り,元 帳 の保 存 が 必 要 で あれば ,

マ イ ク ロフ イ ル ムで保 存 す る とい うこ と も考 え られ る
。 マ イク ロフ ィ

ルム よ り磁 気 テー プの 方 が コス トの 面 で安価 で あ れば
,磁 気 テー プに

依 る とい うこ と も実 務面 で は 工夫 す るこ とに な ろ う。 証拠 資料 の保 管

ス ペー ス の節 約 を図 る た め とい うこ とで あれ ば
,原 始 帳 態 や プ リン ト

ア ウ トした 八一 ドコ ピィ よ りも,マ イク ロ写真 や磁 気 テー プ の方 が 優

れ て い る。 読 取 りを早 く行 な う と い う点 で は磁 気 テ_プ が優れている。

た だ し紙 面 で保 存 す る とい うこ とは 安価 で ある場 合 が あ り,こ れ らの

諸 点 を考 慮 して,何 を保 存 す るか,ど うい う形 で保 存 す るか は会 社 の

選 択 に委 ね て 然 る べ きで あ り,何 れ か に限 る とい うよ うに法 律 上 で限

定 すべ きでは ない とFreed氏 は い う。

3.磁 気 プア イ ルに よる文 書 の保 存

米 国 では 時 効fCつ い て,商 事 債 権 は3年,不 法 行為 に よる債 権 債 務

は10年 と して い る。 そ こ でその 間 ,文 書類 を保 存'tれ ば 良 い 訳 であ

'る
。 しか し大 量 の文 書 類 を一 々区分 け して お くこ とは大 変 で あ り,文
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書 そ の もの の ま 、では廃 棄 が困 難 で あ る。 そ こ でこれ らの文 書 記 録 を

コvピ ュ一 夕 に の せ て,プ ログ ラムに よっ て ,廃 棄 計 画 を織 り込 み 自

動 的 に廃 棄 す る こ とが 合 理 的 で あ る。 か よ うに プ ロ グ ラ ムに より廃 棄

処 理 で きる点 で,磁 気 テー プ でデ ー タ を保存 する方 が優 れ てい る。 今

後 益 々 この 面 の ソ フ トウエ ア の開 発 が 進 む こ と で あろ う。 現 状 では コ

ン ピ ュー タの ユー ザー とか メー カー 等 が,こ の よ うな面(法 律 的効 果)

に対 す る配慮 を充 分 に して い な い。

次 に文 書 そ の もの を保 存 す る とす れ ば,大 部 で あ り ,あ ち こ ちに デ

ー タが分 散 す る結 果 に な る の で
,災 害等 の場 合 に デー タが滅 失 す る危

険度 は 比 較 的 少 な い。 しか し磁 気 テ ー プ,マ イク ロ写 真 には 大 量 のデ

ー タが 少 な い ス ペ ー ス で記 録 され るの で
,一 旦 災 害 等 が 発生 す る と,

集 約 され た デー タが一 時 に大 量 に滅 失 す る危 険 力 あ る。 この ため の用

意(バ ック ア ップテー プ等)が 必 要 で ある。

証拠 の保 存 は 一 旦有 事 の際 に入 用 であ るか ら必 要 と され る。 しか し

些細 な こ とにつ い て問題 を生 じた と きに,こ れ を解 決 す るた め に長 距

離 電話 をか け るな ど して,反 証 を蒐集 してい る ど,そ のた めの 費 用の

方 が賠 償額 や請 求 され た 金 額 よ り も高 くなる ケー ス も考 え られ る。 コ

ン ピ ュー タに よる 記録 の保 存 等 の 費 用 の 方が 請求 され た金 額 よ りも ,

よ り高 くなる よ うで あれ ば,結 局,請 求 され た金 額 を支 払 う方 が 安 く

な る。 こ うい う観 点 か ら,ど の よ一うな文 書 は 原 本 で保 存 し,何 を マイ

ク ロ化 しまた どれ を磁 気 テー プ で保 存 し何 を廃 棄 す る かを決 定 すべ き

であ る。 法 制上 で,こ の 点 に つ き どの よ うな保 存 か必 要 で あ るか を ,

一 義 的 に決 すべ き では ない
。 米 国 の現 状 をみ る と磁 気 テー プ な どの イ

ン ビ ジブ ルな フ オ一一ム での保 存 が増加 して い る。(Freed氏 談)
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なお,プ リン トア ウ トは,会 社 本来 の経 営上 必要 とされ る もの の み
`

に つ い て行 な われ て い る。

、

⌒

冨 ＼

4.監 査 問題

公 認 会 計 士の 監 査 に当 っ ては,ま ず 自 ン ピ ュ一 夕 の シス テ ムを調 査

す る。 税 務 調査 に おい て も同様 であ り,会 社 が シス テム を紗 む と きに

前 以 て調 査 す る こ と と して いる。 一 旦 動 き出 した シ ステ ム を後 日変 更

す る ことは 困難 で あ るが故 で ある。 ま た監 査 証跡(オ ー デ ィッ ト トレ

イ ル)を 残 す こ とが必 要 とされ る。

レ

5.ソ フ トウエ アの特 許 権化

コ ン ピ ュー タの ソ フ トウエ ア を特 許権 と する こ とにつ い て
,要 望 す

る声 が あるが,判 例上 来 だ ソ フ トウエ ア を特 許 と して認 め る結 果 は 出

て い な い。 著作 権 に つ い て も未 だ判 例 は な い。 現 状 では ,取 引 の 秘 密

保 護 と 同様 に,プ ログ ラム を 買 う人 々 に,他 に洩 らさな い とい う義 務

を課 してお き,こ れ に違 反 した ら損 害 賠 償 を させ る とい う考 え方 が 出

て い る。 プ ログ ラム を リー ス す る場 合 の 賃貸 料 を定 め る とカ㍉ あるい

は第 三 者 に プ ログ ラム を転 貸 しした 場合 に は ,プ ログ ラムの返 却 を さ

せ る とい うよ うな ア イデ ア も 出て い る。

現在,ソ フ トウエ アに つ い て法 律 上,保 護 すべ きで あ る とい うア イ

デ ア が 出て お り,ま ず政 府 機 関(特 許庁)に,ソ フ トウエ ア の ドキ ュ

メ ンテー シ ョン を受理 す る権 限 を与 え る。 そ こでは秘 密 裡 に そ の ドキ

ュメンテ ー シ ョンを保 管 す る こ とと す る。 登録 した人 は
,プ ログ ラム'

の簡 単 な説 明 を書 き,そ れ を出版 し直 ちに公 の もの とする。
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そ の後一 定 期 間(多 分17年)に 亘 って,誰 か が そ の プ ログ ラムそ

っ く りの ス テ ッ プ を使 用 して い る こ とが 判 明 した場 合 には ,権 利 の保

有 者 が使 用 料 に 見合 う賠 償金 を受 け る こ とが で きる と い う法律 構 成 で

あ る。 この アイ デア が法 案 と な るか ど うか は未 定 で あ る。

6,Freed氏 の コ ン ピ ュー タ法 案

Freed氏 は 以 上 の よ うな考 え方 な らび に ア メ リカの大 勢 を説 明 し

た あ と,若 し彼 が法 律 案 を起 草 す る と すれ ば,会 社 は 「八 一 ドコ ピ ィ

の プ リン トア ウ トを保 存 しな け れば な らな い」 とい うよ うな規 定 を設

けず に 「会 社 は ある一 定 期 間,記 録 を読 む こ とが可 能 であ る よ うに し

て お かね ば な らない」 と規 定 す るに とy'め る と述べ た。 実 際 に 会社 か

コ ン ピ ュー タに よる記金 を どの よ うな方 法 で保 存 す るか は
,そ れ ぞ れ

の 会社 の 選 択 に委 ね る とい う考 え方 で ある白

ム

ハ
/胃.
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証 券 取 引 委 員 会(Securities&ExchangeCommission)

(は じ め に)

6月9日 お よ び10日 に ワ シ ン ト ン の 連 邦 証 券 取 引 委 員 会(SEC)

を 訪 問 し た 。SECは,ChiefAccountantのAndriewBar氏 を 中

心 に,コ ン ピ ュー タ 担 当 のWilliamBecker氏,CharlesBryson

氏,Kibler氏 等 が 出 席 し た 。

Lマ イク ロ写 真 の容 認、

SECは1970年4月30日 に通 牒 第8875号 を 出 して,規 則

17a-4(f)を 修 正 した。 す な わ ち証 券 業 者(会 員業 者,ブ ロー

マ,デ ィー ラー)が,1934年 の証券 取 引所 法17条a項 に従 っ て

取 引 記録(会 計 記録 を含 む)を 保 存 す る場 合 に,マ イク ロ写 真 を以て

保 存 す る こ と もで きる と と と した。 従来,証 券 業 者 は 規 則17a-4

に よっ て,す ぺ て の 記録 を八 一 ドコ ピイの形 で保 存 す る よ う要 求 され

て いた。 この場 合,八 一 ドコ ピイ作 成 後2年 経 過 した な らば,マ イク

ロ写 真 に よっ て保 存 す る こ とを認 め てい た。

今 回 の新 しい 規 則 では,直 ちに マ イ ク ロ写 真 に よる記録 の保 存 形式

を認 め る こ とに 改 め られ,当 初,2年 間 は 八一 ドコ ピイに よるべ し と

い う規 約」カミな くな ったo

た だ し,SECが 証券 業者 の検 査 に 必要 な場 合 に要求 した と きは,

読 み 易 く拡 大 して みせ る こ とを条 件 と してい る。 ま た特 定 の 記 録 を素

早 く検索 で きる よ うに ア レ ンジ して索 引 を付 す る こと,SECが 検査

に 必要 な場 合,検 査官 ま たは その代 理 人 が 要 求 す る拡 大 器 を速 や か に
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提 供 す る こ と,必 要 な期 間 甲,オ リジナ ルの 〔 イク ロ写真 と コ ピィと

して の マイ ク ロ写 真 とのこ 通 り用 意 す る こと等 々 を も,条 件 と して い

る。

この よ うなマ イク ロ写 真 に は,COM(ComputerOutputMi-

crofilm)を 含 む訳 で ある か ら,こ の限 りでは コン ピ ュー タの 記 録 も

是 認 され て い る。 この よ うな 規則 の修 正理 由 は,'近 年 にお け る株 式 取

引量 の 増加 のた め に,事 務 の機 械 化 を すす め る必要 が あ る こ と,マ イ

ク ロ写真 の技術 が進 歩 して信 頼 す る に足 る ものに なっ た こ と等 である。

な お,マ イク ロ写 真 の み を認 め て,コ ン ピ ュー タ に つ い て通 牒 して

い ない ことに つ い て は,磁 気 テー プの 記録 は容 易 に破 壊 で き るか ら未

だ認 め られ ない とい う こ と で あった。(し か し,別 途 訪問 した内 国 歳

入庁 では,む しろ,マ イク ロ写 真 よ り'も磁 気 テー プ の 方 を信頼 してい

る。)

・〉

"

v

2.SECに おけ る コ ン ピ ュー タ利 用状 況 につ い て

SECは,IBM360-40を 導 入 して お り,全 米 の上場 会社 な

どか ら提 出 され る年 次 報 告書(AnnualKeport)(わ が有 価 証 券 報_

告書 に 当 る)を コ ン ピ ュー タ で一 部 分 処 理 して い る。 即 ち,SECは'

全米 の.上揚 会社 及 び 株主500人 以 上 で総 資産100万 ドル以 上 で,

イ

証券 が州 際 通 商 の手 段 で取 引 され て い る会社 の財 務情 報 をすべ て コ ン

ピ ュー タに イ ン プ ッ ト して い る の では な く,こ れ らの 会社 の 会社 番号,
占

会 社 名,資 本 金,取 締 役 名,株 価等 々 を コ ン ピ ュー タ に記録 して い る ・.

の み で,財 務諸 表 の分 析 に ま では利 用 して いな い。

1964年 改正 前 は,SECに 年 次報 告書 を提 出 して い る会社 数 が
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ヤ

4・OO 、O社 で あ った。

しか し,今 日に お い ては,8,000社 に増大 してい る の で,こ れ ら

の 会社 を整 理 す るの に コ ン ピ ュー タに よる との こ とであ った。

次 に,SECは これ らの会 社 の 株価(証 券 取 引所 の相 場)を 毎 日 コ

ン ピ ュー タに イ ン プ ッ ト して,不 当 な株 価 の動 きが ない か を監 視 して

お り,コ ン ピ ュー タが は じ き出 す会社 に つ い ては ,株 価 操 縦 が行 な わ

れ て い な いか を調 査 す る。8,000社 の 株価 に つい て異 常 な動 きを す

る ものは,コ ン ピ ュー タ で把 握 し易 くな った とい う。 この 他 ,SEC

は 自 らの職員 の 給料 計 算 を コ ン ピ ュー タ化 してい るか,こ れ では ,コ

ン ピ ュー タが遊 ん でい る こ とに な るの で ,海 軍 関 係 の委 託計 算 を行 な

っ てい る との こ と であ った。

o

φ

3.そ の他

SECは 前 述 の8,000社 の年 次 報 告書 の 閲覧 謄写 を 自由 に一 般投

資 家 が行 なえ る よ うに してい る。 つ い 先年 ま では,AnnualReport

の謄写 を す る場 合,1ペ ー ジにつ き25セ ン トの料 金 を支 払 っ て ,ゼ

ロ ックス コ ピイ を写 す ことが で き る よ うに してい だ。 しか しこれでは,

一 社 の年 次 報告 書 の コ ピー を全部 写 し終 え るの に手 間 と費 用 が かSり

過 ぎるの で,近 年 は マ イク ロフ ィッ シ ュ1枚 に1社 分 の年 次 報 告書 を

集 録 してr般 に売 り出 して い る。COMが 普 及 す れば,COMの マ イ

ク ロフ ィッ シ ュが販 売 さ れ る よ うに な るか も知 れ な いが,未 だ そ こま

では進 ん でい ない。

なま㍉ 株 券 を廃 止 して,株 券 番 号,会 社 番 号,株 主 番 号 を組 み 合 わ

せ で,コ ン ピ ュー タ に のせ 易 くす る試 み も考 え られ てい る(CUSI
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P)。CUSIP(OommitteeonUniformS .ecurityIdenti;'

ficationProceduer)に つ い てSECは 関 心 を 持 っ て い る が
,未

だ 議 論 の 域 を 出 て い な い と の こ と で あ っ た 。 ま た パ ン チ カ ー ド大 の 株

券 と い う 問 題 も 採 り あ げ て い る が,カ ー ド に さ ん 孔 さ れ て い る の み で

は,株 主 が 読 み と れ な い の で,人 間 が 簡 単 に 読 み と れ る よ うに 工 夫 し

て,株 券 の パ ン チ カ ー ド化 を 進 め る と い う ア イ デ ア もSECと し て 考

え て い る 。

♪

、
'

∀
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ア メ リカ合 衆 国 内国 歳 入 庁

お よび マ ンハ ッタ ン税 務 署

・{
、

、ぴ

、'

(は じ め に)

6月8日.9日,10日 に 内 国 歳 入 庁(IRS)を,11日 ・v12日

に マ ン ハ ッ タ ン 税 務 署 を,そ れ ぞ れ 訪 問 した 。

調 査 の重 点 は,①EDP会 計 に関 す る内 国歳 入法 お よびIRSガ イ ド

ラ イ ン の 詳 細 ② こ れ ら の 規 定 の 現 実 の 運 用 の 状 況 ③EDP会 計 の 税

務 調 査 の 実 情 等 を 調 査 す る ・こ と に …白 い た 。

IRS側 の 出 席 者 は.'次 め と お り で あ る 。

L.HaroldMoss(Director,ForeignTaxAssistance

Staff)

DonaldWBacon(AssistantCommissioner,Compliance)

SingletonBWolfe(Director,AuditDivision)

T.][かShipp(Chief,TechnicalCordinateDivision)

一 以 上6月8日 －

PaulAミch(SeniorProgramAnalyst,AuditDivis・ion)

D。naldHi11。nd(P,。g,an,'An。ly、t,A。ditDi。i,i。 。)

一 以 」二6月9
.t10日 －

Willi・mDOw…(S・ ・i・ ・Tech・icalAnaly・t・1・t・11-

igenceD輌vision)

JohnHouse(SeniorProgramer,'・ 〃)

AnthonyJ.Pin・to(Rev6nueAgeht,AuditDivision)
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CharlesWGardners(R色venueAgentAuditb'ivision)

RiceStarling(TrainingOfficer)

1.米 国企 業 のEDP会 計 の適 用状 況

ア メ リ カ合 衆 国 の全土 で,Form1120に よって法 人所 得 申告 書 を

提 出 した 法 人 は,1961年 度 は1,105千 件,1968年 度 は,

1,450千 件(う ちマ ンハ ッタ ン署 管 内,146千 件)に 及 んで い る。

これ らの 法人 の うち,ど の程 度 の法 人 がEDP会 計 を適 用 して い る

か にっ い ては,IRSk・ よび税 務 署 のい ず れ も統 計 的 資料 を有'し てい

ない。 現 在 国内 の計 算 サー ビス セ ンター企 業 で タイ ム シェ ア リン グ処

理 を して い る ものが108社 あ るが,そ れ を 利用 してい る企 業 に つい

て の統 計 的 資料 もな い。

そ の理 由 は,要 す る に調 査 上 必要 な資 料 が ビジ ブル な形 で提 供 され

る の が法律 の要 件 で あ り,そ の過 程 に おい て機械 を使 用 したか ど うか

は 直接 の 問題 では な く,ま た,機 種 に も新 旧種 々 な もの が あ る こ とか

ら,そ の よ うな統 計 的 資 料 には 興味 が な い し,か つ,余 裕 もない との

こ とで ある。 ま た,ア メ リ カの納税 者 は,税 の調 査 に直 接 関係 の ない

事 項 に対 す る質 問,照 会 等 に対 しては 強 い抵 抗 を示 す傾 向 が あ る こと

も,そ の理 由 の一 つ に あげ て いた 。

・
'

、 ン

.{

2.EDP会 計 の取 扱 い あ 背 景

(1)内 国歳入 法 弟6001条teよ び第6501条 の規定

ア メ リカ内 国 歳入 法 弟6001条 で は,「 この章 に よ り課税 され

る租 税 また は徴収 に っ き債 務 を有 す る者 は,す べ て,諸 記録 を保 存
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題

し,諸 報告 を提 供 し,申 告書 を作 成 し,か つ,財 務 長 官 が適 時定 め

るrulesお よ びregulationsに 従 わ なけ れ ば な らない 」 と規 定

して い る。 各 州 の 商法 で は,帳 簿 の 保 存期 間を7年 と規 定 してい る

例 もあ るが,多 くは 規 定 が ない 。 内国 歳入法 で は帳 簿 の保 存 年 限 そ

の ものに つい て は なん ら触 れて い な い。要 す る に課税 時効(3年)

との関 連 に おい て必 要 とす る限 り帳 簿 保 存 を必 要 とす る前 提 に 立つ

もの で ある。

そ の課 税 時 効 につ い て は,内 国 歳 入 法第6501条 にteい て,賦

課 徴収 期 間の制 限規 定 が設 け られ てい る。 そ の骨 子 は,課 税 期 限 は

原 則 と して 申告 書 の 提 出 日(申 告 期 限 は事業 年度 終 了 日か ら3か 月

15日 以 内)か ら3年 間 とす るが,調 査 に より総 収 益(grossir－

come)が25%以 上 増 加 す る場 合 に は6年 間 とす る。 か つ,故 意 の

脱税 の場 合 につ い て は,こ の課 税期 間の制 限 規 定 の適 用 は ない か ら

無期 限 と なる。

(2)EDP会 計 と税 務

ア メ リ'カでは,1960年 には,4,600台 の コン ピュー タが 主 と

して科 学 的調 査 研 究 の た め に使 われ て い たが,1970年 に は 約

90,000台 が経 理 業 務 を含 めて 使 われ るに至 って おb,こ の10

年 間 にIRSで 調 査 に従 事 す る職 員 の仕 事 も相 当変 っ て きて い る と

の こ とで あ る。

現 在 約150万 件 の 法 人税 申告 書 が提 出 され るが,そ の ほ とん ど

が コ ン ピュー タで処理 してい る。 しか し,調 査 して み る と,プ リン

トは して あ って も,そ の 内容 が読 み取 りに くい とか ・ プ リン トと原

始 書類 相 互 間 の結 び付 きが ない とか,帳 簿 もテー プ も保 存 してい な
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い もの もあ る とか,と に角 会 社 は監 査 の必 要 性 を考 慮 してい な い と

い う点 が 問 題 と な ってい る。

IRSが い ま調 査 してい るの は,第2世 代,第3世 代 に入 る前 の

コ ン ピニー タに よる もの で あ るか ら(小 規模 法 人 は68年 申告 の も

の,大 規 模 法 人 は64年 ～65年 申告 の ものが大 部 分 で ある)コ ン

ピュー タ化 が 十分 で な く,給 与 とか 受 取勘 定 な どが入 っ て い る程 度

で あ り,あ ま り問題 には な って い ない 。 しか し,現 在 で は,シ ス テ

ムが複 雑 化 し,会 計,技 術,経 営 等 の業 務 が錯 綜 してEDP化 され

て い る。 そ の 中 に は,プ リン トが さ れ な い もの も あ り,オ ペ レー シ

ョ ンの正 確性,記 帳 の 確実 性 が十分 信頼 で きな い 面 も生 じてい る。

この よ うな動 向 に つ い て は,IRSは 反対 してい る が,し か し,問

題 点 を十 分 見 出す まで に は至 っ てい ない 。 これ が現 在 まで の 経緯 で

ある。

また,税 務 調 査 も,上 述 の よ うな事情か らい わ ゆ るauditing

aroundthecomputer(コ ン ピュー タ周 辺 監査),す なわ ち,

ア ウ トプ ッ トさ れた帳簿 と イ ンプ ッ ト以 前 の 証葱 等 とを監 査 し,コ

ン ピュー タの 内部 に は入 らな い方式 が一 般 的 に と られ てい る。 た だ

後 述 す る よ うに,IRSは 昨 年 か ら,パ ッケ ー ジ.プ ログ ラム(具

体 的 にはHaskins&Sells事 務 所 のAuditape)を 利用 す る調

査 手 法 も採 用 して お り,こ れ が磁 気 テー プ の取 扱 い に関 す る今 後 の

'
問題 に影 響 を与 えつ つ あ る◎

3・EDP会 計 に 関 す る64-12ガ イ ド ラ イ ド

ω ガ イ ド ラ イ ン制 度 の 経 緯
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■

IRSは,1964年2月 に,歳 入 手 続(revenuepeocedure)

64-12を も っ て 「会 計 諸 記 録 の 全 部 ま た は 一 部 がADPシ ス テ

ム 内 に 保 存 さ れ る 場 合 に 従 うぺ き記 録 要 件 に 関 す る 指 導 基 準

(Guidelinesforrecordrequirementstobefollo--

wedincaseswherepartoralloftheaccounting

recordsaremaintainedwithinautomaticdata

processingsystems)」 を 定 め て い る 。 こ れ がEDP会 計 記 録

に 関 す る 唯 一 の ガ イ ド ラ イ ン で あ り,内 国 歳 入 法 第6001条 の 記

録 規 定 を 受 け る も の で あ る 。

こ の 制 定 の 経 緯 に つ い て み る に,ま ず,こ の ガ イ ド ラ イ ン が 出 さ

れ る ま で は,納 税 者 は,幅 広 く,要 す る に 記 録 さ え あ れ ば よ い と い

う の が 税 法 の 考 え 方 で あ っ た 。

し か し.IRSがIRS自 体 の シ ス テ ム と し て コ ン ピ ュ ー タ を 導

入 し た ユ961年 に,こ の 問 題 の 真 剣 な 検 討 を 開 始 し た 。

そ の 際,1.RSと し て は,① 国 内 一 般 的 に は,IRSが ガ イ ド ラ

イ ン を 出 す と い う こ と に 反 対 す る 傾 向 が 強 い こ と,お よ び,② ガ イ

ド ラ イ ン を 出 し て も コ ン ピ ュ ー タ の 技 術 的 発 展 に 追 い つ け な い だ ろ

う と考 え ら れ る こ と,を 心 配 し た 。 そ こ で,1962年 に,ま ず テ

ス ト的 左 試 案 を 出 し,そ れ に も と つ い て,公 認 会 計 士 協 会 ,政 府 諸

機 関.弁 護 士 協 会,租 税 協 会,事 務 機 械 製 造 協 会 等 の 意 見 を 求 め,

数 次 の 修 正 の 結 果 制 定 さ れ る に 至 っ た も の で あ る 。 こ の ガ イ ド ラ イ

ン は,相 当 柔 軟 性 が あ り,現 在 ま で 苦 情 は 出 て い な い と い うの が
,

IRSの 見 解 で あ る 。

しか し.IRSは,現 在 こ の ガ イ ド ラ イ ン の2回 目 の 改 正 を 意 図
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して い る。 そ の趣 旨 は,現 在 の ガ イ ドラ イン要 件 にIRSの 調 査 が

・ ,、終 るま では 所定 の磁 気 テー プ を保存 す る義 務 を追 加 し よ うとす る も

、・ので あ り,来 年 実施 を予 定 して い る。

(2)64-12ガ イ ドラ イ ンの 内容 お よ び適 用 状況

aガ イ ドラ インの 内容

tttt、ADP会 計 に関 す る64-12ガ イ ドライ ンの全 文 は・ 参 考 資

料3の とお り・で あ るが,そ の 内容 は,次 の各 項 に分 か れ て い る。

SEC.1趣 旨(Purpose)!
SEC.2背 景(Background)

SEC.3目 的(Objectives)

SEC.4ADI)記 録 指 導 基 準(ADPRecordGuidelines)

SEC.4で は,具 体 的 に,① 勘 定 の 主 要 簿 お よ び 補 助 簿,

② 補 助 書 類 お よ び 監 査 証 跡,③ 記 録 さ れ た ま た は 再 製 可 能 な デ

ー タ ,④ デ ー タ 貯 蔵 媒 体,⑤ プ ロ グ ラ ム 書 類,の5項 目 に つ き

要 件 を 定 め て い る 。

三SEC.5意 見 ま た は 照 会

;,次 に,こ の ガ イ ド ラ イ ン の 重 点 を 整 理 す れ ば,次 の と お り で あ

ζ三.るo

・g ,ζ の ガ イ ドラ イ ンは,SEC.2背 景 の 項 で述 べ られ てい る

1・..・己よ うに,内 国歳 入 法 弟6001条 の記 録保 存 規 定 を受 け る もの

"恒 る が・ あ くま で もガ イ ドライ ン で あ ・て・ オ フ ・ シ ャ ル な

,、≡も ので は な い。 納税 者 に先例 を示 す もの で あるが,法 の解 釈 で

,ば、は ない。'納税 者 が先 例 に従 っ たか ら とい って 間違 いが な い とい

うい うわ け で は な く,誤 りが あれ ば,歳 入 庁 は ケチ をつ け る。

、・・鷲 〕 　86－
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Q米 国 の会 社 法 は州 法 で あ り,帳 簿 規定 も州 に よ り差 異 が あ る

が,ガ イ ドライ ンの適 用 は連 邦 税 の 問題 で あ り,州 法 には 関係

が な く,全 国統一 的 な もので あ る。

③ ガ イ ドライ ンの 実 質 的 内容 は,SEC.4で あ るが,そ の鍵 は

⑤ 総 勘 定 元 帳 お よ び補助 簿 が要 す るに 書 出 し(writcout)さ

れ るべ きで あ る ことと,⑪ 監 査証 跡(audittrai1)が ある こ

と,と の2点 で あ る。

この前 提 の も とに,SEC.4の ③ 項 では,取 引 の 時 点 で は プ

リ ン トす る必要 は な いが,IRSの 要 求 次 第 プ リン トし うる も

の で なけ れ ば な らな い こと を定 め て い る。SEC.4の2の ③項

の 「theabilitytoreconstructthesetransactions」

(取 引 を再 製 し うる能 力)と は,rtheabilitytorecon-

structreadablereports」(読 め る報 告 を再 製 し うる能

力 」 とい う意 味 で あ り,機 械 の有 無 にか か わ らず,当 然 の こと

で あ る と考 え られ て い る。 取 引上 の 証週 を再 現 せ よとい うの で

な く,磁 気 テー プか ら必要 資料 を プ リン トす れ ば よい とい う意

味 で ある 。

SEC.4の ④項 は,プ リン トして いな い情 報 で磁 気 テー プ等

に入 って い る もの は,然 るべ き保 存 施 設 を要 す る こと を定 めて

い るo

SEC.4の ◎項 は,プ ロ グ ラム関係 書 類 の保 存 を定 めて い る

が これ らは,普 通 は会 社 の 管 理 者 はADI)の 専 門 家 で は ない か

ら,担 当者 は内 容 を紙 に書 い て保 存 説 明す るは'ずで ある し,そ

の 提示 は さ して 困難 では な いは ず だ とい う前 提 に立 って い る。
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もち ろん これ らの書 類 を事 前 にIRSに 提出す る よ うな要 件 は

課 して い な い。-要す る に,と れ らを通 じ,記 録 が十 分 で あ るか

ど うかは,調 査官(Agent)の 判断 に まつ こ とに な る。

④SEC.5は 非常 に重 要 な 項 目 と考 え られ てい る。 す なわ ち,

ガ イ ドライ ン を1回 定 め る と固定 して しま うの でな い か とい う

心 配 が納 税 者 に あ るの で,意 見 が あれ ば担 当 次 官補 ま で 申 出 る

こと を定 めて い る。 制 定 後,公 認 会 計士 協 会,税 務 協 会,事 務

機械 製 造 者協 会 な ど に も照 会 した が,変 更 の要 な しとい う回答

を受 け て い る し,部 内 調査 官 の 受 け も よい との こ とで あ る。

bガ イ ド ライ ンの適 用状 況

①IRSの 見 解 に よれ ば,納 税 者,公 認 会計 士 等 は,ガ イ ドラ

イ ンに 留意 し,従 って い る とい うのが 一般 的 な見 方 で あ る。事

実,今 回 の調 査 に お い て視 察 した メモ レック ス 社,ア メ リカ銀

行,バ ロー ス社,ヴ ィ ッ カー ス社 寺 は 大部 分 の会 計記 録 を プ リ

ン トして お り,か つ,ガ イ ドライ ンを重 視 してい た こ とが うか

が われ る。 また,納 税 者 が ガイ ドラ インを 守 らなか った ため調

査 に困 難 を きた した事 例 は,一 般的 には見 当 らない との こ とで

あったo

② 納 税者 の 記録 が 十 分 で あ るか ど うか は,結 局 は,調 査 官 の判

断 に よる こ とに な る が,も し,収 入,控 除等 に関 す る会社 の記

録 また は シス テ ムが 不 備 で ある場 合 には,調 査 官 は,INADI-

QUATEREPOR'rを 記 載 し,調 査 上発 見 した 欠陥 事 項 を指 摘 し

税務 署 長 名 で納 税 者 に通知 す る仕組 み に な っ てい る。納 税 者 が

そ の指 摘事 項 を次 回調査 ま で に 改善 しなけ れ ば,内 国歳 入 法 第
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'

7203条 に よb,1万 ドル以 下 の罰 金 ま た は懲 役 に処 せ られ

る こ とが あ る。Leidesdolf会 計事 務 所 で も,そ の関 与 先 で

その 文 書 を 受 け た ものが い くつか あ る との こ とで あ った 。

@保 存 資料 は,.SEC.4の ④ 項 に定 め られ て い るが,コ ン ソー

ル.シ ー トの保 存 は 要 求 して いな い 。 もち ろん,そ れ が あれ ば

プロ グ ラ't、の変 更指 示 を した ～ことは わか るが,監 査 証 跡 が あっ

てそ の変 更 が判 るな らば,コ ン ソー ル ・シー トの保 存 は必 要 で

な い とい うこ と で あ る。要 す るに,EDP会 計 で あれ 手 書 会 計

で あ れ,同 一 内 容 の情報 を要 求 す る とい う考 え 方 が前 提 とな っ

てい る。 な お,ワ ー ク シー トは,申 告書 の基 礎 に な る資料 を選

定 す るた めに,提 示 を要求 してい る。

④ 調 査 に当 た っ て,調 査 官 の要 求 資料 の提 出期 限 に どれ ほ どの

余 裕 を認 め る かは すぺ て調査 官 の判 断 に よるo

会社 の課 長 と話 し合 って合 理 的 に決 め る が,場 合 に よって は

'
圧力 をかけ る こ とも ある 。

⑤ 調査 官 が 調 査 上 必要 とす る 資料 の 印刷 費,マ シ ン コ ン トロー

ルの費 用 は,す べ て会社 持 ちで あ って,IRSが 負 担 す る こ と

は しで い ない し,今 後 も しな い とい うことで あ る。 要 す るに',

記 録 を読 取 可 能 な形 で提 出す るま で は,す べ て納 税 者 の義 務 で

ある とい う考 え 方 に立 つ も ので ある。 亘 ∵

⑥ オ ン ラ イ ン シス テ ムにつ い て は,調 査 上 は 相当6困 難が 生 じ
・v・ 〉 ビ'・.

てい る との こ とで あ るが'ガ イ ドライ ンそ の もの に つ紅 は ・

特に 噸 は1・thと され て い る…'R,,$の 弩 弓 匿 ㌣ ライ ン

シ ス テ ム で も,会 計 に と っ て 重 要 た ・も の は テ ー プ に 乗 る は ず で
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あ り,1日 の終 りに全 部 を通算 して バ ラ ンス ア ウ トし,プ リン

トを す るは ずで あ る。 そ う しない と記録 が 消 え るか ら必 ず プ リ=

ン トす る。 した が って,オ フ ラ イ ン と区 別 す る必 要 は な い 。 タ

ー ミナル の イ ン プ ッ トマ シ ンに入 力 した もの が 原始 記録 書類 で

あれ ば 保存 す るの は 当然 で あ る。銀 行 で あれ ば,預 金者 の氏 名,

金額 等 の 伝票 とア ウ トプ ッ トされ た記 録 とを突 き合 わせ る。 そ

の媒体 が磁 気 テー プで あ り,プ リン トして い るか い な いか だけ

の こ とで あ る。 以上 の よ うな考 え方 に立 っ て い る。 た だ,.そ の

調 査 には,時 間 と経 費 が か か るので困 っ てい る との こ とで あ る。

㈲ ガ イ ドライ ンの今 後 の検討

IRSは,現 在 の64-12ガ イ ドラ イン にっ い て再 検 討 を進 め

てい る.、す なわ ち,現 行 の ガ イ ドライ ンは,必 ず プ リン トア ウ トが

で きる もの で あ り,か つ,総 勘 定 元帳 と原始 書 類 とを監i査証 跡 を辿

って 結 びつ け る こ とがで き る もの で ある こ とを要 件 と して い るが,

磁 気 テー プの保 存 そ の もの につ い ては なん ら規 制 して い ない 。

これ に対 し,検 討 中 の新 ガイ ドライ ンは,現 行 要 件 に つ い ては な

ん ら手 を触 れ る こ と な く1た だ,さ らに 磁気 テー プそ の他 の ファ イ

ル も調 査 が 終 る まで は保存 させ よ うとす る こ とに ある。 この動 機 と

しては,磁 気 テー プが 消 され る と,プ リン トが 不備 な場 合 で も再 現

で きない ヒ とお よび後 述す るパ ッ ケー ジ.プ ログ ラ ムに よる監 査が

で きな くな る と とが あげ られ てい る。

いず れ に して も,1961年(現 行 ガ イ ドラ イ ン制定 の検討 時)

に納税 者 が反 対 す る で あろ うと懸念 した ヒ とが い よい よ実現 す る と

とに なろ う とい う見 方 を してい る。・ただ,IRSの 希 望 と して は,
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・④

磁気 テー プ保 存 は,最 少 限 度 の 情報 に限 定 したい と考 え てい る。 ま

た,そ の保 存 に費 用 がか かっ て 困 る とい う納 税 者 につ い て は,所 轄

税 務 署 と相 談 して早 く調 査 をす る とい うよ うな手 筈 も考 え てい る。

新 ガ イ ドライ ンの原 案 が完 成 す れ ば,公 認 会 計 士協 会,弁 護 士 協

会,税 金 協会 等 に意見 を求 め,そ れ を慎重 に検 討 した うえ で,ガ イ

ドライ ンを公 表 す る予定 に なって い る。

争

▲

.

●

4.マ イ ク ロ 写 真 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン

マ イ ク ロ 写 真 に よ る 会 計 記 録 の 保 存 に つ い て は,IRSは,1947

年 に ガ イ ド ラ イ ン を 定 め て い る 。 参 考 資 料4「Acceptabilityfor

Federalincometaxpurposesofmicrofilmreproductions

ofrecords」(連 邦 所 得 税 に か か る 記 録 の マ イ ク ロ フ イ ル ム 再 製 の

認 容 性)が こ れ で あ る 。

そ の 内 容 は,傍 証 的 な も の(supPortingrecords),た と え ば

賃 金 記 録,引 落 し ず み 小 切 手,送 状,証 愚 等 に つ い て は,十 分 な 保 管,

読 取 り,写 し 作 成 の 施 設 を 用 意 す る ～二 と を 条 件 と し て マ イ ク ロ 写 真 に

よ る 保 存 を 認 め て い る 。 し か し,勘 定 の 一 般 帳 簿,た と え ば 現 金 出 納

帳,仕 訳 帳,証 愚 記 入 帳,元 帳 等 に つ い て は,マ イ ク ロ 写 真 に よ る 保

存 は 認 め て い な い 。 も ち ろ ん,マ イ ク ロ写 真 保 存 を 認 め ら れ る も の は,

原 本 を 破 棄 し て も よ い 。

も っ と も,登 記 元 本 の よ ・う な も の は,実 際 問 題 と し て 破 棄 さ れ る こ

と は な い と考 え ら れ て い る 。

し か し,最 近 マ イ ク ロ 写 真 の 技 術 が 進 み,ceM(Computer

OutputMicrofi'lm)な ど が 使 用 さ れ る に 至 り,そ の 信 頼 性 も 向 上
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は ので∴噺 噸 についてもマ ・ク ・写真保 存 を認 めるべ きでない
ぐ べ

か とい う意 見 が あ り,内 国 歳入 庁 も検 討 を進 め てい る。

その鍵 は,① どの程 度簡 単 に 消 え る か,② どの程 度簡 単 に燃 え るか

璽裁判 所 が証 拠 と して認 め るか・ の3点 で あ り・ そ の全 部 がOKで あ

れ ば,IRSは 認 める方針 で あb,来 年6月 ご ろ ま で には結 論 が 出さ

れ よ う。'
●

5.EDP会 計 の税 務 調 査 の実 情

(1)一 般 的 な調 査 方 法

現E.,IRSがEDP会 計 に つ い て とって い る調査 方 法 は,一 般

的 に は,auditingaroundthecomputer方 式 で あ る 。 す な わ

ち,プ リ ン ト さ れ た 書 類 を マ ニ ュ ア ル の=書 類 と 全 く同 じ く扱 い,証

愚 との チ ェ ッ ク等 を行 な い,コ ン ピュー タで の操 作過 程 を無視 す る。

会 社 の コ ン ピュ ー タの条 件,プ ロ グ ラム,プ ロセ ス等 は しば しば変

更 され る の で,元 帳 そ の他 の プ リン トを見 て 裏 付 け調査 をす る のが

最 も適 当 だ と考 え られ てい る。 つ ま り,調 査上 は,会 計 シス テムが

手 書 きで あ るかEDPで あ るか は,特 に区別 され てい な い の が現 状

で ある。

なお,大 会 社 の場 合 には,会 社 の コ ン ト ロー ラー,公 認 会 計 士 の

立 会 の も と に調 査 をす るが,調 査 日数 は 企業 に よ り一定 して い ない 。

中小 企業 で は1、2日,4.5日 程 度 の もの も ある し,た'と え ばUSス

チー ル な どに なれ ば,数 名 の調 査 官 が1年 が か りで調査 を行 な って

い るo

も っ と も,調 査官 は,プ リン ト書 類 が あ る か ら とい って プ ログ ラ
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ム を全 然 見 ない とい うわけ で は 左 く,必 要 に 応 じて調べ て い る し,

各 種 マ ニ ュ アル,フ ロー チ ャー ト等 の呈 示 も要 求 してい る。 しか し

コ ン ソー ル シー トは通 常 は見 ないで ,そ の 保管 者名 を確 認す る程 度

に と どめ て い る との こ とで あ り,そ の保 存 は要 求 して㊤ ない 。 また

記録 の プ リン トア ウ トも必 要 な もの に限 定 し,磁 気 テー プ全 部 を打

出せ とい うよ うな こ とは して い ない。 い ず れ に しで も,調 査 上,調

査 官 と納 税 者 との 間 に あま リ トラブル が起 きた例 は 聞か ない との こ

とで あるo

しか し,と の よ うな現 在 の調 査 方 法 につ いて も,次 の よ うな問題

が 生 じて い る。

a.プ リン トが大量 で あ るた め,調 査 に 時 間 を要す る。

b・ プ リン トが 調 査時 に入 手 で きlt-Viこ と もあ る。 また,プ リン ト

の内 容 が きわ めて概 括 的 で あ る こ とも ある。

c.監 査 証 跡 が ぼ や け て,原 始 取 引 の追 及が無 意味 で あ る こ ともあ

るo

d.ニ ュー メ リッ ク コ』 ドが調査 官 の 知 らな い方法 で決 め られ,調

査 官 が は じめ か ら研 究 し直 さ なけ れ ば な らな い こ とが ある。

e.高 度 な シス テム で は,仕 訳,元 帳,補 助 簿 の 記入,オ ペ レー シ

ョ ン指示 ま で 一諾 に な る とい う問題 も、、ある ポ

・f .と の方 法 は,歳 入 庁,納 税 者 と も負 担 が大 き くなる。

(2)監 査 テ ー プ に よ る 調 査

a.監 査 テ ー プ の 効 果

IRSで は,EDP会 計 の 調 査 方 法 と し て は,前 述 のauditing

aroundthecomputer方 式 の ほ か に,auditingthrough
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thecomputer方 式(テ ス トデ ック に よる監 査)・anditing

awayfromthecomputer方 式(公 認 会 計 士 の監 査 した事 項

に つい ては,調 査官 は そ の監 査 調書 を調 査 す るに と どめ る方 法)

も検 討 して い るが,実 際 には ほ とん ど行 なわ れ て い ない 。

しか し,こ れ らに代 わ る もの と して,,最 近IRSが 試験 的 に実

施 して い'る方 法 にcomputerassistedauditingsyst㎝

方 式 が あ る。 これ は,監 査 テー プ に よって納 税 者 の磁 叙 フ ァ イル

か ら,デ ー タを 直接 に選 択 し,ソ ー トし,比 較 し,作 表 して監査

す る方 法 で ある。 直接 に媒 体 に取 り組 ん で必 要 な 資料 を取 り出せ

るか ら,調 査 官(ま た は監 査人)は,大 量 の プ リン トを読 ま な く

て も,簡 単 に,か つ,弾 力的 に調 査 をす る こ とがで きる。調査 官

の訓 練 も2日 程 度 で十 分 だ との こ とで ある。

現 在 の と こ ろ,IRSは.Haskins&Sells会 計 事務 所 が

作 っ た もの(Auditape)を,全 国 で12本 賃 借 して使 って い る。

賃 借 した の は,IRSが 自身 で開 発 して も2年 位 か か る し,精 度

も低 い と判 った か らで あ る とい って い る。IRSは,こ れ を昨 年

1年 間 に75件 の大企 業 の調 査 に 使 っ てみ た が,成 績 が 非 常 に よ

く,将 来 性 の ある方 法 だ と考 えて い る・

つ ま り,ま ず 申告 書 を検 証 す るの に必要 な情 報 が整 理集 約 され

た 形 で入 手 す る こ とがで きる。3フ ィー ト位 の高 さの プ リン ト・ア

ウ ト資料 の調査 に普 通 は3週 間 位 か か るのが,監 査 テー プに よれ

ば この資料 が3イ ンチ の高 さに圧 縮 さ れ,60分 で取 り出せ る。

内 容 も,た とえば 修 繕 費 の100ド ル以 上 の もの を,工 場 別,事

業 別 に取 り出 す の は簡 単 な こ とで あ り,勘 定合 計 の チ ェ ッ ク もで
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きる し,科 学 的標 本 抽 出 もで きる。そ れ を希 望す る形 で プ リン ト

す る こ と もで きる。 したが っ て,租 税 を正確 に は じ き出す 時 間が

少 な くてす む か ら、 必要 な対 象 に全 力集 中 をす る こ とが で きる。

要 す る に調 査 官 は,テ ー プ ライブ ラ リー の リス トを見 て,そ れ を

調 査 対象 にす るか を決 めて、 監査 テ ー プにか け れ ば よい の で ある。

も ち ろん,監 査 テ ー プは,納 税 者 の コン ピュー タ を使 うけ れ ど も

そ の費 用 は,当 然 に納 税 者 の負 担 にさ れ る。

この監 査 テー プの効 果 と して は,次 の事 項 が あげ られて い る。

① ま ず,納 税 者 の 負 担が 減 った 。社 内経 理 担 当者 も,特 に税 金

につ い て の情 報 を掘 り出す 手 数 が減 った。

◎ 監査 証 跡 を辿 る必要 が な くな った 。

③ 監査 テー プは入 念 にテス トされ て い るの で,磁 気 ファ イル,

オペ レー ター,オ ペ レー ショ ンの 時 間が あれ ば,プ ログ ラマー

の援 助 な く して調 査 が で きる。

しか し,次 の よ うな問題 も生 じて い る。

① ま ず,企 業 の コ ン ピュー タを使 う時 間 を見 出す の がむ ず か し

い こ とが あ るo

② 情 報 が シス テ ムに入 った 時 と調 査 の時 との 間 に差 が あっ てテ

ー プが使 え な い こ とが あ る。 したが って,早 期 調査 とい うこ と

も考 慮 す る必要 が ある。

③ 納税 者 が磁 気 テー プを消 す ことが 多 い。(こ の た め.前 述 の

よ うに ガ イ ドラ イ ンを改 正 して.磁 気 テー プを 保 存 物 件 とす る

案 が 検 討 され てい る わけ で ある。)

b.監 査 プ ロ グ ラムの 開発 状況
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ア メ リ カ に は,現 在 全 国 的 規 模 を も つ 公 認 会 計 士 事 務 所 が8つ

あ る が,い ず れ も 数 年 前 か ら コ ン ピ ュ ー タ の 資 料 か ら監 査 証 跡 を

見 付 け る の が む ず か し い こ と に 気 付 き,コ ン ピ ュ ー タ に よ る 監 査

と い う こ と を 考 え つ い たoこ の う ち,Haskins&Sellsが 最

も 早 く,2年 前 に 開 発 した が,他 の 事 務 所 も そ れ ぞ れ 次 の よ うに

開 発 ず み か,ま た は 開 発 中 で あ る 。IRSは,Haskins&

SeHsの も の を 使 っ て い る が,使 用 権 者 と な っ て い る の は,版

権 が あ る か ら で あ る 。 ア メ リ カ で は,IRSの ほ か,FBI(連

邦 警 察),G.G.0(会 計 検 査 院),そ の 他 の 政 府 機 関 も,そ れ ぞ

れ 個 別 に 契 約 し て い るo

Haskins&SellsAuditape

LybrandRossBrothers&Montgomery… …Auditpak

Alexander,GrantonsCo.Audassist

Ernst&ErnstAuditronix

ArthurAndersonAudex

Touch6NivensRoss&Smart開 発 中

PriceWaterhouse開 発 中

S.D.Leidesdolf開 発 中

c.Haskins&SellsのAuditapeの 概 要

①1{askins&SellsのttAuditape"は,⑤ 監 査 テ ー プ

⑤ 印 刷 さ れ た 明 細 指 示 書(specificationsheet),◎ 明

細 書 の 記 入 指 示 書(instruction),⑦ オ ペ レ ー タ ー ・ マ ニ

ュ ア ル の 四 つ か ら成 っ て い る 。

② 監 査 テ ー プ の 内 容 は,各 種 の ル ー チ ン か ら 構 成 さ れ て い る が
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そ の 主 な る も の は,⑤ 編 集 ル ー チ ン(Editroutine)
,⑤ 包

含 ・ 除 外 ル ー チ ン(Enclude/Excluderoutine) ,◎ 印 刷,

せ ん 孔 ル ー チ ン(P・i・t/Punch,。 。ti。e)
,③ 集 計 ル_チ ン

(Summarizeroutine)⑤ 計 算 ノレー チ ン.(Mathematical

routine),㊦ 型 式,選 択 ル ー チ ン(Design/Selection

・・Uti・'e)・ ⑪ 評 価v－ チ ン( .E・・1・・ti。n,。 。tine)等 で

あ るo

③ 調 査 官 が,納 税 者 の 磁 気 プ ア イ ル か ら必 要 な 情 報 を 抽 出 し よ

う と す る 場 合 に は ・ ま ずspecificationsheetを 記 入 す る
。

記 入 す る 事 項 は,機 械 の 種 類,テ ー プ の ト ラ ッ ク 数
,BPI,

メ モ リ容 量 ・ オ ン ラ イ ン シ ス テ ム の 有 無 ガ ー ド パ ン チ の 桁 な

ど で あ る'。

次 に ・ 使 用 す る ル ー チ ン のspecificatiOnsheetの 記 入

を す る 。1回 に い く つ か の ル ー チ ン を 組 み 合 わ せ る こ と も で き

るo

こ れ ら のspecificationsheetを ノこン チ し
,ペ リ し た カ

ー ド を
・ カ ー ド エ リ ヤ にi掛 け る 。 同 時 に,監 査 テ ー プ と 監i査 の

対 象 と な る ト ラ ン ザ ク シ ョ ン テ ー プ と 空 テ ー プ と を 機 械 に か け

る と ・ オ ペ レ ー シ ョ ン に よ っ て,必 要 な 資 料 が
,プ リ ン ト さ れ

て 出 て く る 。 亡 れ に よ っ て,た と え ば ,特 定 金 額 の 抽 出,特 定

コ ー ドに 属 す る 金 額 の 合 計 差 引 計 算
,特 定 項 目 間 の 比 較,統 計

分 析 な ど が 簡 単 に で き る 。

(3)EDP会 計 の 不 正 の 事 例

納 税 者 が 特 殊 の プ ロ グ ラ ム を 研 究 し て 自動 的 に 脱 税 を し た と い う
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ケー ス は,将 来 は起 るか も知 れ ない が,今 の ところは生 じてい ない

とい うこ とで あった が,こ れ に類 似 す る ケー ス と して は,次 の よ う

な もの が あ るot

a,大 企 業 の シス テム で,オ ペ レー タ等 が プ ログ ラムの操 作 に よっ

て横 領,背 任 を した ケー スが ある6そ の 結果,法 人 の収 益増 とな

った が,シ ス テ ム 自体 が脱 税 を図 った もの では ない 。

b.イ ン プ ッ トの際 に コー ドを変 え た ケー スは ある。外 国 子 会 社 の

経 費配 分 の操 作 で内 国税 の低減 を図 った が(外 国税 額 控 除 計 算)

弁護 士へ の説 得 力に欠 け,脱 税 事件 に は至 らな か っ た。 ま た.国

防 省 の ケー ス で は,受 注 会 社 の プ ログ ラム の 中味 で一般 管 理 費 の

配 分 が 不当 で あ った の もあ る。

c.あ る出版社 が他 社 を吸収 合 併 した こ とに伴 い,初 年度.第2年

度 の収 入 の増 額 計上 をす る た め,コ ン トロー ル月 日を操 作 し,

200万 ドルの 利 益調 整 を した もの が あ った 。

(4)公 認 会 計 士 監査 との関 係

公 認会 計 士監 査 は.税 務 調 査 に先 行 す るが,両 者 の 目的 はそ れ ぞ

れ異 な っ て い る。 調 査官 は,公 認会 計 士 の監査 報 告 を利 用 はす るが,

検 証 は別 に や る。 特 に,経 費 の面 で税 を逃 げ る経理 処 理 が多 く,検

証 の重 点 をおい て い る。 結局,調 査 官 は.B/S,P/Lの 双 方 を

調 査 して解 明す る。

な お,公 認 会 計士 の監査 に おい て,コ ン トロー ルの誤 りが発 見 さ

れ る こ とが あ り,こ れ らにつ い て調 査 官 が依 存 す る と ころ も大 きい

とい われ て い る。

㈲ 取 引 先 等 の調 査
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●

a.取 引 先 の調 査

米 国 で は,納 税 者 の取 引先 を調査 す る こ とは,法 律 上 は 認 め ら

れ てい る が,実 際 に は ほ とん ど行 な って い ない。 これ は,申 告書

にっ い ては 納税 者 が立 証 責 任 を負 うか らで あ る。 した が って,I

RSが 立 証 責 任 を負 う刑事(脱 税)事 件 につ い て は,取 引 先 の調

査 も行 な って い る。

ま た,納 税=者 の取 引銀行 の調 査 は,当 該 納 税 者 の承 諾 を要 す る。

米 国 では,日 本 と異 な り,預 金 をす る際 に は,個 人 は社 会保 障 番

号(SocialSecurityNumber),法 人 は雇 用 者番 号(Emp-

loyerIdentificatiρnNumber)を 提 示 す る こ とに な って

お り,偽 名 預 金 は通 常 不可 能 で あ る事情 に な って い るか ら,特 に

調 査 を す る必要 が ない との こと で ある。 た だ し,査 察 官 は,納 税

者 の 承諾 を要 せ ず して銀 行調 査 をす る こ とが で き る。 調 査 官 の要

求 が あれ ば,銀 行,証 券 業 者 は通 常10日 以 内 に情 報 提 供 を しな

け れ ば な らない。 この10日 とい う期 限 は,裁 判 所 の判 例 で ある

が,そ れ以 上 の 日数 を要 す る場合 に は,調 査 官 の 承諾 を必 要 とす

るo

b.計 算 サー ビス セ ン ター

米 国 内 には,す で に100以 上 の計 算 サ ー ビス セ ンター が タイ

ム シ ェ ア リン グ ・オ ン ラ イン シス テ ム を実施 してい るが,い ま ま

で の とこ ろ調 査 官 が セ ン ター を調 査 した例 は あ宣 りない 。 納税 者

た る企 業 は1/0装 置 だけ を備 えて,セ ンター が計 算 す るの で あ

るが,そ の 場 合 で も,企 業 は,証 愚,原 始 書 類,会 計伝 票,マ ニ

ュ ア ル,プ リ ン トア ウ ト等 は,保 存 してい る か ら,調 査 上 特 に問
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題 は な い との こ とで あ るo

(6)調 査 に要 す る費 用 負 担等

a.プ リン トお よび機 械 操作 の費 用

内 国歳 入 法 の思 想 は,要 す る に会計 記録 を見読 可能 な形 で提 示

す る のは納 税 者 の義 務 で ある とい う基 本 的 前提 に立 っ て い るoし

た が っ て・ 調査 上 必 要 な資料 の プ リン トを要 求 した場 合 の費 用 は ,

す べ て納 税 者 の負 担 で ある の は 当然 の こ と とされ て い る。 また ,、

会 計 記録 を ニユ メ リック コー ドで書 い てい るの は,外 国 語 の ごと

き もの で あって 記録 と して は十 分 で な く,当 然読 め る英 語 に直 す

の も納税 者 の責 任 で あ る と され て い る。

・同様 に ,.監 査 テー プに よるオペ レー シ ョン等 の費 用 も,当 然 納

税者 の負 担 で あ り,IRSが 負担 す る こ とは ない 。監 査 テー プで

も,取 引 デー タ50万 位 の磁 気 テー プ な らば35～40分 で オベ

レー シ9 .ン 作 業 が 終 る。(従 来 の例 で は最長5～6時 間 で ある)

したが って,相 互 に手 数 が節 約 され る とい う考 え で あ る。

b.機 械 ス ケ ジュ ー ル へ の割込 み

テス トデ ッ ク また は 監 査 テー プを使 う際 に,会 社 の オペ レー シ

ョ ンス ケ ジ ュー ル に割 り込 む こ とにつ い て も,特 に問題 は生 じて

い ない との 亡 とで あ る。実 際 には,調 査 に行 っ て い きな り使 うの

で は な く,会 社 と話 し合 って調 整 して い る。 た まに は ,夜 中 や 日

曜 に行 っ た こ と もあ る よ うで あ る。

c.取 引 先調 査 の費用

納 税者 の取 引先 を調 査 した場 合 の費 用 も,原 則 的 にIRSが 負

担 す る こ とは ない。 銀 行 調 査 の例 で は ,IRSに 対 す る情 報 提供
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の費 用 は・ 銀 行 か ら納税 者 に請 求 を してい る。

i

た だ,場 合 に よ って は.歳 入庁 が 負 担す る とと もあ り得 る よ う

で ある。 た とえ ば,脱 税納 税 者 の 起訴 に必 要 な証 拠 を とる た め
,

取 引 先 た る無実 会社 に つ き,そ の監 査 証 跡 を見 る た め特 に プ ログ

ラム を組 ん だが ・ そ の費 用 を負 担 した ことが あ る
。 しか し,今 後

と も負 担 す るか ど うか は決 ま ってい ない 。 ま た,銀 行 の マ イク ロ

写 真 か ら2,000枚,3,000枚 とい う大 量 の写 真 を複 製 す る場

合 に も'IRSが 負 担 す る ことが あ るカ・,5枚,1轍 とい う程

度 では,費 用 を払 うこ とは ない 。

(7)磁 気 テー プ 申告

磁気 テ ー プに よ る税 の 申告 は・Em・1・y・ ピ ・ ・、x(Em61。ym。
。、

taxとSocialSecuritytax)k・ よび利 子 配 当 のi
nforma-

tionreturn(支 払 報告)に つ いて の み認 め られ て い る
。 しか し

法人 税 そ の もの につ い て は,磁 気 テー プ 申告 は認 め られ て い ない
。
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ナ シ ョ ナ ル ・ コ ン ピ ュ ー タ 。 セ ン タ ー

(N・ti・nalU・mp・t・ ・C・nter)

(は じ め に)

IRSのM・ss次ewntの 好 意 に よ り
,朋9日,同 庁 のGi11氏 と

Grayson氏 の 案 内 で
,Westvirginia州Martinsburgに あ る

IRSの ゴ ン ピa－ 夕 ・ セ ン タ ー を 訪 問 しft
.同 セ ン タ ー は 企 業 担 び

個 人 の 納 税 勘 定 を す べ て 保 管 処 理 し て い る 所 で あ る。 面 接 者 はHeiro -

nim・ ・氏(Assi・t・ ・tDirect・r)
,J・mes氏(M…ger,P1・nni。g

andE・ ・1・ ・ti・nSt・ff)詫 びK・11・m・ 夫 人(T・ai。i
。g&

P・bli・1・f・rm・ti・nOfficer)で
,・ ン ピ_タ.シ ス テ ム と フ

ァイ ル の 保 管 に?い て 説 明 を う け た
.こ と に2(,.000本va及 ぶ テ ー プ.

ラ イ ブ ラ リ ィ'は 正 に 壮 観 と 言 う ほ か は な か っ た
。 通 訳Kは,日 本 開 発 銀

行 ワ シ ン ト ン 駐 在 員 の 菊 本 宏 氏 を 煩 し た 。

白

1.IRSの 税 務 処 理

1968年 度 には1,536億 ドル とい う記 録的 な増収 を あげ たが
,

そ の受 取 りや 計 算 に撰 す る何 億 とい う取 引 きは マス ター.プ アィ ル.

シス テ ムに ょ って処 理 さ れ た。 これ に よって大 部 分 の納 税 者 は3～5

週 間 以 内 に払 戻 金 を受 取 る ことが で きた。 さ らに すXん で,納 税 者 プ

アィ ルに よっ て・ 申告 を 直接IRSサ ー ビス ・セ ンター に結 び つ け る

プ ロ グ ラムが 作 られ た。

さ らに ・銀 行 シス テ ム を通 じて税 金 の流 れ を促進 す るた めの 手段 に

－tつい てc遠 大 な計 画 が 導 入 され たこtの 新 しい連 邦 税 受 託 シス テ ムは
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過去20年 間 に亘 ぢ て行 な われ て きた受 託 者受 取b手 続 を 改 変 した。

この新 シス テ ムは 政府 に と って税 金 のavailabilityを 増 大 させ る

だ け で な く,各 国税 局 サー ビス ・セ ン ター や税 務署 の受 託機 能 を通 す

何 百 万 とい う小 切手 や 送 金 の流 れ を最 終的 に排 除 す る ことに な るの で

IRSに とっ て も利 益 を もた らす こ と と なる。

マス ター ・プア ィル ・シス テ ムは この新 しい受託 手続 きを可 能 に し

た訳 であ るが,こ れ は本 来 の 目標 の一 つ を達 成 した もの で あ る。 個 々.

の納 税 者 の税 務処 理 が すべ て一 箇 所 に 記録 され る この シス テ ム の特 徴+

は,税 法 を実 施 し,す べ ての納 税 者 を公 正 か つ公平 に取扱 うことを証 す ・一、 ・

る た めの真 に有 効 な情 報 ベー ス を提 供 す る こ と であ る。

2.新 しい納 税 シス テ ム

1969年6月 現 在,NCCで は 約650万 の法人 と,8,500万

の個人 の税 金 勘 定 を収 めた マス ター ・プ アイ ルが,磁 気 テ ー プ で保 管

され て い る。

この 新 しい 納 税 シ ステ ムは 図1の とお りで あ る。 この 新 シス テ ムは

も との納 税 申告 書 や そ の他 の書 類 か ら複写 され たデー タを,パ ンチ カ

ー ドを使用 しな い で ,直 接 プ ロセ ス ・コン トロー ル ・コン ピ ュー タに

入 れ る ことが で きる。 この コ ン ピ ュー タは 計算 とパ リテ ィ 。チ ェ ック

を し,オ ペ レー タに知 らせ る とと もに,発 見 され た誤 りを識 別 す るの

で,直 ちに訂 正 す る こ とが で きる。 オ ペ レー タが キー ボー ドを通 じて

入 れ た デ ー タは ま た ブ ラ ウ ン管 を通 して見 る こ とが で きる。 これ は事

実 上 キーパ ン チ を確 め,パ ンチ カー ド 。シス テ ムが必要 とす る その後

の間 違い を解 決 す る手 間 を減 少 させ た。 確認 され た デー タはADPマ
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頁

ス ター ・プ アイル に イン プ ッ トされ る た めに ,磁 気 テー プ上 に 直接 コ

ン ピ ュー タ に よって書 き込 まれ る。

この よ うな直接 デー タ送 人方 式 が 全 米7つ の サー ビス ・セ ン タ一-va

お い て設 置1され た已 と匹1ま6て 年 に4億 枚 と㎏ う亥一 ードをパ ン チ し,

.作 成 す る手 間 が省 かれ る。 キー パ ン チの検 査 と誤 謬解 消 の必要 性 の減

少はIRSに とっ て年 に数 百 万 ドルの経 費 節約 に な る。

◆

ψ

⑨

3.NCCの コ ン ピ ュー タ ・ シ ス テ ム

NCCに 機 械 が 導 入 さ れ た の は1961年3月 で62年 か ら 稼 働 し

で い る 。 当 時 の 機 種 はIBM7070で6台 の テ ー プ ・ ド ラ イ ブ と い

う編 成 で,マ ス タ ー ・ プ ア ィ ル は45万 口 座,9本 の テnyプ で あ った。

現 在 はIBM360-65を5セ ッ ト,テ ー プ ・ ド ラ イ ブ を96台 装

備 し て い る 。360- ,65に は そ れ ぞ れIBM2311と い う デ ィ ス

ク が2台,シ ス テ ム ・ レ ジ デ ン ス 用 に つ い て い る 。 な お96台 の テ ー

プ ・ ド ラ イ ブ は 今 後 逐 次IBM2420(1600BPI)の ハ イ パ

ー ・ テ ー プ に 代 え つ つ あ る
。

稼 働 シ ス テ ム は1962年 に はBOSで あ っ た か 現 在 はOSリ リー

ズ17に 移 行 し て い る 。

現 在 の 機 構 は4部,管 理 者 は18人,カ ス ト マ ・エ ン ジ ニ ア は,30

人,オ ペ レ ー タ は200人 で4班3シ フ ト制 を と っ て い る 。 一 方 全 国

7つ の サ ー ビ ス ・セ ン タ ー の 要 員 は1ケ 所 平 均1,500人 で,ピ ー ク

時 に は 合 計14,000人 に な る 。

NCCの コ ン ピ ュ一一 タ ・ シ ス テ ム は 図2の と
.お りで,各 サ ー ビ ス ・

セ ン タ ー か ら の 税 務 情 報 は す べ て 磁 気 テ ー プ で 送 ら れ て く る 。 そ れ は
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1週 間毎 に処 理 され て お り,現 在NCCの 保 有 す る磁 気 テー プは約

20.000本 で,そ れ は子,親,祖 父,曾 祖 父 ,曾 々祖 父の5世 代分

が あ り,前 の3世 代 は 同所 に保 管 され てい るが
,後 の2世 代 は 安 全 の

た め に他 の場 所 に格 納 され て い る。 これ らの テー プの配 列 は個 人 につ

い てはS・ci・1Secu・ityNumb・ ・ 順eC t法 人 に つ いて はEmp1。-

yerIdentiticationNumber順 に整 理 され て い る。
畠

4.磁 気 テー プ に よる 申告状 況

磁 気 テー プ は,紙 の文書 に代 っ て,賃 金,利 息,配 当 金 支 払 い ,お

よび個 人 や 法人 の納 税 者 に対 す るそ の 他 の支 払 い を報 告 す るた め に
,

支 払 者 に よ って 使 用 で きる。 この措 置 は企業 な らび に政 府 を して実 質

上 の 節約 を達 成 す る た め に コ ン ピ ュー タへ の投 資 を可 能 に す る。

IRSに 税 務 申告 す るた めに 磁 気 テー プを使 用 してい る企業 数 は 増

加 して い る。1967年 度 には590の 企業 が2,500万 とbう 記録

をテ ー プ で提 出 した が,68年 度 には,LO50の 企 業 が3 .400万

の記 録 を テー プ で提 出 した。68年 度 に お い て支 払 者は 書類 の形 か
!

あ るい は テ ー プに よって総 計3億4,300万 に もの ぼ る報 告書 を提 出

した。 テー プ に よる ものは之 れ らの うち約10%で あ った。

この テー プ に よる報 告 は ,1'RSが こ の シス テ ムの処 理段 階 を最適

に す べ く行 な っ て い る不断 の努 力 の一 環 と して ,他 の報 告 書 と と もに

利 用 さ'れた。 この テ ス トの結 果,1万7,000人 を こ え る滞 納 者 の 申

告 に,罰 金 と死 刑 を含 めて350万 ドル,う ち過 納 金100万 ドル ,

差 引250万 ドル め 税金 が あ.るこ とカ・鶴 され た。

税 金 の過 納 が 払 戻 金 と して確 認 され る前 に,IRSは 未 払債 務 に つ

一一106一
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き納 税 者 の マス ター ・プ アイル勘 定 を チ ェ ック する。 も し見 つ かれ ば

そ の額 は過 納 分 か ら差 引 かれ,納 税 者 の残 高 に その 旨記入 され
,残 余

が 払戻 され る。

亀

4

φ

5新 シ ス テ ムの効 用"

納税 者 は,多 くの場 合 善意 であ るが,時 と して2つ 以 上 の納 税 申告

を提 出 す る ことが あ る。 重 複 申 告 には 種 々 の理 由が あ るが ,特 に 多 い

のは 雇 用 者 か ら提 出 され た源 泉 徴収 の 申 告 を誤 って フ アィ ルす る こ と

に よる もの であ る。 しか しなが ら,コ ン ピ ュー タは 自動 的 に最 初 の 申

告 の あ と に な され た 申 告 を拒絶 し,ま た,も し過納 分 が あれ ば 払戻 し

を す る前 に そ の プ アイ ル を識 別 し調 査 に まわ す。 それ に よ って間 違 っ

た払 戻 しを取戻 す際 に 要 す る費 用 を節 約 守 る こ とが で きる。 今 年 にお

け る総 計550万 ドルに及 ぶ 重 複分 の払 戻 要 求 は ,実 際 に払戻 し措 置

が と られ る 前 に検 出 され,調 査 に付 され た。

納 税 者 に よっ て提 出 され た 申告 の 数字 上 の検 証 は,コ ン ピ ュー タの

作業 と しては 極 めて 基本 的 な こ とで あ る。 これ は,納 税 者 の計 算 の数

字 上 の正 確 さ を検証 す る だ け でな く,申 告 に 当 って各 人 に よっ て提 出

さ れ た 見 積 り税 額 の 検 証 も行 な う。 ・ADPシ ス テムは納 税 者 の 申 告上

の不一 致 を発 見 し,必 要 な訂 正 を施 し,そ れ に徒 っ て債務 を調 整する。

1965年 以来,ADPシ ス テ ムは個 人 の 申告 に記入 さ れ たSoci--

alSecurityN㎜berと ,SocialSecurityAdministration

に よ って 定 期 的 に提 供 され る マス ター ・テー プ上 のN㎜ber
.と照合 し

て きた。1968年 の 初 め にIRSは,SSAか らi提出 され る資料 か

らマ ス タ ー ・テー プ を更 新す る こ とを始 め る ことに つい て,ナ ン バー
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の独 自の テ ー プ を作 成 した。 この 新 しい手 法 は,不 一 致 ナ ン バー の照

合 の た め に納税 者 あ るい はSSAに 問 合 せ る件数 を著 し く減 少 させた。

そ れ に もかsわ らず,68年 に は100万 以上 の納税 者 が,納 税 申告

に 当 っ て ナ ンバー の 記入 もれ や間 違 っ た ナ ンバ ー を記 入 した こ とか ら

問 合 せ を うけた。

6.テ ー プの保 管

記 録 の保 存 は すべ て磁 気 テ ー プ で あ り,そ の保 管庫 は正 に壮観 とい

う外 は ない。 な お テー-7'は2種 類 の カ セ ッ ト侭 よって保 護 さ れ ている。

一 つは 普通 の カ セ ッ トテ ー プ と同 じ よ うに プ ラスチ ックの 箱 に 入 っ

て い る もの で ある。 リー ルの径 は 普通 の テー プの半 分 で あ る代 りに厚

さが2倍 の,1吋 に な っ てい る。 これ は箱 ごと機械 に は め込 め ば,す ぐ

読取 りが で きる。

い ま一 つは 普 通 のテ ー プ と同 じで あ るが,テ ー プの外 周 に プ ラス チ

ックの 輪が は め て あil,使 用 す る と きは 輪 のは ま っ た まXの テー プ を

機 械 にか ける。 す る と後 は 自動 的 に輪 が ひ ら き,テ ー プの端 が引 き出

され て くる。 使 用 ず み の テ ー プを巻 き戻 せ ば,最 後 に 自動的 に 輪 が 閉

じる よ うに な っ てい る。

以 上 の二 つ の 形式 は こ こ では じめ て見 た もの で あ り,当 セン ター で

も他 に類 の ない もの であ る と言 っ てい た が,こ の ように して 保 管 す る

と,テ ー プが 外 気 に触 れる こ とは全 くな く,し たが って 手垢 とか指 紋

が つ くよ うな こ とは 絶 対 に ない。 テー プ の保 管対 策 と して は 極 め て安

全 か つ便利 な方 法 では ない か と思 われ る。

な ま㍉ 特 記 すべ きこ とは,IRSを は じめ 当 セ ン ター では 記録 保 存
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,媒 体 と して の磁 気 チ ー ズに つ い ては 絶 対 の信 頼 をΦ ㎏て い る とい う こ

と であ る。

●

■

●

亀
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1 BM社

(は じめ.に)

調 査 団 は6月10日,二=一 ヨー ク のIBM社i2r訪 問 した。 まず 午 前

中にIBMの ワー ル ド・ トレー ド ・コー ポv－ シ ョ ン を二L－ ヨー ク市

内 に訪 ね,引 きつ づ き午 后 に は 郊外 のArmonkに あ るIBM本 社 を訪 れ

た。 通訳 は 日本IBMの 持 田 氏 が担 当 して くれ た。

1・IBMワ ー ル ド ・ トv－ ド ・コー ポ1ノー ション(WTC)

ニ ュー ∋一 ク市42番 通 り}(あ るWTCはIBMコ ー ポLi-r7 ヨ ン

の ひ とつの事 業 部で あ っ て,法 律 上 は独立 した株 式会 社 に な って い る 。

もちろ ん株式 はIBM本 社 が100%所 有 して い る 。WTCは 全

世界 を3つ の大 きな地 域,す な わ ち ラテ ン ・ア メ リカ,ヨ ー ロ ッパお

よび ア ジア大 平 洋地 域 に分 け て,各 地域 お よび 各 国 に散 在 す る子 会 社

を管 理 して い る。 た とえ ば 日本 工BMはWTCの ア ジア大平 洋 地域 に

お け る子 会 社 の ひ とつ で ある。

WTCで われ わ れ の調 査 に応 対 した のは,accountingautom-

ation担 当 のKurtArnold氏 で あ った。WTCの 会 計 上 の問題 は,

世界 各地 に散 在 す る子会 社 か ら原 則 と して毎 月送 られて くる報告 を ひ

とつ の ま と まった会 計報 告 に集 約 す る こ とで あ る。現 在 は毎 月3日 な

い し4日 ま で に各 子 会 社 の 前 月のB/Sや 収 益 ・費 用に かん す る報 告

.一 一 一・を 電 報 で 送 ら せ て い る 。 つ ま り現 在 で はWTCの 会 計 シ ス テ ム は オ ン

ラ イ ン ・ リア ル タ イ ム で な く,通 常 の バ ッ チ処 理 と い う形 に な っ て い
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るo処 理 が 終 る までに デー タ到着後3 ,4日 か か って い る。

しか しわ れ わ れが訪 問 した 日の翌 月 .す な わ ち1970年7月 か ら,

WTCで は 新 しい 画期 的 な会計 シス テLを 採 用 す る こ とが決 ま って い

た 。基 本 的 シ ス テ ム に大 幅 の変 更 は な いが ,イ ン プ ッ ト ・ギ ャザ リン

グ や ア ンサ ー ・バ ックを リア ル ・タ イ ム化 し よ うとす る もの で あ る
。

これ に よ って,WTCの 一 般会 計 を ,い わ ゆ る オ ン ライ ン ・バ ッチ処

理 し よう と して い た 。

現 在 で も,WTCに は子 会 社 との 日常的 な 情 報交換 に あ た る コ ミュ

ニ ケー シ ョン部 門以 外 に
,リ エ ゾン と呼 ば れ る部 門 が あ り,こ こでは

全子 会社 に 共通 の会 計 的手続 きをおこなわせ る た め ,日 常 的 な情報 の交

換 とは別 に,WTC本 社 と子 会 社 と の連絡 ・指導 に あ た っ てい る 。

WTCで は,広 義 の 「会 計 情 報 シ ステ ム」 とそ のサ ブ シス テ ムと し

て の 「財 務 情報 シ ステ ム」 とを区別 して い る。図1に 示 す とk・ り
,財

務 情 報 シス テ ムは 各子 会社 か ら集 め られ た デ ー タ を,本 社 会計 の一 般

元 帳 と結 合 で き る形 に処 理 す る シス テ ムで あ る。本 社 の一 般 元帳 お よ

び 本 社経 営 に かん す る情 報 の処 理 は ,バ ッチ処 理 では あ るが,ほ とん

ど完 全 に機 械 化 さ れ てい るの で,WTCが 今 回 の改 革 の対 象 と した の

は 主 と して 財務 情報 シス テ ムで あ る 。

1970年7月 か らWTCが 実施 し よ うと してい る新 しい財務 情報

シス テ ムの大 要 は 図2に 示 す と お りで あ る。 この シ ステ ムへ の イ ン ブ

・ トは不日当 て3種 類に分け られる・すなわち第 ・e・itl±界鍋 か 晦

励 め嶋 蛙 填 ㌃ 誓 あ り・子会社のB/sと 収益 噴 用がその

酪 であみ 第 鱒 三 百 ㌃ ～裡 ㌃ 股座 であ り・本社経輪

よび本社 と各子会社 との取 引が含 まれ て娯 る。第3は 計画にかんす る
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図2財 務 情 報 シス テ ム(IBM-WTC)
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情報 で あ るα

・れ ら瞳 類 の蹄 ぱ ず ク ・一 一 ・・プ 。グ,。 にかけ られ
,

た とえ 囎 報 で送 られ て くる蹄 は3ケ ・の ケー ・'・レ・・一 ・に 、
。

て い るので1こ れ を ・h・・・ ・・ ・…
u… の ・一 幅 号 峻 摸 す る

.も

ちろん・ ケー ・'ル ・一 ・崎 強 社 と も1司一 の もの を つ か
っ てい る。

次 に 「残 高照 劇(・ ・1・・c・・g)・ い うプ ・グ ・
・に ・ 。て緬 定

糊 の残 高 に誤 ・が な ・・か ど うか を チエ
・ク し.さ らに 「監 査 」

(・Ud・ ・)・ い うプ ・グ ・・に ・・て
,・ ン ・・一.〃 パ ー な どの

'一 ド的 間違 い赫 いか ど うか を チ
・ 。クす る.こ れ らの 二 つ の プ ロ

グ ラムに よ・ て エ ラー一・・ス ・が 作成 され
,そ の エ ラー は 当然 順

正 した 後 に再度 イン プ ッ トされ る。

エ ラ}の 修正 を織 せ た これ らの情 報 は次 ひ硬 新
と リキ ャ 。 ビ ング

の プ ログ ラム にか け られ る
・ デー ・ ・ベー ス の な か には ,纈 値 陶 、

ん しては過去16朝 間・ さ らに計醜 については将来の4朔 醜 納 さ れ て

い る・ これ らの デ ー ・極 月 ・噸 新 され るわけ で あ る
.・ キ ャ 。 ビ

ング'プ ログ ラ ムで は洛 国 の 瞬 艮が地 区(
regi。n)ご と に,さ らに

地域(area)ご とに集 約 さ れ て ゆ く。

以 上 の よ う唖 聾 され た繍 に もとつい て次 に税 金 力・計 算 さ れ
,さ

ら略 子 会社 ご との獺 が それ ぞ れ に偏 茎され る .こ れ を税 金 の割 当

(・11・C・ti・n)と 呼 ん で い る.も ちろん ,識 計 算 紅 ぴ 割 当 に、、

ん す るデー タ ・ペ ー スの 更新 も挑 な わ れ
,こ こで,最 終 的 に デ_タ

・べ」 ス の更 新 が完 了 した こ とに な る
。

更 新 の済 ん だ デー タ ・ペ ース を も とに ,テ ー プ ・レ・ス ペ シ フ。 ケ_

シ ョンの考 え方 でWTCが 独 自に開 発 した 「レボ ーS・ ジェ ネ レ_タ 」
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'とい う プ
ログ ラ ム を用 い ,各 種 の 資料 を作成 す る。(図3)

図3 資 料 の 作 成
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1
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↑ 〆'一 、

1_1/

た と え ば,サ マ リ ・ イ ン カ ム ・ ア ン ド ・エ ク ス ペ ン ス や サ マ リ ・バ ラ

ン ス ・ シ ー ト,さ ら に 各 地 域 ,各 地 区 ご と の イ ン カ ム ・ ア ン ド ・エ ク

ス ペ ン ス や バ ラ ン ス ・シ ー ト等 で あ る 。 こ れ ら の 諸 表tf毎 翌 月8日 な

い し9日 に は 出 来 あ が る 。

レ ポ ー ト ・ ジ ェ ネ レ ー タ は,デ ー タ ・ベ ー ス に 含 ま れ て い る 情 報 を

必 要 と す る テ ー ブ ル に 変 換 し て プ リ ン トア ウ トす る た め の 応 用 プ ロ グ

ラ ム で あ る 。 デ ー タ ・ペ ー ス の な か は,各 国 子 会 社 を 行,各 勘 定 を 列
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と す る マ"ト リ ク ス に な っ て お り,行 列 の 各 要 素 は さ ら に16の 実 績 値

と4つ の 計 画 値 と を 格 納 し て い る 。 こ の よ う な デ ー タ ・ペ ー ス を も と

に,た と え ばyeartodateの 計 画 に 対 す る 比 較 な ど がk・ こltわ れ る
。

レ ポ ー ト ・ ジ ェ ネ レ ー タ ー に は
,加 算,'減 算,除 算 お よ び 移 動 と い う

機 能 が 含 ま れ て い る 。

■

●

2.IBM本 社 のMIS

同 日 午 后 に は,ニ ュ ー ヨ ー ク 郊 外 ア ー モ ン ク に あ るIBM本 社 を 訪

ね た 。 こ こ で は 主 と し て1BM社 の 経 営 情 報 シ ス テ ム の 現 状 と
,経 営

情 報 シ ス テ ム の 開 発 に 関 す るIBMの 考 え 方 な ら び に 手 続 に つ い て 説

明 を き い た 。

説 明 役 は デ ー タ ・ プ 吐 シ ン グ ・シ ス テ ・ 音陶 リ ン ダ ベ リ 氏 で あ る
。

こ の デ ー タ ・ プ ロ セ シ ン グ ・ シ ス テ ム 部 と い う の は
,IBMグ ル ー プ

の 各 社 に 対 す る ス タ ッ フ 的 機 能 を 果 す と と も に 本 社 の デ ー タ 処 理 の 実

際 の オ ペ レ ー シ ョ ン を 担 当 す る 部 門 で あ る 。 オ ペ レ ー シ ョ ン 担 当 部 門

と し て は さ ら に 二 つ の 機 能 を も っ て お り
,第1は 本 社 シ ス テ ム の 狭 義

の オ ペ レ ー シ ョ ン,第2は 全IBMグ ル ー プ の コ ミ=ニ グ ー シ ョ ン を

ベ ー ス と し た シ ス テ ム の オ ペ レ ー シ ョ ン で あ る
。 工BM本 社 に は セ ン

ト フ ル ・ス イ ッ チ ン グ ・ セ ン タ ー が あ り,こ れ が 全 世 界 に 散 ら ば っ て

い る 各 子 会 社 ・事 業 所 を 結 ぶ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ ネ ッ ト ワ ー ク の 中

核 に な っ て い る 。

IBM社 で は か つ て,各 重 役 室 に デ ィ ス プvイ 装 置 を 置 き
,MIS

の デ ー タ ・ベ ー ス か ら 重 役 の 要 求 に 応 え て 直 接 的 に 重 役 室 の ブ ラ ウ ン

管 に 必 要 な 情 報 を 映 し 出 せ る よ う に し た こ と が あ っ た 。 マ ニ ュ ア ル に
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定 め られ た 極 め て簡 単 な キー ボー ドの 操 作 さ えお こ なえ ば
,要 求 した

1繍 が直 ちに入手 で き る よ 解 した の で あ る
。 と ころが 重役 連 中 は 相

変 らず,自 分 の 部下 を呼 び つ け て 質 問 す るか ,電 話 を通 じて問 い 合 わ

せ るだ け で・ デ ィ ス プ レ イ装 置 を齢 うと しな か った とい う。 そ こで

考 え られ たの が イ ン フ ナメー シ ョ ン ・セ ン ター ・ルー ム とい う制 度 で

あ る。 これ はIBM本 社 の一 室 に あ って
,教 室 ぐらい の スペ ー ス に数

名 の ス タ ッ フ と各 種 の端 末 装 置 ,マ イク …,ル ム等 を配置 レ こ

れ らス タ ッフ が重役 か ら電 話で 情 報 に 対 す る 「注文 」 を 受 け て は デ ィ

ス プ レイ装 置 そ の他 の1/0装 置 を 用 いてMISの デ ー タ ・ベ ー スか

ら情報 を取 り出 し,そ れ を電 話 も し くは ハー ド ・.コピー の形 で 重役 に

伝 え る とい う ことに した の で あ る。 わ れ われが そ の 部 屋 を見 学 した と

きに も,デ モ ン ス トレー シ ョ ンの意 味 で ,「 デ トロ イ ト地 区 で週 給

500ド ル以 上 の者 を リス トア ッ プせ よ」 とい う注文 に応 え て
,そ の

.部屋 の ス タ ッフ が デ ィ ス プ レ イ装 置 を操 作 し
,回 答 が映 し出 さ れ て く

る様 子 を見 せ て くれ た。 この イン フ ォメー シ ョ ン ・セ ン ター.ル ー ム

は・MISの 開発 に あ た っ て .人 間 の 心 理 的側 面,い わば 行 動 科 学 的

側 面 も充分 に考慮 しなけ れ ば な らな い こ とを オ・れ わ れ に教 え る ひ とつ

の 実例 で あ ると言 え よ う。

IBM社 の シス テ ム開 発 の手 続 きは き わめ て シ ステ マテ ィ
ックで あ

る。 そ の手続 きの概要 は表1に 示 す とお りで あ るが
,こ れ はIBMの

全社 的 活動 の計 画 設定 の手 続 きを示 す もので もあ る。 まず各 事業 部 等

で 作 成 され た計 画は 本社 に送 付 され るが ,こ れが2年 の オ ペ レイ テ ィ

ン グ計 画 と5年 の戦 略 的計 画 の もと に評価 さ れ
,位 置 づけ られ る こ と

に なる 。IBM社 で は 企業 活 動 の7年 計 画 を過 去4年 間
,毎 年 更 新 し

一120-一

4

隼



■

⑨

`

表1 計 画 設 定 の 手 続 き

1.各 事 業 部 お よび 各 子 会社 か らの計 画 の提 出

2.7年 計 画 の作 成

2年 の オ ペ レ イテ ィン グ計 画

5年 の 戦 略 的 計 画

計 画 の一 般 的 ア ウ トライ ン

A環 境

B目 的

C戦 略 と代 替 案

D過 去 の計 画 との 相 違

Eエ ク ス ポー ジャ ー,リ ス クお よび仮 定

Fサ マ リ

て きて お り,2年 プ ラス5年 の将 来 計 画 を立 案 す る とい う この シ ステ

ムは 現 在 の と ころ 適 切で あ る と考 え られ て い る。 これ ら計 画 は表 に示

され て い る よ うな一 般 的 ア ウ トラ イ ンに沿 って設 定 さ れ てい る。 シ ス

テ ム計 画 につ い て も大綱 に お い ては一 般 的 な計 画設 定 の手 続 き と 異 な

らな い。

シ ステ ムに か ん す る各 事 業 部 の提 案 はは じめ に,本 社 の各職 能 部 門

の責 任 者 に よる 「マ ネttメ ン ト・レ ビー 」 を受 け な け れ ば な らな いP

しか る後 に,本 社 の担 当 ス タ ッ フに送 付 され,そ の 専 門的 検 討 を 受 け

る の で あ る。

情報 シス テ ムに かん す る提 案 に つい て は,デ ー タ ・プ ロセ シ ン グ ・
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シ ス テ ム部が そ れ を担 当 す る。

リン ダベ リ氏 の見解 を まつ まで もな く,MISの 設計 は い わ ゆ る

「プ ラニ ン グ ・シ ス テ ム」 が な い と ころ では ほ とん ど不 可能 で あ る と

言 って も過 言 で は ない で あ ろ う。

IBMのMISに 対 す る 基本 的 な考 え方 は お よそ 次 の よ うな もの で

あ る。 これ までIBMで は 多 くの個 別 的 業 務 に かん す るサ ブ シ ステ ム

を開発 して き た。 これ を オ ペ レー シ ョン ・シス テ ム と呼 ぶ こ とにす れ

ば,オ ペ レー シ ョ ン ・シス テ ム には,オ ー ダー ・エ ン ト リ ・シス テ ム.

ペ イn－ ル ・ソ ス テ ム,棚 卸 資産 管 理 シス テ ム等 々 が含 まれ る。図4

に 示 す とお り,IBMの 考 え 方で は,オ ペ レー シ ョ ン ・シス テ ムか ら

摘 出 さ れ た情 報 と,企 業 の環 境 か ら得 られ る 「外部 情 報 」 とか ら,マ

ネ ジ メ ン トの要 求 に応 え て,必 要 な情報 をす み や か に提供 し うる情報

シ ス テ ムがMISに ほ か な らな い。 そ してMISの 提 供 す る情 報は 究

局 的 には経 営 者 の意 思 決 定 に奉 仕 す る ことがそ の使 命 で あ る。

企 業 が 外 部環 境 か ら得 なけれ ば な らな い情 報 に は,GNP,イ ン フ

レ要 因 ,競 争 関係,マ ー ケ ッ ト動 向,景 気動 向 とい った情 報が 含 まれ

る。MISで は,こ れ ら2種 類 の 情 報 に対 して,シ ミュv－ シ ョン,

予測,モ デ リン グ,趨 勢 分析 等 の手 法 を駆 使 して.経 営 者 の意 思 決定

に必 要 な情 報 を ア ウ トプ ッ トす る ので あ る 。

したが ってMISに お け る問題 は大 別 す れ ば。U)入 手 す べ き情報 の

内 容,種 類,精 粗 等 の 決 定,面 入 手 した デー タに対 す る処 理 の手 法

の 選 定,(3)作 成 され た 情報 を誰 に どの よ うに伝達 す るか,と い う諸 問

題 に分 け られ る で あろ う。上述 の イ ン フォ メー シ ョン ・セ ン ター ・ル

ー ムは第3の 問題 に対 す るひ とつ の 回答 表 ので あ る。
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図4経 営 情 報 シ ス テ ム(MIS)
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以 上 述 べ た よ うなIBM方 式 のMISに 対 して,調 査 団側 か らい く

っ か の 質 問 が 出 さ れ た。 まず ,MISの 概 念 は トー タ ル ・シ ステ ムを

志 向 す る と ころ にそ の 本 質 が あ るの では な い か 。IBM方 式 では ,各

サ ブシ ステ ムがバ ラバ ラの ま まで あ って ,マ ニ ュア ル で サ ブ シス テ ム

を 連 結 させ てい るにす ぎない の で は ないか,と い う点、が指摘 され た 。

これ に対 し,IBM社 側 は ,当 社 には あ ま りに多 くのサブシステム が あ

る こ と,全 社 的 な フ ィナ ンシ ャ ル ・ステ ー トメ ン トにっ いて は イ ンチ

グ レイ トす る こ とに意 味 が あ る とお も うが ,た とえば オー ダー ・エ ン

トリー ・シ ステ ムな どを全社 的 に イ ンチ グ レ イ トしてみ て もあ ま り意

味 が ない こと,数 年 前 まで は 当 社 も,た とえば販 売部 門の デ ー タを集

中 す る よ うに努 めた時 代 が あ った が,製 品 の種類 も多様 で あ り,事 業

部 も多数 で それ ぞれ が独 立 的 で あ るか ら,そ れ もあ ま り意 味 が な い こ

とが 分 っ て,や め て しま った こ と,な どの諸 点 が 説 明 され た 。 た だ,

全 社 的 な フ ィ ナ ン シ ャル ・ス テー トメ ン トの 作成 だ けは ほぼ 完 全に コ

ン ピ ュー タ化 さ れ て お り,各 事 業 部 お よび子 会 社 の基 本的 デー タは,

一 部 はオ ン ライ ンで
,他 は 磁 気 テー プの郵 送 に よ って本 社 に集 中 さ れ

て い る と の こ とで あ る。・

魯

唱

、
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⑨

●

∠

SperryRand訪 問memo

6月10日Spe.rryRand社 を 訪 問 した 。 応 接 者 は 次 の と お り で あ る 。

Mr・FrankJ.Williamann(InternationalMarketingServices)

Mr・JustinLee(InternationalFinancialServices)

な 訟 通 訳 は,日 本 ユ ニ パ ッ ク ㈱ の 木 村 浩 三 氏 が 再 び 担 当 し て 下 さ っ た
。

1.事 業 概 況

Ul当 社 の事 業 概 況 はannualrep∩rtの 通 りで あ るが ,経 営 の 基本路

線 と しては,民 需 に 重点 を指 向 してお り,平 和 産 業 会 社 と して の イ

メー ジ ・チ ェン ジをは か って い るo

② 組 織 は ,九 つ の事 業 部 に分 か れ,民 需 中心 の7部 門 は社 長制 を と

っ てtaり,政 府 関 係 事 業 中心 の2部 門 は 副 社 長 が責 任 者 とな ってい

るo

現 在,会 長 と社 長 は同一 人 格 で あ り,組 織 と して は 長 所 もあ り短

所 もあ る。近 く、 社 長 は,2人 の 副 社長 の 中か ら選 ば れ る準 備 が 出

来 て お・り,彼 等 は 社 長候 補 者 と して内外 に公表 さ れ てお り,こ の様

なや り方 は特 長 的℃ あ る。

(3.}当 社 はMI'Sに よ る管 理 を 推進 して お り,組 織 は 極 め て簡 素,合

理 化 して い る。 過去6年 間 に 売上 高 は倍 増 してい る が,従 業 員 数 は

却 っ て減 少 してい る 。
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2.FinancialServiceSectionの 業 務 につ い て

Qlcash(手 許 資金)は 本 社集 中管 理 シス テ ムで あ る 。年1回 の利

益 計 画 の一 項 目 と して 資金 計 画 を た て,之 を調整 して 資金 予 算 書 を

作成 す る。予 算 書 は週,月,4半 期毎 に区 分 され て お り,す べ て の

事 業 運 営 の指 針 に な っ てい る 。

(2)domestricmmneymanagement

取 引 に は小 切手,現 金 は殆 ん どな く,す べ て銀 行 振 込方 式 で あ る。

銀 行 取 引 の開 始,変 更 は す べ て本 社 決 裁 で あ る。1'8の 主 要 取 引銀

行 に,本 社a/c,事 業 部a/cが あ り,日 次 に集 計 が本 社 に報 告

され,収 入,支 出 の予 測 に よ り残 高 を見 て,相 互に調整,振 替 え る

timelossの ない方 式 に して い る。

支 払 は原 則 と して本 社 責任 者 の サ イ ンに よるか一 部 をdivision

に権 限 を委 譲 してい るo

支払 に 当 って は,18行 との間 に 借入 枠 契 約 が あ り,随 時 手 許 資

金 の過 不足 を調 整 してい る'。数 年 前 まで は,division毎 に収 支 を

行 ってい た の で,常 に会 社 で は田,日 が起 ってい た が,本 社 集 中 管

理 に よ りその ロス が な くな っだ 。.`

(3)InternationalServices

資金 の 国 際的 移 動 には 色 々難 問 が あ るが,手 段 をつ く して,金 利

の有 利 な所 へ 資 金 を集 中 し,有 効 利 用す る こ とを 原 則 と してい る。

各 国 に1つ づ つSperryの 子 会 社 を 設 け てい るが,夫 々 の 資金業

務 処 理 の 基 本方 式 は国 内 の場 合 と同 じで あ る。

銀 行 取 引 の 開 始,変 更 は すべ てNY決 裁 で あ る。 全 世界 に テ レ ッ

クス網 をは っ てお り,週 毎 に入,出,残,予 想 を計 数 整 理 した 資金
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3

報 告書is作 成 され る。子 会 社 間 取 引 が,国 際 的 な場 合 ,全 部NYで

つ な い でhる 。(NYは 外 貨 交換 は便 利 で あ り,レ ー ト、も有 利 で あ

る)

全 社 にoffset(相 殺)a/csystemを しい てtsり ,毎 月15日

に 資金 収支 を バ ラン ス さ せ,16日 に各 国 の 全利率 等 通 貨事 情 を考

慮 し,適 切に 交流 を 指示 して い る。

NYで は 常 に各 国 の通 貨 ,税 制,法 制事 情を知 悉 し,国 際 会 社 間

の貸借 方式 も工 夫 してお る の で 世界 的 企業 と してのmeritを 発 揮

して い る。

■

,φ

3.そ の 他

U)FreaSUrer業 務 の そ の他 の項 目

銀 行 との 関係 を密 に し,信 用 を維 持 す るた め,平 素 か ら入 間 的 関

係 を よ く し,資 金 調 達 が 円滑 に行 く よ うに 努 力 して い る。銀 行 との

取 引 を す べ て 記録 し,一 定 期 間 の 貢献 度 等 を把 握 してい る の で,序

列 を つけ る資料 は完 備 して い る 。'

{2}'コ ン ピュー タにつ い て

資金 の 収支 をすべ て コ ン ピュー タに入 れ るべ く現 在 プ ログ ラ ミン

グ 中 で ある 。

全般 的 に 云 って,経 理 業 務 処 理 に つ い て,コ ン ピュー タ利 用 に よ

る特 別 な 問題 は起 って いな い 。

CPAはLybrandで あ り,コ ン ビ=一 夕 を使 って監 査 して いる

が,当 社 の方 式 の展 開 に 当 って も よ く相談 して いる 。 コ ン ピュー タ

利 用 の最 も進 ん でい るdivisionはVickersで あ る。
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(3)資 金 計 画 の手 続

一 年 未 満 は短 期 計 画 で あ るが
,5年 未 満 は 中期,10年 以 上 は長

期 で あ り,こ れ らは 設備 資金計 画 とな る の でtreaSurerだ け の問

題 で は な くな るo

(4}資 金 集 中 管理 制 度 の運 用 につ い て

集 中 管理 方 式 に は欠 点 もあ るの で,制 度 が硬 直化 しな い ように,

弾 力 的 に対 応措 置 出来 る 方式 に して い る。
■

へ、

◆
.

、
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ア メ リ カ 公 認 会 計 士 協 会(AmericanInstituteof・

CertifiedAccountants)のEDI)に 対 す る 挑 戦

●

●

(は じ め に)

ア メ:」 力公 認 会 計 士 協 会 に お い て は,公 認 会 計 士 の 監 査 に あ た って,ど

の よ う な 規 準,手 続,方 法 を 採 用 し て い る か,ま た ど の よ う な 勧 告 を 出

し て い る か.今 後 の 会 計 理 論 や.監 査 技 術 に つ い て ど の よ う 左 変 化 を 予

想 し て い る か'等 を 中 心 に 質 問 し た 。 応 対 者 はJ・MaIIarkey氏.

(AssistantManag .er.ComputerTechnicalScience),

H.Finkston氏(同,TaxD'ivision),D.Lanman氏(Staff,

C。mput。,D。p。 ・tm。n川 で,通 訳 に は 公 認 会 計 士 のll」 口 猛 氏 が 当 っ

で 下 さ っ た 。

■

,^=こ 、

ダ

1.コ ン ビ=一 夕の普 及状 況

1956年 に米国 々内 に設 置 され た コン ビ=一 夕は500台 に過 ぎ

kか った が,1960年 にぱ5,000台,1969年 に は60,000

台 に と増 加 して きて い る。1975年 には 多 分250,000台 に達 す

る で あろ う どい う見方 が一般 的 に な っ て いる の で,協 会 の会 員 である

75,000名 の公 認 会計 士 に もその影 響 がお よぶ こ とが決 定 的 で ある。

た とえ ば,コ ン ピ ュー タセ ンタ ーが従 来 の パ ッチサ ー ビスの ほか に タ

イ ム シ ュ ア リン グサ ー ビス を提 供 す る ように た るの で.中 小 企 業 を顧

問 先 と して いる公 認 会計 士 にそ の著 しい 影 響 が お よ ぶ こ と に在る。

ま た,中 以 上 の関 与 会 社 は.ほ とん どコ ン ピュー タを導 入 す る こ とに

在 り,機 械 の 良 否 の判 断.そ の 選択,シ ス テ ムの 設計 とそ の導 入 指導,
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プ ロ グ ラムの 開発,内 部 統 制 組 織 の 設定.要 員 の選 任 な どにつ いて,

公 認 会 計 士 に相 談 を持 ちか け た り,助 力 を要 請す る よ うに 左 って きて

い る が,一 般 にそ れ に対 応 で きる 準備 は で きて い 支い 。 そ の うえ,も

っ と大 変 た 問題 は,会 社 が コ ン ピュー タに よって 会 計 処 理 を した結 果

を監 査 す る に あた って は,従 来 の 方法 をそ の ま ま適 用 す る こ とが むつ

か しい場 合 が多 く左 っ て い る こ とで ある。
●

2.EDP監 査 の 方法

AuditAroundtheComputer(電 子計 算機 周 辺 監 査)と い う

方 法 が1961年 頃 ま で支 配的 左EDP監 査 方 法 であ った。 この方法

はEDPを 無 視 して しま う監査 方法 で あ り,従 来 と全 く同 じ監査 手続

を使 うと す る も の で あっ た。EDPが 単 にPCS(パ ン チ カー ドシ

ス テ ム)や 手 記 に よる会 計 処 理 に置 き換 え られ た段階 では.監 査 す る

対 象 である 会計 は 殆 ん ど変 化 しない の で この よう左考 え方 で良 か っ た。

しか し,EDPに よる会 計 シス テ ムが次第 に高速,多 量 処 理 を生 か

した本 来的 な利 用 に発展 す るに従 って,EDPの 処理 過 程 が複 雑 に な

り,単 純 に ア ウ トプ ッ トとイ ンプ ッ トを突 合 す る とい っ た万 法 では,

監 査意 見表 明 す るに足 る証 拠 が得 られ 左い の で・ プ ログ ラムを調 査 し

なけ れば な らた い とい う考 え に変 って きた。 これ をAuditthrough

theComputer(電 子計 算機 処 理 過 程監 査)と い う。

つ ま り,プ ロ グ ラ ムの 内 容 とそ の オペ レー シ ョ ンを監 査 の対 象 とす

るの であ るが,通 常 監 査 人は これ を肉眼 に よって 見 る こと が で きた い

の で,プ ・グ ラムの 文書 化 とその 関連 書 類 の保 存 整 備 が要 求 され.さ

らにそ の プ ログ ラム を使 用 して 正 しい処理 が行 表 わ れ た ことを信 頼 す
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る に足 る内部 統 制 が必 要 で あ る こ とが分 って きた。 つ ま り,そ れは

EDP部 門 の 内部 の問 題 で あb,従 来 の 人 間 組織 に依 存 す る内部 統 制

では 左 く,プ ログ ラムを便 った 自動 的 友 コン トロー ル シス テ ム が中 心

にな る こ とがは っ き り して きた。 そ う こうする うち に.1965年 頃

に いた って大 きな転 機 が訪'れ る ことに な っ た。

そ れ までの 監査 は基 本 的 に はEDPの 特質 で あ る磁気 記録 を否定 し,

従来 通 りの 目に見 え る 記録 を中心 に監 査 を進 め よう とい う保 守 的 な姿

勢 に終 始 してい た が,め ざ ま しいEDPの 発 展 に 抗 し難 く,そ れ まで

の反 動 的 左 監査 態 度 を180度 転 換 し,EDPを 積極 的 に利 用 す る監

査 を志 向 す る こ とに 痴 った6そ れ はUsingtheComputer(電 子 計

算機 利 用 監査)と い われ る方法 で あ る。

この 方法 は,2つ に分 け られ る。 そ の1つ は プ ・グ ラム を調 べ る た

め にEDPを 利 用 しよ う とすA.方 法 で あ る。 プ ログ ラム フ ロー チ ャ ー
|

ト左 どの 文書 の 内 容 が実 際 に使 用 され て いる プ ログ ラム と相 違 して い

な い こと を確 かめなけれ ばな らないか ら,プ ログ ラ ムをEDPに よっ て

テ ス トす る デ ー タを監 査 人 が作 り,EDPを 使 って プ ログ ラ ム を調 査

すべ きで ある とい うの で ある。

この 方 法 につ いては,実 務 上 の難点 があ って,現 在 の と ころ賛 否 両

論 が あ り結 論 は でて い な い。

も う一 つ は,EDPを 監 査 の 手続 に利 用 しよう とい う方 法 である。

EDPの 正 確 な高 速処 理 性 を活 用 して 磁 気 テ ー プや デ ィス ク等 に ア ウ

トプ ッ トさ れ た記 録 を監 査 す るの で あ る。 そ の ため に監 査 人 は 監 査 手

続 を実施 す る プ ログ ラムを作 るの であ るが,最 初 は,そ れぞ れの 監査

対 象 ご とに専 用 の監 査 プ ログ ラ ムを 作 って い た が,こ の方 法 は プ ログ
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ラムの 作成 と維持 に時 間 と費 用 が か か り過 ぎる の で特殊 な場 合以 外 に

は利 用 で きltか った。 や がて.Haskins&SellsがAuditapeと

称 す る どの会社 の どの よ うた シス テ ムに もす べ て適 用 で きる汎 用 監査

プ ログ ラ ム を開発 し使 用 し始 め た。・

そ の便 用 結果 は,予 想外 に 良好 で あ っ た。 そ れは,専 門 的 た知識 を

持 た震 い 監査 人 で も簡単 に使 用 す る こ とが で きる。.ま たサ ン プ リン グ

手法 等 を 簡単 に使 用 して調 査 範 囲 を拡大 し高速 で しか も正 確 友調 査 が

で き る こ とが分 っ たの で,8大 事 務 所 を 中心 に各 会 計事 務 所 が一勢 に

独 自の汎 用監 査 プ ロ グ ラムの 開 発 に着 手 す る こ とに 在っ た。 協会 と し

て は,こ の 傾向は お互 に重 複 した 投資 に 在 る か ら望 ま し くない と考 え

てtsり,全 部 を統 合 してRPGの ようた監 査 専 用 の ブ ・グ ラ ム言語 を

開発 した い と考 え てい る⇔

3.コ ン ピコ 一 夕 と公 認 会 計士

公 認 会 計 士は 監 査 に必要 友手 段 と して,あ る いは 顧 問先か らの 相 談

に応 ず る た め に コン ピ ュー タに 関 す る知識 とEDP'監 査 技法 を勉強 し

な け れば 左 ら左い。 そ の た め に,自 らコン ピュ ー タを導 入 した り,あ

る し(は外 部 の 計算:セ ンタ ーを 利 用 す る公 認 会計 士赤 多`左 ⇔ て い る。

最 近,協 会 が調 査 した と ころ では300ば かbの 事 務 所 が 自 らコ ン ビ

ュー一夕を導 入 して サ ー ビス を提 供 してい るほ か,約3,000の 事 務 所

は 計 算 セ ン ター を利 用 して い る よう で ある。 この ような方法 は もっ と

推 進 させ るべ きであ り,コ ン ピュ ー タは,我 々の 職域 を侵 す もの と考

え る より,顧 客 に よ り良 いサ ー ビス を提 供 し職 域 を拡 大 す る機 会 を与

え て くれ る もの と考 え な け れば 左 らない。 経営 管 理 に極 めて 効果 的 な
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情 報 が 戸 ン ピュ一 夕に よって獲得 で きる と同時 に.往 時は 必 要 な情報

を入 手 する 費 用 が高 くて適 時性 を満 た す こ とが で きなか っ た もの をE

DPが 解 決 したの であ る。 銀 行 の セ ン ター が記帳 サ ー ビス に乗 り出 し

て きて い るの で公 認 会 計士 は 不要 にな って し'まう と心 配 して い る会 員

が い る が,そ ん な心 配 よ り も公 認 会 計 士 が コン ピュー タの 全 能 力 を活

用 す る こ との方 が重要 な こ とで ある。 現在 の と ころ コ ン ピュ ー タ を使

って 簿 記の ようた 単純 な 仕 事 を して い る例 が多 い が,も った い 安 い こ

とで,そ の 論理 演 算 能 力,高 速 処 理性 お よび 正確 性 を活 用 して,コ ン

ピュー タ技術 と経 営 管 理 の 要 請 を うま く結 合 した 高度 な利用 方 法 に発

展 させ て ゆ くこ とが で きるの は公 認 会 計士 の ほ か に い 安 い。 も し,公

認会 計 士 がそ れ をや ら安け れ ば おそ ら くコンサ ル タ ン トや割算 サニ ピ

ス セ ンタ ー.ま たは ソ フ トウエ ア ー会 社 な どが行 力 うこ とに 在るだ ろ

う。

●

奪

4・ 公 認 会計 士 協会 のEDPに 対 す る活 動

コ ン ピュ ー タの挑 戦 に対 応 す る ため に協会 は1965年 にCOM-

PUTERTECHNICALSERVICE部 門を設定 し次 の よ う左長期 計画

に基 づ く活 動 を続 け て きて い る。

(1)コ ン ピュ ー タ を マ ネ ー ジメ ン トサ ー ビス,監 査 お よび税務 に利 用

す る 可能性 につ い て継 続 的 な調査 研 究 を行 力 う。

(2)1965年 以 降毎 住 コ ン ビ=一 一・・タに関 す る大 会 ま たは シン ポ ジ ウ

ムを開 く。(現 在 ま で 既 に6回 開 か れ てい る)

(3)コ ン ピュー タ技 術 を公 認 会 計士 業 務に結 びつ け る教 育 コー ス を作

成 す る。
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さ らに.計 算 セ ン ター と公 認 会計 士 の関 係 に つ いて 技術 的 な検 討 をす

す る。 と同時 にEDP関 係 の 参 考 文 献 を選 定 す る と いっ た 計 画 で あっ

た。

そ して昨 年 度 は,次 の よう左活 動 を した。

(1)会 員 を援 助 す る た め に協 会 の役 員 と委 員 会は,教 育 訓 練 プ ロ グ ラ

ム を開 発 し,EDPに 関 す る 出版並 びに活 動 計 画 を協議 し実施 した。

(2)米 国 情報 処 理 協会(AFIPS)お よびUSA標 準 委 員会x3部

会 に米国 公 認会 計 士 協会 の 代表 を 送 った。

AFIPSは.米 国 内 の情 報 処理 に関 す る専 門 家 の 組 織 す る団 体

で あb,こ の 活 動 にAICPAが 参 加 す る こ とは有 力 た 発 言権 を獲

・ 得 する ことに な る。X3部 会はEDPの 利 用者 や監 査 人 に直 接影 響

が ある と ころ のハ ー ドウエ アー お よび ソ フ トウエ アー の基 準 に関 す

る開発 と適 切 なデ ー タ を提 供 す る委 員会 で あ る。

(3)会 員 にEDPの 技 術 的 た発展 とその 傾向 を知 らせ た。

(4)主ltEDPメ ーーカー との 間 に協力 関係 を持続 する こ とに よ り協 会

が 必要 とす る デ ー タ を入手 す る こ とが で きる よ うに す る と と もに,

EPPに 関 連 す る事 項 に 対 す る見解 を効 果 的 に 表 明 で き る ように し

た。

(5)80種 にお よぶ コン ビュー一夕 シ ステ ムに 関 す る産業 ご との技 術的

なデ ー タ を2冊 に ま とめて い る ア ウエ ル バ ッハ,コ ン ピュー タ ノー

トブッ ク を会 員 に配 布 した。

(6)コ ンピュータ利 用 者 である公 認会 計 士 の プログラムお よび経 営問 題 に

つ いて昨 年 中 に2回 の大 会 を開 い た。 これは現 にEDPを 利 用 して

い る ものの み な らず これ か ら利 用 しよう とす る公 認会 計士 の た め に
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設け ら、れた もの で あ る。

ま た過般 ・ 協会 か ら 「Auditing&EDP」(会 計 監 査 と コ ン ピ

ュー タ 染 谷 恭 次 郎 訳)を 公 刊 した。

この 本は,こ の分 野 におけ る技 術 的 左 手引書 であ るば か りで 左 く,

EDPの 基 礎 的 な 知識 を提 供 す る もの として 評判 の 良 い本 で あb,

1568年 に発刊 して か ら今 日 まで14.000冊 をす でに 売 って し

まっ たが,引 続hて 時 流 に遅 れ なLaよ うにEDP監 査 につhて 研 究

を進 めて い る。

左お,コ ン ピュー タ を利 用 す る公認 会 計士 協 議会 に よって支 持 さ

され て い る と ころ の利 用者 委 員会 の 第5部 会は,職 域 の拡 張,上 級

シス テ ムの 開 発,損 害保 険 と職 業 的ft責 任,EDPを 効 果 的 に取 扱

う専 門 家能 力 に役 立 つ ため のEDPメ ー カ「 との 間 の 協調 お よび シ

ステ ムの 獣]発 と交換 を実施 した。

さ らに,協 会 の職 域 拡充 委 員 会 は現 在 の教 育 コー ス を改 訂 した新

しいEDPコ ー ス を設 定 した。 そ れは コン ビ=一 夕知識 とEDP監

査 に関 す る テ ー プ レ コー ダ に よる 「CPAUdio」 プ ログ ラム と新

しい グィ デォ テ ー ブに よ るゴ ー ス で ある。

●

●

司
、

.
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ラ イ ブ ラ ン ドiロ ス 公 認 会 計 士 事 務 所(LybrandRoss

Bros.&MontgomeryCoopers&Lybrand)

(は じ め に)

ラ イ ブ ラ ン ド 。 ロ ス の 東 京 事 務 訴 の ご 好 意 で6月12日 ニ ュ ー ヨ ー ク

事 務 所 を 訪 問 し.種 々 意 見 を 交 換 す る 機 会 を も つ こ と が で き た の は 太 き

左 収 獲 で あ っ た 。

先 方 の 面 接 者 はF.pomeronz氏(Partner,Accouting.Audi--

ting&SECServices),J.E.Meredit.hJr.氏(National

Director,Persone1-),P、M.Watt氏(AssociateNationaI

Director,InternationalServices)お よ びJ.0.Phelps

氏(AssistantDirector,InternationalServices)で あ る 。

●

禽

1.国 内 の組織 と活 動

事 務 所 は ニ ュ ー ヨークの マ ンハ ッ タ ン地 区 の 南 端WALLSTREET

JOURNALに あb,非 常 に愛想 の 良 い接待 役 のPbelps氏 に迎

え られ,と りあえ ず事 務 所 の 中 を見 せ て 頂 い た。 全 般 にやや 狭縦 な感

じを受けたが,近 々街の 中心部 に で きる ス タ ンダー ド.オ イル の新 しい

ビル に 引越 す 予定 に左 って いるそ う であ る。 一 見 した と ころ,普 遍 的

な米国 式 の事 務 所 ス タ イル でゴ パ ー トナ ーの個 室 とマ ネー ジャー の部
●

屋 お よび シ ニ ア ー:ア カ ウン タ ン ト,ジ コニ ア ー ごア カウ ンタ ン ト達

の 大 部 屋等 型 通 りで あ った が,こ こ では情 報調 査 部 門 に と くに力 を入

れ て い る の が 特 色 の よ うに見 受 け られ た。 各国 の 産業 に関 す る情 報 を

部 厚 い本 に纏 め て業 務活 動 に役 立 て て い る ば か りで 安 く,関 与 会社 や
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A.

政 府 関 係 機 関 に も利 用 させ て い るそ うで あ る。Japan編 は 未 だ 作成

中 で あ っ たが間 もな く完成 す るこ予定 に 左 っ て い る⇔

こ この 創 立 は1898年 で あ るかf'ら今 よb72年 前 にな る。 最 初 フ

ィ ラデ ル フィ ア に事 務 所 を開 い たが,1902年 に 二=一 中ヨー クに進

出 した。 最初 の パ ー トナ ーで あ っ た ところ のWilliamLybrand.'

Edward&Adam・Rρss兄 弟 そ してRobert{hontgomeryカsこ の 事

務 所 の基 礎 を 築い た。

事 務 所 の 発展 は3つ の 段階 を経 て 今 日に至っ て い る。 そ の第1期 は

創 立時 か ら1931年 に至 る33イE間 であb,全 米16ケ 所 海 外3ケ

所 に事 務 所 を拡 大 し著 し く業 績 が伸 び た時期 であ る。 この 時期 に ト

ー マス エ ヂ ソ ン,ジ ョ ン ワー ナ メー カ等 が関 与 先 に 左 リバ ー トナ ー

29名 従業 員 は634名 に た った 。

第2期 は.〆19153年 ま で続 くが.こ の 時 代 は大 恐慌 に続 くニ ュー

デ ィー ル,ヒ ッ トラー に よる第2次 世 界 大戦 へ,そ して終 戦 と続 く米

国 社 会 の激 動期 に あ た るの である が.当 事 務 所 と しては 内 部充 実 の時

期 であ っ た.こ の22螂 脈 事 務 所G)増 設 は 僅 か に3ケ 所 に す ぎitか

っ たが,税 務 を独立 した部 門 と して確立 す る ことが で きた.。 さ らに,

第2期 の終bの 従 業 綴 姐1.275名 に増 加 し'パ ー トナーは58名

に 在 っ た。

第3期 は,1954年 よ り今 日に至 るの であ る が,そ の 間は 再 び め

ざま しい躍進 期 を迎 え る ことに な った。'この16年 間 に国 内 の40都

市 に事 務所 を増 設 し,マ ネ ー ジ メン トコ ンサ ル テ ィ ン グサ ー ビス部 門

を新 設 し,ざ らに.国 際 的 に業務 を拡 大 す る ため.1957年 に別法

人 のCOOPER&LYBRAND事 ・務 所 を新 設 し・世 界 の60ケ 国
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に わ た って活 動 す る こ とに 在 った。

現 在 の従 業 員総 数 は 約5,000名 に達 して い るnま た・1970年1

月末 の パ ー トナ'一は.425名 で あb,そ の うち48名 が部 長会 を形

成 し,部 長 会は6名 の経営 執行担 当 パ ー トナ ーbよ び代 表 パ ー トナー1

名 を選 出す る。 この7名 が事 務 所 の業 務運 営 を担 当す る こ とに 在る。

パ ー トナ ー シ ッ プは米 国法 に よ って定 め られ た法人 組 織 で ある が
,日

本 に は これ に該 当 す る法 律 は ない。 組 合 に 似 た構成 を 持 って い る が合

名 会社 的 な性 格 を も つ もの で あ る。

業 務 活 動 は監 査,税 務,経 営 指 導 でマネージメン トコ ンサル テ ィ ン グ)

そ して 生命保 険計 算 の4つ の部 門 に分 れて い る。 当事 務 所 の 主義 と し

て は各 関 与 会 社 の成 長 発展 に必 要 左会 計 に関連 した サ ー ビス を網 羅 的

に提 供 す る こ とを第 一 と し・ 常 に 新 し い 技 術 と理 論 の 開 発 を志 して

レ・るoた とえ ば'会 計 監 三査担 当部 長 ・K・P .・JohnSonは 「SEC

ACCOUNTNGPRACTICEANDPROCEDURE」 とい うi著

書 を書 いて 証 券取 引法 監 査 につ い て指 導 的 な地位 を 占め て い る。 そ の

ほ か に も多 数 の パ ー トナーが著 書 また は論 文 を発表 し会計 理 論 と実 務

の 発展 に貢 献 して い る。

税務 部 門 には 約400名 の専 門 家 が全国 に活 躍 して いて,当 事 務 所

独 得 の 「節 税 チ ェ ック リス ト」に よって関 与 会社 に無 駄 な税金 を納 め

させ る こ との ない よ うに 努 め てい る。

マネ ー ジ メン トコ ンサ ル テ ィ ン グ部 門は,300名 の 専 門要 員 を備

え,依 頼 会 社 お よび 自 らの事 務 所 経 営 を合 理 化 す る こ とに努 力 して い

る。 さ らに,同 部 門 は コ ン ピュー タの 導 入,シ ス テ ムデ ザ イ ン,ED

P部 門 の 内部 統制 組 織 の 設定,監 査 プ ロ グ ラム の開 発,EDPを 利 用
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した経営 管理 技 術 の 提 供等 に つ い て積極 的 な活 動 を展 開 して い る。

FelixKaufman博 士 は 当都 門 の最 高責 任 者 で ある が,同 氏

の 著作 「ELECTRONICDATAPROCESSINGAND

AUDITING」 はEDP監 査 に関 す る古,典 となoて い る。

また,同 部 門 で開発 した 汎用 監 査 プ ログ ラム 「AUDITPAK」 は

COBOLで 書 か れ た プ ログ ラム であ り,監 査 の 一一般 手 続 の うち計算

照 合,抽 出調 査,比 較 照 合,等 を簡 単 に実施 す る こ とが で きる。

保 険計 算 お よび従 業 員 福祉 計 画部 は,当 事 務 所 の 関 与 会社 のみ 友 ら

ず 他会 計 事 務 所 の関 与 先 や官 庁 も顧客 と して.年 金 プ ラ ン,利 益 分配

プラ ン,健 康保 険 サ ー ビス,生 命 保険 計 算 に関 す る サー ビス等 を提 供

する た め に80名 の専 門 家 ス タ ッ フを配置 して いる 。

2.国 外 の 組 織活 動

国 外 活 動 に つ いて1957年 にCOOPER&LYBRAND会 計 事 務

所 を開設 し,現 在 は,世 界60ケ 国 の250都 市 に支 店 を持 って い る。

米 国 の海 外投 資は,第2次 世 界 大 戦後 急増 した。1950年 の 投 資額

は120億 ドル で あ った が,1967年 末 ま での17年 間 に5倍 の600億

ドルに 増加 して きて い る。 また,戦 前 の投 資 先は 南 米 お よ び カナ ダ が

70%を 占め て いた の に 対 し,戦 後 は ヨー ロッパ や ア ジア に対 す る比

重が増大 して きてお り,今 日では世界 中に米国企業 の爆発的 な進 出が

見 ら れ る よ う に な っ た 。

1880年 頃 に 英 国 よ りPrjceWaterhouse会 計 事 務 所,

PeatsMarwickMitche11会 計 事 務 所 等 が 米 国 に 進 出 し

て き た 。 今 日 米 国 の8大 会 計 事 務 所 と い わ れ て い る の は,こ の2つ お

一139一



よ ぴ米 国 で生 まれ大 き くなっ た6つ の会 計事 務 所'-tltわ ちHaskins

&Se11,ArthurAndersen,Ernst&Ernst,ToucheRoss

Bailey&Smart.ArthUrYoung&Co■ ・)そ してLybrand

で ある。

これ等 の会 計 事 務 所 は 米国 の大企 業 を関 与 先 に 持 っ て お り.第2次

世 界大 戦 後 これ らの 大企 業 の 海外 投 資活 動 が活溌 に 凍る に した が って,

海外 に業 務 活 動 を拡 大 す る よ うにな って きて い る。 現 在 海 外活 動 を し

て い る関与 会 社 の数 は350社 で ある が,そ の関 連会 社 は2,200社

にお よん でい る 。

しか し当事 務 所 の 海外進 出 の や り方 は他 の事 務 所 と相 違 して いて.

自分 の直 営 支 店 を開 設 し安 い で.進 出国 に土着 す る会 計事 務所 と合 併

一または 提携 す る方 法 を とって レ・る。

っ ま り,直 接事 務 所 を新 設 す る こ とによ って そ の国 との間 に摩 擦 の

生ず る こ とを回避 す るほか に,そ の国 の独 得 な法 律 言語,ま たは 習慣

等 に通暁 す る ま ての 時 間 と費 用 を節 約 す る ため,信 頼 で きる現地 の 事

務 所 と合 同 ま たは 提 携 す る方 が実 際 的 で ある とい う こ とか ら.本 社 と

は別 の 国際 法 人 と して活 動 させ る方 法 を とり,海 外活 動専 門 の事 務所

と等してCooper&Lybrandを 設 立 した。 その 主 な メンバ""一は
;

当 事 務 所 とCooperBrother&Co.(英 国)そ し て

Mcdo・naldCurrie&Co.(カ ナ ダ)の3つ の 独 立 し た 会 計

事 務 所 』で あ る 。

CooperBrother&Co'.は1854年 設 立 英 国 内29カ

所,ア フ リ カ6ケ 所,欧 州bよ ぴ 中 東.オ ー ス ト リ ア に21ヵ 所,合

計85事 務 所 を 有 す る,顧 客 に は キ ュ ー ナ ー ド汽 船.ユ ニ レ バ 一 等 の
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有 名 会 社 が あ る 。

第3番 目 の メ ン バ ー は,カ ナ ダ のMcdonaldCurrie&

Co.で あ る 。 こ の 会 計 事 務 所 は1910年 モ ン ト リ オ ー ル に 設 立 さ れ,

現 在 ・21の カ ナ ダ の 都 市 に 支 店 が あ り.1,000人 の 従 業 員 が い る 。

1957年 以 来 の メ ン バ ー で あ る 。 そ

そ の 他 の メ ン バ ー は,ス イ ス のSocieteAnonyme

Fiduciaiieで,こ の 協 会 は ス イ ス お よ びNイ ツ の 会 計 事 務 所 に

よ っ て 組 織 さ れ て い て,ス イ ス に5つ,イ タ リ 一-va2つ,ス ペ イ ン に

2つ の 事 務 所 を 持 っ て い る 。 左 赴,西 ド イ ツ で はTreuhamd

Vereinigung(1905年 創 立 西 ド イ ツ 国 内 に8支 店 を 持 つ)

が 提 携 先 と な っ て い る 。

メ キ シ コ で は,DespachoRobertoCasasAla-・ ・:・

triste(1910年 創 立 従 業 員200名)と 協 力 し て い る 。

Coorer&Lvbrandの 組 織 は 各 国 の 事 務 所 か ら 派 遣 さ れ た

20名 の パ ー トナ ー・一一(社 長)に よ っ て 構 成 さ れ 社 員 会 に お い て,6名 か

ら な る 経 営 執 行 委 員 を 選 任 し業 務 運 営 を 担 当 さ せ る 。 現 在 は3名 が 米

国,2名 英 国,1名 は カ ナ ダ 国 の パ ー ト ナ ー で 構 成 さ れ て い る 。

,

も,

3.EDP監 査 に つhて

FelixPomeranz(会 計 監 査 部 門 パ ー トナ ー)は 次 の よ う

に 説 明 し て い た 。

当 事 務 所 のEDP監 査 は 次 の 順 序 に 行 な う 。

1)シ ス テ ム分 析 調 査(シ ス テ ム ア プ ロ ー チ)

2)フ ロ ー チ ャ ・一:ト の 作 成 と検 討

'-141 一



コ ン トロール ポ イン トを重点 的 に調 査 す る。

3)手 続 調 査

a取 引 調 査 をす る フ ロー チ ャ ー ト通bva処 理 が 実 行 され て い る

か ど うか に つい て調 べ る。

b手 続 全 体 に コン トロ'一ル が実 際 に行 な われ て い るか ど うか を

確 かめ る。

4)質 問 書 を使 用 して 次の コ ン トロール を具 体的 に調 査 す る。

a会 計 コ ン トロー ル

b作 業(現 業)コ ン ト ロール

cコ ン ピュ一一タ ブ ロセ スに関 す る コン トロー ル

5)監 査 実 施

汎 用監 査 プ ログ ラムに よる監 査

「Auditpak」 と呼 ぶ がCOBOLプ ログ ラム を使 っ て書 か れ て

い る。 内 容 は,

1.四 則演算 プ ログ ラム

2.フ ァイル比 較 プ ログ ラム

の2つ に 分 かれてhる 。 この 他 に ラ ンダ ムサ ン プ リング プ ログ ラ

ム(GEサ ー ビス セン ター提 供)を 利 用 して い る。

この 汎 用 プ ログ ラム(Auditpack)を 使 用 する ため には 訓 練

に1週 間(COBOL3日,使 い方2日)を 要 す る。 一般 には公 開

して い な い が4社 ば かbの 関与 先 に貸 与 して内部 監 査 に利 用 させ

て いる0

6)内 部 統 制 改 善 意 見書

監 査 した直 後 に内部 統制 につ いての 改 善 意 見 を文 書 で会 社 の最
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高 責 任 者 宛 に 提 出 す る 。

ltk・ ・ 新 入 社 員 に は 次 の よ う なEDP教 育 を 実 施 し て い る 。'

1.コ ン ピ ュ ー タ ハ ー ド ウ エ ア ー

2.コ ン ピ コ 一 夕 シ ス テ ム

3.EDPコ ン ト ロ ーiル

さ ら に,上 級EDPシ ス テ ム 齢 よ び オ ン ラ イ ン シ ス テ ム に つ い て 自

習 コ ー ス を 設 け て い る 。 毎 年2.000人 位 の 新 人 が 入 社 す る が1年 間

に そ の%位 は 脱 落 し て し ま う。

■
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ラ イ デ ス ドル フ公 認 会 計 士 事 務 所

(LeidesdorfCo.)

(は じ め に)

6月12日,調 査 団 は ニ ュ ー ヨ ー ク 市 内 パ ー ク ア ベ ニ ュ ー に あ る ラ ィ

デ ス ドル フ公 認 会 計 士 事 務 所 の マ ネ ジ メ ン ト ・ サ ー ビ ス 部 長N.Beem

氏 を 訪 問 し た 。'こ こ で は 主 と し て,ア メ リ カ に お け るEDP会 計 シ ス テ

ム の 現 状 と そ の オ ー デ ィ ッ ト ・ シ ス テ ム に つ い て 説 明 を 受 け た 。 事 務 所

側 の 説 明 役 は,第1点 に つ い て は マ ネ ジ メ ン ト 。サ ー ビ ス 部 の 次 長 マ ー

チ ン 。 ス タ ー 氏,第2点 は コ ン ピ ュ ー タ 。オ ー デ オ ッ ト部 の ス タ ン レ ー 。

ハ ル パ ー 氏 が そ れ ぞ れ 担 当 し た 。 ラ イ デ ス ドル フ公 認 会 計 士 事 務 所 は い

わ ゆ る ビ ッ グ ・ エ イ ト で は な い が,全 米 に 事 務 所 を も ち,ビ ッ グ ・ エ イ

トに 準 ず る 規 模 を 有 す る 公 認 会 計 士 事 務 所 で あ り ・ リ ー ム 氏 は 自 ら 「 ビ

ッ グ ・ ナ イ ン 」 と 称 し て い た 。 現 在 で も,コ ン ピ ュ ー タ 。 オ ー デ ィ ッ ト 。

シ ス テ ム に つ い て は 全 米 で も っ と も 進 ん で い る と 自 負 し て い る が.さ ら

に 現 在 の オ ー デ ィ ッ ト ・ シ ス テ ム を 改 善 す る た め に25人 の ス タ ッ フ が

研 究 を 続 け て い る と の こ と で あ っ た 。.

,

`

1.ED'P会 計 シ ス テ ム の 実 態

ス タ ー 氏 の 説 明 た よ る と,ア メ リ カ で は 企 業 がEDPシ ス テ ム を 導

入 す る と,そ の コ ン ピ ュ ー タ 。 シ ス テ ム の 性 能 と機 能 は ま ず コ ン ト ロ

ー ラ ー 。 オ フ ィ ス に 通 知 さ れ る 。 し た が っ て,EDPシ ス テ ム の 最 初

の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 当 然 に 会 計 シ ス テ ム と い う こ と に な る 。 も ち ろ

ん,は じ め は 会 計 の な か の 個 々 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 開 発 さ れ る が.
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次 第 に デ ー タ 。ペ ース を中 心 に統 合 化 が推進 され て い る とい う。 デ ー

タ 。ベ ー タは各 サ ブ シス テ ム を結 合 す る 「接 合面 」(Interface)

と在 る だけ でな く,経 営 者 の意 思 決定 に必要 な情 報 の源 泉 に な る もの

で もある。
、

ア メ リカの製 造 傘 業 にみ られ る会 計 シス テ ムの ひ とつの 特 徴 は ス タ

ー氏 の 指摘 に よる とマ ー ケ ティ ン グ ・シス テ ム と プ ログ ク シ ョン ・

シス テ ム とが非 常 に 密接 に結 び付 い て いる こと である。 す 友 わ ち マー

ケテ ィ ン グ部 門 の 予測 が直 ち に プ ロ グクシ ョン部 門 に伝 達 され る よ う

に な って い る。 と ころ が,ス タ ー氏 の 日本 に おけ る見 聞 か らす る と,

日本 の企 業 の 場 合,両 部 門 間 の コ ミコニケ ーシ ョンは これ ま で も充 分

に お こな われ て いftか っ た よ うに 見 受 け られ る し,EDP会 計 シス テ

ムを統 合 す る際 に も日本 の企 業 では この点 の配 慮 が不充 分 左の では な

いか ↓ と指摘 して いた。

ア メ リカの企 業 でEDP会 計 シス テ ムを設計 す る場 合,特 に 力点 を

置 い てい る のは,各:部 門 間 も し くは各 サ ブ シス テ ム間 の コ ミ ュ ニ ケー

ジ ョンを円滑 に お こ左 わ しめ る た め に,非 常 に 高密 度 の コ ン トロー ル

をお こな う とい う こ と であ る。 各 部 門 お よびサ ブシス テ ムが そ れぞ れ

内部 的 に イ ンプ ッ トか らア ウ トプ ッ トま での情 報 処 理 の責 任 を 負 う こ

とは もちろ ん であ る が,同 時 に逆 に ア ウ トプ ッ トか らイ ンプ ッ トに 至

る ま で処 理過 程 を トレー ス ・バ ッ ク でき浸 けれ ば 左 らな い。 す なわ ち,

会 計 シス テ ム内 の すべ て の情 報 の フ ローは,そ の流 れ の方 向 に トレー

ス で きる こ と、は もち ろん,つ ね に トレース ・バ ック しうる トレ イル を

具 え な けれ ば な らな い こ とに な る。 この点 は 内部 統 制 の 強 化 の た め に

重要 で ある と と もに,公 認 会計 士 の外部 監 査 を容 易 に する 上 で も太 き
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な役 割 をは た してい る。

ス ター氏 が われ われ に例 示 した,ア メ リカ にお け る典 型 的 な製 造企

業 の会 計 シス テ ムは 別図 の よう友 もの で ある。 図 に示 され て い る各 ア

プ リケー シ ョ ン分野 は そ れ ぞれ の職 能 を担 当す る部 門 に よ ってお とな

わ れ る。 会計 シス テ ムの運 用 に あ た って最 も重 要 主点 は コ ン トロール

で ある こ とが 重 ねて 強調 さ れ た。 ス タ ー氏 は,図 の よ うな会 計 シス テ

ム にお・け る コ ン トロー ルを イ ンタ ー ナル 。コ ン トロー ル とエ ク ス ター

ナ ル ・コ ン トロー ル に分 け て考 え る。 前 者は シス テ ム内部 の コ ン トロ

ー ル であ って ,通 常,プ ロ グ ラムに よる オー トマテ ィ ック 。コン トロ

ー ル であ る∩ これ に対 して エ クス ター ナ ル 。コ ン トロールは,各 ア プ

リケー シ ョン を担 当 す る部 門 がそれ ぞ れ,EDPと の 関係 で実 行 しtc

けれ ば 左 らな い こ とを厳 重 に定 め,そ の責 任 を負 わせ る こ とに よって

維 持 され る。 この よ うな二 種類 の コ ン トロー ルに よ り,オ ー デ ィ ッ ト。

トレ イル が つ ね に確保 さ れ るの であ る。

以 上 の よ うた説 明に対 して,調 査 図 か ら,当 事 務 所 が監 査 を引 き受

け て い る企 業 では み 左.上 の よ うな理 想 的 な コン トロール ・シ ス テ ム

が確 立 して い るの か,と い う質 問 が 出 され た。 だ が,答 えは 「ノ ー 」

で あっ た。 ア メ リカで も,日 本 と同 じよ うに,EDP会 計 シス テ ムは

当 初,小 規 模 の サ ブ シス テムが個 別 的 に開 発 され}そ れ ぞ れ が独 立 に

運 用 され る だ け で,全 体 的 な情 報 の 流 れ に つい て の 配慮 を欠 いて いた 。

この 点 は 現在 で もあ ま り進歩 して い ない し,コ ン トロー ル部 門 が イ ン

ビ ジ ブル な記 録 に対 す る取 扱 い に 不 慣れ で ある こ と もコ ン トロールの

強化 に とって大 き左 マ イナ ス要 因 に なって い る との こ とで あっ た。

そ こ で次 に,公 認 会 計士 が,そ の よ うな,完 全 友 コン トロー ル機 能
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を備 え て い な い会 計 シス テ ムを監査 しなけ れ ば な らない場 合 に,ど の

よ うな対 処 の 仕 方 を と って い るの か,と い う質 問 を した。 これ に対 し

て は,二 つの 方 法 を とbう る とい う回 答 で あ った。 第1は 公 認会 計士

が コン トロー ル が不充 分 と考 え た部 分 につ い ては 「意見 の差 し控 え 」

を する とい う こ とで あ り.第2は そ の 部分 につ い て満足 でき るま で最

初 か ら調 べ なお す とい う こ と である。 しか し,ア メ リカでは公 認 会 計

士 事 務 所 とク ライ エ ン トの間 に非 常 に密 接 な連 絡 が あ り,企 業 は シス.

テ ムを 設 計す る段階 で会 計 士 事 務所 に相 談 して くる。そ の た め に.会

計 士 が満 足 で き左い よう な シス テ ム が つ く られ る こ とは 実 際 には ま ず

あ りえ 左 い が,万 一 不充 分 な シス テ ムがつ くられ る よう左 ことが あれ

ば,会 計 士 は そ れ を拒否 す るだ け の ととだ,と い うきわ めて 強 い姿 勢

を とって いる。 一 般 に ア メ リカの 会 計 士 は 企業 の 内部統 制 にか ん す る

調 査 に 非常 に大 きな ウェ イ トを置 き,相 当の時 間 を費 して い る とい う。

原 始 証憩 の 取 扱 い につ い て も質 問 が 出 た が,こ れ に つ い てはア メ リ

カ では,記 録 の検 索 の ため 取 引証 運 を マ イク ロ ・フィル ム',も し くは

ふ つ うの写 真 に撮 って お くこ とが 多 い が,そ の 場合 で も・法 律 上 の要

求 に応 えて,護 憲 そ の もの も別 に保 存 してい る とい うの が,質 問 に 対

す る 回答 で あ っ た。

"

「▲

2.EDP会 計 の 監 査

ラ ィ デ ス ドル フが,EDP会 計 の監 査 につ いて組織 的 に研 究 をは じ

め て か らす でに7年 に なる。 コ ン ピュー タは 会計 士監 査 に さま ざま の

影 響 を及 ぼ した が,ラ ィデ ス ドル フの経験 に よれ ば,会 計 が 手 作業 か

らEDPに 移 行 して も監 査 の 「フィ ロソ フィ ー 」は ま った く変 らなか
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っ た。変 化 したの は方 法 論 とテ クニ ッ クだけ であ る とい う。

ハ ルパ ー氏 に よる と,ア メ リカの会 計士 はEDP会 計 の 監 査 に あた

って一 般 に 次の よう左 ア プ ロー チ を とってい る。第1に 会 計士 は 会 計

シ ス テ ムそ の もの を検 討 す る。 会 計 シス テ ムに よって作成 され た財務

諸 表 を監 査 す る こ とが 会計 士 の仕 事 で あるか ら.当 然 ・会 計 シス テ ム

その もの も充 分 に理 解 してい なけ れ ば な らない わ け で あ る。 そ の ため

に会 計 士 は,シ ス テ ムの ドキ ュメ ンテ ー シ ョ ン,す た わ ち ク ラィ エ ン

トが用 意 す る フ ロー 。チ ャー ト,ブ ロ ッ ク 。ダ イ ア グ ラム'プ ログ ラ

ム ・リステ ィ ン グ等 に よ って シス テ ムの 意 図す る とζろ を理解 す る。

次 に シス テム の処 理 サ ン プル に よっ て,シ ス テ ム が所期 の機 能 を遂行

し うるか 否 か を調 査 す る。 これ を トラ ンザク シ ョ ン 。テ ク ニ ッ ク と呼

ん で い る。

さ らに会 計 士は企 業 外部 か ら資 料 を収 集 す る。 い わゆ る コ ン フ ァメ

ーシ ョン ・テクニックに よって企 業 の 取 引先 か ら,た とえば 売掛 金 や 買

.坦 金剛 担 ㌍ 斑 禦 て もらうのである・企業酬 か ら入手すべ

き情 報 の量は 会 計 士 が 会 計 シ ステ ムに どれ ほ ど満 足 して い るか に よ

,・ピ

って 定 ま る。

以 上 の よう》乏基 本的 手 順 に よって 会 計士 監 査 が お こ支 わ れ る が,と

くに重要 なポ イ ン トは会 計 シス テ ムの デザ イ ンの な か に コン トロール ・

シ ス テ ムが どれ ほ ど組 み込 ま れ てい る か とい う点 で あ る。 ア メ リカで

会 計 士 と ク ラ イ エ ン トが 密 接 左関 係 を もって い る理 由の ひ とつは ・

会 計 シス テ ムの 左かに い か に コ ン トロー ル 。シス テ ムを ビル ト・イ ン

す る か とい う問題 で 話 し合 うためだ と云 って よい。 コ ン トロー ル 。シ

ステ ムが欠 如 してい れ ば,会 計 士は 財 務 諸 表 の証 明 を拒 否 す る ことに
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な るが,そ れ 以 前 に企 業経 営 その もの ガ破 綻 しか ね ない か ら である。

EDP会 計の 監 査 を お こ な うに当oて は,監 査 人パ コ ン ピ=一 夕 ・

スペ シャ リス トお よび フ`ログ ラマ ーの 才 能 を結合 す る必要 が あ る。 も

ちろ ん,監 査 入 もコン ピュー タ を理 解 し よう と努 力は す る が.詳 細 に

つ いて は ス ペ シ ャ リス トや プ ログ ラマ ー に頼 らざる を得 な いか らで あ

る。 特 に複雑 な シス テ ム を理 解 しよ う とす る場合 に然 りであ る。 これ

か らの 会 計 士事 務 所 は.こ れ らの 才 能 を もつ人 間 を保有 した けれ ば な

らな い で あろ う との こ とで あ った。

具 体 的 な監 査 テ クニ ックは いろ い ろ あ る が,そ の ひ とつは い わ ゆ る

テ ス ト・デ ック 。ア プ ロー チ で ある。 この方 法 では,サ ンプ ル 。 トラ

ンザ ク シ ョ ンを監査 対 象 の シス テ ム に かけ てみ て,結 果 が期 待 ど溢 り

で あ るか どうか をみ る。 ある いは ク ラィ エ ン トの トランザ ク シ ョン 。

フ ァ イル の コ ピー を会 計士 事 務所 の コ ン ピュー タ に よって 処理 してみ

て,そ の結 果 が企業 の そ れ と一致 す る か 否か をみ る方法 もあ る。 この

場 合 には,す でに 会計 士 が検 討 して満

ラムの コ ピー を 用 い る。

これ ら2つ の方 法 は 併 行 的 に用 い る

リン グの 方法 も採 用 で き る。現 在,ラ ィ デス ドル フは この よ う左 テ ス

ト'。デ ー タお よび プ ログ ラム ・コ ピー の磁 気 テ ー プを4,000巻 保 有

して い る との ととで あるパ 監 査 をEDP化 す る こ とに よづ て.ラ ィ デ

ス ドル フ では同 じ人 員 で.以 前 の2倍 半 の仕 事 が で きる よう になb,

さ らに監 査 の質 を向上 させ る こ とが で きた とい う。

,た だ し,こ れ らの 方 法 は バ ッチ ・オ リエ ンテ ド・シス テ ム では比 較

的 容 易 に採 用 され,ま た 有効 で もあ る が,リ アルタイム ・システム では
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そ
.う卿 か 坪;そCで リア ル タ イ ム'シ ステ ムの 麟 に あ た って

は.シ ス テ ムの 設計 の 段階 か ら会計 士 と コン ピュー タ ・スペ.シ ャ リス

トが緊密 に 協力 す る 必要 が でて くる。 一般 に リアル タイ ム ・シ ス テ ム

では,あ らか じめ 「オ ー デ ィ ッ ト 。ル ー チ ン 」を シス テ ムの なか に組

み込 ん で む き,シ ス テ ム が稼 動 してい る間 に.同 時 に オ ー デ ィ ッ ト ・

ル ーチ ンを働 か せ る とい うテ ク ニ ッ ク を用 い るか らであ る。 た とえば

サ ンプ リン グ ・ル ー チ ンに よっ て デ ー タ処 理 の途 上 で,一 定 の 情報 だ

け を磁気 テ ー プ に記憶 さ せ,会 計 士 だけ が この テ ー プに触 れ られ る よ

うに して お く。 ある いは 特 定 の 符 号 をタ ー ミナ ルか ら イン プ ッ トしな

い か ぎ り,そ のテ ー プを読 め た い よ うに して お・い て もよい。

さ らに,会 計士 は 個 別釣 友 シス テ ムの検 討 だけ で な く,全 般 的 コン

トロール ・シス テ ムにつ い て も検 討 し安け れ ば 左 ら左 い。 た とえば,

デ ー タ保 存 の安 全 性確 保 の 問 題,災 害か らシス テ ムを護 る 問題,不 幸

に して被 害 を こ うむ った場 合 の復 原 の 問題,税 務 問 題,フ ァ イルの 秘

密 保 持,オ ペ レー タ ー,プ ログ ラマ ー,シ ス テ ム設計者 等 の職 能 の 明

確 化 の 問題 等 で ある。 会 計士 は ク ラィ エ ン トか ら質 問 書 に答 え て もら

う とい う形 で,こ れ ち の 全般 的 コン トロー ルの適 否 を判断 し,不 充 分

な点 が見 出せ れば,ク ラ ィエ ン トに改 善 を指 示 す るわけ で あ る。

ラィデ ス ドル フ では,こ の よ うにEDP会 計 の監 査問 題 と積極 的 に

取 り組 ん でお り,そ の 研 究成 果 は わ れわ れの 調 査 団 に とって も学 ぶべ

き点 が少 な くな か った。
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(は じ め に)

6月12日 に モ ル ガ ン ・ギ ャ ラ ン テ ィ 信 託 銀 行 の 証 券 代 行 部 門 を 訪 問

し て,株 式 事 務 の コ ン ピ ュr「 タ 化 に つ い て 実 情 を 視 察 し た 。

面 接 者 はA・L・Coplon氏(AssistantSec
.retary)とW・J・

Begley氏(AssistantVicepresident)の 両 氏 で あ る
。

A

1.コ ン ピ ュ ー タ 装 置 に つ い て

モ ル ガ ン 信 託 銀 行 の 証 券 代 行 業 務 は,ニ ュ ー ヨ ー ク に お い て 大 き な

シ ェ ア を 占 め て い る が,ど の 程 度 の シ ェ ア で あ る か に つ い て,Willi-

amJ.Bigley氏(代 行 部 長 代 理)は 良 く分 ら な い と の こ と で あ っ

た 。.

現 在 代 行 部 門 が 備 え て い る の は,IBM360/50が2セ ッ ト,

磁 気 デ ィ ス ク2314の8台 で1セ ッ トに な っ た も の が5セ ッ ト,磁

気 テ ー プ ユ ニ ッ ト5台,プ リ ン タ ー1403が1台,1404が4台

で あ る 。1404はM!CRを 配 当 金 領 収 書 に 打 ち 込 む た め に も 用 い

られ て い る 。

オ ン ラ イ ン 化 に 備 え て タ ー ミ ナ ル2741が 入 っ てk・ り,テ ス ト中

で あ っ た 。 な お,現 在 の プ ロ グ ラ ム はDOSリ リー ズ18で あ る 。

2.株 式事務 量 について

現在,株 式の名義書換,配 当支払 などの証券代行 業務 を受託 してい
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る会 社 数は900社 で あ る。 この うち40%は 「norecordCo .」

と呼 び,名 義 書 換 業務 のみ を受 託 して い る もので あ り,60%は

「recordCo,」 と呼び す べ て の 株式 事務 の代 行 を受 託 して い る。

recordCo・ の株 主 数 合 計 は3 ,000,000人 以上 であb,こ の うち

StandardOilofNewJergyが80万 人 で ,代 行 の最 大 部 門 で

あ る。

ア メ リカの株 券 の名 義 書 換 は,日 本 と異 なっ て ,書 換 の度 毎 に旧 い

株 券 を廃 棄 して,一 々新 しい株 券 を発行 す る。 この発 行 枚数 は1日 に

平均50,00Q枚 で ある。 日本 で は決 算期 末 に名 義 書 換 が集 中す るが,

アメ リカでは そ うい うことが 余 りな く,モ ルh'ン の受 託 して い る900

社 に つ いて み て も,1日 平均50,000枚 の書 換 が 持続 し てt・b,せ い

ぜい上 下5 ,000枚 位 の波 を打 つ 程度 で,決 算 期 末 に集 中 す る こ とは

な い とい う。 事 実,我 々が 視 察 した 際 に も,期 末 の配 当基準 日(clo-

sing)の 表 示が して あ る会 社 の部 分 をみ て も ,と くにそ の会社 の書

換 量 が,そ の 他 の会 社 よ り も多 い よ うで は な かっ た。

これ は 一 定期 間 以上,株 主 で な けれ ば,配 当金 に 対 す る株 主 の所 得

税 に つい て不利 に取 り扱 われ る こ と,四 半 期 毎 に配 当が 行 なわ れ るの

で 名 義 書換 を売 買 と同時 に 直 ちに 行 な う必要 が あ る こと等 のた め で あ

るo

●

亀

3.証 券 代行 部門 の人 員

以 上 の よ うな株 式事 務 量 に 対 して,モ ル ガン の擁 す る人 員 は,約

1,500人 で あ る。 この うち900人 は通 常 の職員 で あ るが,500

人 は パ ー トタイ マー で ある。 現 在,オ ン ライ ン に切 り替え 中 で あ るが,
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オ ン ラ イ ンが 進 め ば3年 後 には約1 ,000人 に減 少 さ せ る ことが で き

る との こ とで あ った。

オ フィサ ー は20人,男 子 ク ラークが300人
,女 子 ク ラー クが

600人 で あ り.パ ー トタ イマ ー は500人 で あ る。 パ ー トタ イ マ ー

の うち80%は 女 子 で あり,中 には10年 間 もパ ー トタ イ マー を して

い る人 もあ る との こ とで あっ た。 な お コン ピュ ー タ のオ ベ レーツ ヨン

部 門 にな る と男 子 の み で ある。 コ ン ピュ ータ の利 用 状 況 に つ いて み る

に,こ の規模 の 証券 代 行業務 を行 な うの に
,人 間 が 多す ぎ(つ ま り,

余 り・ ン ピュ一 夕化 が 充 分 で な く) ,・ ン ピュ 一夕 も大 型 で あ りな が

ら・ フル に活用 され て い ない状 況 で
,モ ・レガ ンも今 か ら本 格 的 に.証

券 代 行業 務 を コ ン ピュ ー タ 化す る段 階 にあ る模 様 で あ った
。

■

」

4証 券代行業務 の状況

前述の如 く株券の 切 り替えが証券代行業務 の主 要部分 を占めて おり
,

多数の女性 が旧 券を選 別す るのに従 事 している。 名義書換 は直接
,窓

口に持参 され るもの,郵 送 され て くるもの,証 券会社 よ り廻 されて く

るもの等 々に分 れるが パ ず
,旧 い株券 を調査 して,裏 融 ど鯛 題

が ない か を調査 す る。 法 律上 ,問 題 が起 りそ うな もの は,リ ー ガ ルセ

ク シ ョンに廻 され る。 リー ガ ル セ クシ ョンに 廻 され た ものは
,通 常

10日 乃 至2週 間,名 義 書換 が 遅 れ る。

問題 な く調査 を パス した ものは,会 社 毎 に分 類 さ れ る。 勿 論 ,こ れ

は人 手に よって 行 なわ れ る。 同一 の 会社 毎 に タイ プ ライ タ ー の担 当者

が 新 しい 株 券 に新 しい 株 主 の住所 ・氏 名 ,株 数 を タイ プす る。株 券 は

モル ガンが取 り扱 っ て い る9 .00社 につ い て,す べ て一 定 の形 式 と大
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きさ で あ り,紙 質 につ い て も統 一 して い る。 そ こで タイ プは相 当早 く

行 な わ れ るが,こSも やはb女 性 に よっ て 手作業 で行 なわ れ る。 日本

と異 っ て,端 数株 の売 買 が多 く・e新 しい株 券 は132株 と か115株

と い うよ うに 株 券 の 右上 隅 に タイ プで一 々株 数 が 印字 され る。 こ の際

に この株 式 の 売 主(旧 い株 主)と 買主(新 しい株 主)と を右 左 に 対比

させ て,そ れぞ れ の 住 所氏 名 をタ イ プ ライ タ ーで 印 字 す る トラン ス フ

ァー シー トが 作成 され る。 こ れ も,株 券 に新 しい株 主 の 住 所,氏 名,

株 数をタイ プで 印 字 す る と きに同 時 に作 る訳 で ある。 こ 、まで は タ イ

プライ タ ーが 活 躍 し,コ ン ピュ ータは 未 だ関 連 して い ない。 将 来,オ

ン ライ ン を 進め る際 には,こ のタ イ プを 打 つ と同 時 に,コ ン ピュ ータ

に イ ンプ ッ トさ れ る よ うな システ ム を考 案中 との こ とであっ た。

新 し い株 券は 直 ち に 登録 機 関(Registrar)に 送 られ る。 こSま

で の作 業 が 約24時 間 で あ る.'登 録機 関 は他 の金 融 機関 が これ に 当っ

て い る の で,こ の登 録 に約24時 間 かSるo一 方,モ ルガ ンで は トラ

ンス フ ァー シ ーー トを6～8部 作成 して,こ れ を切 断 して それ ぞれ の担

当潔1門に 回付 し 内部 の株 式 事務 を進 め る。 新 しい株 券が 登 録機 関か ら

戻 って くれ ば,来 た と きと 逆の ルー トで,新 しい 株主 に 届け られ る。

そ こで正 味3日 程 度 の書 換 時間 が 要 る こ と に なる。 モル ガ ン 内部 では,

この よ うな新 株 券 の交 付 とは全 く別 に切 り離 され て,株 主 カ ー ドの 書

き換 え など,配 当支 払 に備 えて 記 録 の整理 作 業 カミ行 な われ る。

トラ ンス フ ァー シー トは,歴 史的 な記 録 資料 用 と して1部,記 録書

換用 と して1都,登 録 機 関 用1部,タ イ プ者 用 と して1部,監 査用 と

して1部 及 び 発行 会 社 送 付用 と して2部 とい うよ うに そ れぞ れ 回付 さ

れ,こ れ に塞 い で,そ れ ぞれ の と ころ で作 業 が 進 め られ る。
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株 主 か 一 ドは 株 主 毎 に作 成 され,ど の株 主か ら譲 り受 け た かを 右 左

に対 照 させ て,こ の カー ドに タイ プされ る。 こ の際 に タイ プに連 動 さ

れ て,株 主 移 動 が 紙 テ ー プにパ ンチ され る。 こXで 紙 テ ー プで コ ン ピ

ュー タに イン プ ッ トし た結 果 と,こ の株 主 カ ー ドの トー タ ル とを照合

さ せ て誤 りが ない か ど うかを検査 す る システ ム に なっ てい る。 我 々 の

視 察 した 限 りでは,実 に人 手 を食 い,機 械 化,コ ン ピュ ー タ化 が 遅 い

よ うに見 え た。

この紙 テ ー プで イ ン プ ッ トされ た後 は迅 速 に処 理 さ れ,コ ン ピュー

タ が配 当 金支 払 の ため の 計算,株 主宛 配 当金 領 収 書 の発 行,税 金 申 告

(磁 気 テー プに よbIRSに 配 当金支 払 明 細 が提 出 され る。FOrm

1099,1042),郵 送 状 の作成,株 主構 成 の 分 析,委 任 状 の 作成,

勧 誘 等 々 を一気 に 片 付 け,大 量 処 理 をス ムー ズ に行 な うよ うに な る。

株 主 名 簿は 通常,配 当基 準 日現在 で アウ トプ ッ トす るが,期 中 は磁

気 テ ー プで保 管 して い る。 た だ し,名 義 書 換 の激 しい 会社 と,余 り書

換 のな い会社 とが あ る。 そ こで 磁気 テ ー プの 更新 は 毎 日 行 な うもの,

一－me毎 に行 な うもの ,1月 毎に行 な うもの及 び3ヵ 月 毎 に行 な うもの

の4形 体 に分 れ て い る。 現 在 は,前 述 の如 く手 作 業 で 株主 カー ドを別

に 作成 して い るの で,歴 史的 記録 を プ リン・トア ウ トす る こ とに意 を払

う必要 が ない。 将来,オ ン ライ ン を採 用す る 場合,磁 気 テ ープ で歴 史

的記録 を追求 で きる よ うに,シ ス テ ムを変 え、る。900社 の うち80%

は オ ン ラ イン にす る予 定 で あ り,そ の他 は現在 の よ うなバ ッチ シ ステ

ム で充分 で あ ると考 え て い る。 なお 小会 社 につ い て は,将 来 と も手作

業 の みで終始 す る こ と とし,コ ン ピュー タ にのせ な い もの もあ る と の

こ とで あっ た。 こ の点 は,あ く まで もコス トの面 とに らみ合 わ せ て行
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な うこ と と してい る。

オ ンライ ン化 され た場 合,新 しい 株 券 の 発行 は 現在 より も1日 早 く

で き る予定 で ある。 株券 に 新 しい株 主 の住 所 ・氏 名 ,株 数 をタ イ プ す

る と きに, .コ ン ピ ュータ に 直 ちに イ ン プッ トさせ る よ うにす る。 そ の

後 は コン ピュ ー タ が作 業 を行 力い 新 しい トラ ン ス フ ァー シ ー トは コン

ピュー タが プ リン トアウ トして くる よ う にす る予 定 で あ る。 これ を発

行 会社 に一 々送付 して 報告 に代 え る とい うアイ デ アの 説 明 を受 け た。

な お廃 棄 さ れ た 旧い 株 券は,マ イ ク ロ写真 に写 す と同時 に破 棄 す る こ

と と して い る。 未 だCOMは 採用 して いな い。

◆

5.株 主 名 簿 の コ ン ピュー タ 化 と会社 法上 の 取 扱い

アメ リカで は コン ピ ュー タ を否 定す る会社 法上 の規 定 はな い。 そ こ

で 証券 代行業 務 に おい て も,会 社 法 を意識 して,た とえば株 主 名簿 が

見読 可能 な よ うに常 に プ リン トア ウ トされ て い な け れば な ら ない とか,

ど うい うフ ォ ー ムで なけれ ば な らな い とい うよ うに考え て い る担 当者

は いな か っ た。

た だ,株 主 名 簿 を作成 して本 社 に 備 え置 くとい う会社 法 上 の規 制 が

あ る と,か よ うな 証 券代 行 に 委託 して い る場合,こ の要 件 に該 当 しな

い の では ない か とい う心 配が あっ た。 解 釈上 ,発 行会 社 の 指図 の まN

に,そ の会 社 の 株 主 名簿 を 証券代 行 機関 が 占有 して い る に過 ぎな いか

ら,株 主 名 簿 の 置い て ある場 所に こだ わ る必 要 は な い と考 え られ て い

る。 こ の 点 に つい て,ニ ュー ヨー ク事 業 会社 法 は624条 に会 社 の オ

フィス又 は 証 券 代 行 機 関 のオ フィ ス に株 主 名簿 を 備え る よ う丁 ね いに

規 定 して,疑 問 の 生 じな い よ うに して い る。
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次 に 株主 名簿 の コン ピュー タ化 に 伴 い,磁 気 テ ー プ等 に 記 録 され

たまSで あ る とそ の ま}S・で は 見 読 不 可能 で あ る。 そ こで これ が株 主 名

簿 と して適合 す る か ど うか と い う問題 が あるが,ア メ リカ の一 般 的 意

識 で は,こ うい う疑問 を発 す る こ とが な く,ニ ゴ ー ヨー ク事 業 会社 法

624条.あ るい は デ ラウェ ア州 の会社 法224条 の如 く
,株 主 等 の

ト

権 利者 かち 要 求 が あれ ば,速 や かに 目に見 え る形 にす る よ う規 定 して

おけ ば充 分 で あ る と考 え られ てい る。

こ の よ うな株 主 名簿 の 閲 覧 に つい て ,閲 覧す る際 の コス トの 負担 問

題 が ある。 コ ン ピュ ー タを一 々動か して,見 読 可 能 な形 に して み せ る

とい うこ とは,コ ス トの面 で 従 来 よ り も割 高 に な るか ら
,こ の 点 の 取

扱 い に関心 を持っ て 尋ね た。 モ ル ガン で は先 ず,株 主 な どか ら株 主 名

簿 の 閲覧,謄 写 の 請求 が あ る と,と れ を受 け容 れ るか ど うか 一 々 発行

会 社 に照 会す る。 発 行会 社 の指 示 に従 って 応 否 を決 定 して い る と の こ

とで あった。 また費 用 の徴 収 をす るか ど うか につ い て は,代 行 機 関 で

あ る モル ガソ は一 切 タ ッチせ ず,こ の閲 覧 ・謄 写 に要 した 費用 は ,発

行 会社 にチ ャ ー ジす る こと と してい る。 発 行 会 社 が株主 か ら徴収 して

い る か ど うか は,モ ル ガ ン と して 関 知 しない との回答 で あっ た。 こ の

点,権 利 者 か ら請 求 が あれ ば見読 可能 にすべ し とい う会 社 法 の 規 定 が

あ る以上,プ リン トアウ トす るか.ブ ラウン管 に写 し出 して見 せ る と

か,そ こまで の義務 は 発行 会 社 に あ るの で,コ ス トは 発行 会社 が 負担

し,そ れ 以上,謄 写 を求 めて 来 た 場 合 は,請 求 者の 負担 とい う考 え 方 .

もあ る よ うで あっ た。

モ ル ガン で は株 主 の 記 録 と して ,株 主 の氏 名,住 所.証 券 発 行 日.

株式 の種 類,株 式 数,株 券番 号,社 会 保 障番 号(SocialSecuri・ ・
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tyNumber),郵 便番 号(ZipCode)等 を磁気 テ ー プに 入れ て い

るo

株 主 より の照 会 で一 番 多 い の は,配 当金 を受 領 したか ど うか の問 い

合 わ せ で あ り,株 主 名簿 の閲 覧 請求 も割 合 に あ る との こ とで あっ た が,

そ の 回数 な どの 記 録は モ ル ガン と して とっ て い な か っ た。CUSIPも

モル ガンでは あま り研 究 して あ・らず,パ ン チ カー ドを 以て 株 券 とす る こ

と もま だ遠い 先 の こ とで あ ると の こ とで あっ た。

`

委 任 状 の 勧 誘 に っい ては,900社 の うち90%は モ ル ガ ンが発 行

会社 よ り委 託 さ れ て お り,10%が 他 の エ ー ジェ ン トに委 託 され て い

る。 株 主 総会 にお いて は入 場券 を発 行 して 整理 す る こと と して お り,

会 社 が 要求 す れば株 主名 簿 を プ リン トア ウ ト して,株 主 総会 場 で 閲 覧

で きる態 勢 を とっ て い る。
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ICL社(Internationa1α)n'puterLimited)

(は じ め に)

45年6月15日,bソ ド ン 郊 外 プ ッ ト ニ ー のICL社 の 本 社 を 訪 れ

た 。ICL社 訪 問 の 目 的 は 他 企 業 と 同 様,コ ン ビ=一 夕 の 企 業 会 計 へ の

導 入 の 実 情,そ の 適 用 を'調 査 す る こ と に あ っ た 。

ICL側 出 席 者 は 次 の 通 り で あ る 。

A.F.ErLMTARDS:FinancialDirecto-r.MemberoftheIn-

stituteofChart.eredAcco1 .1ntants

S.G.DUNK:ICLCbiefAccount・ant.Memberofthe

InstituteofCharteredAccountants.

D.FINBERG:Manager ,IntegratedManagementInfor-

InationSystem.

D.S.LAUGHI℃)N:COntroller ,Lega1&PatentServices

'B
arristeratLaw.

D・・F.CESTEL:GroupTaxationManager.Memberofthe

InstituteofTaxation.

E.H.VUHITE:AuditController.MemberoftheInsti-

tuteofCharteredAccountantS.

1.ICL社 の 概 要

ICL社 は イ ギ リス 最 大 の コ ン ピ ュ ー タ ・メ 一-fO－ で そ の 創 立 は

1904年 で あ る。ICL社 は コ ン ピ ュ ー タ を 製 造 す る と と もva,そ
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の周 辺 機 器'ソ フ トウエ ア の開 発 に も多 くの努 力 を注 いで い る
。 同 社

の イ ギ リスにteけ る 市場 シ ェ アー は 約50%と され て い る。 同社 の 創

立 は1904年 で あるが,約10年 前 か らの イ ギ リス産 業 各分 野 の 再 編

成,構 造 改善 は 多 くの分 野で の企 業合 併 ・集 中が 行 なわれ たが ,'同 社

も こ こ10年 間 で14の 電 子 機器 の企 業 が合 併 して 今 日のICL社 と

なっ た。ICLの 社 名 は1968年 か ら用 い てい る。
`

2.ICL社 の コ ン ピ ュ ー タ の 適 用 状 況

同 社 の コ ン ピ ュ ー タ 適 用 部 門 は ①Finance(財 務),②Manage-

ment(経 営 ・管 理),③Manufacturing(製 造)
,④Persona1

(人 事)の4部 門 に 集 中 的 に み られ る 。 コ ン ピュ'一夕 の 管 理 はMtlnage-

ment部 門 が 担 当 し て お り,こ の 部 門 と他 の3部 門 と の有 機 的 な 結 合

・の も と に コ ン ピ
ュー タ 管 理 が 行 な わ れ て い る 。

同 社 に 白 け る 現 在 の コ ン ピ ュ ー タ 適 用 業 務 別 の 利 用 シ ェ ァ ー は 会 計

部 門60%,生 産 管 理25%,技 術 計 算15%の 比 率 と な っ て い る が,

この 比 率 は 今 後 大 き く 変 化 し,数 年 後 に は 会 計 部 門 の 比 率 が50%
,

生 産 管 理,技 術 計 算 の 分 野 が50%と な る と 考 え ら れ て い る。

ManagementDepartmentは さ ら に3つ のSectionに わ か れ て

い る 。 す な わ ち ①ComputerOperation
,②SystemAnalyse.③

ManagingStatisticが こ れ ら で あ る。ComputerOperationの

分 野 は い う ま で も な く 同姓 の 使 用 し て い るComputerのoperation

を 行 な う。 ② のSystemAnalyse部 は コ ン ピ ュ ー タSystemの す べ て

の 統 括 を 行 な い,そ こ に はAnalystが65人 な らび に 若 干 の プ ロ グ

x

ラ マ で 構 成 さ れ て い る 。
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この他 に・ICLに はIMIS委 員 会 が 設 置 され て い る
。1'MIS

とは1・t・grat・dM・n・g・m・ ・tI・f・ ・ひ・ti・・Sy・t。mの 略 で
.

い くつ か の部 門 のdirectorが 委 員 と して就 任 して い る
。 この 委 員会

はIMIS開 発 の予 算 を把 握 して お り
,必 要 とす るソ フ ト ・ウ ェ ア の

開 発 の指 示 をSystemAnalystの 部 門 に行 な うこ とに なっ て い る
。

同社 の コン ピュー タ 適用 の分 野は ます ま す 拡が る と とが予 想 さ れ る
。

特 に技 術計 算.市 場 調 査 に 関 して のコ ン ピュ ータの利用 な らび に同分'

野 の ソ フ トウ ェ アの開 発 が 同社 に とっ て 非 常に 重 要 で あ る と考 え てい

る。

ソ フ トウェ ア の開発 は 個 々に 行 なわ れ る ので は な く共 通 の基 盤
,込

わ ゆる デー タ ・ベ ー ス と して分 析 され た デ ータ よ り行 左っ てい る
。 こ

の デー タ ・ベ ー ス は ① 現在 時 デー タ,② 歴史 的 デー タ,③ イ ン デ ック

ス デー タ に分 かれ て お り
,こ れ に もとつ いて,ソ フ トウェ アの 開発 が

統 一 的 に 行 な われ て い る。

{

3.イ ン フ ォ ー メ ン ス の 収 集 と デ ー タ の 保 管

同 社 の 情 報 収 集 の 方 法 は 集 中 方 式 を 採 っ て い る 。 ま ず
,各 工 場(工

場 数14)な ら び に 本 社 関 連 部 門 か ら情 報 がTelexあ る い はOri-

ginalSourceの か た ち でManagementDepartmentに 送 られ て

く る 。 こ れ ら の 情 報 は す べ て 先 に の べ たdata--baseと し て 分 析 さ れ
,

3の 範 疇 のdata別 に 磁 気 テ ー プ ・磁 気 デ ィ ス ク の 形 で 保 管 さ れ る 。

1]htaem管 の 安 金 性 は ①Operatorの 人 事 管 理 面 か らOperatorに

は 保 管dataの 内 容 を 知 ら し め な い ,② プ ロ グ ラ ム のProcedureに

CheckPointを 置 く,③ ク エ ス シ ヨン プ ロ グ ラ ム を 作 成 す る,⑭ プ
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Pグ ラムの 各 ル ー ティ ン ご とのcheckを 行 なう等4つ の組 み合 せ に よ

っ てdataの 安全性 を 保つ よ うに してい る。

4.EDP会 計 記 録 の保 存

イ ギ リス 会社 法 で はEDP会 計 記録 の保存 につい て 直接 的 な 規定 を

設 け てい な い。 した がっ て,一 般 的 にい っ て,会 社 法 で 定 め て あ る会

計 記録 の保存 規 定 を遵 守 す る こ とに な るわ け で あ り,解 釈 上,磁 気 テ

ー プ に よる保 存 を認 め るが
,ReadableFormに で きる よ うに して

お く ことが 必 要で あ る と考 え られ てい る。

磁 気 テ ー プ,磁 気 デ ィ ス ク等 コン ピュ ータ か ら作 られ る 記録 な らび

にマ イ ク ロ写真 は1968年 のCivilEvidenceActSection5

に よって これ ら一定 の条 件 で 証拠 と して 認 め られ る ことに オ・っ た。

5.EDP会 計 と 内部 監査

当社 には3人 の内 部 監査 担当 のManagerが あb,こ れ を中 心 に監

査 部 門 が構 成 さ れ てい る。 内部 監査 部門 の第1の 機能 は会社 の 内部 監

査 の 充琴 に あ る。ICLは 内部 監査 プ ロ グ ラム の作 成 は外 部 監 査 人 と

の協 議 の上 作 成 さ れ る。 第2の 機 能はICLの 業 務 監 査,す な わ ち会

計 活動 に よっ て得 られ る情 報 が 各部 門 の管 理 者 が正 確 に把 握 し,そ れ

に も とづ き必 要 な活動 を行 なって い るか ど うか を チ ェ ッ クす る こ とに

あ る。 第1の 機 能 に つい てみ る とEDP会 計 の監 査方 法 はaround

thecomputerな らび にthrourghthecomputerの2方 法 を もっ

て 行 な われ て い る。 前者 につ いて は すで に先 の よ うな データ 保管 の 安

全 性 が 外部 監査 人 と協 議 の上 決 定 さ れ てい る。 さ らにSSourcedocu-
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mentのjnputdata化 も外 部監 査 人の承 認 を得 た後 行 なわれ る こと

に なっ てい る。 後者 に つい ては 内部 監査 部 門 は 独 自のauditrouti_

neを 持っ て お り,そ れ に より監査 を行 な うと ともに ,プ ログ ラム の

承 認.シ ス テ ム チェ ッ ク も内 部監 査人 の重 要 な任務 と なっ て い る。 こ

の他 内部 監 査 部 門 の 業 務 として追 跡 監 査 を上げ るこ とが で きる
。 これ

は監奪報 告書 の勧 告後3ケ 月 あるいは6ケ 月以 内に行 なわれ る もので

勧 告が 適 切 に処 理 され たか を監 査 す る こ とで あ る。

これ らに加 え て,内 部 監査 部 門 は社 内の コン ピュー タ 化 委員 会 に代

表 を送 っ て お り,内 部 監査 に必 要 な問題 を 把握 し,内 部 監査 部 門 と し

て の意 見 を与 え た りあ るい は コ ン ピ ュ ータ ・プ ログ ラ ムの保 証 をす る

等 の仕 事 を行 なっ て い る。 なお磁 気 テ ー プ に よる 内部 監査 の方 法 は 現

在 当社 で は と られ て い ない。

但

6.会 計記 録 の保 存

一 般 的 にい っ て
,EDP化 され て い る会 計 記 録 のオ,リジ ナ ル.1ド キ

ュ メ ン トを どの 程度 ま で 破棄 して よ いか とい う判 断 は現 在 決定 しえ な

い状 況 に あ る。 また 同時 にEDP化 され て い る会 計記 録 を どの 範囲 ま

で フ.リン ト アウ トして 保存 して お くかとい うこ と も個 々 に考 え てい か な

くて は な らな い問題 と判 断 してい る。会 社 の 会 計 記録 に つ い てみ ると,,

会計 帳 簿 の重 要度 に よっ て違 っ て くる。 当社 では会社 内 で重 要 度 を定

め て2年 か ら10年 の間 で会 計 記 録 を保 存 して い る。 法律上 定 め られ

て い る保 存 期 間 が あ る 場合 は それ に従 っ て い る。
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英 国 勅 許 会 計 士 協 会(TheInstituteofClarter-

edAccountantsinEnglandandWales)

(は じ め に)

6月17日 に 英 国 勅 許 会 計 士 協 会 の 新 しい 建 物(MorgatePlace・

London)を 訪 れ て,technicalas$istantのJ.D・Winters氏 と

英 国 に お け る 勅 許 会 計 士 監 査 と コ ン ピ ュ ー タ と の 関 連 に つ い て 懇 談 し た 。

1。 英国 の公 認 会計 士 監査 の概 況

英国 会社 法で は,株 式会 社は,商 務 省(BoardofTrade)に よb

承 認 され た会計 士 の専門 団 体 に属 す る職業 的 監 査 人 に よ り財 務 諸表 の

監査 を受 け なけ れ ばな らない こ とに な って い る。 現在,商 務 省 が認 め

てい る団 体は4つ ある 坑 そ の .うち 最 大の もの か,こ の イ ング ラ ン ド

・ウエ ー ル ズ勅 許 会 計 士協会 で あ る。 会 員 数 の登録 は 約48.000人 で

あ り,会 社 法」二で監査 対 象 とな ってい るpubliccompanyの 数 は

4,000社 であ る。(な お,英 国 のAuditorは 原 則 と して商 務 省 の 認

め る団 体 に所属 して い る 者 に限 られ る結 果,専 ら勅 許 会計 士 が監 査 を

行 な ってい る。)英 国 の内 国 歳 入 庁 は別 掲 の如 く,勅 許 会 計 士の 監 査

した会 社 を 直接税 務 調 査 をす る こ とが ない の で,勅 許 会 計 士 の 社 会的

地 位 は相 当 に 高 い。 コ ン ピュー タが 企 業 会 計 に導 入 され るこ とに 伴 っ

て,勅 許 会 計 士 に コ ン ピュ ー タに よる会 計監 査 も税務 調 査 も委 ね られ

る結果 に な って い るoそ こ で英 国勅 許会 計士 協会 は,コ ン ピュー タ会

計 を行 な う てい る会社 に つい て 「内 部統 制 の質 問 書」 を作成 して会 員

た る各勅 許 会 計 士 に 配 布 してい る。
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2.コ ン ピュ ー タ と会計理 論

「英国 の 会 計理 論は 非常 に柔 軟 性 に 富ん でい るの で,コ ン ピュ ータ

が 企業会 計 に導入 され て会 計手 法 が 変っ た と言っ て も,理 論を 変 え る

必 要 は ない」 とWinters氏 は 述 べ た。

しか し会 計 帳簿上 の記 帳技 術は,大 いに変 りつ つ あ り,と くに小 さ

な会 社が コ ン ピュ ー タ に よる計 算セ ンタ ー に委 託 す る場 合 に は,新 し

い 記 帳 技術 を採用 す る 必要 が あ り,こ の ような計 算セ ン タ ーは,か な

り設立 さ れ つ つ あ る。

f

●

3.コ ン ピュー タ と監査 の基 本方 向

コン ピ ュー タ が 会 計部 門 に導 入 され る結 果 ,監 査人 の チ ェ ッ クで き

る 箇所 は,手 作 業会 計 の 場 合 よ り も少 な くな り,極 く限 られ た状 態 に

な る。 そ こで 適 切 な 内 部 コ ン ト ロ ー ル を 行 な う よ うに し な け れ ば ,

監査 人 の み な らず,経 営 者 も困 る 訳 で あ る。 内 部 コ ン ト ロ ー ル

が な け れ ば,誤 り・を 発 見 す る こ と もで きず,経 営上 も差 支 える・

そ こ で 先 ず,会 社 の コ ン ピ ュ ー タ会 計 シ ス テ ム を 充 分 に 知 る こ

とが 監査 の 第一 歩 で あ る。 シス テ ム上,コ ン ト ロー ル が行 なわ れ る箇

所 を確 認 して,こ の コ ン トロー ルが実 際に 良 く働 いて い る か ど うか を

チ ェ ックす るた め に 実際 の取 引 を チェ ック しなけれ ば な らない。

ま た シ ス テム の変 更 が 行 なわ れ る際 には;こ の チェ ック箇 所 が消 滅

して しま うお それが あ るの で,新 しい シス テム に もこれ を織 り込む よ

うに注意 しなけ れ ば な らな い。

た だ各会 社 の会 計 シ ス テムは 種 々様 々で あ るので,一 々 の シ ス テム

毎 に どうす る か を 協 会 か ら会 員 た る勅 許 会 計士 に教 え るこ とは で きな
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い。 そ こで チ ェ ック ・リス トを配布 して チェ ック の ポイ ン トを示 す に

とど めて い る。 この 質問 に よっ て,シ ステ ムが 適 切 な コン トロール を

伴 っ た 良 い もの で あ る こ とが判明 した 場合 には,監 査 人は 限 られ た数

の 要 点 を 調べ る こ とに な る。 若 しシ ステ ムに 弱 点 が あ るな らば ,そ の

シス テ ムが実 際 に 運用 き れてい る状 況 を み る のみで な く,そ の弱 点 を

カバ ーす るた め に,ど の よ うな付 加的 な 監査 手続 を行 な わね ばな らな

いか を考 え る と と もに ,会 社 に対 して もシ ス テムの 改 良につ い て勧 告

しなけ れば な らな い。

◆

亀

4,コ ン ピュ ータ と会 社 法

英 国 会社 法 第147条 は 会 計帳簿 の 備 置 に つ い て,「 す ぺ て の会 社

は 次 の事項 に関 し適 当 な会 計 帳簿 を備 置かね ばな らな い。国 会 社 が受

領 し支 出 した金 銭 の総 額 及 び受 領 ・支 出が生 じた 当該 事 実,匂 会社 に

よ る商 品 の 販 売 及び 購 入,(c}会 社 の 資産 及 び 負債(後 略)」 とい うよ

うに規 定 して い る。 これ に つい て,コ ン ピュ ー タ を導入 して も 何 ら痛

痒 を感 じて お らず,会 社 法 を改正 しな くて も,こ の まSで コン ピュ ー

タ の利 用 を進 め る ことか で きる と協 会 では 考 えて い る。

た だ訴 訟 法 上 で コン ピュ ータ の記 録 を 証拠 と して認 め るか ど うか に

つい て,1968年 にCivilEvidenceActを 改正 して,コ ンピ ュ

ー タ の作 り出す 記 録 を証拠 と して受 け容 れ る 旨を規 定 した。 法 律 改正

を要 す るの は,こSだ け で あっ た とWinters氏 は 強 調 した。

な お証 券 取 引 所 に株 式 を上 場 す る 場合 に,取 引 所 の規 則 に従 う必 要

が あ るが,旧 い規 則 で は,総 て の 株 式 は 書 面 に し て社 長 に よ る 署

名が 必 要 で あ る こ と等 の規 定 が あ り,コ ン ピュー タに 適合 しな い面 が
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あっ た。,そ こで これ を改 正 して,コ ン ピュ ー タ に よっ て株券 の発 行 が

で きる よ うに措 置 され,事 務 の ス ピー ドア ッ プに寄 与 して い る。

英 国は コモ ンロー に よる 不文法 に よる建 て前 で あ るか ら,コ ン ピュ 一一

タの 出 現 に よっ て も,こ れ を妨 げた りす る よ うな フ ランス のナ ポ レオ

ン法 典 とは 違 うの だ とい う英国 人 の誇 りが示 され た。 つま り英国 人 は.

「株 主 名簿 や 商 業 帳簿 を 保管 しなけ れば な らな い」 とい うような規 定

は 設け な い とい う。 単 に 「適 切 な(prOper)会 計 帳簿 を保 管 しな け

れ ば な ら ない 」 と規 定 す るに と どめ る。properと い うこ とは,目 的

に対 して 妥 当 で あ る とい う意味 で あ り,ど うい う形 で あれ 目的 に叶 っ

て い る以上,適 切=な会 計帳 簿 で ある。 小商 人 に とっ ては,適 切 な会 計

帳 簿は メ モ帳 で あっ て も差 支 え ない こ と も あろ う。 大 会社 に あっ て は,

コ ン ピュー タ の記録 が 適 切 な会計 帳簿 で ある。 これ が 勅 許会 計士 協会

の法解 釈 で あっ た。(1967年 の 改正 で大 小 の 株 式 会社 を問 わず,

同 一 の会 計 情報 の公 開 を義務 づ けた が,小 会社 に は苛 酷 で あ るので,

緩和 す る よ う協 会 か ら要 望 して い るとの こ とで あ る)

q

■

5.コ ン ピュ ータ に よる監 査 手法

勅 許会計 士 は い つ で もプ リン トア ウ トを 要求 す る訳 で は な く,要 求

した ど きに プ リ ン トア ウ トしさえ す れ ば,い つ で も プ リン トアウ トし

て 貰え る とい う ことで 充 分 で あ る とす る。 今 日で は英 国 の 多 くの勅許

会 計 士及 び 監 査法 人 は,独 自の コン ピュ ー タ プ ロ グラム を開発 してい

る。 この 監査 テー プ を被 監査 会社 に持っ て行 き,会 社 の コン ピュー タ

に か けて,磁 気 テ ー プや ディ ス ク等 に入 っ てい る記録 を 必要 なだ け取

り出 して 監 査 す る こ と としている。 少 な く と も2系 統 の監 査 テ ー プ を
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持 っ て い て,種 々 な ゴ・一 ド ウ ェ ア に 用 い る こ と が で き る よ う 留 意 し て

い る。法 律 上 は 〆の よ うな 記 録 を保存 すべ きか を と くに規 定 して い な

い が,勅 許 会 計士 は,こ の点 に つ いて 何 の 問 題 も ない と断 言 して い る。

現 在,英 国 で 使 わ れて いる 監査 テー プは8種 類 あ る。 ハ ー ドウェ ア

が異 なると使 えないこと も あ るが,撞 く一 部分 の プ ログ ラム の手 直 しで

他 の 機 種 に もか け る ことが で き る よ うに して いる。

監査 テ ープ の監 査手 法 と して,ま ず ディ ス ク とか ドラム とか磁 気 テ

ー プか ら必要 な 情 報 を抜 き出 せ る よ うに工 夫 して お く。 監査 テ ー プは

デ ィス ク,ド ラム,テ ー プ の 中の 特 定 の 箇 所に 配 置さ れ て い る情報 を

得 る ことが で き る よ うに 設計 され て い る。

第2に 監査 テ ー プ の 目的 は2つ の 別個 の テ ー プ とか デ ィス ク,ド ラ

ム を比 較す る こ と に あ る。 こ の二 つ の異 な った シ ステ ムに よっ て 記 録

され た 二つ の テ ー プ等 の間 の記 録 の 動 きの 違 い を 知 る 訳 で あ る。

第3の 目的 は,あ る期 間 内に,そ の コン ピュ ー タ シ ス テ ムに入 れ ら

れ た 特定 の 取 引を 探 し出 す こ とに ある。

以 上 の 監査 テ ー プ に よる監 査 以外 に,会 社 が プ リ'ントアウ ト して い

る資 料 を用 い る とか,会 社 の プ ログ ラ ム を使用 して,テ ス トデ ックに

よ り会社 が 意 図 した 通 りの 機能 が果 され て い るか をみ る どい う監 査手

法 を用 い るこ と も あ る。

また 勅許 会計士 は プ ログ ラム の テス トを行 な う。 内 部 監査 用 に 会社

が作っ た 監査 テ ー プの 場合 に は,と くにそ の プ ロ グラム をテ ス トす る。

このテ ー プを勅 許 会 計士 が 使 う こと も多い。 さ らに 勅許 会 計 士は 期末

あるい は 期 中に売 掛 金 勘定 や 買掛金 勘定 を調べたい場合 に,そ の テ ー プ

か らプ リン トア ウ トを 要 求す る こ と もあ る。 この 場合 に も,プ リン ト
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アウ トを した プ ログ ラ ム自 体 を勅 許会 計士 として テ ス トす る。売 掛金

勘定 につ い て は,こ の 中 か らサ ンプ リン グ して,債 権者 に手 紙 に よる

確 認(confirm)を す ること も あ り,こ の よ うな と きは,プ リン ト

ア ウ トを要求 す る こ とが あ る。 さ らにProveProgramを 用 い て,テ

ー プの 或る部 分
,部 分 を抜 き出 して プ リン ト アウ トす る手法 も用 い られ

る。 一 定 金 額 以上 を プ リン トア ウ トす るこ とと し.
.残 りはProve

Programで 抜 き取 っ て プ リン トアウ トす るこ とも あ る。 監 査 テ ー プ

を用 い る ことが 経 済 的 で あるが,余 りに もコン ピュ ー タ の機 種 が 多 過

ぎるた めに,テ ー プの 使用 が 困 難 に なっ て い る面が ある。

監査 の 回 数 につ い て,大 会社 に対 して は勅 許会 計 士 が年 中 継続 的に

監査 をす るがt中 規 模 の会社 に対 しては2～3の 会 計単 位 に つ き年 に

2度 位 の監 査 を行 な うこ とと し,小 会 社 につ い ては年 に1度 監 査 に赴

くの みで ある。

●

■

6、 コン ピュ ー タ と プ ライバ シー の保 護

コン ピ ュー タ の普 及 に よっ て 個人 の プ ライバ シ ー等 が侵 さ れ る おそ

れが 高 くなっ て来 た。 そ こで プ ライバ シー を保 護 す る立法 が 進 め られ

て いる。2～3年 の うちに 立法 さ れ る とい う。

Winters氏 は 次 の よ うな例 を話 して くれ た。 「或 る人 が 医者 に行

き 健康 診断 を受 け,そ の結 果が コン ピュー タ に入 れ られ た。 そ の人 が

就 職 を希 望 した と きに,就 職 希 望先 に健 康 診 断 の結果 が 送 られて しま

っ た ら ど うす るか?家 を 貸 そ うと考え て い る人 に,こ の結果 が 送 られ

て しまっ た ら ど うす るか?」

「あ る有 名 な勅 許 会 計 士 が被 監査 会社 の コ ン ピュ ータ 会 計 を監査 す
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るた め に,自 分 の妻 にそ の 会社 の ドレス を買っ た こ とに して,'そ れ が

ど うい う順 序 で 会計 処理 され るか をみ る こ とに なっ た 。被 監 査会社 も

これ が仮 の 売 買 で ある こと を承 知 の上 で 。 妻 が 一 着 ド レス を買 い,す

ぐそ の ドレス を 返 却 した が,コ ン ピュー タ は,迅 速 に彼 の 家に 送 り状

を送 っ て しまっ た。 勿論,そ れ に対 し代金 は支 払 わ 左かっ た。(請 求

書が ど うい う風 に来 るか を試 み るた めに。)請 求 書 が 来 て も支 払わ な

かっ たが,こ れ は未 払 人 リス トに,ど の よ うに コン ピュータ が 載せ る

か をみ る た め で あ る。 コン ピュー タ は料金 踏 み倒 し常 習者 リス トに,

この勅 許会 計士 の 氏 名 を忠 実 に 記録 した。 こ こ ま では 良か っ た が,こ

の ブラ ック リス トが自動 的 に英 国全 土 の 信用 機 関 に送 られ る とい うこ

と を知 ら なか っ たた めに,彼 は ク レジ ッ ト会社 の ブ ラ ック リス トに載

り,ク レ ジ ッ トの利 用 を 差 し止 め られ る破 目に な っ た。 」

こ の よ う に,コ ン ピ ュー タの情 報 が 広 範 囲 に利 用 さ れる ことに な

る と誤 った 情 報 が 個 人 を傷 つ け る お そ れが あ り,仮 に正 しい 情報 で も,

余 り広範 囲 に コ ン ピュー タに より拡 げ られ る と,プ ライバ シ ー の侵 害

に な る。 この よ うな点 の立 法 化 が 英国 議会 で進 ん で い ると の ことで あ

っ た。

◆
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イ ギ リ ス 内 国 歳 入 庁

(TheBoardofInlandRevenue)

(は じめ に)

6月16日 午 後,約3時 間 に わ た り,内 国歳 入庁(TheBoardof

I・1・ndR・venue)J・K・Ward氏(Chi・fI・ ・pect・r'sB,an。h)

を訪問 した。 こ の視 察 の 目的 もθ 他国 の税 務 官 庁 の 視察 と同様 に
,ED

P会 計に 対す る税 法 の 規 制 また は税 務 調査 の 実 情 等 を調 査 す る こ とにあ

っ たが,イ ギ リス に お いて は す くな く とも税務 官 庁の立 場 か らは ほ とん

ど問題 視 され ない状 況 に あら た た め,ひ と りEDP会 計に とど めず,税

務 調査 全 体 に つ い て も調査 を す る こ と となっ た。

◆

●

1.税 務 調 査

ω 納税 借腹

イ ギ リス の 所得 税 は,賦 課 課税 制 度 に よっ てい る。法 人 も
,個 人

と同 様 に,各 ス ケ ジュ ール(区 分 所得)ご とに 申告 書 を提 出す るが
'

当該 申告 書 は 賦 課 資 料 に と どま り,納 税 債 務 は,租 税 検 査 官(The

InspectorofTaxes)の 賦課 に より確 定す る。

ス ケ ジュ ー ルD(事 業所得)の 申告 書 には ,貸 借 対 照 表,損 益 計

算書,固 定 資産 明 細表,減 価 償却 引 当金,引 当金,損 益 計 算書上 の

非課 税 項 目 調 そ の他 の 資料 が 添付 さ れ る。

検 査 官 は,会 社 の 申告 内容 に 満足 すれ ばそ のま ま 賦 課 し,不 満 足

で あれ ば 自己 の最 善 の 判 断 で 賦 課す る。 賦 課 に不服 の あ る納 税者 は

検査 官 に反 証を 出す が,両 者 が対 立 した 場合 に は,TRYBUNAL
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と呼 ばれ る 審 査会 で 審判 す る。

{2)検 査 官 の 調 査

a.検 査 官 の権 限

検 査 官 は,法 的に は納税 者 の 帳 簿書 類 を調 査 す る 権 限 を有 し な

い。 た だ し,脱 税 の疑 いが あ る場 合 には ,例 外 と して 特 別 部門 の

検 査官 が 直 接 に調査 をす る。

した が っ て,通 常 の 賦 課 手続 にお い て は,検 査官 は資 料 の 提 出

を納 税 者 に依 頼 す るだ けで あ り,納 税者 が これ に応 じない 場合 に

は,検 査官 は自 己 の判 断で 賦課 額 を決定 す る。

b.勅 許 会 計士 との関 係

上 記 の賦 課 手続 に お いて,重 要 な意 味を有 す る のは,・勅許 会 計

士 の存 在 で ある。 イギ リス の勅 許 会 計士(CharteredAccoun-

tant)の レベル は,各 国 の会 計士 に 比 して き わめ て 高 い と評 価

さ れ,制 度 的 に も,た とえ ば,会 社 法第161条 で は 監査 役 は会

計士 協会 々員 に限 定 す る等高 い地 位 を与え られ て い る。 ま た,英

国 勅許 会 計士 協会(TheInstituteofCharteredAc60un-

tasinEnglandandWales)の 厳 格 な 監督 を受 け てい る。

そ の業 務 は,主 と'して会 計検 査(auditing),経 理(accoun-■

tingwork)お よび 税務(taxationwork)で あ り,税 務 に

つ いて は,税 務 相 談 お よび税 務 申告書 の準 備等 を 行 なっ て い る。

勅許 会 計士 は,通 常 は 個 人 で な く共 同事 務 所 を作 っ て 監査 証 明 を

行 なっ て い る。 実 際 には 補 助者 を雇 用 し,そ の 資料 を重 点 チェ ッ

クして,証 明書 に サ イ ンす る。 サ イ ンは,certify(保 証)に

近 い性格 の もの とされ る。

一一174-一

◆

◆

◆

/



■

ワ

6

■

内 国歳 入 庁 は,こ の勅 許会 計士 は,税 法 に つい て も極 めて 優 秀

な高 度 の熟 練 専門 家(veryskilledandhighlytrained

Specialist)で あ る と評 価 して い る。 大 会社 の会 計 は 勅 許会 計

士 に よ り監 査 さ れ,そ れ に基 づ い て 申告 が 行 なわれ るか ら,検 査

官 は,そ の提 出資 料 を 見れ ば よ く,詳 しい 調査 を しない。 不 正 計

算は,ご く 稀に しか ない.と い うよ うに信 用 して い る。

大 会社 の 申告 書 に は,詳 細,か つ,膨 大 な資料 が 添付 され る。

通常 は,1人 の検 査 官 が約 数 カ月 を か けて 専 門 的に検 討 をす るが,

そ の大 部分 は,資 料 の疑 問 点に つい て勅 許会 計士 と の照会

(correspondence)ま 、たは協 議(negotiation)に 費 され

る。 場 合 に よ っ て は,会 社 の首脳 者が 検 査 官 に説 明に来 る こ と

もあ るが,検 査 官 か ら会 社 に 対 す る通 知 は,す べて 勅 許 会 計士 を

通 じて行 な われ る。

い ず れ に して も,勅 許会 計 士 は不 正 を しない,と い うのが 内国

歳 入 庁の評 価で あ る。 た とえ ば,勅 許 会 計士 は,会 社 の仕事 に 満

足 しない 場合(経 理 に不 正 が あ る と認 め られ る場合)に は,彼 は

そ の会 社 の 監 査 を拒 否す る。 したが っ て,検 査 官 は,ひ ん ぱん に

勅 許会 計 士 が 変 る会 社 につ い ては,脱 税 の 疑 い が あ り と推 定 す る,

とい う説明で あっ た。

な お.会 社 が 脱 税 を した場 合 に,勅 許 会 計 士 の責任 は ど うな る

か とい う問題 に つ い ては,あ ま り例 が な い の で,具 体 的 説 明 を受

け られ なか っ たが,結 局 裁 判 所 の 判断 に侯 つほ かは ない とい う見

解 で あっ た。
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2帳 簿書類 の 法 的規 制

前 述 の よ うに・ イ ギ リス の税 法 で は,会 計 記録 の保 存 につ いて は,

な ん ら規 制 の 規 定 を 設け て は い ない 。 な お
,賦 課 期 間 につ いて は,課

税 年 度 終 了後6年 と されて い る。 た だ し,詐 欺 ま た は故 意 の槻 怠が あ'

る 場合 には,こ の 期間 制 限 は ない(所f9,税 法47条) 。 また,賦 課期

間後 の賦 課 で あっ て も,政 府 に よるBackDutyCaseに より協定 を

結 ん だ場 合 の 納 付 額は,有 効 納付 額 と な る。

イギ リス会社 法第147条 は,適 当 な る会 計 帳 簿の 備付 け お よび 会

社 業 務 の状態 に関 す る真 実 公 正な概 観 と取 引 の 明 白化 に必要 な 帳簿 記

載 を義務 付 けて し(る。(参 考 資料5参 照)し か し,EDP会 計 にお・け る磁

気 テ ー プ記 録 につ い て は何 ら触 れ て い ない。 しか し,今 回調 査 を した

ICL社 にお い ては 会計 記 録 の 相 当部 分 が 磁 気 テ ー プに よb保 存 され

て い る実 情 か ら 見れ ば,会 社 法 の解 釈上 は磁 気 フ ァイル 保存 も可 能で

あ る。 な お,1968年 ・に制 定 された 民事訴 訟 証 拠法(CivitlEvidence

Act－ 参考 資料6参 照)tZCSs.い て は,陳 述 書 が規 則 的 な事 業 活動

の遂 行 の ため に情 報処 理 をす るコ ン ピュ ー タ に よっ て規則 的 に使用 さ

れ た 期間 を通 じて作成 さ れた も ので ある場 合 に は証 拠 能 力 を与 え るこ

と とさ れ てい る。 この 民事 証 拠 法は会 社 法 の 帳簿 保存 規 定 と直接 結 び

つ く もので は ない として も,す くた く と も
,EDP会 計 に お ける 帳 簿

に つい て は さ して 制 約的 では ない 立 場 に あ る と推察 する こ とが で き る
。

しか し,イ ギ リス 勅許会 計 士協 会 ま た は 前 記ICL社 の調査 に よれ

ば,勅 許 会計 士 の 監査 は,ほ とん どAuditingaroundthecom-

putor方 式,つ ま り,プ リン トアウ トと原 始 証愚 と をチ ェ ッ クす る方

式 が 採 られて い る のが実 情で あ る。 た だ し,イ ギ リス に おい て も,ア
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メ リカ と同様 に,監 査 テ ー プに よ る監 査 も大 法 人 に つい て は 行 な わ れ

つ つ あ る。

内国 歳入庁 の 検査 官 の検 査 も ,こ の ような実 情 を前 提 と して い る。

た だ 内国歳 入 庁 の問題 意 識 とし ては
,課 税 資 料が いか な る手続 に よっ

て 作成 され たか には 関係 が な い と して い る事情
,お よび 前 述 の よ うに

勅 許 会 計士 監査 を前 提 と して い る事 情 か ら,EDP会 計 の 帳簿 保 存 の

問 題 に つ い ては,積 極 的 な 関心 を示 して い ない もの で ある
。

3、 内国 歳 入 庁 の デ ー タ処 理 シ ス テム'

内 国 歳入 庁 は,源 泉 徴収(P.A.Y.E)さ れ る納 税者 の 給与 に っ い

て・ コ ン ピュー タに よ る データ 処 理 を 行 なっ て い る
。 そ の シ ス テ ムの

概 要 は,次 の とお りで あ る。

(1)セ ンター`

デ ータセ ンタ ー は,全 国 で9ヵ 所vatoか れ る。 現 在Scotlandの

局 だけ が 完成 して お り,全 局 が 完成 す るのは1979年 ごろ に な る

見込 で ある。 完成 す れ ば約2500万 人 の納税 者が フ ァィンレされ る
。

な お,局 間 は,オ フ ライ ン となっ て い る。

② フ ァイ ル 内容

磁 気 テー プ には,納 税Xの 国 家 保 険番号(N、ti。na11。 、uran-

ceNumber).氏 名,住 所.個 人 環境(結 婚,子 供.借 金,扶 養 親

族 等)が 入 っ てい る 。源 泉徴収 税 額 を決 定す る のに 必要 な コー ドナ

ンバ ー て各 納 税 者 の 人的 諸控 除額 を示す符 号)は 機 械 に よ り決 定 さ

れ,雇 用 会 社 に通 知 され る。 雇用 会社 は ,そ の コ ー ドナ ンバ ー に よ

り税金 を徴 収 す る。
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課税 年度 が 終 了す ると,雇 用 会 社か ら各 納税 者 の 資 料 が 提出 さ れ

る。 この資 料 は現在 紙 で 行 在っ て い る が ,将 来 は磁 気テ ー プ申 告 を

認 める 予 定 に なっ て い る。 提 出資 料 は,徴 収,所 得 課 税 資 料 の ほ か

社 会保 障税 資 料 に利 用 さ れ る。

な お,納 税者 の株 式所 有 数 お よび銀 行預 金 利 子収 入 も,磁 気 テ ー

プに 入 っ て い る。

(注)1.イ ギ リス で は,配 当に つ い ては,会 社 は支 払 報 告 書 を政

府 に提 出す る義 務 は ない が,検 査 官 の調 査 に よ り情 報 が 得

られ る。 な お,銀 行預金 に つ い ては,年15ポ ン ド以 上 の

利 子 につ き,政 府は支 払 資 料 の提 出 を 要求 しう るこ とに な'

って い る。

2.コ ー ドナ ンバ ■・・一の 雇用 会社 へ の通 知 は,手 書 で 行 なわれ

るが,実 験 的 に,NationalCoalBoard(国 営 石 炭 公

社)に 対 して磁 気 テー プで送 付 した例 が あるっ

含

●

●
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ナ シ ョナ ル 。 ウ竺 ス ト ミン ス タ 』銀 行

(NationalWestmins砧r'一 』kLimited)

?

'

(は じ め に)

6月17日(水)va
.・ ン ドン 市W・ ・lg・teの ナ シ ・ ナ ル.ウ ェ ス ド 〆

ミ ン ス タ"一 銀 行 事 務 セ ン タ ー を 訪 問 し た
。R.C.Jary(Manager

Dat・P・ ・cessingC・ ・tr・1)とB
・J.K・yt・(C・ntr・ll。, .

DaiaProcessingContro1)の 西元淀 面接 して 同行 の コ ン ピ
ュー

タ'使用 状 況 ・内 部統 制 を 中心 に説 明 を受 け た。 通 訳 には ロン ドン在住 の".

IBM西 岡 と おる氏 を お願 いす る こ とが で きた の で大 変 効果 を上げ る こ

とが で きた。

■

●

'

1.背 景

約2年 以 前 か らデ ィ ス ト リク ト銀 行 とナ シ ョナル.プ ロ ビンシ ャル

銀 行が 合併 し.競 い'て ウェ ス トミンス ター 銀 行 が 加 わb
,3銀 行 が一

つの銀 行 に なっ た。3660支 店 の事 務 の うち
,現 時点 で は一 部 の事

務 処理 を行 たっ て い る ので,他 の数 ヵ所 の セ ン ター に比 較 すれ ば事 務

量 は少 な い が,今 後 の 活 動 に伴 なっ てWbolgateに 集 中 す る こ と とな

る。 た だ し2つ の 困 難 な問題 に 直面 してい る。

第 一 に オ ンラ イ ン ・リ アルタ イム ・シス テムを270力 店 実 施 済 で あ

b・1週12力 店 の 割 合で 移 行す る計 画 を進 め 本年 末 に700力 店 に

達 す るが,46年1月 か ら4月 ま で は通 貨10進 化 制(2月15日 施

行)に 備え て拡大 を 中止 せ ざ るを得 ない。 第 二 に 合併 後 の シ ス テム は

旧 ウェ ス トミンス タ ー 銀 行 陥歩 調 を揃 え る こと と してい るの でプ 旧ナ
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シ ヨナル ・プ ロ ビン シ ャル 銀 行 の 各 店はRe-systemを 行 な うほ か,

オ ン ライ ン対 象 店 舗 の 優 先1順位 な ど も再 評価 して 予定 変 更 を 行な う必

要 が生 じて い る。

2.オ ン ライ ン ・シ ステ ムに つ い て

1)対 象 業務

当座 勘定 の オーバ ー ドラフ トの 看 視 をは じめ貯 蓄性 預 金,Co㎜er-

cia1 、LoaqMortgageLoan,PersonnelLoanな どで ある。

な お当 座 勘 定 は 現 在6百 万 口座,年 率15%の 増 加 傾 向 は 変 ら ない

と見 られ る ので1974年 には9百 万口座 に 達 す る と予測 『してい る。

為替 事務 につ い てはCreditTransfer(注,順 為替 送 金 ま た は

小切手 送 付 に よる方 法 と 思 われる)の みで処 理 してい る。

2)使 用 機 械 と回 線 関係

コン ピュー タはIBM360/65で ,端 末機 はB,urroug.hsTC

500,1200BPSラ イ ン をIBM2703で 制 御 してい る。

ネ ッ ト ・ ワー ク につ い て は合 併 後 旧行 の支店 配 置状 況がそ れ ぞれ

異 っ てい た ので,改 めて最 も効 率 的 ・経済 的 な ものに す る よ う努 力

して い るっ

た とえば,Western地 区SouthEast地 区 は 短距 離 回線 で 直接

コン ピュー タ に接 続 し,Manchester,Wales地 区 は 長距 離 回線

が 必要 とな る。 この た め長 距 離 回 線地区 の大 規 模 支 店 は 直接 接続,

小規 模支 店 は集 線装 置(concentratorIBM3981)と す る こ

とを考 え て い る。 ま た小 規 模 の50支 店 に つい て は 端末 機 もTC

310に コン バ ー トす る な どで ある。
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3.対 象店 舗 優先順 位 の変 更

オ ン ライ ン シ ステ ムで全店 を カバ ーす る時期 は1975年 を予定 し

て い るが,デ シ マ リゼー シ ヨン にそ なえ て 当 初 計画 を一 部 手 直 し した
。

当初 は1)旧WestminsterのLondon地 区大 規 模 店

2)旧NationalProvincia1のLondon地 区大 規 模 店

3)Manchester地 区 支 店 ,以 下 そ の他 地 区 支 店

の 計 画で あっ た が,

1)大 規模 店 はBatchSystem(現 シス テ ム のま ま)

2)小 規模 店 をな るべ く多 数 今年 中に オ ン ライ ン シス テ ム 化

す る。(こ の結 果 本年末700力 店 とな る。)

●

●

4.小 切 手 の 処 理

支 店 のP…fS・ ・ti・ ・ でMICR印 字 を 行 な い,… 郵便 で セ 〃 一

に 集 め.セ ン タ ー か ら 支 店 へ はC・ ・M・ilで 配 送 す る
。

支 店 で 受 入 れ た 小 切 手 は,翌 日 セ ン タ ー で 磁 気 テ ー プ 化 さ れ,翌 々

日`口 座 か ら 引 落 さ れ る 。

セ ン タ ー は 約20台 のIBM1419で 小 切 手 処 理 を 行 な っ て い る

が ・1419に2260(DISPLAYUNIT)を 接 続 し
,Reject

(読 取 不 能 部 分)が 発 生 し た 小 切 手 は コ ン ピ ュ ー タ ー か ら2260に

映 像 をoutputし オ ペ レ ー タ ー がmanua1でinputし 直 す 方 法 を

と っ て い る。(RejectRateは5%か ら7%程 度)

TOTALCHECKで 発 見 さ れ る 金 額 相 違 のBATCHは1件 ご と に

2260Displayに 写 し 出 し てcheckす る が ,な お 違 算 が あ れ ば

printoutしcheckerが1件 ご と}C突 合 わ せ る。
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一 般 的 に は
.支 店 がEncodingす るinPut方 式 と,取 引 量 の 多 い

顧 客 の 場合 に はOCRに よ る方 式 の2種 類 がinp亘 のヲ(部分 を 占め

て い る。

5.帳 票 ・磁 気 テ ー プの 保存 な ど

1)引 落 済 小切 手 は 要求 が あれ ば 顧 客に 渡す 場 合 もあ るし,print

-oり 、tレ たstatementを 送 付 す る 場 合 も あ る 。

printpaperは6年 保 存 が 原 則 で あ る 。 ・

2)帳 票 類 鴎 マ イ ク ロ フ ィ ル ム に して 保 存 し,3年 間 以 上 保 存 を す

る 。 保 存 期 間 ね 帳 票 の 重 要 度 に よ っ て 異 な る 。 .

3)元 帳 はpaperにoutputす る 。

た だ し,支 店 が 保 存 す る 期 間 は 、 磁 気 テ ー プ 更 新 の つ どoutput

す る も の で あ る か ら一 般 に 短 い 。 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム の 場 合 は 週 サ

イ ク ル で あ る 。(COMSYSTEMStronbergDatagraphic

4440を 使 用 す る も の で あ る 。、)

4)磁 気 テ ー プ は 保 全 の た めdupl
.icatecopyを 作 成 し 他 の セ ン タ

!1,

「 で 保 管 す る 。、

6.銀 行 相 互 間 のInternalCheck

6月 現 在 で は9行(現 在 は8行 と 推 定 さ れ る)のDirectorof

contro1ク ラ ス の テ ク ニ カ ル ・ベ テ ラ ン が2行1組 で 他 行 の デ ー タ・

セ ン タ ー の 内 部 統 制 シ ス テ ム の チ ェ ッ ク を 行 な っ て い る 。 こ の1組 の

構 成 メ ン バ ー は 任 期2カ 月 で 下 図 の よ うに1名 ず つ 交 替 し て,継 続 性

を 保 つ よ う に な っ て い る。
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1月 、 ㊨ ⑲

2月 ㊤@

3月 ◎ ⑪

チ ェ ッ ク の 方 法 はInternalCheckQuestion
naireのAudit

ControlFormを 使 用 し
,Organizationa1・procedural等 に

大 別 さ れ,そ の 明 細 は 別 紙 資 料 と し た 。 こ の シ ス テ ム に よ っ て 参 加 各

行 は 次 の メ リ ッ ト を 得 て い る と し て い る
。

1)自 行 の シ ス テ ム の 欠 点 あ る い はweakpointは
,行 内 の 当 事 者 に

は 気 が つ か な い こ と が あ る の で.と れ を カ・・一 で き る
。

2)自 行 の シ ス テ ム 改 善 案 が
,ト ・ プ ・ マ ネ ー ジ メ ン トの 承 認 を 受 け

られ な い 場 合 に,第3者 の 勧 告 が あ れ ば 承 認 さ れ や す い
。

こ の チ ェ ッ ク ・ シ ス テ ム 維 持 の 費 用 は
,各 行 の 事 務 量 に 応 じ て 分 担

さ れ る 。

●

●

7.公 認 会 計士 の 監 査

財 務 諸 表 作成 の途 中 か ら公 認 会 計士 が 関与 してい る。 年1度12月

決算 で あ る ため 翌年1月 は じめか ら自行senioraccountantと 共

同 参 画す る。 この 点 アメ リカ と似て い る。

なお・ 大 規模 支 店 にた い して は公 認 会 計 士 が ,サ ン プル 方 式 で 突 合

せ 監査 を行 な う場合 も あ るが例 外 的 なケー スで あ る
。

auditapeを 使 用 し.コ ソ ピ=L-一ータで ス テー トメ ン トを作 成 して監

査 す る場合 も あ るが,銀 行 と しては 特定 の 公認会 計士事 務 所 と長 期間

にわ た り共 同 し て,InternalCheckとAuditSystemを 維 持 し

て き た。
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この よ うな背景 か ら政府 機関 にた い して もAuditの 目的 で 財務 諸報

告等 を提 出す るこ と は な い。

た だ し,EconomicalStatusに つ い て の報 告書 提 出は 必 要 で あ

.,る。

1イ ン グ ラン ド銀 行 の検 査 も受 け る こ とも な い。

8.株 主 台 帳

要 求 が あれ ば 閲覧 に応 ず るが,申 し出か ら1週 間 ま た は10日 後 に

な る。6シ リン グ の手数 料 を徴 求 す る こと とし てい る。

なま㍉ 配 当金 の 支払 期 日は 決 算後6ヵ 月 以降 で あ る。

吟
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1

フ ラ ン ス 公 認 会 計 士 協 会(Dordrede.SupremeEx

pert'sComptableetdesComptableAgr66)

o

'

(は じめ に)

フ ラン ス公 認会 計士協 会 を6月18日 に訪問 した
。

M・RobertTromelon専 務理 事M .Vialatel,M.MOr〕er氏

に 会 うρ 通訳 は 日本商 工 会議 所 フ ラ ンス駐 在 の 岡 たけ し氏が 担 当 して

下 さ っ た ので,大 変収 穫 が 多かっ た。

句

1フ ラン ス公 認 会 計士 の現 在 の問 題.

フ ラン ス の公 認 会 計 士は 現在 約1万 人 登 録 され て いる。 その 内 訳 は

会 計 士3000人,会 計士補7000入 とな っ て い る。1966年 公 認会

計 士 に関係 する 商 法改正 が監 査 役 制 度 の問 題 も含 め て行 なわ ∴,3年

後 の昨 年8月 な らび に本 年2月 に これ ら に 関す る施 行規 則 が 実 施 され

た。

公認 会 計士 制度 の改 正 の主 点 は会 計士 と会 計 士補 の 並 列的2制 度 を

一 本 に して しま うこ と
,す なわ ち会 計士 補 の制度 を1972年 以 降 廃

止 す る こ とに あ る。 こ の制 度 の 移 行 は順 調 に進 ん でk・ り,71年 に は

会 計士 と士 補 の比 率 は50:50に なb,72年 以 降は 公 認 会 計 士補

が次第 に減 少 してい くこ とにな ろ う。

この 公認 会 計士 制度 の改正 と並行 して 監査 役 制 度 の 改正 が 行 なわ れ

て い る。 これ ま で の監 査 役 は会 計 に十 分 な知 識 を持っ て な い も ので も

監 査 役}て な るこ とが で きた が,今 後 は1964年 か ら1968年 の4

年 間 に わ たっ て 監査 業 務 を 行 なっ て い た もの 以外 は原 則 と して監査 役

一187一



に な る こ とは で きな い こ とに なっ た。 新 しい 制 度 で の監査 役 は 会 社 の

定款上,執 行 委員会制度 を採用 した会社について のみ設 け られ るこ と

に な り,監 査役 を設 け る か ど うか は,会 社 の任意 に 委 ね られた 。 しか

し新 商法 下 に おい て も,殆 ん ど の フ ラ ンス の会社 は,監 査 役 を廃 止 し

て い ない との こと であっ た。

公 認 会 計士 は 企業 の 財務 会 計全般 に わたっ て コンサ ル ティ ン グ の た

めの 助言 を企 業 に対 して 行 な うこ とを 含 むが,監 査 役 は 主 と して法 律

問 題 の 判断 をす る。 、

2.公 認 会 計士 とEDP会 計

一 般 的にい っ て
,フ ランス では 公 認 会 計士 がEDP会 計 につ い て の

知 識 を十 分 に持 っ て い る とは い え ない。 公 認会 計士がEDP会 計 の 監

査 を 行 な う場 合,一 定 の 監 査 手 続 書に従 っ て 行 な うこ とに なっ てい る。

この監 査手 続 書 は手作 業 会 計 に おけ る監 査 手 続 を基 準 に作成 さ れ ,E

DPに よる会 計処 理 の 内容 を コ ン トロー ル す るこ ど を目的 に してい る。

監 査の 具 体 的 方 法はEDP処 理 を行 なっ て い る会計 部 門 のサ ン プル

調査 と 当該 部 門 の アウ トプ ッ ト資料 の突合 を重 点 に 行 な っ てい る。 ま

た大 企 業 に つい て は個 別 の 監査 プ ロ グ ラム を作成 した り,あ る いは テ

ス トデ ック の方 法 に よる監 査 も 行 なっ て い る。 オ ン ライ ン シ ス テム を

導入 してい る企業 は ま だ少 い といえ る が,オ ン ライ ン導 入 企業 の監査

は3ケ 月 あ るいは6ケ 月 に1回 程度,公 認 会 計士 が必 要 とす る部 門 の

プ リン トア ウ トを 要 求 し,そ れ を もとに して の監 査 を行 なっ て い る。

●

4
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3.公 認 会 計士 と税 務 調 査

フ ランス 企 業の 税 務 申告 は 公 認会 計士 が 申 告 計算 を 行 ない ,納 税 申

告書 にsignを して税 務 署 に提 出 さ れ るケ ース が多 い。 税 務 調査 は こ

の 申 告書 に も とづ き企 業 ある いは 公 認会 計 士 に対 して質 問 が だ され る。

通 常,公 認 会 計 士 は 納税 申告 書 の基 礎 資 料 とな る企 業 の財 務 諸 表 を税

務 署 に 説明 す る こ とに なっ てい る。 企 業 がEDP会 計 を導 入 して い る

かい ないか を問 わ ず フ ラ ンス税 法 では 会 計 記録 の保存 につ い て は

visibleな 形 を要 求 して い る ので,公 認 会 計士 もそ れ に 従っ て 納税

申 告 に必 要 な資 料 を準備 してい る。

税 務 調査 は1年 間 に フ ラ ンス企 業 の10%程 度 に対 し て行 なわ れ て

い る。 調査 が精 密調査 のか た ちで 行 なわ れ る のは全 体 の2%程 度 で こ

れ は脱 税 の疑 い の あ る場合 と考 え て よい。 大企 業 の 場合 は 公 認 会 計 士

に よる企業 経 理 の監督 が十 分 で あ る亡 と も あ り,税 務 調査 の重 点 は 準

備金,投 資,在 庫,減 価 償 却 に おかれ て い る。

●

●

4.会 計 記録 の 保存 期 間 と保 存 方 法

フ ラン スで は 会 計記 録の 保 存 期 間は税 法で は5年,商 法 で は10年

と 左っ てい る。 保存 期 間 の短縮 が 要 望 され てい るが,大 蔵省 が これ に

反対 して い る。 保存 の 方 法 は す べ てvisibleな 形 での保存 を 要 求 さ

れ て いる。 したが っ て,EDP会 計 を導入 し てい る企業 の 場合 で も,

磁 気 テー プあ るい は デ ス ク等 に保存 さ れてい る記 録 は すべ て プ リン ト

アウ トす る こ とが必 要 で あ る。 な お マ イク ロ写 真 は一 般 の企 業 で はほ

とん ど用い られ てい ない 状 況で,政 府 機 関 の一 部 が これ を利 用 して い

る にす ぎなレ㌧

一189一



5そ の 他

1フ ラ ンス 企 業 の 内部 統 制

フ ラ ンス 企 業 ではEDP会 計 の 導入 の有 無 に かか わ らず
,内 部 統

制 を 重 要 視 して い ない 。現 在 フ ラ ンス国 内 で営業 を行 なっ て いる企

業 で内部 統 制組 織 の 確立 してい る企 業の 多 くは国 際 企 業 あるい は 外

国籍 企業 で あ る。 フ ラ ンス の経 営 者 が内 部統 制 を好 ま ない理 由は こ

れ に よ って余 分 な経 済 的 負担 が かか るか らで ある とい う。

ii公 認会 計 士 参 加 の コ ン ピュー タ計 算 セ ン ター につ い て

すで に のべ た よ うに フ ラ ンス で は コン ピュ ー タ導 入 は企 業 の経 営

情 報 の適 確 な把 握 を 目的 と して お り,ま た公認 会 計士 の 業務 も企 業

に対 して正 確 な経 営 情報 を 与 える とい う こ とが含 まれ て い る こ とで

も あ り.フ ラ ンス では 公認 会 計士 が 組 織 して い る コ ン ピュ ー タ計 算

セ ン タ ーか い くつ か あ る。C.C .M.Cは そ の 代表 的 左 もので あ る。

こ とでは 約25000社 の 中小 企 業 の 記帳 代 行 を委 託 さ れ て お り,コ

ン ピュー タ を用 い ての 経営 情報 の提 供 ,納 税 申告書 の作成 等 を行 な

い,必 要 な サ ー ビス を提 供 して い る。 この他 株式 会 社 組 織 と して の

公 認 会計 士事 務所 もC・C・M・Cと 同」 の計 算 セ ン タ ー業 務を 行 な っ

て い る と とろ もあ、る。 な お株 式 会社 組 織 の公 認、会計 士 事務 所 は全 国

で100近 くあ り,1200人 程 度 の会 計 士 が これ に参 加 してい る。

iiiEECと フ ラ ンス 公 認 会 計士

EECの 経済 統 合 計画 は次 第 に すXん で い る。 人 的 自由化 も進 め

られつ つ あ り,会 社 法 の統一 も検討 され て い る。 す でに のべ た,フ

ラ ンス商法 の 改正 は こ のEECの 経 済 統合 を考慮 し て の措 置で あ る3

・'
.当 面 の 公認 会 計 士 の 問題 の検討 は ブ ラ ッセ ル に あ る ヨー ロ ッパ 公 認
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会 計 士 連 合 が 中 心 に行 な って い るが,各 国 の 公認 会 計 士の 水 準 の 相

異,専 門 家 の移 動 の 自由 の停 滞 が大 きな阻 害 となっ てい る。 これ は

各 国 の商事 法 の基 本 的 な違 い が 原 因 となっ てい る の で,こ れ を早急

に解 決す る ことが 重要 で ある。 しか し,法 的基 盤 ,沖 思想 の 相違 に

よ って,こ の統 一作 業 の進 行 はか な り遅 れ てい る。 加 え て イギ リス

のEEC加 盟 が現 実 とな っ た場合 ,こ の法制 のff-一一は 一層 遅 れ る可

能性 が あ るの では な い か とフ ランス 人は考 え て い る。

`

●

＼

ー

」

×

.

■
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CCMC(CompanydeCentre

MecanoComputer)

●

'

(は じめ に) ノ
6月18日(木)午 後CCMC(SocieteDExpertiseComptable)

を'7,RueD/Anjoti75.ParisWの 事 務 セ ン タ ー に 訪 問

し た 。

MichelDeleanE.S.C.p ノ
ChefDllCentreD'AssistaneeTechnique

DeParis

Yves.Hhnnover

の 両氏 か ら同社 の 現状 と シス テ ムに つい て説 明 を きいた 。

当 日は 午 前中 に公認 会計 士 協 会 を 訪 問 した が その さい,CCMCの 見

学 を 勧め られ た こ とが訪 問 の 動機 で ある。 た だ し当初 はIBM1401

カー ドベ ース マ シ ン を使 用 して い る との こ と で過 小評価 に 陥 る と ころ で

あ っ たが,さ らに 現在 の顧 客数25,000と い う数 字 を示 さ れ,大 型 コ

ン ピュー タ ・シ ステ ム の 存 在 を予 想 した の で,好 意 を受 け る こ とに な っ

た とい う経 緯 が あ る。

◎

■

1.会 社成 長 の 経過

CCMCは1966年 か ら67年 に か けて 大 きく拡大,'発 展 し,株 式

会 社 組織 に な った。

しか し,.1947年 創業 当初 はわ ず か に4名 か ら5名 程 度 の 公認 会 計

士 が 共 同 してNCR31号 電動 会計 機 で 処理 した 程 度で ある。

一193一



1952年 に はIBMのPCS.421型 会 計機 を使 用,1962年

IBM1401電 子計 算機 を導入,1968年IBM360/50('リ

ヨ ンに セ ンタ ー を建 築)近 くに360/65に 切 替 え を 予 定 と い う よ

うに加 速度 的 な発 展 を して きfc。 売上 伸び 率 年 間35%～40%。

リ ヨン のセ ン ター だ け で も600名(内300名 は キ ーパ ンチ ャ ー),

全 フ ランス では1,700名 の社 員 を持 って い る。

ま た,出 資者(株 主)公 認 会計 士 も1,500名 に なっ た。

と くに・ 昨 年 は・ ソシ ェテ ・ジェ ネ ラル銀 行,B・N・Pの2行 が 出

資 し,当 社 の株 式 を45%所 有 す るにい た った。

昨年 の売 上 高 は3,000万 新 フ ラン(邦 貨 換算20億 円)で は あるが,

国 際 的規 模 か ら見 れば ま だ小 会社 で ある と考 え て い る。

e

へ

2.フ ラン スの 会 計 処 理 現況

一 般 に フ ラン ス企 業 の 経 営 者は ,内 部 統制 に経 費支 出 をす る こ とに消

極 的 であ る とい わ れて い る。

税 務 当局 の調 査 がか な り きび しい と さ れ るの も,会 計 シス テ ム あるい

は 会 計 思 想 の 遅 れ に基 因 して い る とい う説 も聞 か れ た。

た とえ ば,公 認 会計 士 は 約3,000名 で英 国 に く らべ て7%程 度 で あ

り,大 学 新 率 者 の公 認 会計 士 志望 者 も少 なか った点 な どそ の 裏 付け が 認

め られ る。

しか し最 近 に なって新 進 の公 認会 計 士志望 者 が 出 は じめた こ とに一 つ

の期 待 がか け られて い る,,

一 方 ,大 企 業 は 独 自の コ ン ピュ ータ設 備 を持 ち,そ の 余 力 で計 算 セ ン

タ ー業 務 を行 な って い る場 合 もある。 百 貨店 ・チ ェ イ ン ス トア ・石 油工

ー一194-一
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業 会 な どが そ の例 で ある。 こ のほ か コン ピュ ータ メ ー カーの経 営 す る計

算 セ 〃 一 もふ くめ てCCMCの コンベ テ ィ タ ー とな ってい る
。

大規 模 銀 行 の 中 に も顧 客 か らの受 託業 務 と 自行 の コ ン ピュ ータ で処 理

して い るケ ー スが ある が,そ の 対価 と して イン ヴ ォイス を発 行 しない カ、

ぎ り法 の規制 に は ふれ な い と され て い る よ うで ある。

このほ か パ リ市 内だ け で約120の 中小 計算 セ ン ター が あbIBM

360/20・25程 度 の小 型 コン ピュ ー タ を使 用 して いる と ころ が多

い が,ま ず 採 算 点に 達 した も のが相 当数 で あ ろ う と考 え られ る
。 フ ラン

ス 全国 で はか な り計 算 セ ンタ ーの数 が増 加 して い る
。

計 算 セ ン タ ーの 利 用 者 は,当 然 中小 企 業 が大 部 分 を占め,自 力で コン

ピュ ー タ を導入 す る 初 頭 経費 ・要 員増 を避 け ,事 務量 に 見合 った 経 費支

出 で 賄え る点 に そ の原 因 が ある。

利 用 者 のメ リッ トと しては,手 作 業 よ り も正 確 な会計 処 理 が行 なえ る

こ と。 税 務書 類 や社 会 保 障機 関 報 告 の整備 が で きる こと,経 営 管理 の た

め の情 報 ・顧 客 情 報 な ど入手 で きる こ と な どが あ る。

CCMCの 提 供す るサ ゴ スは直雛 嶋 務 処理 を依 託する公認会計

士に対 してなされ,対 価の料金 も公認会計士か ら受 けとる ことに特徴が

ある。 出資者以外 の公認会計士 で も顧 客 となる こ とはで きる し,昨 年出

資者 となった2つ の銀行 も独 自の業務処理を依頼 しているので受託事務量の

供 給 源 は 確保 さ れて い るわ け で ある。

25,σ!0∵0企 業 の会 計 監 査 は計算 を 依託 した 公 認 会 計士 の責 任 で あ り ,

その大部分 ぱCCMCの ・計算 サー ビス を通 じて自動 的 に実 施されていることになる

'
が・⇒これ らの企 業 に つい て は さ らに一 歩 を進 め て 税 務 調査 の省 略 ま た は

簡素 化 も検 討 され て い るは ず で ある 。 条 件 と して はCCMC1の シ ス テ ム
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とプ ロ グ ラムが 税 務側 の要 求 を満 た して い るこ とが 必要 であ るか ら,こ

の点 の検 討 が 当 然行 なわ れ る で あ ろ う。

3.デ ー タ処 理 の概 要

企 業 で発 生 した取 引 原 書類 は,勘 定 科 目ご とに分 類 して持 込 ま れ・ キ

ーパ ン チ ・ヴェ リ ファ イ ・チ ェ ッ ク ・第 一 次元 帳作 成 の手続 をふん で い

'
る。

た だ し,1969年 か らCDC915型 のOCR(光 学 読 取 装 置)を

使 用 し,パ ンチ カ ー ド方 式 か ら切 り替 え る こ とに して きた。

こ の場 合 には,タ イプ ラ イタ な どの 機 械 印字 を され た 紙 が 原資 料 と し

てOCRを 通 じ,磁 気 テー プに 変換 され る こと とな る。

現在 も300名 のキ ーパ ンチ要 員 が残 ってい る の で,カ ー ド穿孔 ・

OCRの2方 式 が イン プ ッ トの 主 流 で あ るが,い ず れ も磁 気 テ ー プに変

換 され る点 は共 通 で あ る。

第一 次 の元 帳 デ ー タ は,チ ェ ッカ ーに より手 作業 を加 え て,第 二 次元

帳そ の 他 諸 表の チ ェ ック作 業 の基本 資 料 と なる。

日 日持 ち込 ま れ る原 資 料 に もとつい て作 成 され る ア ウ トプ ッ トは簡 単

な形 式 の もの で あるが,依 頼 者(公 認 会 計 士)を 経 由 し・ 各 企 業 に 返 さ

れ る。

月 末時点 では,精 細 な諸表 を 綴 り合 わせ た もの が作成 され る・

な お,パ ン チ カー ドは 磁気 テ ー プに変 換 後 は 廃棄 し,磁 気 テ ー プは お

の お の の企 業 ご とに 会計 期 間 中保 存 し,期 末か ら1ヵ 月後 に 消去 す る。

25,000企 業 間 の 貸 借取 引 は全 量 の 約40%に 達 して い る の で・ こ

の部 分 に つ い て は磁 気 テ ー プで銀 行 に 決 済資 料 と して渡 され,口 座振 替
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が 自動 的に 行 なわ れ て い る。
'

水道 ・ガ ス ・電 気 な どの公 共 料 金 や税 金 も,磁 気 テ ー プを 資 料 と して

銀 行 口座 振 替 が 自動化 され て い る。

企 業 相 互間 の貸 借 を 自動 振 替 に よ り決 済す る方 法は,全 般的 に 見通せ

ぱ合 理 的 な シス テ ム で あ る が.対 象企 業 と くに支 払 側 で は 従来2～3か

月の 余 裕期間 が1か 月 程 度κ 短 縮 さ れ る こ とに なるの で,す べ て歓 迎 さ

れ て い るわ け では な い との こ とで ある。

4.今 後 の問題 点

現状 で は,フ ラン ス の正 規 の帳 簿 は手 書 き帳 簿 また は ハ ー ドコ ピーに

限 られて い る。 会 計 書 類 を マ イ クロ フ ィル ム で保 存 する こ とは 行政 裁 判

の判 例に よ って是 認 され て は い る が,米 菓 で の磁 気 テー プ の証週 能 力 の

容 認 ・COM(コ ン ピュ ー タ,ア ウ トプッ ト,マ イ ク ロ フィ ル ム)が 多

用 され て い る状 態 に比 較 す れ ば2段 階の 遅 れ,西 独 の マ イ ク ロ フィル ム

容 認 と磁 気 ファ イル の立 法 化 検 討 中の 状 況 に比 して1段 階 の遅 れ が認 め

られ る。

CCMCで 面 接 した時 間 の終 りごろ に今後 の問 題 点 と して,適 用 業務

の拡 大,利 用 者企 業 の業 容 拡 大 に伴 う事 務 量 増加,コ ン ピュ ータ の プ リ

ン ト事務 増 大,新 規 利 用 者 契 約時 の分 析 な どの諸 点 が あげ られて いた。

しか し,従 来 の公認 会 計 士 が 単 独 で,監 査 ・税法 ・一般 経 営 の 問題 な

ど どち らか とい え ぱ 広 く浅 い取 り組 みか た であ った もの が,大 同 団結 と

コン ピュー タ利 用 に よ り,そ れ ぞ れ得 意 の 分 野 で専 門 的 な分 掌が 可能 に

な った こ と,利 用 先 各企 業 の 会計 シ ステ ム の 水準向 上 な ど実 績を あげ『て

い る とい う点 は 注 目に あ た い しよ う。
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ド
フ ラ ン ス 大 蔵 省(MinistereDes

Finances)の 調 査 報 告

(は じめ に)

6月19日 ㈲ 午 前,約2時 間半 にわたbフ ランス 大 蔵 省 を訪 問 した。

フ ランス大 蔵 省 側 の 出席 者 は,次 の とお りで ある。

ぐ
Ren6Rou・stide(Sou.s・ ・DirecteurA-uMinistere

DesFinances大 蔵 省 次 長) ハ
AndrELhote(DirecteurDepartementalDesImpots

租 税 部 長) ハ
TeanGaulon(InspecteurPrincipalDesImpots

租 税 高 等 検 査 官)

1,申 告 状 況 等 の 概 況

(1)納 税 者 の 状 況

納 税 者 数 は,1969年 に 全 国 で 値 入1,260万 人.法 人200万

八
社 で あ る 。 法 人 の う ち,・ 会 社 利 益 税(impotsurlesb・enelfices

ノ 　

dessocietes)を 納 め た も の41万 社,中 小 企 業 の 包 括 利 益 税

ハ

(impotsurlesantrespersonnesmarales)を 納 め た も の

160万 社 で あ る。

フ ラ ン ス 大 蔵 省 も,法 人 の う ち,ど の 程 度 の も の が コ ン ピ ュ ー タ 会

計 を 適 用 して い る か に つ い て の 統 計 的 資 料 を も っ て い な い 。 調 査 上 も

EDP会 計 も 手 書 会 計 も す べ て 同 じ取 扱 い に な っ て お り.申 告 書 様 式

も全 く 同 一 で あ る 。
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② 帳 簿保 存 要 件 等

フ ラン ス商 法 第11条 に よれ ば,商 人 の貸 借 対 照表,損 益 計算 書,

日記 帳 お よび財 産 目録 な らび に受 信 した通 信 お よび発送 した書 信 の写

しは・10年 間 保存 す る 必要 が あ る。(条 項 内容 ・参 考 資料7)

ま た,税 法 に よる課 税 消 滅時 効 は4年 で ある。 た だ し,例 外 と して,

損 失 の繰 延べ,再 評 価 等 個別 的 な事 項 に つ い ては,納 税 者 の利 益に 属

す る もの で あ り,遡 及 す る こと が ある が, .これ に つ いて は,会 社 側 が

証 拠 を示 す義 務 が ある。

(3}マ イク ロ写 真

会 計 書 類 を マ イ ク ロ写 真 で保 存 す る こ とにつ い て は,税 一 般 法 の解

釈 に関 する 行 政裁 判 の判 例 に よって,是 認 され て い る。

(4}検 査 官 の調査

直 接税 の検査 官は,直 接 税 の みな らず,間 接 税(付 加価 値税 を含 む.),

財 産税,登 録税,印 紙 税 に つ いて も,同 時 に検 査 権 を有 してお り,か

つ,納 税 者 の備 え る一 切 の書 類 に つ いて の検 査 権 を有 して い る。 個 人

た る と法 人 た る と,大 会社 た る と小 会社 た る と,公 認 会 計 士 が監 査 も

の で あ る とある まい と,す べて に 関 係 な く調査 が行 なわ れ る。 ま た,

納 税者 の 取 引 先 の帳 簿 の検 査表 も有 して い る。取 引先 を調 査 す るか ど

うか は,検 査 官 の判 断 に よる が,実 際 に は 相当 や ってい る との こ とで

あ る。

2.EDP会 計 帳 簿の 取 扱 い

田 現 状

EDP会 計 帳 簿 の 税 務 の取 扱 いに つ い て は,フ ラ ンス政 府 も日本 と
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全 く同 じ よ うな悩 み を持 って い る とい うこ とで あ るが,ま ず,調 査 の

現 状 に つい て み るに,現 段 階 で は,調 査 に当 って は,検 査 官 は必 要 な

書 類 の プ リン トア ウ トの呈 示 を 要求 し,い わ ゆauditingaround

thecomputer方 式 に よって 調査 を してい る。 これは,前 述 の よう

に商 法上 会 計 書 類 の保 存義 務 を要 す る こと とされ て い る こ とを 前提 と

す る もの で あ り,プ リン トさ れ た 仕 訳帳,元 帳,B/S,P/L等 を

見て い る。 な お,コ ー ド灸 箸 も当然 提 出 させ て い る。 ま た,会 社 の 会

計 処 理 も,シ ス テ ム 自体 は従 来 の古 典 的 な シ ステ ム を機 械 化 した 程度

に とどま って い る のが 大部 分 で ある とい うこ と で ある。

した が って,検 査 官に 対 す る コン ピュー タ の教育 は,正 確 に い えば

準 備 段階 に とどま って い る。 今 ま で の ところ,検 査 官に対 して は,

EDP会 計 の 調 査方 法 につ い て の簡 単 な パ ン フレ ッ トを配布 した程度

で ある。

ま た,イ ギ リス の場 合 と異 な って,会 社 経 理 に つ いて 会計 士(Expel

Comptable)ま た は会 計 士 補 が証 明 を した か ど うかは,検 査 官は 余

り考 慮 して い な い。 なお,フ ラ ンス政 府 の 調査 は,毎 年 抽 出的 に企 業

を選 び,各 年 巡 現 す る よ うな計 画 をたて て 実施 して い る。 大 会 社 で あ

って も.'少 な くと も4年(時 効期 間)に1回 は 調査 す る こ とを原 則 と

して い る。

② 今 後 の 検 討

a.当 面 の問 題 点

EDP会 計 に つ いて は,フ ラ ンス の 検査 官は,企 業 調査 の 際 に,

情報 処 理 の 発展 に よ り基 本 的 な会計 書 類 が だん だん 減 りつ つ ある こ

とに悩 み を持 って い る。 そ して こ の煩 向 に つい て,ど の よ うに検 査
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官 が対 処 す るか ・ ある 種 の セ ー フ ガー ドを と るか ど うか が今問 題 と

さ れてい る。 た だ・ 現在 の と こ ろでは,こ の点 は理 論的 な問 題 に と

どま ってい るが.将 来 企業 が全 般 的 に情 報 処 理 を実 施 しよ うとす る

と問 題 が 生 ず る とい う認 識 であ る。

b・ オ モ ロゲ(homologuer)に よる調 査 免 除

EDP会 計 の 帳 簿 書類 につ い て,い ま フ ランス大 蔵 省が 考 えて い

る の は・ 企 業 ま た は デ ータ処理 セン ター と契 約 し,政 府 が 承認

(homologuer)を 与 えた 企業 につ いて は,EDP会 計 面 の 調査 を

免 除 す る とい う方 向 で ある。

そ の構 想 と しては,コ ン トロール の確保 ・のた めには,プ リン トさ

れ た最 終 書 類 では 不十 分 な の で,原 始書類,プ ロセデ ュ ア関 係 も準

備 す る よ う義 務 付け る。 そ の ような一定 の要 件 に従 って い る 企業 会

計 に つ いて は ・ 税 務 署 がオ モ ロゲ(承 認)を 与 え,EDP会 計 面 の

調査 を免 除 す る とい う考 え 方 で あ る。 しか し,具 体 的 内容 に つい て

は,い くつ か の ア イデ アは あるが 具 体化 す る に は至 って い な いが,

要 す る に税 務 当局 の 要 求 す る項 目 を守 る プ ログ ラ ムで あ る こ とに ょ

っ て,一 種 の 保 証 が 得 られ る とい うもので あ る。

オ モ ・ グは,だ とえばC.℃ 証C{注)の 、 う掛 算 セ ン。 一で扱

う中小 企 業 に つい て は そ の計 算 セ ン ター に承 認 を与 え,大 企業 の よ

うに 直接 自分 で処 理 して い る企業 に りいて は,直 接承 認 を与 え る こ

とを考 え て い る。

こ の方 式 ,は,数 か 月 前 か らの計 画段階 の もの に過 ぎない が.す で

に い くつ か の企 業 と非 公式 に 打 診 してお り,ま た,計 算 セ ン クー と

も話 し合 って い る。 今年 の 後 半 には,公 認 会 計 士協 会 と交 渉 する 予

一20'F



定 に なっ て い る。

㈹C.C.M.C.は,フ ラ ン スの会計 士数 百人 が株 主 とな って

作 った計 算 会 社 で,監 査 に 当 って 会 計 士 に コン ピュ ー タ を利

用 させ る ほか,現 在 約25,000の 中小 企 業 のデ ー タ 処理 を

行 な ってい る 。 しか し,大 蔵省 の 見方 に よれ ば,そ のデ ー タ

処理 は,あ ま り進 歩 的 な も の で な く,古 典 的 な 処理 を行 な っ

てい る。

c.磁 気 テ ー プ保 存 の 問題

ア メ リカ内 国 歳入 庁 の64-12ガ イ ドライ ンの磁 気 フ ァイル保

存の取 扱 いに つ いて は,フ ランス大 蔵 省 は よ く知 って い ない とい う

こ と で あ っ た 。 大 蔵 省 の 見 解 に よれ ば,磁 気 テ ー プ保 存 の 問

題 は,フ ラン ス で は ま だ生 じて い ない し,裁 判 所 もあま り好 ん で い

ない。 もち ろん,フ ラ ンスで も,将 来 は も っ と弾 力 的 に扱 うとい う

こ とは十 分 考 え られ る が,調 査 の 性質 上,磁 気 テー プ保 存 を全 面的

に認 め る の は問 題 で あ る,と い うこ とで ある。

彼 らは,日 本 の問 題 意 識 の方 が フ ラ ンス よ り進 ん で い る と思 って.

い るが,今 年 の後 半 か ら この問題 につ いて 検討 を進 め る こ とに な っ

て い る。

禽

3.フ ランス 大 蔵省 の デ ー タ処 理

会社 か ら提 出 され る法 人税 の 申告 書 類 は.大 蔵 省 の コン ピュ ータで処

理 され てい る。 そ の 目的 は,① 統 計 資 料 の作 成 と② 税 務行 政 の コ ン トロ

ー ル で ある。

こ の コ ン ピュ ータ処理 の ため,申 告 書 様式 は,大 蔵 省全 国 統一 の もの
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を定 め.法 人 ・個 人 か ら提 出 さ せる 。

入 力項 目は,86項 目の もの と230項 目の もの とが ある。 法 人税 申

告 を磁 気 テ ー プで行 な うとい うこ とは,将 来 の問 題 と して は 考え られ る

か も知 れ ない が,現 在 の と ころ は検 討 され てい な い。

デ ータセ ン ターは,来 年 度 に全 国 で15の セン ター を設 け,全 国 ネ ッ

トを完成 させ る 予定 で ある が,現 在 は,そ の一部 分 だ け実 施 して い る。

現 在処 理 して い るのは,所 得税 だけ で あるが,近 い将 来 は,付 加 価 値

税 も処 理 す る計 画に な って い る。

●

,
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ノ1リe="=オ ン 銀 行
.(B・nqu・d・'11・ ・"i・n

P・ ・i・i・ ・n・ 一一.qF,qS)

`

(は じ め に),

臼 ・7日 … リ・ユ'二〃 鮪 を訪問 し.崎 の・ン ピュー 。利用

状 況 に つ い て 説 明 を う け た 。 先 方 の 出 席 者 はF .Dentz氏(Director/

Adioi・t)
・J・P…i・ ・e氏(S・n・Direet・r),ktsよ び 酬 ま さ を 氏

で あ る 。
■

■

,

1.1904年 設 立.資 本 金6400万 フ ラン
,預 金高20億6400

万 フ ラ ンの フ ラン ス に おけ る主要 な商 業銀 行 の一 つで あ る
。

2・ 使 用 して い る主 要電SWはGE4'・5
.2台,ブ ル ガン マ 、 。型 、

台 と最 近 導入 したIBM360/40 ,1台 で 端 末 機 と してIBM2260

を5台 設 置 してい る。 この端 末機 は 現在 はON-SITEに 設置 し

INQUIRYと 運 用株 式 の デ ー一・収 集 な ど にイ吏用 してい るが
.来 年

か らは支 店 に も設置 してCUSTOMER-SERVICEに 使 用 す

る計 画 で ある。

3・ 当銀 行 のEDP会 計 は社 内用 デー タ と顧客 デ ー タ との2つ の デ_タ'

形 式 に も とず い て い る。 本 年10月 か らこの2つ の 系 列 をIBM360
,/

40を 使 ・て処 理 する よ う繍 しひ る
・社 内 の 会計 業 弊 つ い ては,

すべ ての 勘 定 科 目.試 算表,貸 借 対 照表 ,損 益 計算 等 が 電算 機 で 一 貫

して処理 さ れ.中 間 に人 手 を入 れ る こ とは して い な い
。

当行 の支 店 は 約120力 店で あ る が,同 系統 の他 行(ス エ ズ,鉱 山

ユ ニオ ン銀 行 と思 われ る)約50力 店 も同一 システ ムkl処 理 す る予 定
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で あ る 。

、

ター ンア ラン ドタdAacつ い て醐 在 の と ころメ ー ル の関 係 で3日

を要 してい るが.来 年3月 か らは 翌 日中 に出 す計 画 で あ る
。

現在 で も・ .パ リ市内 だ庭 らば 翌 日に 出そ うとす れば 出せ る が
.地

方 につ い ては ま だ無 理 で あ る。 支店 の う'ち最 も遠い処 は モ ン テ カn'ル

で あ り,合 併 会社 で 当 行 との連 絡 が 密 で ない もの もある とい
った 事情

が あ るか らで あ る。 コー ドに つい て は
,チ ェ ッ クデ ィ ジ ッ ト法 に よる

5桁 を使 用 してい る。

顧 客 サ ー ビス分 野 で,の ・ン ピュ ー ・使 用 は来年3月 か ら実 施 の予 定.

で あ り.ガ ス.水 道等 の 自動 支払 業 務 も来年 度 か ら実 施 す る
。 この場

合.デ ー タの や り と りは,磁 気 テ ー プ をベー ス にす る
。 フ ラン ス に お

い ては.1000フ ラン以 下 の小 切手 は 手形 交 換 を磁 気 テー プで行 な

・て 助,と れ が 鮫 換 量 の約80%を 占め て い るの で
.,ン ピュ_

処 理 には 極 敬 好 都合 で あ る.こ の システ ム醐 在 の と ころ では パ

リ市 内 の4～5の 主要 銀 行 間 で協 定 が 出来 てい る程 度 で あ る
。 英 国に

く らべ る と遅 れ てい るの で,全 国 を カバーす る シス テ ム も検 討 中 で あ

るo

4・ コン ピュー タへ の イ ン プ ・ ト ・デー タの 投 入は
.現 在 の と ころ.紙

テー プを メー ル で送 る こ とに よっ てい る
。'又,磁 気テ ー プは三 世代 保

存 してい る が・ パ ン チ ・カー ド,紙 テ ー プは一 両 帥 に 験 す る
。

顧 客 との交 換 文 書 は10年 間 保存 が義 務づ け られ てい るが
,5年 以

上 の場合は汐 イク ・写真で よい ことに法律改正がなされ る見通 し で

ある。重 要台帳 とか 日計伝票 は銀行の必要上30年 間保存す ることに

し て い る 。
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5.デ ー一夕 ・ベ ース を社 内用 ,顧 客 用 に分 げ るが.顧 客 用 デ ー タはCI

(Customerl・f・ ・m・ti・n'F'ile)に 発展 させ縫 管 理 の 有 力 な・

段 と して活 用 で き る よ うに 設 計 し てら る。

この デー タの 入 力 資料 は 支 店 が 記 入 して.セ シ ター が 穿 孔 ヵ_ぷ

作 成 す る こ とに な る。 この フ ォー マ ッ ト2表 とア ウ トプ ッ ト ・プ 「)1

トフ オー ム1表 は別 紙 資 料 と して添 付 した。 この ア ウ トプ ッ トは 支ノ

保 管 で,変 更項 目は そ の つ とセ ン ター に報 告 して,更 新 され る こ と;

なる。

6.オ ン ラ イ ン ・リア ル タ イ ム ・システ ムは運 用 株 式 ・証 券等 の業 務 に

適 用 さ れ るが.こ の理 由と して 全預 金 量 の60% ,全 資 産量 の50%

を占 め てい るた め と考 え られ る。

わが国の商業銀行 とは.資 産運用 の形態が異 ってい る点 に注 目すれ

ば.企 業 独 自の シス テ ムと して当 然 とい え よ う。

ρ
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'ルr－ セ ル ● ユ ク ラ フ 社(RO
usselUciaf)

(は じ め に)

6月19日,パ リ ー 郊 外 ロ マ ン ヴ ィ ユ に あ る ル ー セ ル ・ユ ク ラ フ 社

(Rousse1-Ucluf)の 情 報 セ ン タ ー を訪 問 した 。 調 査 の 目 的 は,当 社 の,

会 計 シ ス テ ム お よ び 帳 簿 書 類 の 保 存 等 に 関 す る 問 題 を 検 討 す る と と に あ

っ た 。

1.情 報 セ ン タ ー の 概 況

情 報 セ ン タ ー に お け る 主 要 機 器 の 種 類 と そ の 所 在 地 は 次 の と お り で

あ る,,

ロ マ ン ヴ イ ユIBM360/40

モ ン トル ー ジ ュ1'CL1902(近 くICL1970に 変 え る 予 定)

マ ル セ イ ユiBM1440

情 報 セ ン タ ー は,経 理 担 当 の デ ィ レ ク タ ー(Dir.FinaCier)直 轄

の 組 織 と な っ て お り.セ ン タ ー一 の 長(ChefduCentre)の 下 に ,,

管 理(Gestiop)担 当 次 長 と シ ス テ ム(Systるme)担 当 次 長 を 置 き,1

分 析(Analyse).プ ロ グ ラ ミ ン グ(Progra㎜ation),操 作(Exr

Ploitatig・)の3セ ク シ ・ ン に 分 け て 運 営 さ れ て い る ・

2.EDP会 計 の 実 情

現 在 当 社 に お い て コ.ン ピ ュ 一 夕 を使 用 して 行 な って い る 業 務 の 概 要 は

'次
の と お り で あ る。

(a).購 入 業 務(発 注 ・購 入 。検 収 業 務 の 管 理)

(b)化 学 合 成 品 の 生 産 管 理 業 務
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(c)医 薬品の 生産管理業務

(d)販 売業務(離 の販売統計親 び医薬品幽 する噛 調査業務

等)

(e)労 務 関係業 務(対 象 人 負6,000人)

(f),会 計 業 務(固 定資 産 会 計,棚 卸 資産会 計,原 価 計 算 そ の他)

(g)技 術 計 算

以 上 の うち会 計 業 務 の 占め る割合 は,技 術 計 算 を除 外 した(a)～(f)の 業

務 の うb約50%で あ る。

な 司 会 譲 務 の 内容 に つ い て若 干補 足す オ・ば ,次 の と助 で ある。

(1)ま ず,連 結 計 算 の 現況 で あるが,当 社 の 主力 工 場 は4工 場 で あb ,

各 地 に支店 お よび 国 内 。海 外 あわせ て30社 の計60の 子 会社 が あ

るo

支店 ・工 場 ご との 会 計 はEDP化 ・され て お り,工 場 の 会 計 の集 計

計 算 もEDP化 さ れ て い る が,支 店 を含 めた 全社 の集 計 計算 のEDP

化 は ま だ実 現 してい な い。

② 次に固 定 資 産会 計,棚 卸 資産 会計,原 価 計 算 等 の 会計 サ ブ システ

ムは それ ぞ れ の 範 囲 で は トー タル シ ステ ム的 に設計 され て い るが
,

会 計 全 般 と して 見 れ ば,そ れ ぞ れ が独 立 した サ ブシステ ム と して行

なわ れて い る こ と と な り,こ れ らを集 計す る一 般 会 計分 野 との 間 は

バ ッ チ処 理 的 に連 結 され ,自 動 仕 訳 に よる連 結 は行 なわ れ てい ない。

ま た マ ト リックス 簿 記等,従 来 の貸 借 バ ラン ス仕 訳か らス ター ト

す る複式 簿記 方 式 の 考 え方 を基 本的 に変 え よ うとす る新 方 式 のEDP

化 は 行 な われ てい な い し,ま た将来 計 画 と して も,目 下 の と ころ 研

究榊 の意図をもっ礼 ない.
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(3)FDP化 の将 来 計 画 の重 点 は,ま ず,予 算 統 制 と在 庫 管理 シス テ

ムのEDP化 に置 い て い る模様 で ,今 後2年 以 内 の実施 を 目指 して

い るo

さ らに4年 目標 で生 産計 画 の シ ス テ ム化 も検 討 中で ある。

なま㌔ ・・:EDP化 の 推進 に関 係 して当 社 が特 に関心 を持 って い る 問

題 は 次 の とお りで あ る。

(a)当 社 に おけ るMISの 確 立

(b)社 内 デー ター の共 通 化(人 事,経 理,在 庫,生 息 販売 等 の共

通 フ ァイ ル の確 立)

(c)オ ン ラ イン化 の促 進(た とえば 販 売 管理 のオン ライン 化 及 び人

事 管理 の オン ラ イン化 の実 現 を3年 目標 で 計画 中 で あ る6)

(4)ま た,イ ン プ ッ ト方式 に関 す る将来 計 画 と しては,従 来 の カー ド

さ ん孔 式 お よび紙 テ ー プ式 の イ ン プ ッ ト方 式 に加 え て ,磁 気 テ ー プ

に直 接 イ ン プ ッ トす る方 式 を検 討 中 で あ る。 特 に医 薬 品関 係 に つ い

ては キ ー テ ー パー(Keytaper)で イン プ ッ トし,MDS方 式 で セ ン

ター に集 中す る方 式 を研 究 中 で あ る。

3.EDP会 計 の問題 点

以 上 の当 社のE'DP会 計 の現 況 を基 礎 として,各 種 法 規等 の取 扱 い

との 関 連 に つ い て,討 議 した 問題 点 を要 約 す れば 次 の とお り とな る。

(1)プ リン トに よる 会計 記 録 の 保 存

フ ラン ス に お い ては.わ が 国 の場 合 と同様 に会 社法 上 コ ン ピュー

タ に関す る特 別 規 定が な く,会 計 上必 要 な帳 票類 は すべ て紙 面に ア

ウ トプ ッ トされ る のが一 般 的傾 向 で あ っ て,磁 気 テ ー プ や マ イ

ク ロ写 真等 の 目に 見 えない 形(invisible)で 保 存 す る習 慣 は普 及
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してい ないo

当社 におい て も.科 学 資料 や特 許 関係 の 資料 等の 技術 関 係 資料 の

保 存 に は マ イク ロ写 真 が使 用 され てい る が,会 計 資料 の保 存 には使

用 されて い ない・ す な わ ち.会 計 帳票 類 の磁 気 テ ー プ化 や マ イ ク ロ

化は.ま だ瞬 の域 を出ず,必 要 と考え られ る帳瓢 は.す べ て原
ノ

始証愚書またはア ウ トプ ッ、ト資料等の ビジブルな形 で保 存され てい

る・/・

(2)輪

__社 法が_類 、、,、、び会計__
/

lg ..は10年 の 保 存 を 義 務 づ け て い る の で,bン ピ ュ 一 夕 に よ っ て プ
ノ

わ ・.ア・ ・され 醜 類 も会社法 の規定島 嫌 存 され ている。

ノ反 面
.紙 面 に プ リン トア ウ トされ た 帳票 類 が規 程 どお り保 存 され て

い るか ら,そ れ等 の 元 に な った 原 始 カー ド
,紙 テ ー プ,磁 気 テ ー プ

等 の コン ピュー タ資料 に つ い て は.企 業 内 の 必要 性 が な くなれ ば
,

、比較 的短 期 にか つ,自 由 に廃 棄 してい る。 た とえば,営 業 統 計 や経

営 比 較 のた め の 資料 は通 例3年,そ の他 は 会計 関係 の 資 料 を含 め て
ト ロ

へ

1、2年 で 廃 棄 してい る との こ とで あ る。

㌧ こ うした帳票 の保 存 体 制は
,会 計 制度 の基本 的思 考 で あ る内部 牽

制制 度 確 立 とい う立 場 か らは ,イ ン ビジ ブル な もの よ力 も ビジ ブル

な帳 票類 の 方 が より望 ま しい と い う基 本 的 な要 請か ら生 じた もの と

考 え られ る。

フ ランス にお け る監 査 役 の監 査 ,公 認 会計 士監 査,税 務 調 査 は,

わ が 国 にお け る場 合 と全 く同 様 に,そ れぞ れ他 の監 査 や調 査 の結 果

を尊 重す る こ とな く,最 初 か ら別個 の立場 で 実 施 され てい る。 しか
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し 実際には.当 社 では 「会社独自で調整 した帳票類 のほかに.監

査 用 あ るい は調 査 用 の た めに.あ らか じめ特 別 に資 料 の 調 製 やア ウ

トプ ッ トは し てい る わ けで は な い。 ま た ,今 の と ころ特 にす る意 志

もな い・ も し監 査 時 や調 査時 に特 別 に必要 な資 料 が生 じた場 合 は .

言わ れ た時 に ア ウ トプ ッ トす れば よい と考 え てい る 」。 この にとは
,

フ ランス に おけ る公 認 会計 士 や税 務 当局 が ,ア メ リカに おけ る場 合

の よ うに コン ピュ ー タに対 す る関心 と理 解 か 深 くない こど を示 して

い る とも考 え られ る が,反 面内部 牽制 的 な立場 や担 当 者 の業 務 執行

上 の 必要 上 プ リン トア ウ トす る帳 票類 の 幅が一 般 の想 像以 上 に広 く
,

そ の まS監 査 や調 査 の た め に も適 応で き るだけ の 資料 を プ リン トア

ウ トして い るこ とを示 してい る もの と もいえ る。 この点 に お い て は

わが 国 の現 状 と も類 似 してい る と考 え られ る。

!3)法 令改正の噸

会 計 帳 票類 の イン ビ ジ ブル な形 での保 持 を認 め るた めの 法 制 面 の

改 正 問題 につ い ては,「 政 府 は コン ピュー タ問題 に つ い て熱 心 に取

組 ん で くれ そ うに ない ので,実 現 は可成 りむ つ か しい と思 う」 観 測

を示 してい る◎ しだが って,会計 帳 票 類'のビ ジ イブル な プ リン トア ウ ト

形式 で の保 存 とい う大 勢 は早 急、には 変 化 しそ うに は思 わ れ ない。

しか し.当 社 の 関 係 者 が イ ンビジブル な形 で の帳 票 類 の保 存 を否

定 す る考 え方 を持 っ てい る わけ で はな く,会 計 資料 の一 部 の イン ビ

ジブル化 は 将来 の必 然 的 傾 向 と考 え,そ れ に ど う対 処 す べ きか とい

う点 に関 して は強 い 関 心 を持 っ てい る。
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δiemensA.G社

(は じ め に)

45年6月24日(火),ミ ュ ン ヘ ン のSiemensA.Gの 本 社 を 訪 れ

た 。 ご

ジ ー メ ン ス 側 の 出 席 者 はDr.WOlfgan'gHielscher他3名 で あ

る,

ま た,通 訳 につ い ては 富士 電 機 製造 ㈱ の社員 で ジー メ ンス社 に 出向 して

て お られ る涙 川 蕃 民 にお 願 いす る こ とが で きたの で.大 変 効 果的 で あ っ

たo

1,ジ ー メ ン ス 社 の 概 要

ジ ー メ ン ス 社 は 電 気 機 器 の 総 合 メ ー カ ー で あ り,電 子 計 算 機 も 生

産 し て い る 。 電 子 計 算 機 部 門 はDATASystemGroupの な 」か に 含 ま

れ て お り,ア ウ ス ブ ル グ,ベ ル リ ン の 他6工 場 合 計8工 場 を 有 し,

1969年 中 の 売 上 げ は5億DMと な っ て い る。 ジ ー メ.ン ス 社 の ハ ー

ド ウ ェ ア の 機 種 は 現 在4004シ リ ー ズ で ま と め ら れ て お り,こ の な

か は16,26,36, .4'5,55,60の6タ イ プ と な っ て い る 。4004-

16が 記 憶 容 量 に お い て 最 も 少 く4000bite,60タ イ プ が 最 大

で536,000biteとkっ て い る 。

姪 ・ 詳細 に つい ては69抑a㎜ual「ep・rtを 参考 に され た い・

2.ジ ー メンス 社 のEDP会 計

EDP会 計 の導 入 は 各 事業 部 にtoい て予算 とQ
.関連 で大 幅 に採 り入

れ られ て い る。 同社 にお け るEDPの 企 業 経 理 へ の 導 入 は 売 上 ・仕入 ・
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原価調 一般管毅 輪 とば の分野で にれ を行 な。ている
.た だ

固定資産管理 のうち減価償却関係は現在では一部の工場においてこれ を行 な

っている坑 今後逐次計算機 シス牙ムに組み込まれることになる
。売上げ関

係 につい ての フ・一チ・一 トを説明する とその概要は 次の紗 である
。

まず・i肚 伝 票 は各 部 門Xb計 算 部prに 廻 さ れ ・.原 価 との調 整 が

行 なわれ た 後.計 算 が集 約 され,会 社計 算 上 の財 務 諸表 が決 定 され る
。

これ は 毎 月 ご との 月 次 決算 で あb ,売 上 げ デー ター の集約 は 国 内70

事業 所 より各 事業 部 内 コン ピュー タを経 由 して磁気 テ ー プ に よっ て翌

月 の20日 まで に計 算 部 門に送 付 され て,翌 月 の23日 まで に全 社 の

月 次財 務 諸 表 が完 成 す る。 この プ ロセス は す べ て コン ピュ_タ に よ
っ

て行 な われ てい る。

年 次 決算 は これ らの肱 決 算 の 横 上げ 計 算 を行 な った後 ,商 法.税

法上 の 要 請 に よる手 続 き と計算 を行 な っ た後 発表 す る。 この修 正は す

べ て手 作 業 で 行 な ってい る。 なお 国 外子 会 社 か らの経理 デ ー ター の 集

約 は テ レ ッ クス あ るい は メール で行 なっ て い る。

3.書 類 の 保 存・に つ い て

会計 記 録 の保存 期 間 。方 法等 の規 定 会 計記 録の保 存 は ドイツ商 法

に おい て会計 記 録(取 引先 等 か らの証 愚書 類)は7年 で あ り
,会 計帳

簿・ 財 務 諸表 は10年 で あ る。 ドイ・租 税法 は第160条 ⇔ い て.

商 法 の規 定 に 従 う旨が明 記 され てい る。 会 計 記録 の保 存 方 法に つ い て
.

ドィ ッ商 法 は マ イ ク ロ写真 に よる保 存 を1967年 の改 正 で認 め た
。

磁 気 テー プの かた ち で保存 す るこ とは.事 業年 度 内に つ い ては 認 め て

い るが.事 業 年度 が経 過 した後 は これ を認 め て い ない
。Visibleな

か た ちで の会 計 記 録 の 保 存 を要 請 して い る主 旨 が基 本 に な って い る か
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らで あ る。 ドイ ツの産 業 界で は会計 記録 の保 存 の方法 を さ らに進 め て.

,/!
ノノ

磁 気テ ー プ保 存 の万 法 を も認 め る よ う政 府 に要 望 して い るが,政 府 機

関が僻 的であるためかそ峡 勤 時蹴 違いと見 ている・

同 社 では 以上 の法 律 の規 定 に 従 っ て会 計記 録 を保 存 して い る。 マ イ

'ク
ロ写真 に よる保 存 は 会計 記 録 のみ で あ り,7年 保存 の証 愚 書類 の マ

イク ロ化 は行 な って い ない。(こ の点 は ア メ リカに お け る場 合 と逆で

あ る)同 社 の 会計 記 録 をす べ て マ イク 日化 す るには マ イク ロ化 の 設

備(同 社 の場 合100万DMが 設 備 資金 と して必要 とい う。)設 置 場

所 等 を考 え る と経 済 的 で な い と判 断 して お り,会 計 記 録 の一 部,技 術

資料 等 に限 定 して い る。 会 計記 録 に つい ては3M(USAMINESOTA

MINING&㎜FACTURING)の 機器 を使 用 し,コ ン ピューー一夕の プ リ

ン トを マ イ ク ロ化 す る シス テ ムに よっ てい るが ,こ の マ イク ロ化 を な

るべ く早 い時 期 と して お り,保 存場 所 の合理 化 を行 なっ て い る

4.EDP会 計 と内 部監 査

同 社で はEDP会 計 に関係 した内 部 監 査 の一 方法 と して,コ ン ピュ

ー タの使 用手 続 書 を持 って お り
,そ れ を 遵 守 し て い る。

5.外 部監 査(公 認 会 計士 監 査)

公 認会計士監査は同社の場合,営 業年度 内 における期 中監 査,主 と

して経理組織 を監査 し,事 業年度終了後2ケ 月経過 した11月 か ら1

月 に かけ て,実 地監 査 を行 な う。(「 同社 の事 業 年 度(10月1日 ～

翌 年9月30日 」:D実 地 監 査 は70の 事 業場 よ り毎 年15事 業 場 程度

を 抽 出 して,1事 業場2-3人 の会 計士 が チー ム・を作 り,平 均6週 間

の監 査 を行 なっ てい る。 外 国子 会社 の監 査 は行 な っ て い ない。 なお株

主総 会は事業鞭 終了御 翌年3月 に行 な・てい る・
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6.EI)P会 計 と税 務 調査

「税務 ・調査拡1公 認 会計 士 監 査 とは別 個 に独 自に行 な って い る。 税 務調

査 は4年 に1度.4事 業 年度 分 を一 括 して 行 なっ てい る。 調 査 期 間 は

3ヵ 月 ～4ヵ 月 で4～5人 の チー ム が2組 同社 に 来 る。 税 務 調 査 の方

法はEDP会 計 を採 用 して い る かい なか に かか わ らず,ま った く変 っ

てい な い。 税 務 側 は コン ピュー タデー タの プ リン トア ウ トを要 求 して

お り,同 社 もそ の要 求 に従 って い る。

公 認 会 計士 監 査 も含 め て今 後 のEDP会 計 の監 査の重 点はシ ステ ム監

査 に ウエ イ トが ● かれ る こ とに な ろ うが,そ の実 現 は か な り時 間 を要

す る こ とが 考 え られ る。

7.EDP会 計 と法律 関係

すで にのべ た よ うに ドイ ツの商 法 で は現 在 の と ころ磁 気 テ ー プ保 存

に よる会計 記 録 の証拠 能 力 を認 め る明文 の規 定 は ない。 租税 法 もま た

同様 で あ る。 したが っ て,ア メ リカのIRSの ガ イ ドラ イ ン に該 当 す

る規 則 は ない。

8.Matrix簿 記 につ い て

マ ト リッ クス 簿記 に つ い て は以前 研 究 を行 なった が,同 社 の業 務 に

は 適 してい な い と考 え て い る。 これ は製 品 の種 類 の多 い こ と,売 上 ・

仕 入の 複雑 さ がMatrixに 適 しない 原因 と考 え てい る。 商 社 な どの

ような組 織 の 企業 には 適 して い るの では ないか と思 う。

●

,
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ドイツ 法 務 省(-6undesjustisministrium)

(は じめ に)

6月25日,ド イ ツ法務 省 を訪 問 し,特 許 関係 資 料 統轄 官 で コン ピュ

ー タ担 当 のFablic氏 お よび そ の補 佐 官 で あ るBid
erwick氏 と懇談 し

た。

●

1.マ イ ク ロ写 真 の 立法

ドイ ツ商 法44条aで は 受信 文 書 お よび 記 帳証 慮 に つ い ては
,マ イ

ク ロ写 真 に よっ て保 存 して良 い こ と と して い る
。 この よ うにマ イ クロ

写真 に つ い て規 定 したに も拘 らず,コ ン ピ ュー タの記 録 を認 め る旨 の

規 定 を設 け て い ない理 由 と しては,商 法 改正 に つ き産 業 関 係 の会 社 や

団 体 か らマ イ ク ロ写真 の立法 化 につ い て急 を要 す る とい う声明 が 出 さ

れた ので・ それ に応 え て立 法 され た こ とに よ る とい う もの で あった。

ま た・ マ イク ロ写真 に よる記 録 の保 存 は合理 的 で あ り
,各 方 面で 使

い始 めてい るので .立 法 化 に踏 み切 っ て も良 い と判断 した との こ とで

あ った 。 しか し何 時 い か な る条件 で ,オ リ ジ ナル に 代え て マ イク ロ写

真 で保 存 し得 る か否 か とい うこ と も常 に問題 に な っ て いる。 この点 に

'関 して は
.ケ ー ス バ イケー ス で裁判 所 が 訴訟 に よっ て決 す る こ とに な

る・ 左 剛 強 で は 州 の 棚 も強 いが .マ イク ・写 真 に関 して は,各 州

毎 に若 干 ニ ュア ン ス が異 な る とは 言 え,商 法 上,行 政 上 で連 邦 と同 じ

規 制 を して い る。

マ イ ク ロ写真 の 中 にはCOM(ComputerOutputMicrofilm〕 を

含む と考 え られ るので,こ の 限 りで は コン ピュ ー タの記 録 を是認 して
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ぽ と散 る・ た だ し西独 に 一 て.・ ン ピュー ・の ア ウ トプ 。 トが

直接 マ イ ク ロ写真 化 され る システ ムを採 用 してい る例 は ま二だ余 り ない

よ うで あ る。

2・ ソ フ ト ウェ アの特 許権 化 に つ い て ・
,

コ ン ピュー タの ソ フ トウェ ア を特 許権 と して保 護 す るに価 す る とい

う考 え方 も ある・F・bli・ 氏 自 身 も.保 護 すべ きで あ る とf固人 的 には

考 え て い るが.ま だ法案 としてま とま る段 階 に は 立 ち至 。て 靖 い
。

特 許 局 で は蹄 許 に関 す る行 政 上 の 内 韻 料 につ い て一 部 マ イカ 化

して い る もの もあ る。 しか しまだ行 政 庁 内 部 で コン ピ ュー タ を充 分 に

活 用 してい ると は 言 い鰍 … トウ ・ア シ⇔ い て特 許権 とす る論 争
,

は.学 者 間 で行 な われ て い る恰 好 で あ る
。(な お,犯 罪者 名 簿の デー

タに つ い ては.コ ン ピュー タで 処 理 してい る との ことで あ
っ た。)

IBM社 やSi・m・n・ 社 か ら
,・ ン ピ ュ一一・のソ フ トウ。 ア を特 許

権 とす る よ う強 調 して来 てい る が ,そ れ以 外 の小 会 社で は そ こ まで 技

術 的 に 到達 してい ない の で.小 会 社 力ら この よ う耀 案 は きて い ない.

一 方
・ 特 許 の出願 に 当 っ て コン ピュー タに よる届 出 を認 め る よ う特 .・・

許 法 の改 正 が進 め られ てい る。'す なわ ち特 許 関係 資料 を コン ピュニ タ

で 処 理 して整 然 と細 別 して お くこ とが必 要 で あ るが
,現 行 法 で は特 許

の 出願 等 に
,当り署 名 を必要 とす る規 定 が あ る。 このた め コン ピュー タ

の 中 に 著 名を 入れ 難 い とい う問題 が あ っ て,コ ン ピュー タの記 録

(i・ ・i・iblerec・ ・d)で は 特 許 法k適 合 し な い.そ こ で 特 許 法 紅 び

細 則 を改正 して,署 名 な くして有 効 な出 願 がで きる よ うにす る こ とに

な っ てい る。 しか もす で に特 許 出 願 を終 え てい る もの につ い て も遡 及

し て・ 著 名 な しで も有 効 とす る よ うに改 正案 が 考 え られ て い る
。 早 け、
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れ ば本 年 末 の 衆 議院 を通 過 す る予 定 で あ る。 これ に よ り特 許 関 係 の コ

ン ピュー タに よる分類 処 理.特 許 の 迅速 化 が図 られ る との こ とで ある。

3.コ ン ビュー一夕 と商 法

先 述 の如 く商 法上 コン ピ ュー タの立 法 が行 なわれ て いないのは,コ ン

ピュ ー タ につ い ては マ イク ロ写 真 程 に,要 望 が高 くない か らで あ る と

い うFablic氏 の回答 が あっ た。(Siemens社 で は,商 法 が改 正 さ

れ な い不 満 を述 べ てお り,コ ン ビュ ー.タが商 法 に採 り入れ られ て い な

い のは,法 務 省 が 余 りに も保 守 的 で ある か らだ と述 べ てい た。 これ と

法 務 省 の回 答 との間 に は,官 民 の意 思 の疎 通 に欠 け る と ころ が ある よ

うだ。)

西独商法第38条 第1項 では,商 人 は 帳 簿 を備 えか つ整 然 た る簿 記 の

原 則 に従 い,商 取 引 お よび財 産状 態 を明瞭 に記載 すべ き こ とを規 定 し

てい る。 この解 釈 上,コ ン ピュー タ の記 録 が否 定 され る もの で は ない

とFablic氏 は主 張 し,恐 ら く裁判 所 も,コ ン ビュー一夕を違 法 とす る

判 決 は しない もの と考 え て い る と回 答 した。 磁 気 テ ー プに よる記 録 は,

そ の.まSで は 目に見 え ないの で 違 法 で あ る とい う見 解 に対 して,銀 行

界 か ら反 論 が 出 され てい る。 この よ うな点 につ い て,ま だ最 高裁 まで

進 ん だ訴 訟 が な く判 例 が ない。

経 済行 政 委 員 会で は,同 じよ うな議 論 が為 され てい る が,商 人 が他

.か ら証 明 す る よ う求 め られ た 場合 に,機 械 に 記憶 さ せ た も¢1につ い て,'

必要 な範 囲 内 で,証 明 資料 を提供 し なけれ ば ならな いか ら,こ れが 全

うされ る よ うで あれ ば,と くにvisibleで もinvisibleで も差 支

え ない とい う議 論 が行 なわ れ てい る。

さ て コン ピュー タ を商 法 上 の明 文 規 定 に織 り込 むべ きか ど うか に つ
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い て ・・Fablic氏 は ・(」)コ ン ピ ユ 「 タ の 立 法 に つ い て ま だ 正 式 な提 案

が ど こ か ら も 出 さ れ て い な い こ と(あ現 行 商 法 の 解 釈 上.コ ン ピ ュ ー タ'

が違 法 とな っ て しま い 不 自 由で あ る とい う意 見 も出さ れ て い な い こと

③ 裁 判 所 も コン ピュー タ を違 法 祝 す る見 解 を表 明 して い ない と と等 々

か ら,急 いで商 法改 正 を しなけ れ ば な らない と思 われ ない と述べ て い

る。 また 現状 に おrい て コン ピュー タに 関 し固 定的 な商 法 を作 っ て しま

うと,今 後 の 技術 の 進 展 情 況 に適応 しな くな り.ま た改 正 を余儀 友 く

され る か ら,か え っ て立 法 化 しない方 が良い とい う考 え 万 もあ る との

こ とで あ った。

ま た磁 気 テ ー プや マ イ ク ロ写真 で記 録 を保 存 す る場 合,災 害 に よっ

て滅 失 す る危 険性 を考 慮 して,2つ の テー プや 〔 イク ロ写 真 を作成 し

てお くこ とが必 要 で あ る。 そ の他,技 術 的 に色 々 な規 定 を 設 け る こ と

が必 要 に な ろ うが,一 般論 として,日 進 月歩 の技 術 の発 展 に 関連 して,

一 つ の例 を一 般 的 な 法 規 に よっ て 全 て の商 人 に強 制 す る こ とは 適 当で

ない。 した が って なる べ く具 体 的 な こ とは,裁 判 所 で 判 例 に よ り決 す

べ きで あ り,商 法上 で固 定 的 に立 法 すべ きで は な い とFablic氏 は 強

調 した。

最 後 に ドイ ツ商法 は,会 計 帳 簿 に つ い ては10年 保 存 す る こ どと し,

そ の他 の信 書 等 を7年 保 存 す る こ とと してい る が,そ の 立 法趣 旨 と今

後 の趨 勢 を尋 ねた。 これ に対 しFablic氏 は,(i)一 般 的 に は 時 効 との

関 連 で保 存年 数 を定 め て い る こ と② 会 計 帳 簿 はそ れ程 に 尾大 な分 量 に

な らない の で10年 の保 存 で も差 支 え ない こと③ そ の他 の文 書類 は 日

常大 量 に発 生 す る もので あ り,保 存スペrス 等 物 理 的 な関 係 を考 慮 して

7年 と した こと等 々の理 由 を述べ た。
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ま た これ らの保 存 年 限 を短 縮 す るか否 か の点 に つい ては ,法 務 省 が

経 済行 政委 員 会 とタイ ア ッ プ:して議 論 され てい るが
,禾 だ結 論 を得 て

hな い。1973年 ま で の法案 改正 計 画 には ま だ この 問題 は 入
っ て い

な いが,改 正 計 画 に組 み込 まれ る可 能 性 もあ る との ことで あ っ た
。
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ド イ ツ 大 蔵 省

(Bundesfinanzministerium)

●

,

(は じめ に)

6月25日 ・ 午 後 約3馴 に わ勧
.ド イ ・大 蔵 省を訪 問 し,S。hll.

bert氏(税 法 部 門 責 任 者)ほ か5名 の 担 当 官 と 話 し合 っ た
。 こ

の 視 察 に先 立 っ て ドイ ・法 務 省 も訪 問 した ので あるが
,法 務省 側 の 鋤.

担 当 都 法務 省 自体 の デ ー 処 理 辮 勺担 当者 で あ
。 たため.商 法 の嶋

保 存 擬 に つ いて齪 で きる 鋤 を 得 る こ とが で きな か った ので パ 蔵

省 に 締 て は・ 税 法 に あ わせ て商 法 の 問題 も検 討 を した
。

'

■

1・ 帳 簿 記載 に関 す る連 邦 法 の規 定 の概 略

(1)商 法

ドイ ツ税法と商法は
.基 本 的 な思想 が きわめて密接 に関連 してい

るので あるが・ そ の商 法(1965年8賊 正)で は
,商 人 の商業

囎 幽 して・ 帳簿 記載 担 び保存の原 則 捨38条)
.財 顧 録

の調 製(第39条) ,貸 借 対照表 の記載(第40条).財 産 目録 お

よび貸 借対照表の署名(第41条) ,商 業 帳簿の記載事項(第43

条)一 難 書類の整 理保存(第44条) ,文 書の複辮 存(第44

条 のa).帳 簿書 類 の保 存期 間(第44条 のb)に つ き
,詳 細 な規

定 を設 け て い るo.

ま た.株 式 法弟149条 は,正 規 の簿 記 の原 則 に適 合 す る年 度 決 』

算書 の 作成 に関 す る事 項 を定め て い る・6

酷 の規 定 の うち,漣 接 す るあ は.次 の2点 で ある。
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a商 法第38条 第2項 に お い て発 信 した商 業 信 書 の写 しに つ き,

第44条 のaにk・LAて 受 信 した文 書 お よび証 愚 に つ き,そ れぞ れ,

マ イ ク ロ写真 に よる保 存 を認 め る途 を 開 いて い る。

b帳 簿 の保 存年 限は,① 商 業 帳 簿,財 産 目録,貸 借対 照 表 に つい

ては10年 間,② 発 信 ま た は 受 信 した 商業 信 書 の写 しお よび記 帳

証 愚 書 にっ い ては7年 間 とされ てい る。

(2)税 法

所 得税 法 第5条(法 人 税 法 に お い て準 用)は,完 全 商人(Vollka-

ufleute)お よびそ の他 の一 定 の営 業 者 の純 益 につ き 「法 律の 規 定

に基 づ き,記 帳 を し..か つ,定 期 決 算 をすべ き義 務 を有 す る営 業 者,

ま た は法律 上 の義 務 が な く'て記 帳 を し,か つ,定 期 決算 をす る営 業

者 は,事 業年 度 末 に おい て,商 法上 の正 規 の 簿記 の原 則 に従 って明

示 す べ き事業 資産 を評価 しな け れば な らな い 」 こ とを定 め てい る。

これ は,所 得 計 算 に関す る実 体規 定 であ る。

ま た,1965年8月 に 商 法改 正 と同時 に改 正 され'た租税 通則 法

(Reiehsabgabenordnung)第160条 か ら第162条 ま では 記帳

義 務 に関す る規 定 である坑 特 に第162条 では,記 帳 に 関 す る規定,

帳 簿 お よび営 業 の検 査 につい て相 当 詳 細 な規 定 を設 け てい る。(参 考'

資 料11参 照)そ の 骨子 は,商 法 そ の他 税 法以 外 の 法 律 に よ り保

存 義 務 を 課せ られ帳 簿 記録 は,納 税 義 務 履 行 の た め に も保 存 義 務が

あ る こ とを大 前 提 と し,(同 法 第160条.)そ の上 に商法 の規 定 よ

りもやや 具 体 的 に規 定 を した もの で ある。

2,会 計 記 録 の磁 気 テー プ保 存 に 関す る現 行取 扱 い

商法 第38条 第1項 は,商 人 は 帳 簿 を 備 え,か つ,こ れ に,整 然

,・-226-
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たる 簿 記 の原 則 に従 い,商 取 引 お よび財 産状 態 を明 瞭 に記 載 すべ き義

務 を負 うこ とを定 め てい る。

この 規 定 に 関 し,法 務 省担 当 者 は.「 磁 気 テ ー プ保 存 につ い て,商

法 上 は否 定 的 な解釈 は 含 ま れ て い ない。一 般的 に は,い か な る方 法 で

あれ,チ ー タは一 定 期 間 合 法 的 に保 管 され な ければ な らな い。 何 が合 ・

法 的 か は裁 判 所 が決 定 す る こ とで ある」 とい う若 干 含 み の あ る説 明 を

した が.大 蔵 省 担 当 者 は,こ れ を明 確 に否 定 し,商 法第38条 の 規定 ・

は,商 人 は必 要 な資料 を,明 瞭 に,目 に見 え る形 で保 管 しなけ れ ば な

ら ない こ とを要 求 し てい るので あ り,磁 気 テー プ等 に加 工 され た もの

は認 め られ てい ない,と い う前提 的 理解 に 立 っ てい る。 た とえ ば,商.'・

法 弟43条 にお け る 日常 語,文 字 に よ る記 入.削 除の禁 止 そ の他 の記

載形 式 規 定 は 明 らか に 磁気 テ ー プ保 存 は認 め ない趣 旨で あ る とい う。

た だ,商 法 の規 定et,2段 階 に 分 け て理 解 され なけ れ ば な らない。

す なわ ち,第1は 日常 の 記 帳 に 関す る具 体的方 法 につ い て は,商 法第

38条 は何 も触 れ てい な い とい う こ とで あ る。 商 人 は,記 帳 に当 り,

帳 簿 の性 質 お よび 内容 に よっ て,合 法 的・ 合 目的 で あゐ か ぎ り㌧ 自 由.

にそ の シス テ ム を選択 す る こ とがで き る。 記 帳 内容 ご と に方 法 は 異 な

うて もさ しつか え ない。 磁 気 テ ー プ貯 蔵 を して要 求 され た ら見せ る と

い う万 法 で も,合 法 的で ある とみ なさ れれ ば,適 法 とな る。 しか し,

第2と しては.記 帳が い か な る方法 で あれ,会 計 年度 の終 りまで には,

一 切 の 必要 な書 類 が見 え る形 で表 現 され なけ れば な らな い とい うこと
、

で あ る。 つ ま り,商 法 は.期 間 の 甲 間段 階 では 規制 し てい な い が,現
　

在 日本 で問題 と して い る よ うに,事 業 年 度 終 了後 に お い て な お磁 気 デ'

一 プで会 計 記 録 を保存 す る こ とは.認 め られ て い ない ど× 威省 は 解 釈 ・
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してい る。 これ が現状 で あ る。

この商 法第38条 の 可 誕 の原 則 は
,税 法 の観 点 か ら.さ らva拡 大

1され,保 存 され る期間 は読 める形で保存す ることがさ らに強 制され て

、ぷ る・ それ 醐 樋 則法の規定である・相槌 則法弟 ・62条 は.商

法 の規定のほか に 疏 註 は殺 蟻 に よる賑 記載 の禁止一 購

余白の鯉 万法・記入訂正 の方 法,イ ンキ記入 の要求.現 金出納 の毎

日記 入の要求 等・具 体的 な規定 を追加的に定めている
。

3・ マイク ロ写真 に よる文書保存

翻 樋 則法第162条 には.マ イク・写真に よる文書 の保存 に引 。

て も規定 を謝 て鴎 ・㍉ その鉢 的思想嫡 法の規定 と同一 である。

す なわち・ マ イク・写真 に よる締 が認 め られるのは
.発 信 し摘

葉信書 の写 しのほか に・合 法的 な手続 に より擁 する場合 に謝 る受

信商業文書・ 言醸 証愚 その他 の文書類 繊 られる
.諸 噸 財醐 鋤

よび貸間 照表 につい ては 対 ク・保存 は認 め ら拙 いか ら
.た とえ,

マイクロ化 されていても
,法 定期 間は原駒 栄存力凄 求 され る。 この考 え

方は・ アメ リ郷 斯 る マイ・ ・顎 ガイ ドラインの思想 と
.ほ ぼ同

じ もの と考え られる。

な 執 マ イ ク ロ化 の手 続 要 件 に つ い て定 め られ てい る連 邦お よび州

の共 通規 則 は.き わめ て 詳細 な もの で あ る
。

4.今 後 に おけ る検 討 の 方 向

(1)EDP会 計 の 問題

aEDP会 計 の現 状

ドイ ツの 企業 に おけ る デー タ処 理 シス テ ム もダ イ ナ ミ
ック に発

展 しつつ あ り..デ ー タ貯 蔵 の技術 につ い ては,日 本 と同 じよ うな

・・-228-・
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問 題 を かか えてい る。 た だ,調 査 に よって把 握 してい るの は,3
t、

～4年 前 の もの で あ り,当 時 の事 情 に お い ては,コ ン ピュ ー タの

利 用 は あま り大 き くな く,一 般 的 に は,給 料 計算,在 庫 計 算,固

定 資産 記録 計 算 の よ うに,そ れ ぞ れ 個別業 務 ご とに部 分的 な 計算

た使 われて い た もの'で あ り,ト ータ ル化 は最 近 の傾 向 であ る。

これ に対 す る税 務調 査 も,す べ て商 法規 定 の枠 内,つ ま りすべ

て見 読 可 能な 印 刷物 が あ る とい う点 か ら行 なわれ てい る。 いわ ゆ

るAuditingaroundthecomputer方 式 で あ る。 調査 は すべ

て この方 法 に よ って行 な われ て い る。 ただ し,磁 気 テ ー プは,保

存 を要 求 してい る。

b.今 後 の検討

EDP会 計 に お い て,磁 気 フ ァ イル に会 計 記録 を保 存 す る こ と

を認 め る か ど うかに つ い ては,ド イ ツにお い て も検 討 され て い る。

磁 気 テ ープに よ る保 存 は,技 術 的 に貫 簡単 で あ り,時 間,空 間 的

に 会 社に とって好 都 合 で あ る こ とは,大 蔵省 も理解 してい る。

しか し,問 題 と してい る の は,い か に して記録 が保 存 され る か

とい う ことで は な く,い か に して必 要 な時 に読 め る よ うに 表現 さ

れ るか とい うこ とで あ る。 検 査 官 は,記 録 と同時 に調査 する の で

は な く,5年 位後 に な って行 くが,こ の間機 械 が 眠 って い るわ け

で もな く,機 種 の 変更 もあ り得 る。 ま た,検 査 官が 会 計 記録 を同

時 に,か つ,任 意 に 引 き出 す こ と もで きな い。

結 局 この 問題 は,法 律 論 を こ えて 技術 的 な面 に接 触 する もの で

あ る と考 え られ てい る。 た とえ ば,磁 気 テ ープ で帳簿 記 録 を10

年 間保 存 す る とい っ て も,現 在 の形 で10年 後 に そ れ に見 合 う機
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械 が あ るか ど うか とい う問題 に さ しか か って くる。 要 は10年 間

見 え る形 で保 存 す る こ とで あ カ,そ の間 の 保存 手 続 が問 題 なの で

は ない,と 考 え られ て い る。

ま た,言 語 の問題 もある。 多 くの企 業 は ,自 己 の企業 独 自の 専

門 語 を つ か ってい る。 それ を規 則 性 ある もの とす る の が必 要 で あ

るが,機 械 言語 と統 一的 に表現 す る方 法 が ない。 技 術 のダ イ ナ ミ

ックな発 展 と規 則 性 とは二 律背 反 してい る。

(2)帳 簿 の保 存 期 間

帳 簿書 類 の保 存 期 間 につ い ては,商 法,租 税 通 則 法 の いずれ に お

い て も,諸 帳 簿,財 産 目録,貸 借 対 照 表 は10年 ,そ の他 の文 書 は7

年 とされ てい る。 これ に つい ては,1974年 に制定 予 定 の 国家 財 政

法案 に お い て も,現 在 と同 様 に考 え られ てい る。10年 間 とい う 期

間 は長 す ぎな い か とい う質問 に対 しては,期 間 の問題 よ り も,何 を

どの よ うに保存 すべ きか の検 討 の 方 が重 要 で ある とい うのが 大 蔵 省

の見 解 で ある。 法 務 省 では,商 業 帳 簿 の紙 の 量 は さほ ど多 くはな い

(過 去 の 記 録 を集 約 した もの に つ い ては)と い う見 方 か ら,保 存 期

間 の短 縮 とい うこ とは ほ とん ど議 論 してい な い。経 済 行 政委 員 会

(AWv)で も,短 縮 の 問題 を議 論 して いる よ うでは あるが,確 定

的 な結 論 には な っ てい な い。

⑨

●
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フ ィ リ ッ プ ス 社(NV. -L)hilips)

ρ

(は じ め に)

こ の 調 査 団 は6月26日
,い よ い よ 最 後 の 訪 問 先 た る フ ィ リ ッ プ ス 社 を オ

ラ ン タ',ア ィ ン ドホ ー フ ェ ン に 訪 れ た
。 面 接 者 はH・C・H・R.Govers氏

(R・gi…IMandg・m・ntF・ ・-E・rt),C.J.Veele。t。,氏
,J.M.

Maternaat氏,E・deLeeuw, .L・ ∫・G・一－Giyien氏 で あ る 。 な お
。 「こ

この 訪 問 に つ い て は 松 下 電 子 工 業 ㈱ の 多 大 の ご配 慮 を い たSい た こ と を付 記 す る
。

'

和

1・ 当社 の組 織 は・ オ ラ ンダ ,ド イ ・.ニ ュー ジー ラ ン ド.日 本 等 全 世

界 に65の 事 業所(大 は工 場 を もつ もの か ら・j・は営 業 所 まで を含 む)

を も ち・ これ を全 世 界 ・7の 地 域 管騨 位 耐 害uし
,そ れ ぞ れ に触

担 当 マ ネ一-t"・ 一 を抽 ,こ れ をBOARDOFMANAGER ,

の統 轄 の下 に お い てい る。 尚
,全 社 機構 と して,オ ラン ダ 等4ケ 国 に

研究 所 を又 技 術 部 ・総 務 音階 の全 社 サ ー ビス部 門 を和 てい る
。 オ

ラン ダの 事 業 所 嬬 嚇 醐 が訪 問 した と ころ
.)の 繊 は,量 飾,

鶴 気 音 響 機 器'刷 授 注 製 品 の3つ の事 業 部 と全 社a±一 ビス 部 門 と

して・ 総 務 部・ 経理 部 ・ 技 術 部、 広 報 広告 部,市 場 分 析 部及 び情 報 シ

ステ ム部(こ の 部 で ・ ン ピュー ・の シス テ 端 発 か らプ ・ グ ラ ミン グ
,

オペ レー シ ョン迄 を行 な っ てい る)が あ り
,GENERALMAN-

AGERの 統 轄 下 に お かれ てい る
。

2.オ ラン ダ事 業 所 にお け る主 要 な電 算 化 シ ステ ムは(1)注 文 処 理
システ

ム ② 計 画 。予算 システ ム(3戊 営 業業 績 管 理 シ ステ ム(4)会 計
シ ステ

ムで あ り,こ れ らの サ ブ ・シス テ ムが有 機 的 に一 つ の システ ム と して

一231一



統 合 され てい る。 注 文処 理 シ ス テ ム では大 記憶 装 置(デ ィス ク)に 物

品 フ ァイル,顧 客 フ ァイル が貯 え られ てお り,顧 客 か ら注文 を受 け る

と,営 業 所等 に設 置 され て い る56台 の端 末機 か らオ ン ラ イ ン ・シ ス

テ ムに よ って受 注情 報 が 中央 の コ ン ピュー タに送 り込 ま れ,上 記 フ ァ

イル と照 合処理 さ れ,注 文 書,送 り状,出 荷通 知 書 等 受 注か ら出荷 に

至 る 迄の 必要 書 類 が す べ て コン ピュー タに よって ア ウ トプ ッ トされ る

と と もに,商 品 の変 動 在 庫 高,販 売 数,総 売 上 高等 が磁 気 テ ー プに

記 録 され,在 庫 品 リス ト,取 引高 報 告 書 等 が定期 的 に ア ウ トプッ トさ

れ るほ か,商 品,顧 客に 関す る ラ ンダム 情報 が 必要 な 場 合 は い つ で も

端 末 機側へ もア ウ トプ ッ トされ る。 又,商 品 の変 動 テ ー プ,総 売上 高

テ ープ は,会 計 シ ス テ ムへ の イ ン プッ トデ ータ と して,こ の シ ス テ ム

と繋 が って い る。 計 画 ・予 算 シ ステ ム でぱ,諸 計 画,業 務 量,営 業 経

費,標 準 値(量,レ ー ト,そ の他)等 に基 づ いて全 社 予 算,原 価 予 算 を

た て,こ れ と,昨 年 デ ー タ をベ ース に して利 益 計画 を策 定 してい る が,

これ らの処 理 が す べ て コン ピ ュー タ に よっ て一 貫処 理 され,各 種 予 算

書,利 益計 画 書 がア ウ トプ ッ トされ る と と もに,各 予 算,利 益計 画 は

磁 気 テ ー プに記 録 さ オ1,営 業 業 績管 理 シ ス テ ム,会 計 シ ス テ ムへ の イ

ン プッ トデ ー タ と して これ らの シス テ ムへ と繋 が ってい る。 営 業 業 績

管理 シ ステ ムで は 前記 シ ステ ム よ りの 情報 を イ ンプ ッ トデ ー タ と して

営 業業 績 管理 資料 及 び 原 価 予 算 資料 を ア ウ トプ ッ トす る と と もに,原

価 予算 の磁 気 テ ープ が イ ン プッ トデ ー タ として 会計 シ ス テ ム に繋 が っ

て い る。 会 計 シ ステ ム では,イ ン プ ッ トデ ー タ と して前 記 シ ステ ム よ

りの 磁 気 テ ー プ及 び パ ンチ ・カー ドが 用 い られ るが主 要 な もの を あげ

る と,商 品 の変 動,原 価 予算,総 売上 高,労 務 費,建 物 費,出 張 旅 費,
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技 術 サ ご ビス費,広 告 費,財 務 費,事 務 費 等 で あ る。 これ らデ ー タは

チ ェ ック ・リス トに よっ て 厳 重 に チェ ック され てか ら次 の処理 工 程 に

移 され る。 この シ ス テ ム でア ウ トプ ッ トされ る主 要 資料 は,貸 借対 照

表,損 益計 算 書,総 勘定 元 帳,勘 定明 細 書,各 種 集計 表,原 価 計 算 書)

(部 門別,機 種別 等)等 で あ る。

この シ ステ ム は1BM360/65及 び360/50と56台 の 端 末 機 に よ

る オ ン ラ イ ン ・シ ステ ムに よって行 な われ てい る。

3.磁 気 テ ー プ は火 災等 の 災 害 に備 え保管 用 を作 成 し別 建 物 に格納 して'

い る。 保 存 年数 につ い て は,税 務 当局 とア グ リーメ ン トの あ る もの に

つ いて はそれ に従 うが,そ れ 以 外 の もの は会 社 の 自 由裁 量 に ま か さ れ

て いる。

フ ィ リッ プス 社 では 会 計 監 査 手続 の中 で,最 も重要視 してい る もの

は,組 織 の 判定 と内部 統 制 で ある。 電 算 化 され た システ ムを,あ と に

な っ てか ら変 更 す る ことは 殆 ど不 可能 に近 い こ となの で,こ の判 定 は

シ ス テム が開 発 され る時 点 で行 な う こ とが 必要 で ある。 従 っ て シ ステ

ム 開発 の 最 も初 期 の階 段 で監査 部 門 とシス テ ム開 発 部 門 とで 協議 を行

kう こ とに して い る。 当 社 は,内 部 統 制 の シ ステ ムでは特 に 次 の4つ

の 点 に力 を いれ,こ れ が 実 行 され てい る。

ω シ ステ ム 設計 と プ ログ ラ ミン グの組 織

企 業 は手 段 を講 じ良 い組 織 を つ くる こ とに よ り,ユ ー ザー の 要 請

が 確 実 に シス テ ムに組 み 込 まれ る よ うに しなけれ ば な らな い。

又,内 部統 制 は シス テ ムの 基本 的 な 部 分 で あ って,ユ ー ザ ー が責

任 を もつべ き もので あ る。
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② 組 織 の 構 造

デ ー 処 理 と管理 と保 管 と の酬 が 必要
,オ ペ レー ター

,

ク ラマ 「 保 管 者 等職 務 の分 離 が 必…蔓
。

(3}手 続

プ ロ

シ ス テ ム の保守 に関 す る手 続 シ ス テ ムの 作 喧 しに関
す る手

続 事 故 の場 合 の 取 扱 手 続 が厳 融 きめ られ てい る ことが必 要
。

(4)デ ー 処 理 シ ス テ ・それ 自体 でのP部 統 制 シス 恒 は全体 と し

て継 され・ 安 全 性 が編Eさ れ るべ きで あ る
.従 。 て内部 統制 の

ネ ッ トワー クが な くては な らな い。 内 部統 制 は シ ス テム 内部 に シ

ス テ ム開 発 の初 期 段階 で組 み 込 ん で お か ね ば な らな
い。

な 結 オ ラ ンダで 膝 融 計士 の 監査 を 齢 蟻 務 づ け ⇔ らず
,

フ ィ リ ッ プス 社 が独 自に進 んで公 認 会 計 士 の監 査 を 受け
てい る との

こ とで あっ た。
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1居 林 団 員 の 見 解

欧 米 の コ ン ピュー タ会 計 視 察 の 結果,以 下 の よ うな私見を 申し述べたい。

1.マ イ ク ロ写 真及 び コ ンピ ュ ータ の記録 は ,欧 米 を通 じて広 く法律

上 で 受け 容 れ られ て いる。 これ につ き,適 法 か 違 法 か とい う議 論 を して

い る こ と自体 ・ す で に世 界 の大 勢 に遅 れ てい る と思 わ れ る。

2・ 欧 米 で は ・ コ ン ピ ュー タが 前提 とな って 法律 解 釈 が行 な われ る。

即 ち法律 は,広 くコ ン ピ ュ ータを受 け 容れ て解 釈 され る 。原 則 と して コ

ン ピュ ー タを容 認 し,も し不都 合 な 点 があ れ ば ,例 外的 に禁 止規 定 を設

け る(あ る いは 判 例 で不 都 合 な点 を排 除 す る)傾 向 に あ る。 原 則容 認 ,

例 外 禁 止 と い え ろ。

3.日 本 では,法 律 が余 りに も形 式 的 に解 釈 され,法 律 の 条 文上 明確

で な いが 故 に コ ン ピ ュ ータを違 法呼 ば わ りす る震 れ な しと しな い 。即 ち

合理 的 な コ ン ピ ュ ー タが 法律 の不 備 の た め に抹 殺 され 兼 ね な い。余 りに

も概 念 法 学 にだ す る傾 向 が 強 くな る と,経 済 社 会 の進 展 に 追 いつ いて行

け な い。 原 則 禁 止,例 外容 認 と い う立法 形 式,解 釈論 は反 省 され るべ き

で あ る。

4.コ ン ピュ ータや マ イ クロ写真 の如 く 日進 月 歩 の技 術 革 新 に 応 じて

発 生 して来 る ものに つ い て,商 法 や 税 法等 の 条 文 が 「明 文 を 以 て受 け 容

れ てい な い限 り適 法 で な い 」 とす る見 解 は排 斥 した い 。 む しろ法律 が明

文 を以 て 禁止 して い な い 限 り,合 理的 な もの をす べ て法律 が受 け 容れ て
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い る とい う立 法形 式,解 釈 論 を採 るべ きで あ る。 確 定 的 な狭 い規 定 に固

執 して,現 在 及 び 将 来 の 技 術 革 新,社 会 の変 遷 に耐 え られ な い よ うな こ

とを すべ き では な い 。広 くコ ン ピュ ー タ等 を 受 け入れ る包 括 的 な規 定 を

設 け る よ う心 掛 け るべ き で あ る。

5.日 本 に お い て現行 商 法,税 法 の如 き立 法 形式 を と ってい るの で あ

れ ば,少 な くと も疑 義 の あ る点 に つ い ては コ ンピ ュ ー タや マ イク ロ写 真

に よる記録 が認 め られ る 旨 を,明 確に 定 め ろ ことが望 ま しい 。 しか し余

り微 に入 り細 を うがつ立 法 をすべ き では な い。

6.コ ン ピュ ー タは,あ くま で手段 で あ るか ら,企 業 合 理 化,経 営 の

近 代化 に役 立 つ範 囲 で 利用 され て い るのが 欧米 の現 状 で あ る。流 行 に 乗

り遅 れ な い よ うに,と い う よ うな軽 薄 な コ ン ピュ ータ の導 入 は,懐 し

む ÷ で あ る・

7.コ ン ピ ュ ータの 記 録 に は,そ の まsで は 見読 可 能 で な い もの もあ

る。 これ に つ き監 査人 は新 しい監 査 手 法(オ ーデ ィ ッ トテ ープ の 利 用 等)

を 日本 で も早 急 に考 案,導 入 す る必 要 が あ る。

また,コ ン ピ ュ ータ に よ る企業 会 計 を行 な って い る場 合 の 「コ ン ピ ュ

ータ監 査 実施 準 則 」 を研 究 す る よ う提 案 した い。

8.税 法は,税 務 調 査 の合 理化 を 意 図 して コ ン ピ ュ ータに 関連 す る所

要 の 改 正 を行 な うべ きで あ る。差 し当 り納 税者 と税 務 当局 との 間 で,ア

グ リーメ ン トを結 び,そ れ ぞ れ の納 税 者 に 最 も適 す る形 で コ ン ピュ ータ

会 計 を行 な い得 る よ うに,取 扱 い通達等 でアグ リーメ ン トを勧 奨 す る よ う

に す る三 とが望 ま しい 。

9.英 国 の如 く,公 認会 計 士が 法 定 監査 上,適 正 で あ る と した もの に

つ い ては,税 務 調 査の うち 実 地 調 査 を簡 略 化 な い し省 略 す る制度 を創 設
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し,行 政 の能率 化 に 資 す べ きで あ る。 これ に よ りコ ン ピ ュ ー タに よる 財

務 会 計 を行 な って いる企 業 に つ い て は,公 認 会計 士監 査 が,よ り重 視 さ

れ る こ とに な る。 な お税 務 調 査官 の コ ンピ ュ ータ教 育 も必 要 で は ある が,

それ に も増 して公 認 会 計 士 の コ ン ピ ュー タ教 育 が 必要 で あ る。将 来 は公

認会 計士 の 試験 に コ ン ピ ュ ータに 関す る試 験 科 目 を導 入 す る よ う考慮 す

べ きで あ る。

10,将 来,磁 気 テ ー プ に よ り納 税 申告 を受 け取 るこ とが で きる よ

う所要 の 法 制 整備'予 算措 置 を講 ずべ き であ る。 と くに 国 税 と地 方税 と

の 課税方 式,納 税 方 法の 統一化 を図 り,政 府 機 関 に フ ン ピ ュ ータ を導入

して,納 税 者の 税 務 申告 手 続,納 税 手続 上 の 負 担 を軽 減 す る よ うに工 夫

す べ きで あ る。

11.全 国 的に 勘定 コ ー ドを統 一 し,伝 票,請 求書,納 品 書 そ の 他の

帳愚類 ¢様 式,サ イズなどの統一化 を図るなどコンピュータの効率的活 用を行 な い

易 くす る必要がある。 この ため の審議会 を発足す ることを考慮すべ きで ある。

さらに 進 ん で,す べ ての 情 報 に コ ー ド番 号 を付 す な ど,情 報 化 社 会 に対

処 す ろ こ と も検 討 され るべ きで あ る。

12.特 許 関係 の 申請 な らびにその後 の 行 政上 の 事 務 処 理 に,コ ン ピュ

ータや マ イ ク ロ写 真 を導 入 して ,行 政 の 合 理化 を図 るべ きで あ る。
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2稲 葉 団 員 の 見 解

我 が 国 の場 合 と非 常 に似 か よ った 社 会環 境 の 下に あ る フ ラ ン ス,ル ー 『

セ ル ・ユ ク ラ フ社 のADP会 計 の姿等 は,我 が国 に お け るADP会 計 を

め ぐ る諸 問題 を 考 え る場 合 の 恰 好 な参 考 とな る。

法 制 面か ら の バ ックア ップの 最 も少ないフランス にあ って(そ の 面 で は

アメ リカ等 に比 べ て大 きな ハ ン デ キ ャ ップ を背 負 って い るに も 拘 らず),

当 社のADP会 計 の 水 準 は,今 回訪 問 した 欧米 諸 国 の 各 社 の 会 計水 準 と

比 べ て見劣 りの しな い可 成 り高水 準 な もの と して我 われの目に写る。我 が

国 のADP会 計 の 水準 も また,フ ラン ス同様,法 制面 ・社 会面のハ ンデ ィ

キ ャ ップ に も拘 らず,欧 米 諸 国 に劣 らな い 高 水 準 を保 ってい る点 を 考 え

合せた時,帳 票類のインビジブル(invisible)な 形での保存を法制上認めていない こ

とが,我 が国 のADP会 計発 展 を阻 害 す る重大 な 原 因だ とす る我 が 国にお

け る従 来 か らの世 論 に つい ては,基 本 的 な再 検 討 が必 要 とな って くる。

ゴ ンビ ュ 一 夕を操 作 す る側 か ら見れ ば,ア ウ トプ ッ トは可能 左眼ウ少 な

い こと が望 ま しい。 しか し・ 内部 牽 制制度 の 確 立 を柱 とす る企業 会計 の

側 か らは,通 常 免訴 可 能 な ア ウ トプ ッ トの作 表 を希 望 す る もの であ り,

その範 囲 は 可成 り広 汎 で あ るの が通 例で あ る。 「税 務 調査 や監 査 の た め

特 別 な ア ウ トプ ッ トは 作 ってい な い 」 とす るユ ク ラ フ社 の言 明は,企 業

の作 表 す る ア ウ トプ ッ トは 本来 企 業 内部 の 業 務 遂 行 の た め に行 われ る も

の で あ り・調 査 や 監 査は そ れ を利 用 す る もの で あ る 基本 的 関係 と,業 務

上必 要 な ア ウ トプ ッ ト作 表 の 範囲 の広 さとを端 的 に 示 して い る よ うで あ

る。
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ADPシ ス テム の 初 期段 階 で あ るPCS時 代 に お いて は 一般 的 に会 計

業 務 が その 中心 で あ った 。 コ ン ピ ュ ータが 発 明 され たEDP時 代に 突 入

した初 期 に お い て もPCSか らEDPへ の 移 行 の過 程 と して 当然 会 計業

務 のEDP化 が 中 心 とな って ス タ ー トされ た 。 これ は世 界共 通 の 現 象 と

言 え る よ うで あ る。 この事 実 が一 般 にEDPの 進歩 は 常 にEDP会 計 を

中 心 に発 展 して 行 くべ き もの と考 え る誤 解 を生 ん で いる よ うで あり,ま

たEl)P化 の 進 展 とと も に会 計 理論 や 会 計手 法 等 に も根 本 的 な 変革 が生

ず るの で は な いか と考 え る人 々 も多 い。 しか し,EDPシ ス テ ムの 進 歩

が会 計業 務 か らス タ ー トした とい うこ と と,会 計業 務 が何時 ま で もED

Pシ ステ ムの 中 心 に位 置 す る とい う こ と とは 明 らか に別 問題 で あ ろ。 ス

ピ ー ドと計 算 の 多 様 性 とに最大 の 特 色 を持 つ コ ン ピュ ータ が,必 要 な 時

に 必 要 な デ ー タを取 り出 せ さえす れ ば よい 会 計 業 務 中心 に何 時 まで も定

着 す る筈 は な く・ 即 時即 刻 大 量 の 必 要 デ ー タを各 種 の 組 合せ で必要 とす

る各 種事 業 活動 の 清報 処 理 分 野へ 活動 の 中 心 を移 行 させ て(オ ン ライ ン

・リア ル タイ ム方 式 等 の 発 展 は 主 と して こ う した 事 業 活動 分 野 の進 歩 に

■

.併 行 して進 行 してい ろ)行 くこ とは,む しろ コ ン ピ ュータの 本質 上 当然

の 推 移 と言 うべ きで あ る 。

か く して,ADP会 計 の世 界 的 レベルがyg-一 化 してお り,国 別 に は さ

ほ ど格 差 が 見 られ な い根 本 原 因 は,会 計分 野 のEDP化 は,他 の 分野 の

EDP化 に 比べ て発 展 速 度 が著 し く緩 慢で あ った ことに あ る と考 え るべ

きで は なか ろ うか 。

これ に 反 して,会 計 分 野 以外 の 即 時性 の 追求 を主 体 と した 新 しい業務

分野 へ のEDPの 進 出 は,世 界 的 に 最 近 急速 な展開 を示 して い る よ うで

あ り・ 国別 企 業 別 に大 きな 格 差 を生 じ てい る。 又 オ ン ラ イ ン ・リア ル タ
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イ ム方 式等 の進歩 とと もに臓こ う した分 野 にお け る 資料 の増大 とそ れ 等 の

イン ピジ1ブノレ化 もまた ます ま す範 囲 を拡 大 してい る よ うで あ る。 した が っ

て,こ う した 分野 の 業 務 活動 と 会 計業 務 との 接点 に お い て は 関係 資料 の

ビ ジ ブル(visible)化,イ ン ビ ジ ブル化 の選 択 の 問題 が 現実化 して

来 る と と もに,調 査 方式 や 監査 方 式 の 質的 転 換 が最 大 の 問題 と な って く

る。

か く してEDPシ ス テム の先 覚 者 で あ るア メ リカ合衆 国に お いて は,

これ 等 の 問題 が 目下 現 実 の重要 問題 と して ク ロ ーズ ア ップ され てお り・

それ 等 が逐 次 欧州 や 日本 に 普 及 され そ うな形 勢 が 観取 され るので あ る。

我 が 国 にお い ては,イ ン ビ ジブ ルな 記録 の 正 当性 に 関す る議 論 の み が

先 走 り,イ ン ビジ ブ ル フ ォ ーム で の 記録 の保 存 を しな け れ ば時 代遅 れ の

如 き世論 が一一般 に 流 布 され てい るけ'れ ど も,冷 静 にADP会 計の 本 質 と

そ の推 移 とを観 察 し,現 実に 即 した 考 察 と解決 策 の 発見 に 努 め る必 要 性

を痛 感 す る もの で あ る。

コ ン ピ ュ ータの 会 社 経 営へ の 適 用に よ り,企 業 経 営 と しては必 要 性 の

オ

高 い 業務 で あ る が手 作 業 で は不可能 で あった業務の遂 行が 可 能 に な った 。

そ う した分 野 では イ ン ビジ ブルの 形 で デ ータが 保 存 され必 要 に応 じ て 即

時 必要 な 部 分 を と り出 せ る方 式 の 開 発 と普及 が急 速 に 進 ん で来 た。 こ う

した 新 しい業務 分野 で 会 計 と関連 す る部 分に つ い て イン ビ ジブル な 記録

保 持 の必要 性 が 高 ま って来 てい る こ とは 否定 す べ くもな いが ・ 法律 を 改

正 して イ ン ビ ジ ブル な帳 票保 持 を認 め れ ば従 来 の ア ウ トプ ッ ト帳 票 が殆

ん どな くな って しま うと い う事 態 は 起 り得 な い と考 え られ る。

アメ リカ の 内 国 歳入 庁(IRS)は オ ーデ ィ ッ トテ ープ を 使用 し,コ

ン ピ ュ ータを使 用 して い る会 社 の 調 査 を行 って い るが,そ の 原 因 は 会 計
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に関 市 乃 トプ ・ 暗 料が 多過 ぎて調査 が騰 で あるの でその簡靴 ・

調 査 時間 の短 縮 を求 め て い る点 は特 に注 目す べ きで あ る。IRSの コ ン

ピ ュ ータ調査 担 当官 の話 した 「コ ン ピュ ータ が使 用 され たの で書 類 がな

くな る と思 った が・ 調査 に 行 って見 ると書 類 が山 と 積 まれ て い る倉庫 へ

案内 され る。 これは バ ッチ ・システムのせ いだと考 え,オ ンライン化された ら,

今度 は書類 が無 くなるか と思 っ て行 って 見 る と,バ ッチ の時 よ り もオ ン ラ

イン の時 の方 が 更 に大 量 の紙 が 出 て来 る。 これ では ア ウ トプ ッ ト中心 の

調査 は困難 なの で オー ディッ トテー プを使 ってusingcomputerの 調 査

が有 効 とな る 」 とい う説 明 は この間 の 経 緯 を端 的 に 物 語 って い る 。

以 上 の例及 び 例 示 は省 略 して い る が欧米 各 国 の そ の 他 の事 例 を総括 し

て問 題 を め ぐる一般 の 世 論 と相 違す る重要 問題 点 を ま とめれ ば,次 の通

りで あ ろと考 え る。

ほ}会 計記 録 の 一部 を イ ン ビ汐 ブル な形 で保 存 す る こ とを法 の実 際適

用 上 で認 め る こ とは 時 勢 の要 求 と して絶対 必 要 条 件 で あ る こ とは 勤 か せ

な い が,こ れ を認 め な い こ と がEDP会 計 の発 展 を阻 害 す る最 大 要 件 で

は な い 。

{2)会 計帳 票 の イ ン ビジ ブ ル な形 で の 保存 が公 に 認 め られ た場 合 と錐

も,会 計帳 票の 数 と分 量が 大 巾に減 少 す ろ こ とは考 え 難 い ・

(3)会 計 帳票 の イ ジ ビ ジブル 化 の進 展 はEDP会 計 の 進 展 の尺 度 とな

る もの で はな く,イ ン ビジ ブル な保存 をす るか ア ウ トプ ッ ト帳票 と して

保 存 す るか は,各 企 業 の それ ぞ れ の実 情 に合 せて 合 理 的且 つ 経 済 的 に 決

定 すべ きで あ る。

(4)EDP会 計 の 進展 はMISの 進 展ほ どには行わ れず,基 本 的 な方 式
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の 変化 も一般 的 に は 期待 薄 す と考 え るべ きで あ ろ う。

(5)し か し・ 企業 の経 理 部 門 の担 当業 務 の 内 容 はMISの 進展 と と も

に大 きな 変化 が 考 え られ る。 中間 的計 算 担 当者 の減 少 と ともに ソフ トウ

ェ ア関 係の新 規 業 務 の 開発 充 実 とその部 門へ の 人 員 の 転 換 が今 後 の新 し

い重要 問 題 と し て浮 び上 り そ うであ る。

●

声

方
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参 考 資 料1'-tt",・1、

ニ ュ ー ・ ジ ャ ー ジ ー州 証 拠 規 則 に つ い て 「
.層.,

ニ ュ ー ・ ジ ャ ー ジ ー 州 は,統 一 証 拠 規 則(theUniformRulesof

Evidence)に 興 味 の あ る ユ ニ ー ク な 変 更 を 加 え て い る 。 規 則1条 が,

正 式 の 書 面(formaiwritterdocuments)(た と え ば 捺 印 証 書

(deeds)や 遺 言 書("・ills))に 代 え て 音 声 に よ る 記 録(Sound

recordings)の 使 用 を 有 効 と す る の で は な い か と 懸 念 し て,こ の 規

則 の 引 用 個 所 に 次 の 文 章 を つ け 加 え た 。 す な わ ち,「 た だ し,こ の よ う

な 記 録 が,(a)合 理 的 な 範 囲 で 永 続 的 な(permanent)も の で あ り,

か つ,(b)肉 眼 で 読 め る も の で あ る こ と を 要 す る 」 と 。

さ ら に,コ ン ピ ュ ー タ ・シ ス テ ム の 営 業 記 録 が 証 拠 と し て 許 容 さ れ な

い こ と に な る の を 避 け る た め に,こ の 規 則 に 次 の 文 章 が つ け 加 え られ た 。

「情 報 ま た は 資 料 が 一 般 に 認 め ら れ て い る 方 法 な い し シ ス テ ム に

よ っ て 記 録 さ れ て い る 場 合 に は,こ れ ら の 方 法 な い し{ノ ス テ ム が,

情 報 ま た は 資 料 の 信 頼 性 お よ び 正 確 性 を 保 証 す る た め に 適 切 な コ ン

トロ ー ル の も と に 運 営 さ れ て い る も の で あ り,か つ,r書 面 』 に 再

生 す る 手 段 を 備 え て い る も の で あ れ ば,こ の 再 生 さ れ た も の は,そ

の 記 録 の 形 式 が そ れ 自 身 と し て は こ の 規 則 で 定 義 さ れ て い る 『書 面 』

に 該 当 し な い も の で あ っ て も,情 報 ま た は 資 料 と 同 じ も の(equiVa-

lent)と し て 取 扱 わ れ る 。 」

最 後 に,規 則63(13)(伝 聞 証 拠 に 対 す る 関 連 す る 例 外.)が 修 正

さ れ,肉 眼 で は 読 め な い コ ン ピ ュ ー タ に よ る 記 録 を カ バ ー す る吉 め,'下

記 の 下 線 を 引 い た 部 分 が つ け 加 え ら れ た 。
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「行 為 ・ 状 態 あ る い は 事 件 の メ モ ま た は 記 録 と し て 提 供 さ れ た 書

面 は,そ の 書 面 ま た は そ の 書 面 の 作 成 の 根 拠 と な っ た 記 録 が 営 業 の

通 常 の 過 程 で 作 成 さ れ た も の で あ れ ば,そ こ に 記 載 さ れ た 事 実 を 証

明 す る 証 拠 と し て 許 容 さ れ る 。」

証 拠 法(theEvidenceAct)に よ っ て 制 定 さ れ た ニ ュ ー ・ ジ ャ ー

ジ ー州 証 拠 規 則(NewJerseyRuIesofEvidence)(1960)

お よ び 共 同 決 議(joilltresoluticn)に よ っ て 修 正 さ れ
,1967年

9月11日 に 発 効 し た 最 高 裁 判 所 証 拠 規 則(RulesofEvidenceof

theSupremeCourt 〆)。

■

,
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参考資料i2

■

証 拠 と し て の 営 業 記 録 に 関 す る 統 一 法

(UniformBu.sinessRecordsasEvidenceAct)

1.定 義 「営 業(bushless)」 と い う語 に は,す べ て の 種 類 の 営

業(b・ ・i・ess)・ 職 業(P・ ・fessi・ …ccupa・i・ntcalli。g)ま

た は 協 会 の 運 営(OperatiOnOfinstitutions)が 含 ま れ
,そ れ

ら が 営 利 の 目 的 で な され て い る か ど う か を 問 わ な い 。

2・ 営 業 記録 行 為 ・ 状 態 また は事 件 の記録 は,関 連 す るか ぎ り,

そ の保 管者,そ の 他 の 資格 あ る証 人 が そ の 同一 性 お よび作成 様 式(mode

ofpreparati∩ll)を 証 明 した場 合 で,そ れ が営 業 の 通 常 の 過程 で行

為,状 態 また は 事 件 の 時 ま たは それ に近 い 時 に作 成 され た場 合 で あ り,

か つ,そ の 情 報 源,作 成 方 法 お よび作 成 時期 か らみ て ,そ の 記録 を証拠

と して 許容 す る こ とが正 当で あ る と裁判 所に と って考 え られ る場 合 に は,

証 拠能 力 が あ ろ 。

3・ 解 釈 の 統 一 性 この 法律 は・ これ を制 定 す る州の 法 を統 一 す る

と い うその一 般 的 な 目 的 を達 成 す ろよ うに 解釈 され な けれ ば な らな い。
唱

4.略 称(shorttitle)こ の 法 律 は,「 証 拠 と し て の 営 業 記

録 に 関 す る統 一 法 」 と して 引用 す る こ とが で き る。

5.失 効(repeal)こ の 法 律 の 規 定 と す る 矛 盾 す る す べ て の 法
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・

律 また は そ の一 部 は,こ の 法律 に よ り効 力 を失 う。
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参考資料5

ア メ リ カ 合 衆 国 歳 入 手 続(RevenueProcedure)64-12号

会 計 記 録 の 全 部 ま た は 一ー一部 がADP(AutomaticDataProcess,

ing)シ ス テ ム 中 に 保 有 さ れ て い る 場 合 に'お け る 記 録 の 具 備 要 件 に つ い

て の 指 導 基 準(Guidelines)

●

第.1節 趣 旨(Purpose)

1本 歳 入手 続(RevenueProcedure)の 趣 旨は ,納 税 者 の 記録

がADPシ ス テ ム 甲に保 有 され て いる場 合 に ,内 国歳 入 庁 が 必要

と認 め る当 該 記録 の具 備 すべ き基 本 的 な要 件 を明定 した 指導 基 準

を制定 す る こ とに あ る。 こ こ で,んDPシ ス テム と称 す る もの に

は,人 手以 外 の 方法 で(… …byotherthanmanualmeth-

ods)納 税 者 の取 引記 録 叉 は デー タの 全 部ftViし 一一 部を処理 す

るすべ ての 会 計 組織 が含 まれ て い る。

2ADP技 術 は急 速 に 発展 し,新 しい万 法 と抄法 が 絶 え ず 考 案 さ

れ,か つ,採 用 され てい る。

従 っ て,本RevenueProcedureの 第4節 に規定 す る5つ の

要件 は,然 るべ き情 報 が 存 在 す るか,或 はADPシ ス テ ム に よっ

て得 られ る限 り,納 税 者が そ のADPの 最 大 限 の便 益 を享 受 す る

こと を制 限 レた り妨 げ た りし よ うと す る趣 旨 の もの では ない 。

上 記 の 指導 基 準 は,ADPシ ス テ ムの進 展 に即 応 す る必要 が あ

る場 合 に は,そ の 都 度修 正 改 良 さ れ る もの で ある。
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第'k'9"2節 背 景(Background)

ADPシ ス テ ムは,監 査 の 手が かb(audittrai1)を 考慮 して

考 案 され て い ない 限 り,そ の固 有 の性 質(theinherentnatur-

e)か ら,原 始 記録 か ら最終 結 果 ま での 取 引 の過 程 を あ とづ け たり,

或 る 勘定 を当初 よ り編 成 しな お す こ とは 不 可 能 であ ろ う。

1954年 の内 国歳 入法 第6001条 な らび に その 関係財 務 省 規

則 の規定 内容 に 従 っ て作 成,か つ,保 有 すべ き種 類 の 記録 が い か な

る もの か に つい ては,既 にADPを 使 用 中 の納 税 者 ま たは そ の使 用

を考 慮 中 の納 税 者 か ら当庁 あ て照 会 の あ った と ころ で あ るが 内 国歳

入法 弟6001条 中 には 下 記の とお り規 定 され て い る。

「この法 律 に基 づ き賦課 徴 収 を受 け る義務 を有 す る ものは,す べ

て,財 務 長 官又 は そ の代理 人 の随 時 定 め る と ころ に従 い,記 帳 を行

ない,陳 述 をな し,甲 告書 を作 放 し,か つ,規 則通 達 に従 うもの と

す る 」

第3節 目 的(Objectives)

近 代 的 な機 械 会 計 組 織 は,人 手 に よる 会計 纏 織 よ りは るか に迅速

か つ,正 確 に,事 業 の取 引 を 記録 す る こ とが で きるの み な らず,極

め て 多量 の デ ー ター を処理 す る能 力 を有 す る。

正 当 な納 税額 が 申告 され て い た か否 か を後 日決 定 す る のに 必要 な

デ ー タ を読 め る 形 で つ くり出 す能 力 を有 す るか否 かは 機 械 の組 織

を考 案 企 画 す る際 に事 前 に充 分 考 慮 しなけ れ ば な らな い。

(… …mustbecarefullyconsideredindesigninga-

ndprogr5㎜ingamachinesystem)

こ の要 素 が あ るた めに機 械 会計 組 織 が よ り複雑 に な り,ま た,余
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●

分 の コス トが 必要 とな るか も知 れ ない が,こ の コス トは,も し当該

機 械 会計 組 織 が 申告済 の納 税 額 の正 確 性 を支持 立 証 す るの に,必 要

な情 報 を実 際 的,か つ,容 易 に提 供 で きな い場合 に ,後 日発 生 す る

で あ ろ う費 用 に比較 すれ ば とるに足 らぬ 程度 の もの で あろ う。

第4節ADP記 録 の 指導 基 準(ADPRecordguidelines)

1ADP会 計組 織は,丁 度,人 手 に よる もの の場 合 の よ うに納 税

者 毎 に異 な ってい る。

しか し,電 子 計算 機 の会 計 プ ログ ラムに組 み入 れ られ た手 順

(procedures)に は,パ ンチ カー ドや テー プ(thepunched

cardsortapes)か ら納 税 者 の納 税 債務 額 を検 証 す る に必要 な

情 報 を含 ん だ,見 続 可 能 な 記録(visebleandlegiblere.

cords)を つ くり出す 方法 を含 め ねば な らない。

2ADP組 織 の 中に保 有 さ れ て い る 記録 の正 確性 を決 定 す るに 当

って,内 国歳 入庁 は,記 録 の具備 すべ き要件 に つい て の 下 記 の 指

導 基 準 に合 致 す る組織 を認 容 で きる もの と考 え る。

(IRSwillconsiderasacceptable

(1)総 勘 定 元 帳 と補 助 簿

)

総 勘 定 元 帳(原 始 記 録 と の 照 会 を 有 す る も の)(… …with

sourcereferences)は,税 務 申 告 期 間 の 財 務 報 告 と一 致 す

る よ う に 記 載 ・し な け れ ば な ら な い 。(shouidbewritten

out)

総 勘 定 元 帳 の 勘 定 を 補 助 す る も の と し て,補 助 簿 を 用 い る 場

合 に は,補 助 薄 も ま た 同 様 に 一 定 期 間 毎 に 記 載 し な け れ ば な ら

な い 。(shouldalsobewrittenout)
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② 証 拠 書 類 と監 査 の 手 が か り

監 査 の 手 が か り(audittrai1)は,イ ン ボ イ ス や 領 収 書 等

の 総 括 的 な 会 言十デ ー タ(thesu㎜uryaccountingdata)

の 基 礎 と な る 明 細 資 料 が 特 定 で き,か つ,内 国 歳 入 庁 の 要 求 あ

り 次 第,そ の 用 に 供 し 得 る よ う考 案 し な け れ ば な ら な い 。

(3)記 録 済,又 は 再 編 成 可 能 な デ ー タ

記 録 は,取 引 の 源 ま で さ か の ぼ っ た り,或 は 最 後 の 集 計 に 至,

る 過 程 が わ か る も の で な け れ ば な ら な い 。

も し,取 引 の 処 理 の 過 程 に お い て そ の 取 引 のprintoutsが

作 成 さ れ て い な い 場 合 に は,(ifprinteu'tsarenot

madeoftransactions)そ の 組 織 は こ れ ら の 取 引 を 再 現 す

る だ け の 能 力(theabilityto .reconstructtheset-

ransactions)を 有 し て い.な け れ ば な ら な い 。

(4)デ ー タ の 貯 蔵 媒 体(DataStorageMedia)

適 当 な 記 録 保 管 施 設 を 設 け て,然 る べ き 証 拠 書 類 の み で な く

テ ー プ やP「intoutも 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

こ れ ら の 記 録 は,1954年 の 内 国 歳 入 法 な ら び に そ の 関 係

財 務 規 定 に 従 っ て 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

(5)プ ロ グ ラ ム 関 係 書 類(ProgramDocumentation)

会 計 組 織 の う ちADP関 係 部 分 に つ い て の 説 明 書(adese・r-

iption)を 用 意 し て お く こ と,操 作 の 分 野(thescopeof

operations)に 関 す る 説 明 書tS・・よ び 図 解(staternentsand

illustrations)に は,次 の 事 項 に 触 れ る よ う 充 分 詳 細 に 記

入 す る 必 要 が あ る 。
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・(a)現 在 実 施 中 の 適 用 範 囲(theapPIication)

{b)各 適 用 範 囲 に 用 い ら れ て い る 手 順(theprocedures

employedineachapPlication)(こ の 手 順 は
,た と

え ば ・ ・一 チ ・一 トや ブ ・ ッ ク ダ イ ヤ ク ラ ・ あ る ら は
,そ の

他 のinput又 は,outputに 関 す る 充 分 な 説 明 か ら な っ て

い る 場 合 が あ る)

(c)正 確 で 確 実 な 処 理 を 保 証 す る た め の コ ン ト 。..ル

重 要 な変 更(importantcha㎎es)は,そ の 実 施 期 日 と も'に,正 確

沿 革 記 録 を 保 存 す る た め に 記 録 し て お く こ と が 必 要 で あ る。

第5節 意 見 又 は 照 会 ・'

本R・v・ ・u・P・ ・cedureに つ い て の 意 見 ま た は 照 会 は 実 施 担 当

次 長Assi・t・ntC・ ㎜issi・ ・e・(C・mpli…e)気 付(CP、'A

'w"a
shingtonD .C.20224)あ て 行 な う こ と。

◎
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参 考 資料'4

連 邦 所 得 税 に か か る 記 録 の マ イ ク ロ フ イ ル ム

再 製 の 認 容 性

(1.R.SGuideline1947-19-12641)

記録 の マ イ ク ロフ イルム再 製 が連 邦 所 得 税 に関 して認 め られ る か ど う

か に つい ては,忠 告 を 必 要 とす る。

内 国歳 入 法第54条 は,法 弟1章 に よ りtt税 され,徴 収 き れ る租税 の

納税 業 務者 は,す べ て 国税 庁 長 官 が財 務長 官 の承 認 を得 て そ の つ ど定 め

る よ う'な諸 記録 を保 存 しな けれ ば な らな い こ とを定 めて い る。

規 則111の29.54条 に よ り,重 要 で な い 多 少 の例 外 は あ るか,

す べ ての者 は,法 弟1章 に よ り申告 書 に示 す こ とを要 す る総 収益toよ び

諸 控除,負 債 お よび そ の他 の事 項 の 金額 を確 定 す る の に十分 な勘 定 また

は 記録(財 産 目録 を含 む。)に 関 する恒 久 的 帳 簿 を保 存 す る こ とが 要求

さ れ る。 か か る帳簿 または 記録 は,常 に 内 国歳 入 官吏 に よる検 査 に役 立

つ よ うに保 存 す る こと を要 求 され,か つ,内 国歳 入 法令 の 執行 上 重 要 で

あ る事項 と同 様 の期 間保 存 され なけ れ ば な らな い。

現 金 出納 帳,仕 訳帳,証 懸 記録簿,元 帳 等 の よ うな勘 定 にか か る一 般

帳 簿 の マ イ ク ロフ イル ム再製 に基 づ いて 租税 を決 定 し よ うとす る ことは

当庁 に とって 望 ま し くない もの であ り,か つ,実 用 的 でな い と認 め られ

る。 た だ し,賃 金 記録,引 落 ず み小 切 手,送 状,護 憲 等 の よ うな明細 の

補 助 記録 だ け を マ イ ク ・フ ィルム再 製 に よ り納 税 ・者が保 存 す る こ とに つ

い ては,次 の 諸 条件 に適 合 す る限 り,な ん らの 異議 もさ しは さ まれないb
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(1)納税 者 が マ イ ク ・フ イルムの コ ピー を 内 国歳 入法令 の執 行 上重 要 で あ

る事 項 と同 じ期 間保 存 す る こと,② 納 税 者 が,記 録 を見 る た めの映 写 機

を含 ん で,フ ィル ムの保 管 お よび特 定 の 記録 の選 定 の た め の適 当 な 施 設

を備 え る こ と,お よび 課 税 上 検 査が 必 要 とされ る場合 に おけ る検 査 お よ

び特 定 の 記録 の選 定 の た めの適 当 な施 設 を備 え る こ と,お よび,㈲ 納 税

者 が,必 要 とさ れ る場 合 には,マ イク ロフ イル ム に含 まれ る情 報 の写 し

を作 る こ と。

o
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参考資料5

イギ リス 会 社法 一1948年 法

弟147条(会 計 帳 簿 の措 置)

(1)す べ て の会 社 は 次 の事 項 に 関 し適 当 な 会 計帳 簿 を備 置 か な けれ ば

な らない。

,(a)会 社 が 受領 し支 出 した 金 銭 の 総額 及び 受領 ・支 出が 生 じた 当該

事 実

(b)会 社 に ょる商 品 の販 売及 び購 入

(c)会 社 の 資産 及 び 負債

(2)前 項 の適 用 につ い て は,会 社 業 務の 状 態 に つ い て真実 公正 な概 観

を与 え且 つ そ の取 引を 明 白 に す る のに 必要 な帳 簿 が備 置 か れ て い な

い と きは,前 掲 の事 項 に 廃 して適 当 な会 計 帳簿 が 備 置 か れ て い ない

もの とみ な す。

参…;・149条(計 算 書 類 の内 容 及 び 方 式 に 関 す る一 般 規 定)

(1)会 社 の す べ て の貸 借 対 照表 は,会 計 年度 末 に お ける 会社 の 業 務状'

態 の真 実 且つ 公 正 な概 観 を与 え なけ れ ば な らず,会 社の すべ て の損

益 計 算書 は 会計 年 度 間 の 利益 又 は損 失 の真 実 且 つ公 正 な概 観 を.与え

なけ れ ば な らな いう
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参 考 資 料6

イ ギ リス 「CivilEvidenceAct1968J」(抜 す い)

(コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 作 成 さ れ る 陳 述 の 認 容 性)

4

'

P

第1部 第5条 一(1)い か な る民事 訴 訟 手続 に おい て も,コ ン ピ ュー タに

よっ て作成 され る文 書 に含 まれ る陳述 は
,裁 判 所 の規 則 に従 い,審 理

にお ける陳 述 お よび そ の ヲ ン ビ ュ一 夕 に関連 して下 記第 ② 項 に述 べ ら

れ る諸 条件 が満 た さ れ る こ とが 示 され る な らば
,直 接 的 な 口頭 証 拠 に

おい て述 べ られ る事 実 に 関 す る証 拠 が認 容 され る と同 様 な証 拠 と して

認容 され る。

② 前 記 の諸 条 件は,次 の とお り であ る。

(a)利 益 の た め で あ るか ど うかに かか わ らず,い か な る団 体 で あれ ,

法 人 で ある と否 とに かか わ らず,い か な る個 人 で あれ ,そ の陳 述 を

含 ん で いる文 書 か,規 則 的 に遂 行 され る活 動 目的 の た め に情 報 を貯

蔵 し処理 す る た め に コ ン ピ ュー タが規 則的 に使 用 さ れ た期 間 を通 じ

て,そ の コ ン ピ ュー タに よって 作 成さ れ た こ と。

(b)当 該 期 間 を通 じて,そ の 陳述 の 中に含 まれ る種類 の 情 報 ま たは そ

れ に含 熱 る情 報 が 引 き出 され る儲 か ・ そ の 醐 の騨 の雌 に

お い て規 則 的 に コ ン ピ ュー タか 与 え られ 廿 い る こ と。

(c)当 該期 間 の重 要 な部 分 を通 ・じて コン ピ ュー タが 適切 に操 作 され た

こ と,ま たは,そ うでな い場 合 に おい て ,コ ン ピ ュー ダ が 適切 に操

作 され な か った こと,も し くは そ の 期間 の うちあ る期間 操 作 され なか

っ た ことが そ の 文・書 の 作成 ま たは その 内容 の 正 確 性 に影 響 す るほ ど

の もの で なか った こ と。
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(d)そ の陳 述 に含 まれ て いる 情報 が 再 生 し,ま た は そ の活 動 の通 常 の

過 程 でコ ン ピ ュー タ に与 え られた情 報 か ら引 き出 され る こ と。

㈲ 情 報 の貯 蔵 ま た は処理 の機 能 が,上 記 ② 項(a)で 述 べ られ て い る よ う

に,あ る期 間 を通 じて 規 則的 に 遂行 され る活 動 の 目的 の ため に コン ピ

ュー タ に よっ て 規 則的 に実 施 され た場 合 には
,

(a)当 該 期 間 にわ た り作 動 してい る コン ピ ュー タ に ょり,ま たは

(b)当 該 期 間 に わ た り継 続 して作 動 して い る異 な る コ ン ピ ュー タ に よ

り,ま たは

(c)当 該 期 間 に わ た り継 続 して作動 して いる 異 な る コ ン ピ ュー タ の結

合 に よ り,ま たは

(d)1ま たは そ れ以 上 の コン ピ ュ一一タ お よび1ま た は それ 以上 の コ ン

、.ゼ.ユー タの 結合 な どの い か な る仕 組 み で あれ,当 該 期 間 に わ た る継

続 的 な操 作 を判 うい かな る方法 に お いて も,

当 該 期 間 に お い て当 該 目的 のた めに 使 用 され る すべ て の コ ン ピ ュー

タは,本 法 の この 部 の適 用上 は,単 一 の コ ン ピ ュー タか ら放 る もの

として取 り扱 われ る。 ま た単一 の コ ン ピ ュー タ に 関 す る本 法 の この

部 に お け る言 及 も同様 に解 釈 され る。

(4)本 条 に よっ て証 拠 と して陳 述 す る こ と を要 す る民事 訴 訟手 続 に おい

て,次 の 事 項 に 関 す る証 明書,す な わ ち

(a)そ の陳 述 を含 む文 書 の 証 明 とそ れ が作 成 さ れ た方 法 の 記述

(b)そ の 文 書 が コツ ピ ュ一一タvaよ っ て作 成 され た こ と を示 す ため に適

切 で あ る よ うな当該 文書 の作 成 に判 う装 置 の詳 細 の説 明 の付 与

(c)上 記(2)に 迩ぺ られ る諸 条 件 が 関 係 す る事 項 の取 扱 い

お よび そ の 関係 の ある装 置 の操 作 に 関連 す る責 任 の あ る地位 を 占 め

一256一
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直

る 者 に よ り署 名 され た こ とを示 す 証 明書 ま たは そ の適 切 な 管理 活動

に関 す る証 明書(ど ち らで も適 当 であ る)は ,証 明書 に お いて述 べ

られ てい る事項 に つ い ての証 拠 とな る。 ま た ,と の ころ の適用 上,

あ る事項 が それ を陳述 す る者 の最 大 の知 識 お よび確 信 で もって述 べ

られ る とい う こ とで十分 である。

(5)本 法 の この 部 の適 用 上 は,

(a)情 報 か適 切 な形 で コ ン ピ ュ「 タ に与 え られ るな らば
,そ れ が 直接

的 に与 え られ て も または(人 間 の干 渉 の有無 にか か わ らず)適 切 な

装 置 に よ って与 え られ て も,情 報 は コ ン ピ ュー タ に与 え られ た もの

とされ る。

(b)い か な る個 人 ま たは 団 体 κ よb遂 行 され る活 動 の過 程 に お いても
,

当 該活 動 以外 に操 作 さ れ て い る コン ピ ュー タに よっ て当 該 活 動の た

め に貯 蔵 さ れ または 処 理 され る た め に情 報 が 与 え られ る と きは
,十

分 に コ ン ピ ュー タ にそ の 情 報 が 与 え られ る か ぎ り,当 該 情 報 は,そ

の活 動 の過 程 にお い て コ ン ピ ュー タ に与 え られ て い る もの とされる
。

(c)あ る文 書が コ ン ピ ュー タ に よっ て直 接 に 作 放 され て も ,ま たは

(人 の干 渉 の有 無 に かか わ らず)適 切 な装 置 に よって作 成 されても、

そ の 文書 は コン ピ ュー タに よ って作 成 され た もの とさ れ る
。

(6)上 記(3)項 に従 っ て,本 法 の この部 に おい て 「コ ン ピ ュー タ」 とは
,

情報 の貯 蔵 お よび 処理 の ため の装 置 を意 味 す る。 また ,他 の 情報 か ら

引 き出 され る情 報 に つ い ての 言及 は,計SUi"比 較 または他 の 処理 に よ

り派 生 す る諸 情 報 に つ い て の言 及 であ る 。
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1参 考資料7

フ ラ ン ス 商 法

第8条 自然 人 で あ る と法人 であ る とを問 わず,商 人 の資格 を有 す る

者 は,す べ て,そ の 企業 の取 引 を 日 々記録 し,又 は,少 な く とも月毎

にそれ らの取 引の合 計額 を要 約 した 日記帳 を備 え な けれ ば な らな い。

後 者 の場 合 には,毎 日の取 引 を確 か め る こ乏が で きる よ うに あ らゆ る

文 書 を保 管 しなけれ ば な らない。

第9条 前 記 の 者は,ま た,年 毎 に,そ の 企業 の債権 及 び債 務 の財 産

目録 を作 成 し,か つ,貸 借 対 照表 及 び損 益 計 算 書 を作放 す るため に あ

らゆ る計算 を書 留 め なけれ ば な らない。

貸 借 対 照表 及 び 損 益 計算 書 は,財 産 目録 に 記入 しな けれ ば な らない。

第10条 日記帳 及 び 財 産 目録は,日 付 順 に,余 白及び いか な る種 類 の

変 改 もな しに調 製 され る もの とす る。

そ れ らの篠 薄 は,商 事 裁 判 所 の判 事 の1人,小 審 裁 判 所判 事 又 は 市

町 村 若 し くは 助 役 に よ り,通 常 の 方 法 に よ り無 料 で,丁 数 記入 及 び略

音 され る もの とする。

第11条 第8条 及 び第9条 に掲 げ る帳 簿及 び文 書 は,10年 間 保 存 さ

れ なけ れ は な らな い。

受 信 した通 信 及 び 発送 した 書 信 の写 しは,同 一 期 間,分 類 され,か

つ,保 存 され な けれ ば な らない。

第12条 商業 帳簿 は,正 式 に 調 製 され た と きは,裁 判 官 は,商 人 間 に

お け る商 事 の 証拠 を な す もの と して 採 用 す る こ とが で きる。
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`

第13条 商 業 を営 む 老 が調 製 を命 ぜ られ た帳 簿 で,商 人 が 上 に定 めた

方 式 を遵 守 しな い ものは,こ れ を調製 した 者 の 利益 の た め には,裁 判

所 に呈 示 し又 は裁 判 上 証 拠 とされ る こ とが で きない。 第 三 篇 破 産 及 び

破 産 犯 罪 に 定 め る規 定 の 適 用 を妨 げ ない。

第14条 商業 帳 簿 及 び 財 産 目録 の 提 出は,相 続,共 有 財産,会 社 の財

産分 配 の諸 事 件 及 び 破 産 の場合 を除 き裁判 上 命 ず る こ とが で きない。

第15条 訴 訟 【Pに裁 判 官 は争 点 に関 す る事 項 を摘知 す るた め,職 権 を

も って も,帳 簿 の 呈示 を求 め る こ とが で きる。

第16条(略)

第17条 商業 帳 簿 に対 し信 をbぐ べ き申 し出を受 けた者 が これ を展 示 す

る こ とを拒 む と きは,裁 判 官 は相 手 方 に宣 誓 さ せ る こ とが で きる。

4
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参考資料8

原 始 書 類の 保存 につ い て市 民 法 第1329条 お よび1334条,な ら びに

商法 第8条 お よ び第17条 の 適 用 に 関す る政 令

第1条 商 法 人,国 営企 業 な ら びに 商 工業 を 営 む公 共 機 関は 法務 省,経

済 省,大 蔵省 の共 同の 取 決 め に よ っ て,商 法 第8条 お よ び第12条

に 定 め られ た現 行 の政 令,規 則 にお い て 明示 され て い る状 態 で会 計帳

簿 な らびに 諸 書 類 を保 存 しな け れ ば な らな い。

第2条 非 営 利事 業 に つ いて の第1条 の 規 定 と同文

第3条 申請 書 は 申請 者 の 名 の下 に,次 の 事項 が 記載 され る場 合,法 的

文書 とな るで あ ろ う。

① 正確 な方 法 に従 ⌒て あ らか じめ区 分,整 理 され た書 類 の マ イ ク ロ

コ ピ ー化 。

② 脱 漏 の な い 自然 の 形 の 書類 あ るいは一 組 とな っ て い るすべ て の 書

類 の マ イ ク ロ コ ピ ー化 。

③ 原 始 書 類 の ま 入の形 で の 撮影 。 フ ィル ム の取 扱 い 。 マ イ ク ロ コ ピ

ーの 技 術管 理 な らび にそ の 照合 技術 。 マ イ ク ロコ ピ ーの 保 管 。 提 出

要 請 に応 じ うる技術 処理 。原 始 書 類 の保 管 に っ い て政 令 で定 め られ

た 必 要 とみ な され る期間 と同 一期 間 内 にお け る マ イ ク ロコ ピ ー化 さ

れ た 書 類 の 可 読 性,安 全 性,不 変 性 の 完備 。

第4条 この 申 請 を認 許 した 当 局 は前 条 に示 され て い る 事項 が遵 守 され

て い るか ど うか,い っ いか な る時 で も検 査 す る こ とが で き る。 また,

♪,.、 申 請は 前条 が遵 守 されな い場 合,い っ い か な る時 でも 当局 の いず れ か
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'

一 つ の 省 の 要請 に よって取 消す こ とが で きる
。

第5条 原 始 書類 の受 信 あ るい は発 信 とそれ ら書 類 の マ イ ク ロ写 真化 の

た め に は,適 用 され る区 分,整 理 の方 法 に見 合 った 最 も短 い期 間 を定

め る こ とが必 要 で あ る。 しか し,こ の期 間 は 申 請 を認 め られ た 商 法人

等 に よ って保 存 され て い る書 類 を マ イ ク ロ写 真 化 す るため の 阻害 とな

って は な らな い 。

第6条 マ イク ロ コ ピー化 され た書 類 は,マ イ ク ロコ ピーの検 査 ,照 合

が 行な わ れ,有 効 で あ る と され る 日以 前 に破 棄 され て はな らな い 。原

始 書 類 の 性 質 に よ って は,書 類 が 不 変 でな い とい うこ と もあ り ,こ の

期 間 は 規則 に よ って別 に 定 め る もの とす る。

第7条 政 令 お よび規 則 の定 めに 従 って再現 され か つ保存 され る マ イ ク

ロ コ ピ ーは原 始 書類 と同一 の 法 的 価 値 を もつ
。

第8条 商 法第8条,第9条 に 従 って 商 法 人等 に よ^て 保 存 され る会 計

帳 簿 の マ イ ク ロ写 真化 な らびに 同 法第15条,第16条 に定 め る会 計

帳簿 の 閲 覧に つ いて は規 則に お い て別 に定 め る こ と とす る。

第9条 第 三者 に 対抗 し う る原 始 書類 の マイ ク ロ写 真化 な らび に それ ら

の マ イ ク ロコ ピー の保 存 は それ ら を法 的 に有 効 化 あ ら しめ る よ うに個

人 の責 任 にお い て の み行 な わ れ ね ば な らな い。

第10条 法 廷 訴 訟 の 目的 に用 い る 書類 は すべ て 当該 訴 訟 の最 終審 決 ま

で原 始 書 類 の ま ま保存 しな け れば な らな い 。
、
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参考資料9

原 始 書類 と同 一 の状 態 で マ イ ク ロ コ ピ ーと して 再現 され た商 業 帳 簿 に

法 的価 値 を与 え る政令 の 適 用 に 関 す る規 則 。

1.申 請手 続 きに つ いて

第1条 申請 書 は 申請 す る法人 等 の 商 号 が 明記 され た 用紙 を用 い,法 務

大 臣 あ て提 出 され ね ば な らな い。 申 請書 には 申 請 内容 のほ か,当 該 法

人 の 法的 に 責任 のあ る署 名 を必 要 とす る。

第2条 申 請書 は政 令 第3条 の規 定 に 従 うか ぎ り,ま た区 分 ・整理 され

た 書類 を 除 き マ イ ク ロ写 真 に限 定 され ての み,申 請 書 の 署 名 者 を 拘束

す る法 的 な正 式 文書 とな る。

その 拘 束 内容 は:

自然 の 状 態 に あ るす べ ての 書 類,あ る い は 適 用 さ れ て い る 区 分

・整 理 の 方 法 に従 って 一 組 とな って い る書 類 の マ イ ク ロ写 真化 。

撮 影 技 術 な ら びに フ ィル ムの取 扱 い技 術 。

マ イ ク ロ コ ピ ーの 照 合 と検 査 。

マ イ ク ロコ ピーの 保 管 。

が これ らに 該 当す る。

この ほ か,申 請書 は マ イ ク ロ写 真 化 の対 象 とな る書 類 の性 質,当 該

書 類 が区 分 ・整理 され て い る方 法,マ イク ロ コ ピ ーが再 現 され る方 式,

再 現 され る マ イ ク ロコ ピ ーの大 ぎ さ等 が 明確 に記 載 され ね ば な らな い。

な お マ イク ロ フィ ルム の状 態 に つ い ては,フ ィルム が巻 フ ィル ムで あ

る か帯状 フィル ムであるか,ま た マ イ ク ロ フ ィ ッシ ュで あ るか も記 載 す
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る こ とを必 要 とす る。

2.マ イ ク ロ書 類 な ら び にそ の保 存 期 間

第3条 商 法 人 等 の発 信 文 書 の マ イク ロ写 真化 は原 始 書 類 そ の もの か ら

行 な わ な くて はな らな い。 た だ し,マ イ ク ロ コ ピーに っ い ては 定 期 的

に一 定 の条 件,特 に,印 刷 され たす べ て の記 載事項 あ る いは 関連 す る

附 属事 項 な らび に 第 三 者 に対 抗 しう る記 載 事項 を含 む書 類 で あ る場合

は,そ れ を も っ て十 分 とす る。

第4条 マイ ク ロ写 真化 の 適 用 と認 可 され た 商法 人 の 受 信文 書 ・受 信 書

類 な ら びに第 三者 に対 抗 し う る よ う一 般 的 に作 成 され た文 書 の マイ ク

ロ コ ピ ーは 申請 書 に お いて 明 らか に され た 区分 整 理 の方 法 に従 って定

期 的 に再 現 され な くて は な らな い。 当該原 始 書 類 はマ イ ク ロコ ピ ー と

し て作 成 され,か つ原 文 と照合 され た 時 期 よ り起 算 して5年 間 保 存 さ

れ ねば な らな い 。 この 期 間 経 過 後,作 成 され た マ イ ク ロコ ピ ーな ら び

に マ イ ク ロ コ ピー 書類 は 原 始 書 類 と同一 に 取 扱 われ る。.、

第5条 書 類 の 表 ・裏 に 記 載 され てい る両 面は,マ イ ク ロ フ ィ ルム ある

い は マ イ ク ロ フ ィッ シ ュの 上で,隣 合 せに な る よ うな方 法 で マイ ク ロ

写 真 化 され な くて は な らな い 。 また,読 み手 に 複 写 され た 再生物 を誤

りな く明確 に 対 照 しう る よ うな マ ークを それ ぞ れ に 記 して おか ね ば な

らな い 。

第6条 商 法 第8条 な ら び に第9条 に 従 う商 法 に よ って保 存 され る商業

帳 簿,製 本 され た 帳 簿 の形 で 保存 され る書 類 あ るい は一 連 番 号 を も っ

て頁 付 を され た伝 票 ・ 株 主総 会・ 取 締 役 会,監 査 役会 あ る いは 本観 法

令 弟1条 な ら び に第2条 に該 当す る商 法 人 の その 他機 構 に お け る議 事
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録 の登 記 用 台 本 等,こ れ らの文 書 は その閉 鎖(決 議)時 以 降,マ イ ク

ロコ ピーの 対 象 とな り うる。・これ らの原 本 は マ イ ク ロコ ピ ーの作 成 な

ら びに原 本 との 照 合 の 日 よ り3年 後 に破 棄 す る こ とが で きる 。

3.マ イ ク ロ書 類 の 形態

第7条 マ イ ク ロ コ ピ ーは巻 フ ィルム,帯 状 フィルムな らび にマ イク ロ フ

ィ ッシ ュの 形 の いずれ で も作 成 か つ保 存 し うる。

第8条 巻 マイ ク ロフ ィ ルムは 分 割 され ず,ま た 接着 の な い状 態 で完 全

に 保 管 されね ば な らな い 。 また そ れ は フ ィ ルムの最 初 の 部分 か ら最 後

の部 分 まで 消 滅 しな い方 法で 撮影 されね ば な らな い。 フ ィル ムの 最 初

の部 分 に は 書 類 の タイ トル,マ イク ロ化 された 書 類 の 種類 の 性 質,区

分 レ フ ァレ ン ス,マ イ ク ロ化 した 日の 最初 の 日付 を 撮影 し,さ らに最

後 の部 分 に は マ イ ク ロ化 した 日の最 後 の 日付 を マ イ ク ロ化 した 書 類 の

頁 の数 を撮影 しな くて は な らな い。

第9条 巻 フィルムおよび マ イクロフィッシュは それ ぞ れ の フ ィ ッシ ュあ る

い は それ ぞれ の巻 ご とに は っき り した 記 載事 項 の表 示 を付 して お か な'

くては な らな い。 さ らに,巻 あ るい は フ ィ ッシ ュに は その最 初 と終 り

に 連続 す ろ巷 あ る いは フ ィ ッシ ュの 未掲 載 部 分 の 表 示 を あ き らか に し,

か つ,そ れ ぞ れ の 順序 を 明記 しな くて は な らな い。 連 続 す る最 終 の巻

あ るい は フ ィ ッシ ュに は,そ の 組に 属 す る巻 あ る い は フ ィ ッ シ ュの数

を 示 して お か ね ば な らな い 。

第10条 マ イ ク ロ コ ピ ーは コ ピ ー中の 内 容 を 明 らか に す る最 後 の 撮影

が 終 りまた最 終 の表 示 が行 な わ れ てか ら,そ こにperforati6nを 行

な うた めに 未 撮 影 部 分 を残 す こと を必 要 とす る。
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このperf・rati・nは ・ 「7イク ロ コ ピ ー完 成後,加 え られ る ものが

あ る ことを ・ コピ ーエ ラ ー・ あ る い は脱 漏 の 修正,撮 影 時 に お け る技

術 的 欠 陥 の 修正,他 の 書 類 の 組 に 属 す る コ ピ ー化 された 当該 書 類 の組

を他 の 組 め 書類 に付 加 す る,あ るい は将 来 作 成 な い し受 取 るだ ろ う,

書 類 に加 えた りす る と い うこ とを 示 す もの で あ る。

追加 された 事 項 は マ イ ク ロ フ ィ ルム に 関す る規 定 に従 うこ とは勿 論,

す で に マ イ ク ロ化 され た事 項 に制 約 され るこ とに な る。

第11条 マ イ ク ロ コ ピ ーが作 成 され た 後,い か な る材 質 的 な修 正 もコ

ピ ーに 加 え られ て は な らな い。 マ イ ク ロ書類 の組 の変 更 あ る い は こ れ

ら書 類 の そ れぞ れ の 内 容 の変 更 に わ た る修 正 は既 存 の記 載 事 項 の 内 容

に 従 って作 成 され た 追 加事 項 の 目的 に も見合 一て 行 な わね ば な らな い。

マ イ グ ロコ ビ ーに つ い て 明 ら か に材 質 的(機 質 的)修 正 が 証 明 され

た 場 合,政 令 に よ 一て マイ ク ロ コ ピ ーに与 え られ てい る法的 価値 は破

棄 され る ことに な る。

第12条 マ イ ク ロ コ ピ ーが 一定 の 大 き さの マ イ ク ロフ ィ ルム あ る いは

マイ ク ロ フ ィ ッシ ュに よ って コ ピ ー化 され た 一組 の 書類 の一 部 で作 成

され る場 合 を除 い て,部 分 マ イ ク ロ コピ ー(micro-copiesaune

unique)の 法 的価 値 は 与 え られ な い。 この場合,一 定 の大 き さの マ.

イ ク ロ書 類 か ら部 分記 載 され て い る個 所 に つ い ては,マ イク ロ フ ィ ル

ム あ る いは マ イ ク ロフ ィ ッシ ュ 中の 部 分化 マイ クロ コ ピ ーに それ ぞ れ

送 り番 号 を 明確 に付 して お か ね ば な らな い 。 これ らの送 り番 号 と マ ー

ク は別 に 区 分 整 理 してお か ねば な らな い。 マ イ ク ロフ ィ ルム あ るい は

マ イク ロ フ ィ ッ シ ュの 末尾 に は そ こ で用 い られ る送 り番 号 を 明 記 しな

くて は な らな い。
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4.マ イ ク ロ コ ピ ーの 保 存

第13条 マ イ ク ロ書 類 は この 目的 に 用 い られ る機器 の仕 様,材 質 に 従

って処 理 され,ま た良 好 な状 態 で保 管す べ くあ らか じめ 定 め られ た 方

法 に従 って 取 扱 わね ば な らない 。

これ
.らは,ま た,す で に 申請 認可 され た事 項 な ら びに 政令 ・規 則 に

定 め ら れ た規 定 を 考慮 に入 れ,保 管 に適 した 温 ・湿度 の場 所 に 区分 ・

整 理 され ね ば な らな い。

第14条 マ イ ク ロ コ ピ ーは 原 始 書 類 の順 序 に従 って それ と同 一に 区 分

され ね ば な らな い 。 同 一に 区 呑 ゴ る こ とが 不 可能 な場 合 に は,マ イ ク

ロ コ ピーが 区 分 ・整 理 され る 方法 を,書 類 登 記 に際 して 提 出 され ね ば

な らな い 。

、

`

5.マ イ ク ロ書 類 のcorrlrnunication

第15条 マ イ ク ロコ ピ ーで 書 類 保存 を行 な うこ とに よ って利 益 を うる

商 法 人 等 は原 始 書 類 に準 じて 再現 す べ き マイ ク ロ コ ピ ーを要 請 に 従 っ

て提 出 し,か っ 要請 に応 じ うる よ う準 備 しな くては な らな い 。 さ らに

これ ら提 出 すべ きマ イ ク ロ書類 は原 本 と同 一 の大 き さと 内容の もの で

あ り,か つ す べ ての記 載 事 項 が 見読 可 能 で あ る よ うな原 本 の 完 全 な再

生 物 でな くて は な らな い 。 同 時 に,こ の 再 生物 は それ が 引用 され た書

類 の レ フ ァレ ン スを備 え て い な くて は な らな い。

第16条 商 法 第15条,16条 に 定 め られ て いる商 法 人 の 帳簿 に関 連

す る事 項 は マ イ ク ロ コ ピ ーが原 始 書類 と同 一 の大 き さ の見諒 し うる再

生 物 を提 出 す る とい うこ とに よ って充 足 され よ う。

φ

.パ
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ドイ ツ商法(1965年8月2日 改 正)

第38条 ω 商人は嚥 を備へかつ ,・ れに,整 煕 礁 記の購 縦

い商 取引及び臓 状態 を明瞭 に識 すべ 蟻 務 を負 う
。

② 商人 は溌f乱 た商業 信書の原本 と一致 する麺 物(印 刷又は写真

に よる,原 本 の複写物,印 刷物又はその他 の永続 的な複製物)を 保管

す る義務 を負 う。

第39条 ω 商人 は繰 の時 に於 て
,不 動産,債 薇 織,現 金 の級

びその他 の財産 の 目的物 を詳細 に記載 し
,こ れ ととも嘆 の財 産酪

別 刷 緬 附 しか つ・財産及び債務の関係 棚 らかにする瀬 書 を作

製 することを要 す る。

② 次で毎営業年度の終 りに於て財産 臓 及び貸借対貝鞍 を調整 する こと

を要する・営業 簸 の期間 は ・2月 を超え る ことを得ず
。 財産 目録及び

貸借対照表 の調勧 次年度の適正 なる期間内 に為 す ことを要 する
。

(3)営 業鞭 の終b・ ・i」・fc・てぷ 顯 録 を徹 する際 に
,醒 、,数 量

価格毎 に,こ の期間 についての具 体的 な在庫 高書 を作放 しない場合 で

あって も,確 定 し うることが,整 然たる簿記の原理に合 致する他 の手

続 を利用 する ことに よ蛾 諮 れるカ・紗 … との鮪 に ついて,財 産

の具体的 な在庫 高書の作庵は必要 でない
。

(4)営 業年度 の紗 にあた ・ての財翻 録に勒 ては
,次 の各 号の場合

には 財産 を記載 することを接 しない。

1・ 商人は・具体的 な在庫高書作域に もとづ き
,又 は第 三項に よって

許容 され る他 の手続 に もとつい て,種 類,数 量,価 格毎 に,在 庫高
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を 記入 してk'・り,し か も,営 業 年 度 の終 了前 の 最後 の3ケ 月 内 に,

又 は,終 了後 の最 初 の2,fr.月 間 内 に い つ で も作成 し うる場 合 。

2,整 然 た る簿 記の 原 理 に 合 致 する継 続 記入 手続 又 は相 殺手 続 に よっ

て営業 年 度 の終 りにお い て 存 する 財産 の在庫 高が,こ の期 間,合 法

的 に評 価 可能 であ る とい うこ とが特 別 な 財産 目録 に 基 づ い て 保 障

され る場 合。

第40条(1)貸 借 対 照表 は独 逸 貨幣 本 位 に よ り之 を調 整 す る こ とを要す。

② 財産 目録 及 び 貸 借 対 照表 の 調整 には,そ の調 整 の時 に有 す る価 格 に

従 い,一 切 の 財産 及 び 債 務 を計 上 す る こ とを要 す る。

(3)不 確実 な る債 権 は そ の 見 込 額 に従 い之 を計 上 し,取 立不 能 な る債権

は 之 を控 除 す る こと を要 す る。

(4)整 然 た る簿 記 の原 理 に 合 致 する限 り,財 産 目録 お よび貸 借 対 照表 作

成 の 際 に は

① 在庫 品の 種 類 に応 じて,又 は そ の他 の細 目に 基 づ い て,中 間 値

が認 め られ,し か もそ れ が お お よそ 同価 値 の又 は,同 種 類 の 財産は

1つ の グ ルー プ に ま とめ られ うる。

② 固 定 資産 の 客体 お よび棚 卸 資産 の原料,補 助材 料,自 動 車燃料は,

そ の在 庫 品 が,そ の量,価 値及 び 構 成 に お い て:極 くわず か の変 更

しか受 け な い 場 合 に は,同 じ数量 及 び価 値 と して評 価 され る。 しか

し3年 毎 に,具 体 的 な在 庫 高 の作 成 が なさ れ な けれ ば な らない。

第41条 財産 目録及 び貸 借 対 照 表 に は 商人 之 に著 名 す る こ とを要 す る

人 的 責任 社 員 数 人 あ る と きは,総 て 之 に著 名 す る こと を要 す る・

第43条(1>"商 業 帳 簿 の簿 記載 及 び そ の 他 必 要 な る 記 入 につ き,商 人 ・

は 日用語 の文 字 を使 用 す る こ とを要 す る。
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② 帳 簿 は編 綴 し.'か つ.層各 葉 毎 又 は各 頁毎 に速読 せ る数 字 を 附 す る こ

と を要 す る。

(3)通 常 記 入 すべ き部 分 に は空 間 を残 す こ とを得ず。 記載 せ る最 初 の 内

容 は抹 削又 は そ の他 の 方法 に よ り読 み難 きもの と為 す こ と を得 ず。 削

擦 もま た之 を為 す こ とを得 ず。 ま た,最 初 の 記載 の 時 なりや,文 典 の後

に始 めて為 したりやに付,性 質 上不 確実 な らしむ る変 更は 之 を為 す こ と

を得 ず。、

第44条 ω あ らゆ る商 人 は,以 下 に掲 げ る書類 を整理 して保 存 す る義

務 を負5。

① 商 業 帳 簿,財 産 目録,貸 借 対 照 表

② 受 信 した 商業 信書

③ 発 信 した 商業 信書 の 複写 物

④ 第38条 第1項 に した が っ て,商 人 に よって 記載 され るべ き帳 簿

へ の記 帳 の ため の 証 明書(記 帳 証 悪 書)

② 商業 信書 とは,商 行 為 に 関 する 書 類 の み を い う。

第44条 のa(1)複 製 を行 な うに 際 し,手 続 きが合 法的 な諸 原 則 に 合 致 し,

複 製物 が原 本 に一 致 す る とい うこ とが保 障 さ れ る場 合 に は,受 信 した

文 書 を,原 本 に 代 え て縮 少 され た 複製 物 の 形 にお い て,写 真 と して保

存 す る こ とが で きる。

② 第1項 は,合 法 的 な簿 記 の諸 原 則 に合 致 す る手続 に お いて,証 憩 書

を もって 帳簿 の 記載 と勘 定 とに 代 え る場 合 に おけ る記帳 証愚 書 に つ い

て,適 用 す る。

第44条 のb(1)商 業 帳 簿 な らび に 財産 目録 お よび貸 借 対 照表 は,10年

間,受 信 した 商 業 信書,発 信 した 商業 信 書 の 写 しお よび 記帳 証 愚書 は
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7年 間,保 管 しな けれ ば な らない。

{2)保 存 期 間 は,商 業 帳 簿 へ の最 後 の 記載 が な さ れ,財 産 目録 が結 成 さ

れ,貸 借 対照表 が 確 定 され,商 業 信 書 を受 信 し又 は 発 信 し,も しぐ億 ,

記帳 証 愚 書 を生 ぜ しめ た暦 年 の終 了 に よって始 ま る。

ドイ ツ連邦 共 和 国株 式 法

第149条 年 度 決算 書 の 内容

(1)年 度 決 算 書 は,正 規 の簿 記 の原則 に適 合 しなけれ ば な らない。

年 度 決算 書 は,明 瞭 か つ一 覧 し うる よ うに作 成 し,評 価 規 定 の 範 囲 内

で,会 社 の 資産 及 び 収 益 の 状 況 が で き るだけ,明 確 に判 る よ うに しな

けれ ば な らな い。

② 次条 以 下 の 規 定 に別 段 の定 めが な い 限 り,商 法第1篇 第4章 の商 業

帳 簿 に関 す る規 定 を 適 用 す る。

t

参 考資 料11

1965年8月 改正 後 面 ドイ ツ 「租 税 通 則 法1

(叛 す い)

(記 帳 の 義務)

第106条 租 税 法 以外 の 法律 に よ り課 税 上 重 要 な帳 簿 及 び 記録 を保 存

しな けれ ば な らない 者 は,こ れ らの 法 律 に よ って謀 され た義 務 を課 税

のた め に も履 行 す る義 務 を負 う。

2.(略)

(記 帳 義 務)
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第161条(略)

(記 帳 に 関 す る規 定,帳 簿及 び営 業 の検 査)

第162条 第160条 及 び 前条 の 規定 に よ り,又 は そ の他 租 税 法 に よ

り帳簿 の 記載 又 は 記 録 の作 成 の 義 務 を有 す る 者 は ,左 の 規 定 を顧慮 し

なけれ ば な らな い。

2.帳 簿 の記 載 は,継 続 的 に ,完 全か つ正 確 に 行 なわな け れば な らなし㌔

納 税 義 務 者 は,現 行 の言 葉 及 び 文字 を使 用 しなけれ ば な らな い
。

3.営 業 用 帳簿 は,虚 偽 又は 架空 の 名義 を書 い た 勘 定 を含 ん では な らな

し(0

4・ 帳 簿 に は ・ 営業 用帳 簿 であ る限 り,製 本 して,各 葉 又 は各 頁 を通 じ,

一 連 した番 号 を 付 さ な けれ ば な らない
。

5.規 則 に徒 って 記入 すべ き箇 所 を余 白 の ま まに して置 いて は た らなVb

本来 の 記入 の 内容 を棒 線 を引い て抹 消 し,そ の他 の方 法 で読 み難 くし,

又 は これ を削 除 しては な らない。 最 初 に 記入 す る際に訂正 したの か又

は後 に な っ て訂 正 したの か 不 明 に す る よ うな 訂正 を行 な って は な らな

し(0

6.営 業 用帳 簿 は,イ ンク で記入 しな けれ ば な らな い。 納 税 義 務 者 が仮

の 記録 に よ り記 入 した場 合 に は,こ れ を保 存 しな ければ な らな い
。 領

収 書 に は,番 号 を付 して 同様 に保 存 し左 け れ ば な らない。

7.営 業 上 の取 引 に おけ る現 金 出納 は ,少 くと も毎 日記 入 し左 けれ ば な

らない。

8・ 帳 減 財 産 目録,貸 借 対 照表 ,第1項 の 意 味 に 剖 ナる文書 類,受 信

した商業信書,発 信 した商業信書 の写 し,記 帳証 愚並びに,課 税上重

要 な営業用書類及 びその他の証愚 は下記の ように整理 して保存 しなけ
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れ ば な らな い。

(1)帳 簿,財 産 目録,貸 借 対 照 表 は10年 間。

② 文 書 類,受 信 した商業 信書,発 信 した 商業 信書 の写 し,記 帳 証 懸

及 び そ の他 の 書類 は,他 の 租税 法 にお い て よ り短 い保 存 期 間 が 定 め

られ て い る場 合 を 除 き7年 間。

保 存 期 間は,帳 簿 に最 後 の 記帳 が な さ れ,財 産 目録 が 作 成 され,貸

借 対 照 表 が確 定 され,商 業 信書 が 受 信 若 しくは発 信 され,又 は,記

帳 証 愚 が生 じ,か つ 記録 が 処 理 され 又 は そ の他 の 文書 類 が生 じた暦

年 の終 了 とと もに 始 ま る。、

(注)こ の第162条 第8項 に規 定 す る文 書,営 業 用書 類 及 び そ の他 の書

類 の保 存 に関 して,法 律 に定 め られ た保 存 義 務履 行 の た め の マ イク ・

フ イル ム撮 影 の 利用 に 関 して,各 州 財務大 臣(財 務 長 官)に よ り連邦

共通 の規 則(Erlaβ)が 定 め られ て い る。

9.発 信 さ れ た商 業 信 書 の 写 し(印 刷 又 は写 真 に よる 原文 の複 写,印 刷

物.謄 本 又 は そ の 他 の恒 久 的 な写 し)は,原 本 と一 致 しな けれ ば な らン・

ない。 第8項 第2号 に掲 げ られ た そ の他 の書 類 は,原 本 の形 で保 存 さ

れ なけれ ば な らな い。 複 製 を す る際 に そ の方 法 が合 法的 な 基本 原 則 に

合 致 し,か つ,そ の際 に.そ の 写 しが原 本 に 一 致 す る とい うこ とが保

証 され る場 合 に は,原 本 の保 存 に代 え て,写 真 に よ り縮 少 され た写 し

の形 で保 存 す る ことが で きる。 この こ とは 記帳 証 愚 につ い て も,そ の

整 然 た る保 存 が 正規 の簿 記 の諸 原 則 に合 致 す る方 法 で,帳 簿 の記 帳 お

よび勘 定 に代 わ る場 合 に 限 り適 用 され る。 この場 合 に お い て,補 助 手

段 な しでは判 読 不 可 能 な形 に お い て しか,証 拠 書類 が提 出 され な い と

きは,関 係 者 は,税 務 官庁 又 は 裁 判 所 の要求 に応 じ,自 己 の 費 用 で,
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補助手段 な しに判 読 する ことが できる再製物 を必要 な数 だけ提 出 しな

ければ な らない。営業所 の調査又は検査 の際には,縮 少 され た写 しに

つ いて必要 な読取装 置が用意 され ねばな らない。

10税 務署は・帳簿及び記録 が継続 的に完全かつ形式 内容 ともに正確 に

記入され てい るかど うか を検査 することが できる。帳簿の検 査 を受け

る個人又は企業 の諸事 情 でな く,当 該個人又は企業に傭 われ ていた,

又は現 に傭われ てい る被 傭者の諸事情の解明が問題 となる場合 に も検

査 する ことが で きる。

IL大 企業は,少 くとも3年 に一度 相当の予備教育 を受けた連邦 の 財務

行政職貫文は専 門家に よる正 規の帳簿及び経 営の検査 を受けねばな ら

ない。検 査は,課 税上重要 なすべ ての関係にわたって行 なわれ なけれ

ば ならない。 始 めて帳簿及び経営 の検査 を受けるにあっては
,連 邦大

蔵 大臣が検査 の及ぶ期間 を定める。 官庁 の経営統計 の識別標 識に よっ

て大 企業 となされ るものが,大 企業 と して取 り扱 われ る。

参 考 資料"t'2

租 税通 則 法第162条 第8項 に規 定 す る文 書,

営 業 用 書類 お よび そ の 他 の書 類 の保 存 に 関 し

て:法 律 に定 め られ た保 存 義 務履 行 の た めの

マ イ ク ロフ イル ム撮 影 の利 用 に関 して:

西 ドイ ツ連邦 大蔵省 ・各州 財務 省共通規 則

租 税 通 則法 弟 ユ62条 第8項 第2号 に よれ ば,文 書 お よび 課税 上 重 要

で あ る範 囲 内 に お け る営業 用書 類 そ の他 の書 類 は,7年 間保 存 しな け れ
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ぱ な らな い。 た だ し,他 の租 税 法 に おい て よ り短 い保 存期 間 が規 定 され

てい る場 合 には,こ の 限 りで ない。 この ことは,上 記 の諸 書 類 に つい て,

マ イク ロフ イル ム撮 影 に よ り整 理 され てい る場 合 に も
,原 則 と して適 用

され る。 財 務官 吏 は,か か る場合 に おい て,権 限 あ る上級 財 務 官吏 の同

意 を得 た うえ で,異 議 を 申 し立 でる こと に よ り,原 始書 類 の保 存 義 務 に

関す る緩 和 措 置 を取 り消 す こ とが で きる。 そ こ で,わ た く し(州 財務 長

官)は,統 一 的 な取扱 い の利益 の た め に〆、裁 判 所 に よる他 の 決定 を 留保

して,次 の諸 原 則 に した が つて手続 きをすす める こと を希 望 す る。

1.租 税 法上 の保 存 義務 の履 行 の た め に,マ イ ク ・ フ イルム撮 影 の 利 用

は,法 第162条 第8項 第2号 に掲 げ られ た営 業 用書 類,文 書 お よび

そ の他 の書 類 に の み 許容 され る。 受領 した 商業 信 書(法 第38条 第2

号)な らび に諸 帳 簿,財 産 目録 お よび 貸 借 対 照表 は,た とえ マイ ク ロ

フ イル ムに な って い て も,法 第162条 第8項 お よび他 の法 律 の 規 定

に定 め られ てい る期 間 を経 過 す るま では,原 本 を保 存 しな けれ ば な ら

ない.同 様 な こ とは,適 用 され た 記帳 方 法 に基 づ い て計 算機 能 を果 す

証 愚 に つ い て も適 用 され る(た とえば,"公 表 簿 記"に お ける領 収 書

または 領 収 書 の 複製 の 組 織 的 保 存)。

2.マ イ ク ロ フ ィル ム化 の方 法 は ,制 定 の 際 に この規 則 に 構 想 と して付

け加 え られ た 方針 に一 致 しな ければ な らない。 そ して,そ の方 針 は,

経 済 行政 委 員会(AWV)に よって 立 て られ た 「法 律 上 保 存 義 務 の あ

る書類 の マ イ ク ロ フ イルム化 の ため の 諸 原則 一1962年2月 」 の基

礎 と な って い る。

3.マ イ ク ロフ イル ムへの 書類 の撮 影,な らび に 完 成 した フ イルム の再

生,記 入,保 管 お よび保 存 は,マ イ ク ・フ イルム撮 影 の 際に お け る書
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類 の 審 査 に よって も・ 原本 の審 査 に比 べ て ,時 間 的,手 続 き的 に より困

轍 もの で な い ことの保 障 を示 さ な けれ ば な ら飾
.そ の こ とに は,

特 に,書 類 は,そ の時 の作 業上 の 配列 原則 に 従 って フ イルム化 され な

けれ ば な らない とい うこ と も含 まれ る。=書 類 の 内容 を変 更 し
,も し く

は補 充 する 記載 ま たは 覚 え書 が 書類 に つ け加 え られ て い る場 合 には
,

作 成者 そ の人 が署 名 を通 じ、 または 他 の 適 当 な方 法 に よって,確 定 す

る ことが で きる もの でな けれ ば な ら ない
。

4・ 書 類 の一 部 分 ぱ ・ 業 務 上 の機 関 に よっ て行 な われ る もの で ある限 り,

原 則 と して ・ ・ル ム化 が可 能 で あ る。 そ の際 に,偽 造 鹸 は 変 造 の防

止 に つ い て 考慮 が払 われ なけ れば な らな い ,特 に原 始書 類 は,フ ィル

ムの 再 審 査 後 に撮 影 の 完 全性 お よび そ の異 論 の ない複製 が確 定 され
て

い る接 合 に は じめ て廃 棄 され る も の で あ る ことが 保 証 され な けれ ば な

らない。 第9号 は 適 用 しない.

5.フ イル ム化 に つ い ての注 意 深 い実 施は 企 業 者 または そ の委 託 者 に よ

っ て責 任 を もって 監 視 され な けれ ば な らな い。

6.書 類 を作 成 した 企業 以 外 ,た とえ ば,マ イク ロフ イル ム会 社 に よっ

て書 類 が マ イク ・ フ イル ム化 され る場 合 に は
,第2号 か ら第5号 ま で

が 適 用 さ れ る。

7・ フ ィル ム化 され た書 類e・t・ 記帳 検 査 の際 の あ らゆ る状態 幽 い て容

易に読 取 りが で きるもの でな けれ ば な らな い。 適 当 な読取 機 器 が 用意 さ

れ な けれ ば な らない。

8.業 務 監 査 人 が必 要 と す る場 合 には
,マ イ ク ロフ イル ム撮 影 の再 拡大

化(再 複 製)無 料 で,い つ でも,処 里可能 で 紺 れば な らな い
。

9・aフ ィル ム化 され 鰭 類 の 原本 は
,財 糖 吏 の1瀧 の うえ で,麟

一275一



す る ことが で きる。 た だ し,書 類 が 関係 して い る 期間 または 事件 に

関 して は,マ イク ロ フ ィル ム撮 影 の 利 用 に よる 財務行 政 に よっ て行

なわ れ た 業 務監 査 が 終 了 し,そ の 結果 が評 価 され た 後 に限 る。 業 務

監 査 の結 果 は,業 務 監査 に よ って 惹起 され た訂 正 が 確定 力 を もつ と

と もに,ま た は 財務 当局 が 租 税 を確 定 し,も し くは 訂正 を行 な わ な

い とい うこ とを納 税 義 務 者 に通 知 す る と と もに,そ の評 価 が され た

もの とみ な され る。

法弟162条 第8項 第2号 の期 間 は 適 用 しな い。'

b財 務 当 局は,個 々 の具体 例 につ き,原 本 が 課 税 手 続 の実 施 上 必要

と しな くなっ た と きに 限 り,業 務監 査 の終 了以 前 で も フ ィル ム化 さ

れ た書 類 の原 本 の 廃 棄 を許 可 す る ことが で きる。

c書 類 の フ イル ム化 な らび に 完 了 した フ イルム の記 入,保 管 お よび

保 存 は,業 務 監 査 に おけ る確定 後 に おい て は,こ の規則 お よび 方針

の要 請に 一 致 す る限 り,財 務 当 局は,適 当 な場 合 には,従 来 の手 続 き

が遵 守 され る限b,'フ ィル ム化 さ れ た書 類 を 直近 の 業務監 査 の 以 前

に廃 棄 す る こ とを,申 し立 てに基 づ い て,納 税 義 務 者 に許 可 を与 え る

こ とが で きる。

10.財 務当 局 は,特 定 の 書類 または 書 類 の一 部 分 を,緩 和 の た めに 除 外

す る こ とが で きる。 た だ し,こ れ は,個 々 の具 体 的場 合 に お い て,課

税 の重 要 性,会 社 の 業 務機 構 お よび 記帳 の 様 式 を考 慮 して,合 目的 と

認 め られ る場 合 でな け れ ば な らな い。 この ことが該 当 す るの は,特 に,

組合 契約,社 員 また は取 締 役 との契 約,監 査 委員 会 の 議事 録 かつ 取締

役 会 の 議 事録,な らび に,こ れ らの基礎 と な ってい る計 画 委 員会,経

理 委員 会,技 術 委 員 会 お よび そ の 他 の 委員 会 の 記録,お よび,関 係 当
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事著聞 の 契 約 な らび に諸 権利(特 許,特 許権,商 標 等 々)お よび そ の

他 の重 要 な文 書 に 関 して で ある。

この法 律 は,連 邦 財 務大 臣 と,他 の諸 ラ ン トの財務大 臣(財 務 長 官)

ら との 了解 の下 に発 布 され る。 私 は,財 務 官 に ,そ の条 文 を知 らせ る

連 邦 租税 官 報2章 に お い て公 に され て い る法律 の 発布 を希 望 す る。

d

参 考 資 料1ろ

保 存義 務 の あ る 書類 の マ イ ク ロフ イル ム化 に

関 す る細 則

1.作 業 指 図

1.1書 類 の フ イルム化 の際 に採 用 され る方 法 は 規 則 な らび に細 則 の

原 則 に一 致 す る文 書化 され た作業 指図 に 基 づ い て 決 め られ ねば

な らな い。 当該 作業 指図 は,フ イル ム化 さ れ る書類 お よび フ イル

ム化 の実 施(1回 か ぎりの ,特 定 の間 隔 をおい ての,ま た は継続

的 な)に 関 し述 べ て い る もの で なけれ ば な らない。

2.フ イル ムの教 示

2.'1マ イク ロ フ イル ム名 薄

特 別 の標 識(TZ41)お よび 管理 マー ク(TZ52)を 付 さ

れ た フ ィル ム な らびに不 時 の整 理(TZ62)お よび 損 傷(TZ

33)に 関 す る教 示 を通 し番 号 で登 録 す べ き マ イ ク ロ フ ィルム名

簿 が,完 成 した フ ィル ムに つい ては,作 成 され ねば な らない。 ま

た,マ イ ク ロフ イルム名簿 には,作 成 され た コ ピー お よび 複 本 の
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数 な らび にそ の保 管 場 所 に つい て 教示 が なされ て い ねば な らないb

2.2マ イ ク ロフ イル ム ・フ ァイル ・

マ イク ロ フ イル ム ・ファイルには ,一 般 に原 フ ィル ムのみ が プ ア

ィ ル され れ ば よい。 巻 フ ィル ム使 用 の場 合 には,巻 フ イル ムが ス

ライ ド処 理 に よ り作 成 さ れ る場 合 に限 り フ ィル ム コ ピー が プ アィ

ル され ねば な らない.原 フ ィルム の保 管場 所 は マ イ ク ロフ ィル ム

名簿 に 記 され ね ば な らな い。

3.撮 影 原則

3.1フ イル ムへ の撮 影 順 序 は,原 本 保 管場 所(Original-Ablage)

に 適用 され る命 令 に一 致 し,同 時 に完 全 な 関 連 性 を保 証す る もの

でな けれ ば な らない。 原 本保 管場 所 に 関 す る命 令 の 原則 は,書 類

が撮 影 され る場 合 に をい て,内 部 的 な関連 性 が保 た れ てい る と き

に も顧 慮 され ねば な らない。 これ らの場 合 に お い て は,目 録 が 作

成 され,同 時 に撮 影 され ね ば な らない。 撮 影 され た書類 は,当 該

目録 に お い て,通 し番 号 で表 示 され ね ば な らな い。 一 組 の 同種 類

の 書類 は一 括 す る ことが で きる。

3.2内 容 また は 関連 性 に よb,書 類 の裏側 も撮 影 され ねば な らな い

よ うな場 合 には,表 お よび裏 側 の写真 は順 序 よ く(相 互 に並 列 し

て,相 前後 して)配 置 され ねば な らな い。

3・3フ ィル ムは,原 則 と して一 部 分の み か ら構 成 され る こ とは で き

ない。 主 た る フ ィル ムに結 合 され た整 理 お よび 追加(TZ61)

の み に つ い て,撮 影は 有 効 であ る。 巻 フ イルム 処理 の 使 用 の場 合

に は,フ イル ム の巻 の長 さは 少 く とも5メ ー トル で なけれ ば な ら

な い。 フ イル ムの 巻 が 裂 け た よ うな場 合 には,裂 け 目は,認 識 し
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〉る よ うに保 持 され ぱ な らない・ マ ・ ク ・フ ィ・レム禰(TZ

21)に おい ては,対 応 する 指 示 が撮 影 され ねば な らな い
。

4.フ イル ムの特性 表 示

4、1タ イ トルの 内容

ノ

タ イ トルには,フ ィル ム化 され る書類 の 帰属 す る企業 名
,フ ィ

ル ム の数.書 類 の種 類 と組 な らび に書 類 の 関連 す る時 期 が 明 らか

に さ れ て い ねば な らな い。

4.2撮 影 証 明

4・2・・ フ'dル ムの 裏 ・ イ トル には
,最 後 に フ ィル ム・化 され た書 類

κ関 連 し 繊 認 明が 撮 影 され ねば な らない ♂撮 影 証 明には
,

フ ィル ムの 番号,フ イル ム化 に参加 した人 名
,撮 影 の場 所 お

よび時 期 な らび に フ ィルム化 に 付 され た書 類 に変 更 が な く
,

原 本 の順序 通 りであ り,完 全 に撮 影 され てMる とい う参 加 者

に よ り自署 され た 言 明が 含 まれ ねば な らな い
。

4・2・2営 業 外 の書 類 が撮 影 さ れ る場 合 に は
,撮 影 証 明 に お いて こ

.の ことが 明 らか に され ね ば な らない。

例 示:撮 影 証 明

撮 影 場所:

撮 影 日:

この フ イル ムは 完 全忙 包括 的 で あ り,当 該 フ イル ム に お い て

は原 本 の 順序 通 りであ り,撮 影に 付 され た書類 には 伺 の変 更

も なか った。 整 理(な い しは 追加)撮 影 の原 因 は ,撮 影 中 は

生 じな か った。/。 。 。作 成 の整 理(な い しは追 加)証 書 拓

oo。ooに よるo
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商 号 お よび 自署

5.フ イルムの 管 理.

5.1フ イル ムは,そ れ の保 管 に先 立 っ て,技 術 的欠 陥 に つい て 検査

され ねば な らな い。これ らの場 合に おいて,原 本 が保存 され ない か ぎ

り,欠 陥 ある撮影は修正 され,失 敗 した撮 影は再度行 なわねばな らない。

5.2検 査 結 果 は,マ イク ロ フ イル ム名 簿 に お け る 自署 され た 記入 に

よ り確 認 され ね ば な らな い。

6.整 理 お よび 追 加

6.1共 通 事 項

6.1.1撮 影 中 の勧 返 しの場 合 に は,持 場⑫ 書 式 用紺 整 理"が

と もに フ イル ム化 され ね ば な らな い。

6.1.2検 査(TZ51)に も とづ き,整 理 ない しは追 加 フ ィルム

が作 成 さ れ る場 合 には,主 た る フ イル ム に対 して と同様 に,

それ に対 して も同 じ要 件 が適 用 され る△

61〕注 鯉 已 び追加の鈴 には,完 全酬 連騰 保つ四 要な

:㌻ 撮 影が おのお の の欠 陥箇 所 の 前 後 に 培 い て再 度 行 な われ ねば

ち な らな い
。

6,2教 示

6.2.1整 理 な い し追 加 フ ィル ムに撮 影 され た整 理 ない し追 加 に関

して,整 理(な い し追加)証 書 が 作 成 され ねば な らない。 当

該 証 書 に は欠 陥 箇所 お よび整 理(な い しは 追 加)原 因 が 明 ら

か に され て い ねば な らない。 整理(な い しは 追加)証 書 は,

整 理(な い しは追 加)撮 影 の 直 前 に 同 時 に作成 され ね ば な ら

ない。
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例 示:整 理(な い しは追加)証 書 砺

フ イル ムノ絡

工 作機 械AGハ ン ブ ル グ

勘 定ノV6:5236～5240再 度 作成 シ ャツ4一 故

障 に よる

勘 定,`66176～6182再 度 作 成 露 出過度 に よ

る。

勘 定 蕗6'518追 加 誤 っ て同 時 に撮 影 され な か っ

た こ とに よる。

買付 お よび 自署

6.2.2マ イク ロフ イル ム名簿 に おい ては,整 理 お よび追 加 の見 出

され る場 所 が 教示 され てい ねば な らない。 保 管 に 際 し,原 本

が そ の ま まに して おかれ る場合 にね.(原 本 が 保 管 され た まま

で あ る場 合 に は),マ イク ロ フ イル ム名 簿 促 お い て 体 の

保管場所 をも明 らかにする適当な教示が撮 潔 ね日本 鰯 開 発 協 会

い△ 資 料 室

7.フ イル ムの 保 管

7.1フ イル ムは,注 意 深 く,順 序 正 し く,錠 を おろ して安 全 に保 管

され ねば な らない。 保 管は,原 本 に対 し法律 的 に決 め られ た保 管

期 限 の 少 くと も満 期 ま で,フ イル ムの耐 久 性 と解 読 性 を保 証 す る

もの でな け れ ば な ら ない。

8.フ イル ム化 され た 書類 の 破棄

8.1マ イク4.フ'イ アルムに撮 影 ざれ た書類 は,フ ィノレムの 確 定的 な検

査(TZ51方 が黄 議 を生 じない と きには 破 棄 す ろ こ とが で きる。

(規 則 の第9項)。
一一281-一



・

、

.…●

,

、
司
」

.

7

「

.
.

.

「

〆

＼



、
◆

■

、
'
●

会計 税務海外専 門調査団訪問 コース

6月1日 ～2日

メ モ レ ッ ク ス 社

バ ン ク ・オ ブ ・ア メ リカ

6月3日 ～4日

ヴ ィ ッ カ ー ス社

バ ロ ー ス 社

'
＼.

＼ '～

6月5日

井尻 教 授

6月5日 ～7日

ロ ス 教 授

ビゲ ロ ー 氏

ホ ー ン氏

フ リー ド氏

∨ 〉～

＼

6月15日 ～17日

1.C.L.社

イ ギ リ ス勅 許 会 計 士 協 会

イ ギ リ ス 国 税 庁

ナ シ ョナ ル ・ウ ェ ス ト ミン ス ター 銀 行

ロ ン ド ン

6月26日

フ ィ リ ッ プ社

ケ ル ン

ア イ ン ド ベ ル リン
ホー フ ェ ン

サ ンフ ラ ン シ ス コ

、 .

＼.

＼'
＼.J'一 ・

＼

＼ へ
〉

デ トロ イ ト

ピ ッ ツ バ ー グ

ワ シ ン ト ン

＼

＼

6月8日 ～9日

証 券 取 引 委 員 会

ア メ リカ 国 税 庁

ナ シ ョナ ル ・コ ン ピ ュ

ー タ セ ン タ ー

ボ ス¥ン

ニ ユ 　 ヨ ー ク

6月10日 ～12日

1.B.M.社

ス ペ リー ラ ン ド社

ア メ リ カ 公 認 会 計 士 協 会

1.R.S.マ ンハ ッ タ ン事 務 所

ラ イ ブ ラ ン ド・ロ ス公 認 会 計 士

事 務 所

ラ イ デ ス ドル フ 公 認 会 計 士

事 務 所

モ ル ガ ン ・ギ ャ ラ ン テ ィー

信 託 銀 行

パ リ

6月18日 ～19日

フ ラ ン ス 公 認 会 計 士 協 会

C.C.M.C.

フ ラ ン ス大 蔵 省

パ リ ・ユ ニ オ ン銀 行

プ ロ プ リエ ・ル ツ セ ル

・ウ ク ラ フ ト杜

ミ ュ ンヘ ン

6月25日

西 ドイ ツ法務 省

西 ドイ ツ大 蔵 省

6月23日

ジー メ ン ス 社
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会 計 ・税 務 海 外 専 門 調 査 団 団 員 名 簿

参 加 者

団 長 矢 沢

副団長 大 山

伏

欧 州団長 鈴

菊

礒

○稲

○千

○居

浜

井

中

政

惇 東 京 × 学 ・教授

難 中 央 大 学 ・教 授

章

二

聖

大

臣

茂

雄

雄

弥

成

真

和

康

洲

次

得

久

久

見

本

地

鳴

黄

葉

林

野

上

川

公 認 会 計 士

石川 島播磨重工業 ・コンピュータ部長

独 協 大 学 ・助 教 授

住 友 化学 工 業 ・経 理 部 長

武 田薬 品 工 業 ・経 理 部 次 長

協 和 銀行 ・事 務 管 理 部 調査 役

経 済 団体連合 会 ・理 財部調査役

日本 租 税 研 究協 会 ・参 事

国税 庁 ・調査査察=部調査 課主査

当 協 会 ・調 査 研 究 部長

○ 印 は ア メ リカ お よび ヨー ロ ッ パ を,そ の 他 は ア メ リ カ

の み を 調 査 した 者 で す 。
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調 査 団 日 程 及 び 訪 問 先

月 日 曜 訪 問 先

6.1 月 メ モ レ ッ ク ス 社

6.2 火 バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ

6.3 水 ビ ッ カ ー ス 社

6.4 木 バ ロ ー ス 社

6.5 金 井 尻教 授(カ ー ネ ギ ー ・メ ロン大 学)

ロ ス 教 授(ハ ー バ ー ド大 学)

6.6 土 ビゲ ロー弁 護 士

ホ ー ン 氏(MSシ ュ ー ・マ シ ナ リ 一 社)

6.7 日 フ リー ド教 授(ボ ス トン大学)

6.8 月 証券 取 引委 員 会(S.E.C,)

ア メ リ カ 国 税 庁(1.R.S.)

6.9 火 誰 券 取 引 委員会(S.E.C.)

ナ シ ョ ナ ル ・ コ ン ピ ュ ー タ ・ セ ン タ ー

ア メ リ カ 国 税 庁(1.R.S.)

6.10 水 ア メ リ カ 国 税 庁(1.R.S.)

1.B.M.社

ス ペ リ ー ラ ン ド社

6.11 木 アメ リカ公 認会 計 士協会

1.R.S.マ ン ハ ッ タ ン 事 務 所

6.12 金 ラ イブ ラ ン ド ・ロス公 認 会 計 士事 務 所

ライデ ス ドル フ公 認 会計 士 事務 所

モ ル ガ ン ・ ギ ャ ラ ン テ ィ ー 信 託 銀 行

6.15 月 1.C.L.社

6.16 火 イギ リス勅許 会計 士協会

イギ リス国税 庁

6.17 水 ナ シ ョ ナ ル ・ ウ ェ ス ト ミ ン ス タ ー 銀 行

6.18 木 フ ラ づス公 認金 言τ士協 会

C.C.M.C,

6.19 金 フ ランス大 蔵 省

パ リ ・ユ ニ オ ン 銀 行

プ ロ プ リ エ ・ル ッ セ ル ・ ウ ク ラ フ ト 社

6.23 火 ジ ー メ ン ス 社

6.25 木 西 ドイ ツ法 務 省

西 ドイソ大蔵省'

6.26 金 フ ィ リ ッ プ ス 社
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